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 1 

はじめに 

一般に、行政法は、君主制や民主制等の国民と国家との関係の違いに加えて、国家三権における

行政権の位置つまり行政権の立法的、司法的統制の違いによっても、一様ではない。統治機構これ

自体が国によって異なることに加えて、主権者である国民と国家との関係も、大きく異なるのであ

る。このため、行政法といっても、それは各国における行政権の位置と国民と国家との関係を反映

したものとなる。 

日本を含む先進資本主義国では、行政法の１つの基本論点は、行政との関係における国民の権利

救済に関するものである。これも国によって位置づけや概念が異なる。例えば、日本における行政

法の教材類では、例外なく行政救済法の項目が設けられており、この中には行政事件訴訟法ととも

に行政不服審査法そして苦情処理制度が含まれている1。 

ところで、カンボジアにおいても、一般的抽象的には、権利利益を侵害されたと考える市民2が、

行政または裁判所に不服を述べる手続を定めるべき必要性は意識されている。市民が行政活動に不

満や不服を有するに至り、このため生まれた紛争を国家が放置せず、これに対応して法制度の整備

を含むなんらかの措置を講じるべき必要性これ自体は、カンボジアの王国政府においても理解され

ている。ただし、日本を含むいわゆる先進資本主義国と比べると、カンボジアでは、行政不服審査

制度や行政（事件）訴訟制度のような一般的な法制度はまだ整備されていない。 

しかし、行政に対する不満や不服は、行政の適法性や適正性を確保するためのきっかけとなるの

であって、市民からの不満や不服を国家機関が適正に処理する法制度の整備は、行政法の生成発展

が可能となる起点であるといってよい。このため、カンボジアにおいては、日本におけるようなも

のとして行政救済制度が存在していないからといって、それを行政法の諸問題の認識外に置くので

はなくて、その反対に、カンボジアにおける市民の不満や不服の処理の現状をそのまま認識対象と

するべきであると思われる。このような観点からカンボジアの現状に接近する場合には、行政に対

                                                
1 いくつかに限定せざるをえないが、塩野宏『行政法II 行政救済法』（有斐閣、第6版、2019年）4頁以下は、（苦情処理

等もこれに含むが）行政不服審査法を中心とする行政過程における行政争訟と行政事件訴訟からなる行政争訟法という項目

を設けている。芝池義一『行政法読本』（有斐閣、第4版、2016年）280-281頁は、行政救済制度には、国家賠償および損失

補償とともに行政訴訟および行政不服審査という4つの柱からなっており、行政統制のための苦情処理も行政不服審査、行

政訴訟と同様に行政救済のための制度であると述べる。市橋克哉他『アクチュアル行政法』（法律文化社、第3版、2020年）

205頁以下は、苦情処理と行政争訟制度との違いとともに連続性についても示唆している。 
2 カンボジアでは、日本のように「国民」（្របជាជាត,ិជាត）ិを使う例が限定的なものしかなく、その代わりに、行政機関で

ある国家機関との関係について「市民」（្របជាពលរដ្ឋ, ពលរដ្ឋ）の語が一番多く使われている。この市民の概念は、社会主

義国の特徴であるが、いまでもカンボジアにおいてこの語が用いられていることは、注目されるべきことである。このこと

は、後述するので、ここでは述べない。日本語では、「市民」や「公民」といった訳語が用いられている。例えば、平野義太

郎『現代中國法令集』（日本評論新社、1955年）5-6頁、稲子恒夫『ソビエト法入門』（法律文化社、1965年）21頁、藤田勇

他『ソビエト法概論』（有斐閣、1983年）70頁、109以下、稲子恒夫監修『ソ連重要法令集－ソ連六法 第1巻－』（プログ

レス出版所、1984年）271頁を参照。 



 2 

する不満や不服の処理が、一般法ではないとしても、個別の制度としてカンボジアにおいては存在

する。これを行政法現象の１つではないと断言できるのであろうか。むしろ、カンボジアにおいて

は、個々の制度に注目する場合には、市民と行政との広い意味での紛争が想定されている市民から

の申立ての機会を定める多数の制度が、行政法の生成発展を生む土壌になりうる可能性に注目すべ

きではなかろうか。というのも、それらは、条文数が少なく、またごく短い簡単な語句において定

められている簡易なものであるので、これだけに注目されることは従来少なかったとはいえ、実際

には、このような法制度の不備が原因となって様々な問題が生まれており、これらが解決されれば、

行政法の生成発展を展望しうると思われるからである。 

現状では、市民と行政との紛争処理の機能を有すると考えられるような制度も、概して機能不全

に陥っている。ここで、機能不全というのは、第1に、紛争処理機関が多様な法形式において定め

られていることに加えて、実際には存在していない場合すらあること3や、存在している場合であっ

ても、その活動が活発ではないことも含む4。第2に、紛争処理機関が活動している場合においても、

市民からの申立てに対して、これを放置し、応答が遅延しがちであり、応答があった場合において

も市民がこの内容に満足することは少ない5。第3に、その結果、市民は他の手段によって行政活動

に対する不満や不服を表明しており、紛争処理制度の利用件数が多くない6。第4に、紛争処理機関

の側でも、紛争処理の一般法がないために統一した制度運用をしておらず、申立ての処理の仕方が

区々である7。 

                                                
3 この認識は、Khlok Dara, “Administrative Complaint Mechanisms in Cambodia,” in The Development of Cambodian 
Administrative Law, eds. Kai Hauerstein and Jörg Menzel (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014), 154-155, 158; Hem 
Sras, “Political Economy of Institutional Reform to Restore Trust in Public Institutions in Cambodia: Design 

of a Specialized Court to End Land Disputes,” (LL.D Diss., Nagoya University, 2014）, 16-17, 151. 
4 Khlok Dara,Ibid., 146, 152; Hem Sras, Ibid., 51-52; The NGO Forum on Cambodia, Access to Land Title in 
Cambodia: A Study of Systematic Land Registration in Three Cambodian Provinces and the Capital (The NGO Forum 

on Cambodia, November 2012), 80-82, 91、េវទកិាៃនអង្គការមិនែមនរដា78ភបិាលស្តពីកីម្ព@ជា, ការវAភាគស្ថិតសិ្តីពីវAវាទដធី្លីេនៅ
កម្ព@ជាឆាJ8២ំ០១៦ (េវទិកាៃនអង្គការមិនែមនរដា78ភិបាលស្តពីកីម្ព@ជា, មិថនុា ២០១៦), ២៤ ដល់២៥, ២៩ ដល់៣១［カンボジ

アに関する非政府組織フォーラム『2016 年のカンボジアにおける土地紛争に関する統計分析』（カンボジアに関する非政府

組織フォーラム、2016年6月）24-25頁、29-31頁］。なお、以下にて、クメール語で書かれた資料は、まずそのまま表記し、

その後で筆者が日本語に仮訳したものを記すこととする。 
5 この評価は、National Committee for Sub-National Democratic Development (NCDD) and Japan International 

Cooperation Agency (JICA), Situational Analysis 3: Capital/Provincial and District/Municipal/Khan Administration 
Management (NCDD, November 2011), 37; National Committee for Sub-National Democratic Development (NCDD), Result 
of the IP3 2011 Local Governance Survey (NCDD, 5 February, 2012), 20-21, 22; Khlok Dara, supra note 3, 146, 
158; Hem Sras, supra note 3, 167; The NGO Forum on Cambodia, A study on Land Disputes in Four Provinces of 
Cambodia: Mapping, Impacts, and Possible Solution (The NGO Forum on Cambodia, November 2015), 41. 
6 NCDD, Ibid., 19; The NGO Forum on Cambodia (2012), supra note 4, 84. 
7 一般的に、行政に関連する申立てや紛争または訴訟を処理していないという認識を述べたのは、Jörg Menzel, “General 

Principles a Cambodian Context,” in The Development of Cambodian Administrative Law, eds. Kai Hauerstein and 
Jörg Menzel (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014), 84-85.しかし、実際において行政に関連する申立てや紛争または行政訴

訟の提起、これらの処理の事実が確認されている。Khlok Dara, supra note 3, at 146、ឥន េយឿន, វAវាទរដ្ឋបាល (២០១៦), 
១៤០ ដល់១៥០, ១៦២ ដល់១៦៣［エン・ユウン『行政訴訟』（2016年）140-150頁、162-163頁］を参照。 
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以上のような諸問題が解決されないままだとすれば、市民の不満や不服さらには紛争が放置され

たままとなり、市民と行政との関係が一層悪化して、結局、社会の混乱を招きかねない8。しかし、

だからこそカンボジアにおいても、論理上、広義の行政紛争の、より客観的で適正な処理が目指さ

れるようになることは不可避であると筆者は予測しており、ここが起点となって、単なる苦情処理

から行政不服審査さらには第三者である機関による紛争の裁断つまり行政裁判所のような裁判制度

の生成展開も展望しうる可能性があると考えている。国家活動の恣意を徐々に抑制し、やがてはこ

れを規範づける法という意味での行政法の研究課題を、その本格的な生成展開の前の段階に注目す

ることで、発見できるのではないかと考えているのである。 

以上のような理論的仮説あるいは問題意識を有する本論文に先行して、カンボジアでも、行政活

動によって生まれる不満や不服または紛争に国家が対応する法制度について、いくつかの研究がな

いとはいえない。しかし、それらの研究には、第1に、カンボジアにおけるこの法制度の現状を客

観的に分析するという観点が欠けている。例えば、フランスで学んだ者は、フランス法の概念を用

いながら、これに適合するように現実の一部を述べてしまいがちである。後述するように、国家組

織等の違法行為に対する市民の抗議申立て9等の権利を定めるカンボジア王国の憲法10（以下、「1993

年憲法」という。）39 条について、これは、フランスに類似する行政訴訟制度を想定していると論

じているのは興味深いが、その根拠が必ずしも明らかにされていないのである11。そこで当然、この

説への批判として、この憲法39条は、フランスをモデルとする行政訴訟制度を想定するものではな

いと論じる考え方も登場するが、それではフランス由来ではないとして、これに代わる歴史的起源

                                                
8 市民と行政の関係は、すでに緊張した状況にあるという指摘もある（្រកុម្របឹក8\កំែណទ្រមងច់8_ប ់និង្របព័ន្ធយុត្តធិម,៌ 
ការសិក8\បឋមស្តពីី្របព័ន្ធអបំ៊សូាg8ន ់និងការទទលួពាក8jបណkងឹេនៅកម្ព@ជា (២០០៩), ១៨［法律司法制度改革評議会『カン

ボジアにおけるオンブズマン制度および申立ての受理についての一考察』（2009年）18頁］）。 
9 この「抗議申立て」の日本語訳は、「បណkងឹតវាm8」からの直訳である。日本語訳は、カンボジアにおける抗議申立て制度に

影響を与えたと考えられるベトナム、ソ連、中国の憲法や下位法令の先行研究の訳語を用いるべきだと考えたが、先行研究

間の訳語は必ずしも統一されていないので、原語から直訳することとする。 
10 រដ្ឋធម្មនុopៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, ២៤ កtu8 ១៩៩៣［カンボジア王国の憲法（1993年9月24日）］。この1993年憲

法の出典の最新版として、អគ្គេលខាធកិារដា78ន្រកមុ្របឹក8\ធម្មនុop, រដ្ឋធម្មនុop (្រកមុ្របឹក8\ធម្មនុop, ២០២១)［憲法院事

務総局『憲法』（憲法院、2021年）］に加え、この後に行われたこの憲法の第10回改正は、ច8_ប់ធម្មនុopស្តពីីវAេសាធនកម្ម
មា្រតា១៩ថ្មី(មួយ) មា្រតា៨៩ មា្រតា៩៨ថ្ម ីមា្រតា១០២ថ្ម ីមា្រតា១១៩ថ្ម(ីមយួ) នងិមា្រតា១២៥ថ្ម ីៃនរដ្ឋធម្មនoុpៃន្រពះរាជា
ណាច្រកកម្ព@ជា និងមា្រតា៣ ថ្មី នងិមា្រតា៤ ថ្មី ៃនច8_ប់ធម្មនុopបែន្ថមសំេដៅធានានូវដំេណើរការជា្រប្រកតីៃនសា|8បន័ជាត,ិ 
េលខនស/រកម/០៨២២/០០៧, ៦ សីហា ២០២២［カンボジア王国の憲法の新19条（一）、新98条、新102条、新119条（一）

および新125条ならびに国民制度の正常運営を確保するための追加憲法的法律の新3条および新4条の改正に関する憲法的

法律NS/RKM/0822/007号（2022年8月6日）］を参照。日本語の翻訳は、基本的に、傘谷祐之「4 カンボジア王国」鮎京正

訓他編『新版 アジア憲法集』（明石書店、2021年）178-206頁を参照したが、本論文は、原語を重視しているため、この翻

訳版の内容との若干のずれも見られる。 
11 Mum Chanserey, “Le Reglement du Contentieux Administratif au Cambodge,” Annales de la Faculte de Droit et 
des Sciences Economiques de Phnom Penh 1996: 13-28がその先駆である。 
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を詳しく述べているのかといえば、必ずしもそうではない12。 

フランス法の観点から接近するのとは異なり、カンボジアを外部から論じる場合には、英語が用

いられている。汚職等の犯罪行為を含む行政措置（administrative measure）に対する「申立て」

（complaint）が、カンボジアの現行制度において多数採用されていると理解しつつ、この現状から

出発すると一般的制度を構想する場合においても、「申立ての仕組み」（complaint mechanism）や

「申立て制度」（complaint system）といった行政訴訟と異なる法制度が形成されるべきこととなる

と論じられている13。 

以上とは異なる観点から、かつての社会主義時代の法制度を視野に入れながら、主に、行政組織

の内部と外部との区別にかかわりなく「行政上の犯罪」（បទេល្មើសែផ្នករដ្ឋបាល）に対する「行政上

の処罰」（ទណ�កម្មែផ្នករដ្ឋបាល）のための申立て制度を論じる考え方も存在している14。 

以上のように、いずれの考え方も1993年憲法39条を論じながら、これを具体化する法制度につ

いては構想が異なるのである。この事実からすると、カンボジアにおける行政活動についての市民

の不満や不服が実際に存在するのに、法制度が未整備となっている一因には、理論や学説が、法制

度を考察の対象とするとはいえ、主観的に意見を述べることが多く、これが形成されてきた経緯や

それぞれの関係等を十分には分析できていないという限界があるように思われる。 

先行研究の特徴は、第2に、それらの研究が、主に、法律等の個々の条文の不備や実際に生じて

いる諸問題を概括的に指摘するものにとどまることである。行政裁判所が設置されていないので、

法的な紛争解決方法が不備のままであるという現状を指摘するものがある15。このような現状の指

摘とは反対に、実際に存在する申立て制度の積極的意義と活用を主張するものは、存在する法制度

に注目する点では重要な問題提起をするものと評価できるが、問題点が論じられないままで、現状

肯定的になるところに欠点がある16。申立てを処理する手続、明確な要件を定めつつ、紛争処理権限

                                                
12 នេរាត្តម រណឬទ្ធ,ិ នតីសិាធារណៈែខ្មរ (២០០០), ៥៣៣ ដល់៥៣៧［ノロドム・ラナリット『クメール公法』（2000年）

533-537頁］。  
13 主に、Kai Hauerstein, “Aspects of Administrative Law and Its Reform in Cambodia,” in The Development of 
Cambodian Administrative Law, eds. Kai Hauerstein and Jörg Menzel (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014), 41-46; Khlok 
Dara, supra note 3, at 147-152に代表されている。ドイツの弁護士（lawyer）で、2014年ころにカンボジアの法律および

司法改革の事務総局の顧問をしていたKai Hauersteinの見解が有力に主張されていたように見受けられる。 
14  សួន ឱសថ, កិច្ចសន8�រដ្ឋបាលជាមយួនតីិវAធីរដ្ឋបាល (Administrative Contract and Administrative Procedure)
(សាកលវAទ8�ល័យអាសីុអឺរ�ុប, ២០១១), ៤៦៥ ដល់៥០៩, ៥៤៤ ដល់៥៧០［スオン・オソット『行政契約と行政訴訟・手続

（Administrative Contract and Administrative Procedure）』（アジアヨーロッパ大学、2011年）465-509頁、544-570頁］。 
15 េថង ចន័្ទសងា�8រ, “្របសិទ្ធភិាពតលុាការរដ្ឋបាលែខ្មរ?,” វAស8�បវត្តសិាកលវAទ8�ល័យភមូិន្ទនតីសិា�ស្ត នងិវAទ8�សា�ស្តេសដ្ឋ
កិច្ច ២០០២-២០០៣ (២០០៥)៖ ៤៣ ដល់៤៤［テン・チャンソンワー「カンボジアにおいて行政裁判を強化すべきか？」王

立法律経済大学紀要2002-2003号（2005年）43-44頁］。 
16 法律司法制度改革評議会・前掲注（8）19頁。 
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をどの機関に与えるべきかの議論の必要性を主張するものも、問題点の把握と分析が不足している

17。有能な実務家の必要性を視野に入れつつ、法制度に対する信頼欠如を危惧するもの18、実際に法

制度が機能するためには人的資源が不可欠であるが、この欠落を指摘するもの19も存在する。これら

を要するに、「現状批判」20の段階にある。しかし、問題は、現状を批判することではなくて、現状

が生まれている原因をカンボジアに即して分析することであるように思われる。しかし、こうした

分析は、他国を参照することで自国を相対化して、客観的に固有の問題点を発見しようとする研究

が不足しているカンボジアでは難しい。 

以上のような先行研究に対して、本論文は、カンボジアにおける行政活動に対する市民の不満や

不服について、存在する諸制度を素材としつつ、これらを便宜的に、「行政紛争処理制度」21と総称

することとし、その現状の分析に加えて、現状を生み出している原因の歴史的考察も行って、今後

において克服されるべき問題点を解明し、これを改善するための法整備の方向性を提示しようとす

るものである。行政紛争処理制度という素材に即して、現状分析とともに、これを生み出している

原因を分析しようとする本論文は、以上で確認した先行研究が示すように、従来のカンボジアには

存在しなかった研究であり、この意味で取り組むことには意味があると考える。 

ところで本論文は、日本をはじめとする先進資本主義国における類似の法制度とカンボジアにお

けるそれとの制度比較、という構成にはなっていない。この理由をはじめに述べておきたい。例え

ば、カンボジアが影響を受けたフランスにおける法制度との比較は、可能であるのかもしれない。

しかし、このような比較研究は、フランス法では説明できない法制度や法現象を捨象するものにな

りかねない。同じことは、社会主義法の影響に関してもいえる。ある国の法理論や法制度のみに基

づいてカンボジアを分析すると、先行研究と同様に、カンボジアにおける行政紛争処理制度の一面

的な考察ではあっても、全体を明らかにするものとはならないと筆者は考えている。 

そこで本論文は、カンボジアに強い影響力を有しないが、近代期に西欧の法制度を導入しようと

試みた日本の法制度や理論の経験をいわば鏡とすることで、カンボジアの現状を客観的に把握しよ

                                                
17 Khlok Dara, supra note 3, at 169. 
18 Jörg Menzel (2014), supra note 7, at 83-85. 
19 Alex Read, “Solving the Complaints of Citizens at Sub-National Levels,” in The Development of Cambodian 
Administrative Law, eds. Kai Hauerstein and Jörg Menzel (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014), 179-180, 182, 183-
187. 
20 市場経済移行諸国には、「現状批判」にとどまり、その内在的な原因の分析作業が欠けているという共通点があることを、

市橋克哉「行政法整備支援の『メタ理論』と比較行政法への示唆」法律時報82巻12号（2010年）106-107頁が述べている。 
21 本論文における「行政紛争処理制度」とは、あくまでも、現に存在する行政活動によって生まれる市民の不満や不服また

は紛争に対応する多数の制度を、筆者が便宜上このように表現するものであって、「行政紛争処理制度」なる一般的法制度は

存在しない。 
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うとするものである22。日本においては、法制度が、国家補償に加えて、苦情処理、行政不服審査お

よび行政事件訴訟制度に分けられて、整理されている。このような整理を前提とすれば、カンボジ

アの現状は、苦情処理の法制度が散在しているということになるのであろう。しかし、カンボジア

の現状においては、苦情処理とこれ以外の法制度が未分化であり、一体であることを見落としては

ならない。日本の法制度を理解しつつ、カンボジアの現状を分析対象とすることによって、苦情処

理制度の中に存在するこれとは異質の法制度の萌芽形態をも見出す可能性がある。例えば、補償的

機能を有する苦情処理制度は、苦情処理と国家補償との分化そして発展という可能性を有するもの

だとして、カンボジアの現状を認識することが可能となる。同時に、カンボジアにおいて個々の法

制度が未分化であることには、精緻であるのかもしれないが総合性を欠くようにも思われる日本と

も異なる、独自の発展可能性も意識されてくる。このような比較が意識されているので、本論文は

日本を参照するのであるが、だからこそ日本の苦情処理制度との表面的な比較研究はあえて避けら

れている。 

以下では、本論文の構成を述べておこう。まず、カンボジアにおける行政紛争処理制度の現状を

解明する本論文は、カンボジア法一般の概説部分を要するであろう。しかし、カンボジア法これ自

体の一般的特徴についても、統一した見解や量的に十分な学術的な研究が存在しない。そこで、本

題に入る前に、第１章では、数少ない先行研究および教材類を手掛かりにしながら、主に、カンボ

ジアにおいて一般的に規範文書23といわれる法令類を分析し、カンボジア法一般が、伝統法の存続、

フランス法の影響、社会主義法の影響という3つの特徴を有することを述べるところから、叙述を

開始することとしたい。そして、これらが統一性を欠いており、また相互関連性すらはっきりしな

いまま存在している状態を、述べることとしたい。なぜなら、この特徴が、カンボジア法という統

一的な把握を困難にしていると考えられるからである。 

次に、第 1 章の叙述で明らかになったカンボジア法は、3 つの法が分裂しながら混在しており、

相互関連性を欠くという特徴を、行政紛争処理制度に即して論証するのが、第2章で企図されてい

ることである。このため、行政紛争処理制度の歴史的展開が分析される必要がある。これにより、

カンボジアでは、伝統法の原始的な紛争処理、フランス法の影響を受けた行政裁判所制度、社会主

義法の影響を受けた抗議申立て制度という異質の行政紛争処理制度が歴史上の連続性がなく断絶的

                                                
22 市橋克哉「行政法整備支援とその行政法学への示唆」国際開発研究20巻2号（2011年）40頁を参照。 
23 本論文における「規範文書」の原語は「លិខិតបទដា78ន」である。カンボジアでは、他に、法規範文書（លិខិតបទដា78នគតិ
យុត្ត）、法規範（បទដា78នគតយុិត្ត）もあって、近年「法規範文書」という語句を用いる規範文書が多くなっている。しかし、

「規範文書」は、後述するように、社会主義時代において法制度が確立し、1993憲法にも使われた用語または概念であるた

め、本論文は、個別に特筆する場合を除いて、「規範文書」に統一することとする。 
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に形成され、導入されたことの論証が企図されている。 

第3章では、第2章で述べられたそれらの3つの特徴が、行政紛争処理制度の現状にどのように

あらわれているのかを解明する。すなわち、まず、フランス法の影響を受けたために行政裁判所の

設置構想がなお有力に主張されていることを確認することができる。社会主義法の影響を受けた抗

議申立て制度は、カンボジアの実務ではほとんど自覚されていないが、法制度上これが占めている

割合が比較的に多く、無意識的にではあっても法実務としてもなお強固に存続している。伝統法は、

法制度の次元とは異なり、法意識の一種として根強く残っている。その結果、第1に、行政訴訟と

いっても、フランス法が形式的に参照されるにとどまっており、特別の行政裁判所の設置やその訴

訟手続が定められていない。また第2に、市民の憲法上の権利として認められているものの、抗議

申立ては、これを具体化する法制度の整備という段階には至っていない。そして第3に、市民の行

動には影響力が強いと考えられる伝統法の意識が存在すると考えざるをえない。いずれも、断片的

な残滓にすぎず、分裂しながら、相互関連性もなく、次の段階へ展開する十分な力を持つ強固な法

制度の形成がないまま、不安定な状態にある。この結果、以下のような諸問題が生まれている。す

なわち、断片的で統一されていない用語や概念が多義的なまま存在する。紛争処理機関の責任も不

明確である。紛争を処理する手続や決定の法的効力も不明確である。 

最後に、第4章において、以上のような行政紛争処理制度の諸問題を解決するために、どのよう

な法制度の整備が必要となるのか、その方向性を論じることとしたい。ここでは、フランスにおけ

る行政裁判所制度に強い影響を受けた特別の行政裁判所のような裁判機関の整備というカンボジア

において多数が主張する方向性は、実現が必ずしも容易ではないという筆者の見解を述べる。第 2

章で経緯を述べるように、カンボジアでは、単線的に権利利益救済を目的とする行政争訟制度が整

備されてくるという展開とは異なり、様々な断片的な要素が混在している土壌に生成展開する行政

紛争処理制度の整備もまた複数の方向性が視野に入れられるべき必要性を述べるものである。これ

は、裁判所における紛争解決と判例の蓄積という発展の方向性を否定するものではないが、これと

同時に、伝統法の意識や社会主義法の影響を受けたと考えられる抗議申立て制度も活用すべきであ

るという方向性である。これを、市民の権利利益を救済する裁判所とともに、権利利益救済の範疇

から外れる市民の不満や不服に対応する法整備を行うべき必要性と述べることもできる。ここには

さらに、個別に存在する多数の行政紛争処理制度の共通点を整理し、そこから一般的な法制度を整

備するという一般法の必要性とともに、行政領域の多様性を反映した個別法の重要性というもう 1

つ別の問題も含まれている。これらの異なる内容を検討することで、行政紛争処理制度の整備に関

して、問題提起を行うことが企図されているのである。  



 8 

第1章 カンボジア法の一般的特徴 

はじめにで述べたとおり、本論文の論述においては、行政紛争処理制度の分裂している要素が混

在している状況の実証が試みられる。この前提として、その状況の一般的な叙述をしようとするの

が、本章の位置づけである。なお、カンボジア法一般とここで述べているが、この特徴これ自体も、

カンボジアの市民において、十分に意識され、そして解明されているとはいいがたい。まして、カ

ンボジアを国外から分析する他国の研究者が、これを正確に論じられるかというと、これもなかな

か疑しいであろう。本章は、日本の法概念を参照しながら、この観点からカンボジア法の歴史が、

連続性をもたずに分裂あるいは分散している状態を述べようとするものである。 

以下では、まず先行研究や教材類にあらわれた理解を整理し、伝統法、フランス法および社会主

義法の影響により、カンボジア法に混在している特徴を論じる（第1節）。その次に、主に、規範文

書や法制度に即して、伝統法（第2節）、フランス法の影響を受けた法（第3節）および社会主義法

の影響を受けた法（第4節）のそれぞれが混在しているカンボジア法の一般的特徴を論じることと

したい。 

第1節 先行研究や教材類にあらわれた理解 

1．カンボジア法一般に関する先行研究の存在およびその特徴 

カンボジア法一般といっても、なにをもって一般と認識するのかは、すでに難問である。そこで

以下では、まず先行研究に即して、これを論ずることとしたい。なお、注意を要するのは、ここで

「先行研究」という語を用いているが、これは、主に、カンボジアにおいて用いられている教材類

を指しているということである。カンボジア法の一般的特徴に関する体系的な議論は行われておら

ず、学問的に論じられていないのが現状であるが、カンボジアにおける自立した法学研究活動が現

時点までにほとんど行われていないこと24が、そのような現状を生んでいると考えられる。この現状

においては、カンボジアにおける教材類が「先行研究」とならざるをえない場合が多いのである。 

ただし、研究の蓄積が量的に少ないとしても、先行研究あるいは教材類が全て内容面において違

っており、混乱しているともいえない。それらには、いくつかの共通点が見出されるのである。 

その共通点をあらかじめ述べておくとすれば、先行研究や教材類におけるカンボジア法に混在し

ているといわれる内容は、カンボジアの伝統法、フランス法の影響を受けた法、社会主義法の影響

を受けた法という3つが存在するという理解が共有されている。これらは時間の経過とともに歴史

的に形成されたが基本的に断絶しており、そして、この3つの内容が、現在、カンボジアにおいて

                                                
24 カンボジアにおける法学教育の実態は、傘谷裕之＝宮田晶子「カンボジア」名古屋大学法政国際教育協力研究センター編

『ASEAN諸国の法学教育調査報告書』（2018年）81-134頁がこれを述べている。 
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いわば共時的に存在していることこそが、カンボジア法の特徴をなしているといえるだろう。 

もちろん、先行研究は、以上の3つの内容に加えて、1990年代以後のオーストラリア等の諸国に

よる法整備支援の影響を「コモン・ロー」の語を用いて表現することもあるし、市場経済化やN G 

Oの要求（例えば、自然環境保護など。）といった外在的な政治的経済的条件も指摘されている。ま

た、国連カンボジア暫定統治機構（U N T A C)等の国際的な機関や人権といった西欧発の自由主義

的な価値も論じられている。これらが絡み合っているのが現状であるが、その中で、本論文は、先

行研究に共通するものとして、以上で述べた3つの内容を論証しようとするものである。 

2．先行研究におけるカンボジア法一般の概観 

先行研究として第1に紹介しなければならないのは、ベアトリス・バリヴェらの教材である。こ

れは、カンボジアで最も長い法学教育の歴史を有し、法学教育を提供する大学である王立法律経済

大学25の教材であって、現在のカンボジア法学に大きな影響を与えているからである。ここにおい

て、カンボジア法の法体系については、シビル・ローの法体系に属しているが、特に法制度改革の

都度にコモン・ローの法体系の影響をも受けつつ、過去に社会主義法の法体系の影響を受けていた

という混乱した状況（សា|8នភាពវ�កវរ、situation confuse）が指摘されている26。シビル・ローの法

体系に属しているのは、フランス植民地主義の影響があったからであり、法典編纂や法の階層制等

がその具体的な特徴である。すなわち、ここでのシビル・ローの法体系というのは、主にフランス

法の影響を指しているといえる。これに対して、コモン・ローの法体系からの影響は、1990年代か

ら整備され始めた民法典やごく少数の個別規範文書において若干見られるという。社会主義法の法

体系の影響については、1980年代に受けていたという過去のみを述べており、その残存や現行法制

度への影響の有無についての言及が見当たらない27。 

以上の文献を要するに、カンボジア法は、1990年代からコモン・ローの若干の影響を受けてきて

いるという現状に加え、歴史的に、フランス法、社会主義法の影響を受けていたことが原因で、混

乱した状況にあるとされる。 

第2に、ドイツのUniversity of BonnのJörg Menzel准教授は、前述したベアトリス・バリヴ

ェらの指摘を参照しつつ、「カンボジア法は、多様な歴史上の概念や最近の多様な介入の寄せ集め

                                                
25 សាកលវAទ8�ល័យភមូិន្ទនីតសិា�ស្ត នងិវAទ8�សា�ស្តេសដ្ឋកចិ្ច（Royal University of Law and Economics、Universite 
Royale de Droit et des Sciences Economiques）。 
26 R. David et C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes juridiques contemporains, 10e éd., (Précis Dalloz, 1992), 

60を引用したBéatrice Balivet et al., Introduction au Droit Cambodgien (Phnom Penh : Funan, 2005), 15、េបអា្រទី
ស បាលីេវ នងិេផ8�ងេទៀត, េសចក្តីេផ្តើមៃននតីកិម្ព@ជា (ភ្នំេពញ៖ ហ្វ�ណន, ២០០៥), ២៦ ដល់២៧［ベアトリス・バリヴェ他

『カンボジア法入門』（フーノン、2005年）26-27頁］。 
27 ベアトリス・同上27-30頁、30頁脚注46、37-38頁、51頁、62頁以下。 
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（patchwork）」であると述べている。19世紀末期および20世紀前半におけるフランスの影響を受

けたことをもって、カンボジアをシビル・ロー国家（civil law country）として位置づけているが、

同氏は、また1975年から1989年までに異なった形をもって支配的通用力を有していた社会主義的

な法の概念（socialist concept of law）にも注意を払うことを忘れていない。さらに注目してよ

いのは、同氏が、1990年代に影響を及ぼし始めたコモン・ロー諸国からの諸概念（concepts from 

common law countries）がカンボジアの法制度に大きな影響力（impact）を持っていないのに対し

て、むしろクメールの慣習（Khmer customs）が影響力を有する要素（influential factor）である

と指摘するところである28。 

なお、この論者は、その後の2012年には、カンボジア法を、混合したシビル・ロー（mixed civil 

law system）と位置づけるようになった29。この場合、「混合(mixed)」の意味内容が問われるところ

であるが、基本的にはフランス法の影響が強いという趣旨である。アジア開発銀行（ADB）またはオ

ーストラリアなどのコモン・ローの諸概念（common law concepts）の影響力が、時間の経過ととも

に衰退していると把握されている。これよりも、むしろ現行法制度に対する社会主義時代の影響が

現在においても重要なものであることが確認されている。この理解に対しては、フランスの支援の

下で起草された刑法典および刑事訴訟法典が整備されていることをもって、シビル・ローの下位郡

（sub-group）と理解するのは、ややフランス法の影響力を過度に重視していないかの疑問もある。

このためか、クメールの慣習の内容については、クメールの文化および伝統という程度の理解にと

どまっている。 

以上を要するに、社会主義的な法の概念およびクメールの慣習も認識されている点では、カンボ

ジア法の総合的な把握を試みたものだと評価してよいと思われる。同氏は、1993年 9月 24日に公

布された1993年憲法についても、1991年 10月 23日に調印された「カンボジア紛争の包括的政治

的解決に関する協定」（以下、「パリ協定」という。）だけではなくて、クメールの慣習である君主制

とフランス法の影響を受けていた1947年君主制憲法と、社会主義法の影響を受けた1989年4月30

日に公布された「カンボジア国家の憲法」（រដ្ឋធម្មនុopៃនរដ្ឋកម្ព@ជា）（以下、「1989年憲法」という。）

                                                
28 Jörg Menzel, “Cambodia from Civil War to Constitutionalism?,” in Constitutionalism in Southeast Asia, vol. 
2, eds. Claus Peter Hill and Jörg Menzel (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008), 67; Jörg Menzel, “Cambodia From 

Civil War to Constitutionalism?,” in Cambodian Constitutional Law, eds. Hor Peng, Kong Phallack and Jörg Menzel 
(Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016), 31. なお、シビル・ローとコモン・ローという語が用いられているが、これらはほぼ

時代区分であることにも気づかされる。日本におけるような2分法とは異なるので、大きな意味はないといってよいだろう。

むしろ、本論文で述べるように、カンボジア法における社会主義法の諸概念やクメールの慣習の内容が、重要性を有するこ

とを示唆するものであろう。 
29 Jörg Menzel, “Cambodian Law: Some Comparative and International Perspectives,” in Introduction to Cambodian 
Law, eds. Hor Peng, Kong Phallack and Jörg Menzel (Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2012), 482-483. 
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の影響も無視していない30。 

第3に、Paññāsāstra University of Cambodiaの学部長であるKong Phallackは、カンボジア

の現時点の法制度は「カンボジアの慣習、（フランス植民地化からの影響としての）フランス法に基

礎を置いた法制度、およびカンボジアにおける法律司法制度改革に対する外国支援から生じる影響

であるコモン・ロー制度の融合体（amalgamation）」という「混成（hybrid）の法制度」であると述

べている。同氏は、ベトナムの法制度から強い影響を受けた1979年から1991年までに出現したカ

ンボジア法制度における契約法が、2011 年当時においても有効なものであると述べているように、

カンボジアの現在の法制度における社会主義法の要素にも、前述した論者と同様に注意している31。 

第4に、伝統法の存在を指摘する点では以上で述べてきた論者と同様であるが、制度と意識との

区別という観点を述べたものとして、日本人研究者の見解を紹介しておきたい。名古屋大学名誉教

授である鮎京正訓氏は、カンボジアの現状について、歴史的に「古い時代から影響を受けてきた、

例えば隣国の法制度、その後の植民地支配を受けた場合の植民地宗主国の法制度、……社会主義的

な法制度の導入が試みられ、重要なことは、全体として市場経済化に適合的な法制度が導入された

後においても、上記の歴史的なさまざまな法制度が複雑に絡み合って残存し、さらには法意識レベ

ルにおいては、いっそう強く、それらの法制度のもとでの痕跡が顕著である」と述べて、「きわめて

古い伝統的な法制度が復活し、さらには、これらの伝統的な法制度が意識的に活用されるという事

態」すらあらわれると述べている32。ここには、歴史性（通時性）と空間性（共時性）との交錯、制

度と意識との区別と交錯という、いずれにせよ立体構造が示されている。こうした観点は、筆者が

知る限りでは、かつて日本において有力に主張されていた特徴あるものである33。それが、現在に至

るまで継承されているのであろう。 

この論者も、1993年憲法について、憲法院制度という現行フランス憲法の影響、環境保護などの

規定という NGOの要求の反映、UNTAC の影響等を指摘するが、注目されるべきことは、国王が強大

な権限を持つ君主制が復活したと見ており、セイハヌ（សីហន）ុ34時代の憲法の影響を指摘してい

ることである35。セイハヌ時代の憲法は、同氏によれば、伝統的な法制度（伝統法）および植民地宗

主国であったフランスの法制度（フランス法）の影響が強く存在していた憲法である。 

                                                
30 Jörg Menzel (2008), supra note 28, at 50; Jörg Menzel (2016), supra note 28, at 19, 31. 
31 Kong Phallack, “Overview of the Cambodian Legal and Judicial System,” in Introduction to Cambodian Law, 
eds. Hor Peng, Kong Phallack and Jörg Menzel (Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2012),  8. 
32 鮎京正訓『法整備支援とは何か』（名古屋大学出版会、2011年）90-91頁。 
33 長谷川正安『新版憲法学の方法』（日本評論社、1968年）48頁以下を参照。 
34 日本において一般的に「シハヌーク」または「シアヌーク」と呼ばれているが、本論文は、原語の読みに最も近い「セイ

ハヌ」を使うこととする。 
35 鮎京・前掲注（32）244-246頁。 
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なお、1993年憲法に関しては、日本の四本健二氏も、パリ協定付属文書5に定められた「複数政

党制に立脚した自由な民主主義」や「人権」という基本原理に抵触しない範囲で、1947年5月6日

に公布された「カンボジア国憲法」（រដ្ឋធម្មនុop្របេទសកម្ព@ជា）36（以下、「1947年憲法」という。）

の連続性を指摘している37。このような指摘にも、君主制という伝統法とフランス法とのそれぞれの

影響がカンボジア法の基礎を定めている憲法の構成要素であるという仮説を見出すことができる。 

最後に、王立法律経済大学の公法教授（professor of public law）であるYan Vandeluxeも、

1993年憲法を、「伝統的なクメールの慣習、共産主義の実務、民主主義かつ自由主義の伝統等の様々

な伝統の混合に由来する」ものであると指摘している38。ここでは、クメールの慣習とともに社会主

義法の影響だと理解しうる実務の特徴が述べられている。これらとならんで、フランス法の影響は、

民主主義や自由主義「等（such as）」の価値に吸収されている。 

3．カンボジア法一般における3つの法の影響 

前述のように、先行研究が、カンボジア法には、伝統法、フランス法および社会主義法の影響が

強いという理解を共有していることは明らかである。ただし、それぞれの比重は、各論者によって

一様ではない。 

なお、伝統法といわれるものの内容に関して、若干補足しておきたい。この伝統を仏教やクメー

ル文化と理解しつつ、カンボジアの社会・政治が専門の木村光豪氏は、1993年憲法の人権規定と伝

統的要素との矛盾を指摘している39。1993 年憲法の人権規定の特徴を考察するに当たって、立憲君

主制、仏教の国教化、クメール文化に関する伝統的要素（本論文における伝統法の内容）が、平等

原則、表現の自由および政治参加に関する人権諸規定と矛盾する可能性を危惧するのである40。 

それに対して、前述したPaññāsāstra University of Cambodiaの教授であるTaing Ratana氏

                                                
36 この1947年憲法の名称について、「រដ្ឋធម្មនoុpៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា」、「Constitution du Royaume du Cambodge」ま

たは「カンボジア王国憲法」と呼ばれることもあるが、これはあくまでも当時のカンボジアが「王国」であったことまたは

実際において「カンボジア王国」という名称が行政文書等に用いられていたことを前提としたものにすぎず、「カンボジア国

憲法」（រដ្ឋធម្មនុop្របេទសកម្ព@ជា）であった。1947年憲法の条文には、「王国」（្រពះរាជាណាច្រកと同義の「្រពះរាជអាណា
ច្រក」）という用語または概念を定める規定があったが、「カンボジア王国」（្រពះរាជាណាច្រក/្រពះរាជអាណាច្រកកម្ពជា）

という用語または概念を定める規定が見当たらない。当時、1947年憲法の名称として用いられていたのは、前述した「カン

ボジア国憲法」であった。そのため、クメール語を中心とする本論文は、1947年憲法の名称を「カンボジア王国憲法」では

なくて、「カンボジア国憲法」とする。これは、日本語として、よく知られているカンボジアの第2社会主義憲法として1989

年に制定された「カンボジア国憲法」の名称と重なってしまうため、この1989年憲法を別の名称である「カンボジア国家憲

法」（រដ្ឋធម្មនុopៃនរដ្ឋកម្ព@ជា）とする。なお、誤解を避けるために、それぞれ1947年憲法、1989年憲法と呼ぶこととする。 
37 四本健二『カンボジア憲法論』（勁草書房、1999年）55頁、81-90頁、186頁。 
38 Yan Vandeluxe, “Historical Development of Administrative Law in Cambodia,” in The Development of Cambodian 
Administrative Law, eds. Kai Hauerstein and Jörg Menzel (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014), 112. 
39 木村光豪「カンボジア王国憲法の人権規定－起草過程に影響を与えた諸要因と規定の特徴－」関西大学法学論集63巻6号

（2014年）197-241頁。 
40 同上225頁、235-239頁。 
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は、「Pluralist Constitution in Cambodia」において、複数の言語、民族および宗教の存在を、特

に制憲議会の憲法起草常任委員会の人員の異なる経歴に即して述べており、1993年憲法における人

権等の諸価値の多元性（plurality）を論じている41。この論者は、1993年憲法が、西欧の自由主義

的な価値と仏教の道徳的価値との矛盾よりも、併存を強調するものであろう42。カンボジアにおける

立憲君主制も、普遍的価値と特殊性とが相互関連（correlated）したものとして認識されており、

諸規範間の顕著な抵触（notable conflicts）は生まれないと主張されている43。 

このように、カンボジア法における3つの法の影響があるといっても、それぞれの重点の置き方

やそれぞれの関係の理解は一様ではない。伝統法やその前提としてカンボジアにおける君主制（国

王）の伝統と西欧の諸価値との関係すら、見解が一様ではない。いずれにしても、前述したのは、

主に教材類であって、学説や理論の考え方である。これと憲法等の規範文書や法制度とは別次元で

あるから、次に、カンボジア法に混在している3つの法、すなわち、伝統法、フランス法および社

会主義法の影響があらわれていると考えられる規範文書や法制度を、以下では確認することとした

い。 

第2節 伝統法の特徴 

1．伝統法の意義 

ここで、伝統法というのは、時期的には1897年以前に存在した法を指している。というのも、

カンボジアは、1863 年にフランス保護領になったが、フランス法の影響を受けたのは、「フランス

人理事長官（résident supérieur）が大臣会議制度を通じてカンボジアの行政に介入する」ことを

可能にした1897年7月11日付王令54号が公布された後だったと理解されているからである44。こ

れ以後、フランス保護領政府が数次にわたって裁判制度を改善した。刑事および民事の法分野に関

しては、フランス保護領政府による立法作業が本格的に開始されたのは1910年である45。1922年に

は、カンボジアにおいてはじめて行政組織から裁判機関が切り離され、さらに刑事裁判機関と民事

裁判機関とに区別された裁判制度が整備されたのである46。 

以上のような意味での伝統法が法意識や法制度に存続する理由は、1897 年以後導入されたフラ

ンス法および社会主義法といういずれも近現代の法制度がカンボジア社会に定着しなかったからで

                                                
41 Taing Ratana, “Pluralist Constitution in Cambodia,” in Pluralist Constitutions in Southeast Asia, eds. 
Jaclyn L Neo and Bui Ngoc Son (Oxford: Hart Publishing, 2019), 167-201. 
42 Ibid., 180-184. 
43 Ibid., 182, 185. 
44 傘谷祐之「フランス植民地期カンボジアにおける司法官任用制度」名古屋大学法政論集272号（2017年）165-166頁。 
45 ベアトリス・前掲注（26）20頁。 
46 同上135頁、140頁、傘谷（2017年）・前掲注（44）166頁、183頁。 
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あると考えられる。フランス保護領政府によって導入された法制度は、いずれも強固なものでもな

ければ、1970 年代までの間も展開しなかった47。実際には、法制度改革当初から、これらの法制度

と異なる運用がしばしば見られたのである48。1947 年憲法という成文憲法が確立した以後において

も、法制度と一致しない運用があった。セイハヌ国王は、1953年1月に国民議会および上院たる王

国評議会（្រកុម្របកឹ8\្រពះរាជអាណាច្រក）を解散した上で、その代わりに、法律案を審議し、意見

を述べる権限を有する国民評議会（្រកុម្របឹក8\ជាត）ិを一時的に設置した49。このような新しい立法

機関自体も、その設置行為も、1947年憲法に基づいて行われていたのではなかった。これらのフラ

ンス法に強い影響を受けた法制度は、1975年から1979年にかけてのポル・ポト政権の下において、

法律の専門家とともに破壊された。これに代わって1979年から1993年にかけて導入された社会主

義法は、時期的に平和と内戦が共存する時代であったため、必要最低限の法制度しか整備されなか

った50。しかし、整備されたものでも、例えば裁判制度は、十分に機能しなかった51。このような法

制度の機能不全は、現在に至ってもなお問題となっている52。 

このように、カンボジアでは、いわば構造的に諸外国の影響の下に整備された近代法制度の機能

不全にともなって、伝統法に基づく実務運用が復活せざるをえないのである。これを立証する以前

に、まず、伝統法の内容を憲法、立法制度、行政制度および裁判制度という基幹制度にわたって整

理する必要がある。 

2．憲法 

カンボジアにとってのはじめての成文憲法は1947年に制定されたので、伝統法には当然これが

存在しなかった。しかしながら、国王が設けた一連の規律から構成される不文の憲法規範が存在し

たといわれている53。17世紀から19世紀までの古法54を検討してみると、統治機構を定める重要な

                                                
47 Jörg Menzel (2008), supra note 28, at 61; Jörg Menzel (2016), supra note 28, at 31. 
48 例えば、1890年代から1920年代にかけての大臣会議制度の運用については、傘谷祐之「植民地期カンボジアにおける大

臣の称号・職名－大臣会議の構成員を規定する王令を中心に－」Nagoya University Asian Law Bulletin Vol. 1 (2016)62

頁、62頁・脚注10、66頁、66頁・脚注20を参照。 
49 ្រពះរាជ្រកឹត8jស្តីពកីាររ�លាយរដ្ឋសភានងឹ្រកមុ្របកឹ8\្រពះរាជអាណាច្រក, េលខ១៥នស, ១៣ មករា ១៩៥៣［国民議会およ

び王国評議会の解散に関する勅令15NS号（1953年1月13日）］、្រពះរាជ្រកម េលខ ៧៦៥-ន.ស-, ២៧ មករា ១៩៥៣［王令
765-N.S-号（1953年1月27日）］。 
50 Jörg Menzel (2008), supra note 28, at 62; Jörg Menzel (2016), supra note  28, at 14、安田佳子「カンボジアに

おける法整備と法の支配」法学新報112巻1・2号（2005年）852-855頁。 
51 山田洋一「『法と発展』とカンボジア」ジュリスコンサルタス10号（2001年）105-106頁。 
52 Jörg Menzel (2008), supra note 28, at 62; Jörg Menzel (2016), supra note  28, at 15、安田・前掲注（50）852-

855頁。 
53 Yan Vandeluxe, “The Historical Development of Cambodia’s constitutions,” in Cambodian Constitutional Law, 
eds. Hor Peng, Kong Phallack and Jörg Menzel (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016), 57. 
54 本論文における「古法」の原語は「ច8_បប់ុរាណ」である。この古法という言葉は、フランス保護領時代における法近代化

以前の制定法を指す学問上の用語または概念である。 
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古法として、1693年に作成されたチバップ・クロム・スロック55および1828年に作成されたチバッ

プ・クロム・チャウワーイ・スロック56があった。裁判制度については、特に、最高法規だといわれ

るクロム・プレアハ・トマサース57があった。これらの古法は、形式面において、近代法上の憲法に

相当する伝統法上の規範であったといえよう。以下では、これを「伝統的な憲法規範」と称する。 

前述した伝統的な憲法規範の顕著な特徴は、国王主権であった。フランス保護領政府による改革

以前のカンボジアでは、国王が、近代的にいえば、立法権、執行権および裁判権を包含するあらゆ

る権力を集中した絶対的主権（absolute sovereign power）を有していたと一般に理解されており

58、絶対的君主制（absolute monarchy）が採用されていた59。カンボジアの国王は、その最高の「裁

判官」である地位が、扶南（1世紀-6世紀）、真臘（6世紀-9世紀）、アンコール（9世紀−14世紀）、

ポスト・アンコール（14世紀−1863年）に共通する特徴であった60。国王の他の権力または地位につ

いても、同様に、扶南とアンコール時代の国王の権力は等しく強大なものであったといわれている

61。14世紀以後の国王の地位や権力もこれ以前と変わらず、不可侵の神聖な存在であり、宗教の長、

立法権者、行政官の長（្របមុខរដ្ឋបាល、chef administrateur）、高官を任命する者、軍の最高指揮

                                                
55 ច8_ប់្រកមំ្រសុក, ១៦៩៣ (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ (២០២០), ៣៖ 
១៥៥ ដល់ ១៨២)［チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 3

巻』（2020 年）155-182 頁）］。この古法が制定された年については、フランス語訳である Adhémard Leclère, Les Codes 

Cambodgiens Tome I (Paris : Ernest Leroux, 1898), 89および日本語による紹介である北川香子「ポスト・アンコール期

カンボジアの諸タイトルについて」東南アジア－歴史と文化－23号（1994年）47頁を参照。 
56 ច8_ប់្រកមេចៅហា�8យ្រសុក, ១៨២៨ (ញ៉@កែថម, “្រពះរាជ្រកិត8j ្រកមេចៅហា�8យ្រសុក ,” ទស8�នាវដ្តកីម្ព@ជសុរAយា, ឆាJ8ំទ ី១៧ 
េលខ ១០, ឧកតូ្រប ឹ១៩៤៥៖ ៦០៧ ដល់ ៦១៩, ញ៉@កែថម, “្រពះរាជ្រកតិ8j ្រកមេចៅហា�8យ្រសុក (តមក),” ទស8�នាវដ្តកីម្ព@ជ
សុរAយា, ឆាJ8ំទ ី១៧ េលខ ១១, ណ�វ�ម្រប ឹ១៩៤៥៖ ៦៨៣ ដល់ ៦៩២, ញ៉@កែថម, “្រពះរាជ្រកតិ8j ្រកមេចៅហា�8យ្រសុក (តមកនងឹ
ចប)់,” ទស8�នាវដ្តីកម្ព@ជសុរAយា, ឆាJ8ទំី ១៨ េលខ ២, េហ្វវរ�េយរ ១៩៤៦៖ ៧៦ ដល់ ៩៤)［チバップ・クロム・チャウワーイ・

スロック（1828年）（ニョック・タエム「勅令－クロム・チャウワーイ・スロック」カンプチェア・ソリヤー17巻10号（1945

年）607-619頁、ニョック・タエム「勅令－クロム・チャウワーイ・スロック（続）」カンプチェア・ソリヤー17巻11号（1945

年）683-692頁、ニョック・タエム「勅令－クロム・チャウワーイ・スロック（完）」カンプチェア・ソリヤー18巻2号（1946

年）76-94頁）］。この法典が制定された年については、経済財務省の立法評議会・前掲注（55）183頁を参照。 
57 ែហ៊ល ចំេរ�ន, មរតកយុត្តិធម៌ែខ្មរ, េបាះពុម្ពេឡើងវAញ (ដាយអមឹ ុិន ្រពនីធងី, ២០១៩), ៣៦៦［ヘアル・チョムラウン『クメ

ール裁判の遺産』（ダイヤモンド・プリンティング、再出版、2019年）366頁］。 
58 Hor Peng, “The King of the Kingdom of Cambodia: A Brief Account of the Constitutional Roles of the King,” 

in Cambodian Constitutional Law, eds. Hor Peng, Kong Phallack and Jörg Menzel (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016), 
107. 
59 Yan Vandeluxe, supra note 53, at 55-56. 
60 ベアトリス・前掲注（26）9 頁、10 頁、13 頁、យិន គមឹវាណ, េរៀបេរៀង, ្របវត្តសិា�ស្តអំពសីា|8បន័នេយាបាយ~រដ្ឋបាល
្របេទសកម្ព@ជា នងិបពុ្វេហតសុ�ងា¡8ម (VI-XX) (មលូនធិិ្រពះៃ្រតបដិក, ២០១២), ៣៣［ユイン・クムヴィアン編『カンボジ

ア国の政治－行政制度の歴史および戦争の原因（VI -XX）－』（三蔵経基金、2012年）33頁］。 
61 ្រតងឹ ងា, ្របវត្តសិា�ស្តែខ្មរ (សំរាបម់ធ8jមនិង ឧត្តមសិក8\) (ភ្នំេពញ៖ មហាលាភ, ១៩៧៣), ១៖ ៩៩, ១៨៧ ដល់ ១៨៩［ト
ラング・ンギア『クメール歴史（中等・高等教育用）1巻』（モハーリアプ、1973年）99頁、187-189頁］。なお、扶南を含

むプレ・アンコール時代とアンコール時代を区別せずに国王の職務および権力を語る先駆者として、Sachchidanand Sahai, 

Les Institutions Politiques et l’Organisation Administrative du Cambodge Ancien (VIe-XIIe Siècles) (Paris : 
École Française d’Extrême-Orient, 1970), 24-34があげられる（石沢良昭「【書評】S・サハイ『古代カンボジアの政治

制度と行政組織－6世紀から13世紀－』東洋学報56巻1号（1974年）62-63頁も参照。）。 
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官という地位を有していたと考えられている62。 

国王の地位を行政法の観点から見れば、国王が伝統的な憲法規範をはじめとする法規範に拘束さ

れないことが特徴的であろう。前述した古法に限らず、全ての古法を分析してみても、基本的に、

国王を直接に規律の対象とし、国王を拘束する規定や文言が存在しなかった。国王は、前王あるい

は自分が設けた規律63または正義もしくは慣習に違反して、命令を行い、紛争を裁断することも許さ

れた。すなわち、このような行為を行った国王に対して、最高官吏たるアケア・セナー・パデイお

よび高位官吏は注意を与えることしかできず、国王がこれに拘束されることはなかった64。それに、

国王が官吏に対してその管轄と異なる事項を命令した場合においては、当該官吏は、それが前例に

なかった命令であっても、これに従わなければならなかった65。 

国王について定める古法として、クンピー・リアチ・ニテサート（កម្ពីរាជនីតសិាត្ត）という経典

66、王の10正道であるトゥサ・プット・（リアチ・）トア（ទសពិត(រាជ)ធម្ម ）៌を定めるプレアハ・

リアチ・クレット・ネイ・プレアハ・モハー・クサットラーティリアチ（្រពះរាជ្រកតិៃន្រពះមហាខ8�
្រតាធីរាជ）67やトゥサ・ムット・トー（ទសមិត្តធម្ម ）៌68があったが、全てはもっぱら宗教的または道

徳的な規範であった。これらの規範に拘束されたとして、伝統法における絶対君主主義を否定する

                                                
62 េពៅ សាេរឿន, េរៀបេរៀង, ្របវត្តសិា|8បន័ែខ្មរ (សាកលវAទ8�ល័យភូមនិ្ទនតីសិា�ស្ត នងិវAទ8�សា�ស្តេសដ្ឋកចិ្ច, ២០១១), ៦៨ 
ដល់៧០［ポヴ・サルーン編『クメールの制度の歴史』（王立法律経済大学、2011年）68-70頁］、ユイン・クムヴィアン・前

掲注（60）33-34頁。 
63 原語では「្រពះរាជកុណំដ្ឋបទ្រពះអ័យ8jការ」である。ここでは「្រពះរាជកុណំដ្ឋ」と「បទ្រពះអយ័8jការ」という2種類の

規律があったようであるが、現時点ではこれらの内容や相違点がまだ明らかになっていない。 
64 ល័ក្ខណៈមុន្ទយិបាល, ១៨៧៥, មា្រតា ១១៧, មា្រតា ១១៨ (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមង
ច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ (េរាងពុម្ពមតិ្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦), ១៖  ១៥០ ដល់១៥១)［リアッカナ・ムンティー・バール（1875

年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』（カンボジア-日本友情、2016年）150-151頁）］。な

お、1891年に出版されたこの法典の表紙に「クロム・ムンティー・バール」（្រកំមមណុ¤ីរបាល）と表記されているため、一

般的にその名称として知られているが、法典の作成経緯を記した前文を見てみると「リアッカナ・ムンティー・バール」（ល័ក្ខ
ណៈមនុ្ទយិបាល/លក្ខណៈមន្ទីរបាល）という名称として作成され、「クロム」（្រកមំ）という用語または概念は使われていな

かった。 
65 លក្ខណៈ្រពះអាជា¥8លួង, ១៨៧៥  (្រកមុ្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ (េរាង
ពុម្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦), ១៖ ២៤៦［リアッカナ・プレアハ・アチニャー・ルオン（1875年）（経済財務省の立法

評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』（カンボジア-日本友情、2016年）246頁）］。 
66 កម្ពរីាជនតីសិាត្ត (្រកុម្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីរុាណ (២០២០), ៣៖ ២៣ 
ដល់ ៣០)［クンピー・リアチ・ニテサート（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 3巻』（2020年）

23-30頁）］。 
67  ្រពះរាជ្រកតិៃន្រពះមហាខ8�្រតាធីរាជ (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ 
(២០២០), ៣៖ ៣១ ដល់ ៣៨)［プレアハ・リアチ・クレット・ネイ・プレアハ・モハー・クサットラーティリアチ（経済財

務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 3巻』（2020年）31-38頁）］。 
68 ទសមិត្តធម្ម  ៌(្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីរុាណ (២០២០), ៣៖ ៨១ ដល់ 
៨៤)［トゥサ・ムット・トー（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 3巻』（2020年）81-84頁）］。 
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見解もある69が、宗教または道徳上の原理にとどまるこれらの古法は、国王を拘束する法規範たりえ

なかった。古法が国王の主体性を付与したものではなくて70、むしろ、国王は超法的存在であったと

考えられる。 

このような国王の絶対的な権威を支えていたのは、宗教的信仰であった。信仰は一様ではなかっ

たが、地域において土着の精霊を信仰するもの71、国王に超自然的な力を与えるシバ神を中心とする

ヒンドゥー教72、倫理や道徳規範に近い仏教が混在しているカンボジアの信仰の思想に基づいて、国

王および地方長官は、即位式等の儀式を行うことによってその統治権を正当化していた73。 

このような国王の存在は、以下で概観するように、立法制度、行政制度、裁判制度のあり方にも

影響を与えた。 

3．立法制度 

まず、古法という法形式これ自体について、統一した語が見られない。このことが立法の多様性

を生み出した。すなわち、プレアハ・チバップ（្រពះឆ8_ប）またはチバップ（ច8_ប់, ច8_ប, ច8_ព្វ, 
ឆ8_ប8§់）が最も多く使われていた74。その次に、リアッカナ（ល័ក្ខណៈ, លក្ខណ័ៈ, លក្ខណៈ, លក្ខណ
, ល័ក្ខណ, ល្ខណៈ）があった。その他に、プレアハ・リアチ・コムノット・ボット・プレアハ・ア

イヤカー（្រពះរាជកុំណដ្ឋបទ្រពះអយ8j@ការ）、ボット・プレアハ・アイヤカー（បទ្រពះអ័យ8jការ）、
プレアハ・リアチ・パンニャット（្រពះរាជបtu8តិ៍, ្រពះរាជបt័u8តិ៍）、（プレアハ・）リアチ・クレッ

ト（្រពះរាជ្រកតិ, ្រពះរាជា©8្រកិត,់ ្រពះរាជ្ជ្រកីត, រាជ្រកីត）やクレット（្រកតិ, ្រកឹត8j）もあった。これ

らの用語の意味や相違点については明らかになっていないが、チバップは、他の用語の全てと言い

                                                
69 ្រតងឹ ងា, ្របវត្តសិា�ស្តែខ្មរ (សំរាបម់ធ8jមនងិ ឧត្តមសិក8\) (ភ្នំេពញ៖ មហាលាភ, ១៩៧៣), ២៖ ៥២［トラング・ンギア

『クメール歴史（中等・高等教育用）2巻』（モハーリアプ、1973年）52頁］、ポヴ・サルーン・前掲注（62）70頁。 
70 キン・ソック著（石澤良昭訳）『カンボジア近世史－カンボジア・シャム・ベトナム民族関係史（1775-1860年）－』（めこ

ん、2019年）254頁。 
71 トラング・ンギア・前掲注（61）50-52頁。 
72 David Chandler, A History of Cambodia, 3rd ed. (Colorado: Westview Press, 2000), 17-18（原語の翻訳はេដវAឌ ធា
ណ�ល័រ, ្របវត្តសិា�ស្តែខ្មរ, េបាះពមុ្ពេលើកទី ២, បកែ្រប ជិន ចនាJ8, ្របាក់ សុវណ្ណរាm8, មម៉ វណា8រ� នងិេសង េសាត (ភ្នំេពញ
៖ JSRC, ២០០៥)［デーヴィッド・チャンドラー著（チン・チャンナー他訳）『クメール歴史』（JSRC、第2版、2005年）］

を参照。）。 
73 石澤良昭『〈新〉古代カンボジア史研究』（風響社、2013年）275頁、キン・ソック著（石澤良昭訳）・前掲注（70）254-260

頁、303-305頁、“ទំេនៀមទមា®8ប់ែខ្មរ៖ ពធិីថា�8យបង្គងំារ,” ទស8�នាវដ្តកីម្ព@ជសុរAយា, ឆាJ8គំំរប ់១១ ែខ8�១, ២, ៣រួមគាJ8, ១៩៣៩
៖ ៨៦ ដល់៨៧［「クメール慣習－合掌して王から職を授与される式典－」カンプチェア・ソリヤー11巻 1号2号3号合併

（1939年）86-87頁］、ポヴ・サルーン・前掲注（62）68-70頁］、ユイン・クムヴィアン・前掲注（60）33-34頁。 
74 古法の名称については、្រកមុ្របកឹ8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច និងហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ , ៤ ភាគ, ២១០៦  -
២០២០［経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻、2巻、3巻、4巻』（2016年-2020年）］を参照。

しかし、本論文が論じる古法の名称は、これらの書物の目次および見出しとして記載されている古法の名称ではなくて、こ

れらの古法の内容に書かれている名称、特に、各古法の経緯を記載するそれぞれの古法の冒頭にあらわれる名称をそのまま

用いている。 
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換えられることがあったから、古法を総括的に表現するものであったと考えられる75。 

伝統法におけるチバップは、紛争処理の法規範であった。紛争があったときに、チバップを規範

として、紛争が裁断された76。紛争の当事者だけではなくて、国王も、これを行為規範としており、

これとは異なる規範に従って紛争を裁断することはなかった77。チバップまたはその他の法規範が

不明の場合には、紛争が上級の機関に送付された78。チバップや他の法規範が存在しない場合には、

紛争は放置された79。紛争を放置することが適切ではないと判断された場合には、国王が紛争に対す

る裁断を行って、個別具体的な実例に応じる新しいチバップを制定することもあった80。以上の事例

が示したように、国王にとってチバップの法規範性は明確なものではなかった。 

チバップの他に、紛争解決の前例も法規範性があった。伝統法におけるこの種の前例は、トゥム

ヌム（ទុំនីម）と呼ばれ、チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーンがこれを記載した重要な古法の１

つであった。チバップと同様に、トゥムヌムを基準として紛争の裁断が行われ、国王もこのような

                                                
75 例えば、チバップとリアッカナとの言い換えは、ច8_ប់្រពះធម្មនុop, ១៨៥៣ (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិ
ហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ (េរាងពុម្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦), ១៖ ២៥៩)［チバップ・プレアハ・トアマヌ

ニュ（1853年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』（カンボジア-日本友情、2016年）259頁）］

を、チバップとプレアハ・リアチ・コムノット・ボット・プレアハ・アイヤカーとの言い換えは、លក្ខណ័ៈមរដក, ១៨៧៦ 
(្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីរុាណ (េរាងពមុ្ពមតិ្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦), 
២៖ ៦៨២)［リアッカナ・モロドク（1876年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 2巻』（カンボジ

ア-日本友情、2016 年）682 頁）］を、チバップとボット・プレアハ・アイヤカーとの言い換えは、ច8_ប់្រពះធមសា្រត, 
១៨៥៣,(្រកមុ្របកឹ8\នតីកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច និងហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ (េរាងពុម្ពមតិ្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, 
២០១៦), ១៖ ៣, ១៩) ［チバップ・プレアハ・トマサート（1853年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕

集 1巻』（カンボジア-日本友情、2016年）3頁、19頁）］を、チバップとプレアハ・リアチ・クレットとの言い換えは、្រពះ
រាជា©8្រកិត/់ច8_ប់្របាបដ់ារពីែសក្ខ (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីរុាណ (២០២០), 
៤៖ ១០៦៥, ១០៧០)［プレアハ・リアチ・クレット/チバップ・プラップダピサエク（経済財務省の立法評議会『古代から

のクメール法〔典〕集 4巻』（2020年）1065頁、1070頁）］を参照。 
76 ច8_បទ់ុនំីមពី8jបូរាm8ន, ១៦៩៣, ទនំមី៣៦ (៤៧), ទុនំមី៣៨(៤៩), ទុនំីម៣៩ (៥០) (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច 
និងហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ (េរាងពុម្ពមតិ្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦), ២៖ ១០៩៥, ១០៩៦, ១០៩៧)［チバップ・

トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第36（47）、第38（49）、第39（50）の事例（経済財務省の立法評議会『古代から

のクメール法〔典〕集 2巻』（カンボジア-日本友情、2016年）1095頁、1096頁、1097頁）］。なお、チバップ・トゥムヌ

ム・ピー・ボラーンにおける事例の番号の表示について、第1から第19を順次に記載した後、第20からはこれを再び10か

ら数え直して27まで記載している。そのため、記載されている2回目の10に当たる第20を「第10（20）」、以後同様に、

記載されている27に当たる第37を「第27（37）」と表示することとする。また、27は2回数えられ記載されているから、

記載されている2回目の27に当たる第38を「第27（38）」、以後同様に、記載されている39に当たる最後の第50を「第39

（50）」と表示することとする。例えば、第12（22）の事例の場合は、順次的に第22であって、その日本語訳である飯泉華

子＝上田広美「カンボジア慣習法（2）」東京外大東南アジア学6巻（2000年）166頁は「（22）第12の判例」、そのフランス

語訳であるAdhémard Leclère, supra note 55, at 139は「RÉCIT 22」と表示している。 
77 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第8、第11、第16（26）、第17（27）の事例（経済財務省の立法評議

会・同上1063頁、1064頁、1077頁、1078頁）。なお、分かりにくくなることを避けるために、古法の引用については、これ

がはじめて掲載された出典を引用することとする。 
78 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第32（43）の事例（同上1092頁）。 
79 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第14（24）の事例（同上1072頁、1074頁、1075頁）。 
80 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第15、第19、第13（23）、第19（29）の事例（同上1068頁、1080頁）。 
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裁断を尊重していた形跡を確認することができる81。ここでいう前例は、紛争を裁断する際に、これ

以前に行われた類似の紛争に対する審理結果を指すものであって、原語では、トゥムヌムだけでは

なくて、審理の意味を有する語句であるチュムヌム（ជុំនំម）という用語も使われていた82。 

チバップと同じ効力を有する法規範には、前述した（プレアハ・）リアチ・クレットと（プレア

ハ・）リアチ・サッス（(្រពះ)រាជសាស់）もあった。（プレアハ・）リアチ・クレットと（プレア

ハ・）リアチ・サッスは、国王が定めたものであったが、学者、王師、占星術師、長老バラモン僧、

官吏の長（មុកម�ន្តី8j）および軍人の長（ែសណាបុត្ត）ីと審議を尽くし、これらの同意を得ていた83。

また、プレアハ・リアチ・サッスには、リアッカナ・プレアハ・リアチ・コムノット・ボット・プ

レアハ・アイヤカーおよびプレアハ・リアチ・パンニャットが含まれていると記載されているので

84、これらもチバップとならぶ存在であったと考えられる。 

当時の立法という場合は、国王が国王謁見（្រពះរាជសវនាការ、audiences royales）85において、

法典の作成を命じることが多かった。この命令を受けたのは、オクニャー・ソピア・トゥッパデイ

86、クロム・ソピア・サーラー（krom sauphea sala）という組織の高位官吏であったオクニャー・

ムントレイ・コッタリアチ（oknha montrey kotdarach、ឲកញា³8 (/ឲកញា)មុ�ន្តកីុត្តរាm8ជ (/រាជ)）87、

印刷を担当したクロム・ローン・プム・リアチ・ムントゥット（krôm roûng pum réech montit、ពុំ
ម្ភ/េរាងពុមំ្ភ）という組織の長（chefs、េចៅ្រកុំម）であるプレアハ（オクニャー）・ソントー・ラッチ

ャナー（santhar réechena、្រពះ (ឲកញា)សន្ធរ(/សន្ធរµ)េរច្ចណា）88およびチャウ・プニア・パン

                                                
81 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第11、第16（26）、第22（32）、第31（42）の事例（同上1064頁、

1077頁、1084頁、1092頁）。 
82 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第14の事例（同上1067頁）。 
83 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）（同上1059-1060頁）。 
84 チバップ・プレアハ・トマサート（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（75）15頁）。 
85 原語を含むこの「国王謁見」自体は、伝統法上の用語または概念ではなくて、単に、フランス保護領政府の官吏やフラン

ス語における先行研究などが使っている学問上の用語または概念にすぎない。特に、原語の「្រពះរាជសវនាការ」はあくまで

もフランス語からの訳語である（Béatrice, supra note 26, at 3,4, 91）。 
86 ច8_បអាណា¶8ចក់, ១៦៩១ (្រកមុ្របកឹ8\នតីកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច និងហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីរុាណ (២០២០), ៣៖ 
២២៥)［チバップ・アーナー・チャク（1691年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 3巻』（2020

年）225頁）］、チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1059頁）。 
87 ច8_បល់ក្ខណៈសាក8�ី, ១៨៥៣ (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ (េរាងពមុ្ព
មិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦), ១៖  ៣៤១ ដល់ ៣៤២［チバップ・リアッカナ・サークセイ（1853年）（経済財務省の立法

評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』（カンボジア-日本友情、2016年）341-342頁）］)、Fourès, “Royaume du 

Cambodge :organisation politique,” Excursions et Reconnaissances 13, (1882): 12. 
88 ច8_បទ់៏ទលួបន្តងឹកាតប់ន្តឹង, ១៨៥៣, ១៨៧៤ (្រកមុ្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ (េរាងពុម្ពមតិ្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦), ១៖  ៣៨៨, ៤០៣)［チバップ・トトゥオル・ボンダン・カット・ボンダン

（1853年、1874年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』（カンボジア-日本友情、2016年）

388頁、403頁）］、リアッカナ・ムンティー・バール（1875年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（64）97頁）、リアッカ

ナ・モロドク（1876年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（75）682頁）、Étienne Aymonier, Notice sur le Cambodge 
(Paris: Ernest Leroux, 1875), 29-30. 
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ニャー・トゥッパデイ（banha thuppedey、េចៅពញាបាញាធីប្ត）ី89、人口登録簿を作成し、労働賦役

を指揮する高位官吏であったオクニャー・ヴォンサー・トゥッパデイ（ឲកញាវង8\ធបិ្ត、ីoknha vongsa 

thippedey (/thuppedey)）、オクニャー・スレイ・トゥーバエス・リアチア（ឲកញា្រសីធូែបសរាជា©8、

oknha srey thûbes reachea (/serey thubês réechéa)）90、警備隊の組織であったクロム・ティア

ヒアン・カン・トゥンチェイ・クロホム（krôm teahéen kan tongchéy krâhâm）の長であるオクニ

ャー・モハー・セナー・トゥッパデイ（oknha mâha sêna、ឲកញាមហាែសណាធបី្ឌ）ីおよびオクニ

ャー・ヨーティア・ソンクリアム・トゥッパデイ（oknha jouthéa sângkréem、ឲកញាេយាទាº8ស�ងា¡8ម
ធីប្ឌ）ី91、王族住居（្រពះរាជមណុ¤ិរ）の侍従であったオクニャー・モハー・テープ（ឲកញាមហាេទ
ព្វ、oknha maha(/mâha) tép）、オクニャー・モハー・ムントレイ（ឲកញាមហាមុ�ន្ត、ីoknha maha 
montrey(/mâha muntrey)）、オクニャー・ティリアチ・ヴォンサー（ឲកញាធរីាជវង8\រ、oknha thireach 
vongsa）、オクニャー・ティリアチ・ムントレイ（ឲកញាធីរាជមុ�ន្តីយ、oknha thireach 

montrey(/Thiréech muntrey)）およびオクニャー・ヴォンサー・ピムン（ឲកញាវុង8\រភមិុណ、okhna 

vongsa phimòn、）92、仏像の監督を担当したクロム・リアチ・ボンドゥトという組織93、僧侶を監視

                                                
89 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1100頁）、Étienne Aymonier, 

Ibid., 29-30. 
90 ល័ក្ខណសួស្តី, ១៦៩២  (្រកមុ្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីរុាណ (េរាងពមុ្ពមិត្តភាព
កម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦), ២៖ ១០១៦, ១០៣០)［リアッカナ・スオスデイ（1692年）（経済財務省の立法評議会『古代からの

クメール法〔典〕集 2巻』（カンボジア-日本友情、2016年）1016頁、1030頁）］、ច8_ប្រកមំសួស្តីែចកពល, ១៧០២  (្រកមុ
្របឹក8\នតីកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីរុាណ (២០២០), ៤៖ ៦៩១)［チバップ・クロム・スオ

スデイ・チャエク・プル（1702年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 4巻』（2020年）691頁）］、

Fourès, supra note 87, at 178; Étienne Aymonier, Ibid., 26. 
91  ល័ក្ខណៈសួស្តបីនជ់នូៃ្រព8j, ១៦៩៣ (្រកមុ្របកឹ8\នតីកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីរុាណ 
(េរាងពមុ្ពមតិ្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦), ២៖ ១០៣១, ១០៤៣)［リアッカナ・スオスデイ・ボンチューン・プレイ（1693年）

（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 2巻』（カンボジア-日本友情、2016年）1031頁、1043頁）］、

Étienne Aymonier, Ibid., 30. 
92  ច8_ប់្រពះរាជខាន្ទ, ១៨៥០ (្រកមុ្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីរុាណ (េរាងពមុ្ព
មិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦), ២៖ ១០៤៨)［チバップ・プレアハ・リアチ・カン（1850年）（経済財務省の立法評議会『古

代からのクメール法〔典〕集 2巻』（カンボジア-日本友情、2016年）1048頁）］、ល័ក្ខណៈ្រកមំទំរុងស័ក្ខតិ៍, ១៨៥២ (្រកមុ
្របឹក8\នតីកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច និងហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ (េរាងពមុ្ពមតិ្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦), ១៖ 
៤៩)［リアッカナ・クロム・トゥムルンサック（1852年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』

（カンボジア-日本友情、2016年）49頁）］、្រកមំេបៀរ, ១៨៥៣ (្រកុម្របឹក8\នតីកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមង
ច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ (េរាងពុម្ពមតិ្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦), ២៖ ៩១៤)［クロム・ビア（1853年）（経済財務省の立法評議会

『古代からのクメール法〔典〕集 2巻』（カンボジア-日本友情、2016年）914頁）］。なお、クロム・ビアでは、王族居住の

オクニャーとしか記載されておらず、これらのオクニャーの具体的な名前が記されていない。これらの官吏の組織や職務は、

前述した古法の他に、Fourès, supra note 87, at 176, 195, 199; Étienne Aymonier, Ibid., 26-27を参照。 
93 លក្ខណ័ៈក8§ថសិក, ១៨៧៣ (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីរុាណ (េរាងពមុ្ព
មិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦), ១៖ ៦៣)［リアッカナ・クボット・サク（1873年）（経済財務省の立法評議会『古代からの

クメール法〔典〕集 1巻』（カンボジア-日本友情、2016年）63頁）］、ល់័ក្ខណៈទទ៏ួលទីញបនា»8ំម្រទ់ាព្ភ8¼៍, ១៨៧៣ (្រកុម
្របឹក8\នតីកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ (២០២០), ៤៖ ៧៩៥ ដល់៧៩៦)［リアッカナ・
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する高位官吏だったと考えられるオクニャー・プーリー・パンニャー・ティリアチ（ឲកញាភូរ�បាញា³8
ធីរាជ）94、王師であったモハー・リアチ・グルー（មហារាជ្រគ¾វ）およびその組織であったボラオヘ

ット（បេរាហីត）់95、占星術師であったオクニャー・ハオラー・トゥッパデイ（ឲកញាេហារាធិព្តី8j）
およびオクニャー・ハオラー・トゥップチャク（ឲកញាេហារាទិព្វចក、oknha tupchahk）96、職名が

不明であるがオクニャー・デッチョー・モハー・セナー（ឲកញាៃដេជាមហាែសណា）97が、法典の

作成に関わっていた。 

以上を要するに、専門の立法組織は存在していなかったので、国王の官吏が国王の命令に従って、

便宜的に法典が作成されていたにすぎない。 

4．行政制度 

伝統法における行政制度は、中央（宮廷）官吏から構成される中央（宮廷）行政と地方（州）官

吏から構成される地方（州）行政があった。 

第1に、中央（宮廷）官吏には、チャウヴィア、ヨマリアチ、クロラー・ハオム、ヴェアン、チ

ャクレイ、モハー・ムントレイ、およびモハー・テープという7名の最高位の官吏がいた。これら

は、伝統法において、ムク・ムントレイ・チア・トゥム、すなわち、「最高位たる『全ての官吏の長』」

といわれる存在であって、国王に直接奉仕する役割を有していた（以下、総合的に「最高位官吏」

という。）98。このうち、チャウヴィア、ヨマリアチ、クロラー・ハオム、ヴェアンおよびチャクレ

                                                
トトゥアル・ティニュ・バンチャム・トロアプ（1873年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 4巻』

（2020年）795-796頁）］。 
94 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1104頁）。このオクニャー・

プーリー・パンニャー・ティリアチの職名については、これに関する情報がないが、当高位官吏が僧侶に関する法典の作成

という国王の命令を受けたこと、ノロドム王治世の母王（Reine-Mère）の官吏組織の中に僧侶を監視する官吏組織たるクロ

ム・ソングレイ（krom sang rey）の最高位官吏としてオクニャー・プーリー・パンニャー（oknha phury banha）という類

似の称号を持つ官吏が存在したこと、そして、大王を意味するアティリアチ（អធិរាជ）に由来するティリアチという語が称

号に含まれることからすれば、国王の官吏組織に属し、僧侶を監視する高位官吏であったと推測できる（Fourès, supra note 

87, at 176, 199）。 
95 ្រកំមសក្ខ់នងិលក្ខណៈវAវាទគាJ8, ១៥៩៣ (្រកុម្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ 
(២០២០), ៤៖ ៩២៣)［クロム・サックおよびリアッカナ・ヴィヴィアトクニア（1593年）（経済財務省の立法評議会『古代

からのクメール法〔典〕集 4巻』（2020年）923頁）］。 
96  ច8_ប់្រកមំ្រសុក ៨ ្របកា¶8, ១៦១២ (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ 
(២០២០), ៣៖ ២៩៩, ៣១៦)［チバップ・クロム・スロック・8・ブロカー（1612年）（経済財務省の立法評議会『古代から

のクメール法〔典〕集 3巻』（2020年）299頁、316頁）］、្រកម្របេដៅេចៅ្រកម (I), ១៦៩១ (្រកមុ្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួង
េសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ (២០២០), ៣៖ ៣១៩)［クロム・ブロダウ・チャウクロム（I）（1691年）

（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 3巻』（2020年）319頁）］、Étienne Aymonier, supra note 88, 

at 30。なお、オクニャー・ハオラー・トゥッパデイの職名について、これに関する情報がないが、その称号に「ハオラー」

という語が含まれることから、オクニャー・ハオラー・トゥップチャクと同じ官吏組織に属すると考えられる。 
97  ច8_ប់្រកមំច្រកយី, ១៨៧៦ (្រកមុ្របកឹ8\នតីកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីរុាណ (េរាងពមុ្ព
មិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦), ២៖ ១១១១［チバップ・クロム・チャクレイ（1876年）（経済財務省の立法評議会『古代から

のクメール法〔典〕集 2巻』（カンボジア-日本友情、2016年）1111頁］。 
98 チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（55）163頁）、ច8_ប់្រកមេចៅហា�8យ្រសុក, ១៨២៨ 
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イは、近代統治機構における大臣会議のような組織を構成すると考えられ、すなわち、チャウヴィ

アは首相、ヨマリアチは司法大臣、クロラー・ハオムは水軍大臣、ヴェアンは宮内大臣、チャクレ

イは陸軍大臣のような存在であったと理解されている99。チャウヴィアは、チャウヴィア・トルハと

も呼ばれていたが、ノロドム治世以後はその代わりに、アケア・モハー・セナーという称号が使わ

れてきた100。また、この首相を除いた大臣 4 人は、4 本の柱を意味するチャトスドム（ចតុស្តម្ភ、

châdo sedâm）と呼ばれた101。 

それぞれの最高位官吏が担当した事務の具体的な処理方法については、彼らが1人で対応できな

い問題については、他の全ての最高位官吏全員を招集し、「サラー」という場所で会議を行い、措置

を講じた。この会議においても対応できない場合、国王がこれに対する最終的な判断を下した102。

ここには、カンボジアにおける集権的な行政の原型が示されているようにも思われる。 

この最高位官吏の他に、様々な高位官吏がいて、先行研究によると、基本的に近代の大臣会議に

当たる組織の構成員である5人の最高位官吏に属するクロムやプオックという組織として編成され

ていたという103。しかし、古法を見る限りでは、前述したように、最高位官吏が7名存在しており、

先行研究においても、個別の最高位官吏ではなくて、チャトスドムに属する高位官吏が存在したと

いう指摘104もあったように、法則性はそれほど強いものではなかった。 
地方（州）官吏には、その最高位官吏として、チャウワーイ・スロック（េចៅហ្វ៊ា8j្រសុក）と呼ば

れる州知事が存在した。当時の州知事は、前述した中央（宮廷）の最高位官吏が会議においてオク

ニャー、プニアおよびプレアハという称号を持つ者から候補者を選出し、国王に提案し、国王によ

って任命された105。伝統法における州知事は、その管轄地域の臣民が服する親のような存在である

                                                
(ញ៉@កែថម, “្រពះរាជ្រកិត8j ្រកមេចៅហា�8យ្រសុក ,” ទស8�នាវដ្តកីម្ព@ជសុរAយា, ឆាJ8ទំី ១៧ េលខ ១០, ឧកតូ្រប ឹ១៩៤៥៖ ៦១៦ ដល់ 
៦១៧)［チバップ・クロム・チャウワーイ・スロック（1828年）（ニョック・タエム「勅令－クロム・チャウワーイ・スロッ

ク」カンプチェア・ソリヤー17巻10号（1945年）616-617頁）］。 
99 トラング・ンギア・前掲注（69）60頁。 
100 キン・ソック著（石澤良昭訳）・前掲注（70）307頁・脚注5。 
101 Étienne Aymonier, supra note 88, at 26;トラング・ンギア・前掲注（69）54頁。 
102 チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（55）163-164頁）、チバップ・クロム・チャ

ウワーイ・スロック（1828年）（ニョック・タエム・前掲注(98)618頁）。 
103 Étienne Aymonier, supra note  88, at 27; Fourès, supra note 87, at 168, 175-191、高橋宏明「近現代カンボジア

における中央・地方行政制度の形成過程と政治主体」天川直子編著『カンボジアの復興・開発』（日本貿易振興会アジア経済

研究所、2001年）70頁などを参照。 
104 Étienne Aymonier, Ibid., 26. 
105 チバップ・クロム・スロック（1693 年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（55）165 頁）、ច8_ប់្រកមេចៅហា�8យ្រសុក, 
១៨២៨  ញ៉@កែថម, “្រពះរាជ្រកតិ8j ្រកមេចៅហា�8យ្រសុក (តមក),” ទស8�នាវដ្តីកម្ព@ជសុរAយា, ឆាJ8ទំ ី១៧ េលខ ១១, ណ�វ�ម្រប ឹ
១៩៤៥៖ ៦៨៤［チバップ・クロム・チャウワーイ・スロック（1828年）（ニョック・タエム「勅令－クロム・チャウワーイ・

スロック（続）」カンプチェア・ソリヤー17巻11号（1945年11月）684頁）］。 
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と考えられていた106。州知事は、臣民の師として、宗教および道徳上の知識を持ち、それに沿う行

動ができる者でなければならず、臣民のいわば両親として臣民に命令するので、臣民も道徳的に、

命令に従わなければならないと考えられていた107。 

この伝統法における州知事の下に、チュムトゥップ（ជុទំុព្វ/ជុទំព្វ/់ជទំប់）、ヨクバット（េយាក8_
ត）់、ソピア（សូភារ/សូភា）、書記官（្រកឡាប័ាo្ជីយ/្រកឡាបo្ជី）、チャウ・ムアン（េចៅវេមឿង/េចៅ
េមឿង）、チャウ・バーン（េចៅបាន）、クロマカー（្រកមំាÁ8រ/្រកមការ）、プネアックギア（ភាJ8ក់ងាÂ8រ）

という官吏が存在しており、州知事がこれらの官吏を招集した108。これらの地方（州）官吏の職務

について、これを直接に定めた古法がなかったため、不明であるが、クロマカーは、チャウワーイ・

スロックの補佐の役人たちのグループであって、州知事を代理するバラット、その副官であるスノ

ンと助手であるクロラピアスから構成されたといわれている109。プネアックギアは、中央（宮廷）

の最高位官吏やその下部組織と同じ職務を担当する地方（州）官吏だったといわれており110、チャ

ウワーイ・スロックによって任命された111。チャウ・ムアンは、チャウワーイ・スロックに「貢物を

納めたり、謁見したりした」112から、チャウワーイ・スロックと直線的な関係があったと考えられ

る事務を行っていた。チャウ・バーンは、このチャウ・ムアンよりも低い位階を有することが多い

地方（州）官吏であり、その下には、チャウワーイ・スロックおよびチャウ・ムアンの下にも見ら

れるチュムトゥップや書記官という補助する官吏が存在していた113。 

古法における地方（州）官吏は、州知事（すなわち、チャウワーイ・スロック）、チャウ・ムア

ン、チャウ・バーンという 3 つのカテゴリーがあったと指摘する日本人研究者が存在する114。この

理解によれば、チャウワーイ・スロックの下に、チャウ・ムアンおよびチャウ・バーンという下位

行政区域の長が存在したといえよう。アン・ドゥアン王によって州知事に昇格された前のチャウ・

                                                
106 チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・同上164頁）、チバップ・クロム・チャウワーイ・ス

ロック（1828年）（ニョック・タエム・前掲注(98)619頁、ニョック・タエム・同上683頁）。 
107 チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・同上 164-165頁）、チバップ・クロム・チャウワー

イ・スロック（1828年）（ニョック・タエム・同上683-684頁）。 
108 チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・同上 165-167頁）、チバップ・クロム・チャウワー

イ・スロック（1828年）（ニョック・タエム・同上690-691頁）。 
109 キン・ソック著（石澤良昭訳）・前掲注（70）325頁。 
110 Étienne Aymonier, supra note  88, at 33-35. 
111 リアッカナ・プレアハ・アチニャー・ルオン（1875年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（65）236頁）。 
112 この「貢物を納めたり、謁見したりした」の原語は「េឡើង」である。 

113  ច8_ប់្រកមេចៅហា�8យ្រសុក, ១៨២៨ (ញ៉@កែថម, “្រពះរាជ្រកិត8j ្រកមេចៅហា�8យ្រសុក (តមកនងឹចប់),” ទស8�នាវដ្តកីម្ព@ជ
សុរAយា, ឆាJ8ទំី ១៨ េលខ ២, េហ្វវរ�េយរ ១៩៤៦៖ ៨៨ ដល់ ៩៤［チバップ・クロム・チャウワーイ・スロック（1828年）（ニョ

ック・タエム「勅令－クロム・チャウワーイ・スロック（完）」カンプチェア・ソリヤー18巻2号（1946年）88-94頁、経済

財務省の立法評議会・前掲注（55）204-207頁）。 
114 北川・前掲注（55）48-49頁。なお、この指摘は、原語版を検討の対象とする本論文と異なり、フランス語版を参照した

ものであるから、州知事、チャウ・ムアン、チャウ・バーンがそれぞれ副官（チュムトゥップ）、判事および秘書（書記官）

という3種類の役割の全てを持っていたと理解されている。 
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ムアンは、州知事に任命される州の下位の領土区分の長であったというAymonierの指摘も、この推

測を裏づけるものとなるだろう115。 

チャウ・ムアンおよびチャウ・バーンに類似するメー・スロックという役職も存在した116。この

メー・スロックについて、Aymonierは、州知事によって任命される官吏であったと指摘した117のに

対して、サーイ・ボーリーは、故郷を意味するスロック（្រសុក）内の長老団体たるクロム・チュム

ヌム（្រកុមជនំុ）ំ（後にクロム・プニア（្រកុមពញា）に改組）から選出された自治的性質に注目して

いる118。Aymonierによると、メー・スロックを補助するために、村落（hameaux (phûm)、Bhūm(=bhūmi)）

の頭（la tète）または長（les chefs）である複数のチュムトゥップ（des subordonnés (chumtup）

が存在した119。 
以上の整理から、伝統法における地方（州）官吏は、①チャウワーイ・スロック、②チャウ・ム

アン、③チャウ・バーンおよび④メー・スロックという 4つのカテゴリーがあったといえよう。ま

た、チャウワーイ・スロックとメー・スロックとの直線的な関係も指摘されている120ように、伝統

法におけるカンボジアの国土は、チャウワーイ・スロックの管轄に属する行政区域とチャウ・ムア

ン、チャウ・バーンおよびメー・スロックの管轄に属する行政区域とに分けられたと考えられる。 

前述した中央（宮廷）官吏および地方（州）官吏に共通した特徴として、官吏の位階は、ホゥー・

ポアンまたは単にポアンという単位が用いられ、10ホゥー・ポアンが最も高い位階であった121。古

法によると、この位階に応じて、高い順から、オクニャー（9-10ホゥー・ポアン）、プニア（8ホゥ

ー・ポアン）、チャウ・プニア（7、8ホゥー・ポアン）、プレアハ（6ホゥー・ポアン）、オク・コン

（5ホゥー・ポアン）、オク・ムーン（3、4ホゥー・ポアン）、オク・ポアン（2、3ホゥー・ポアン）、

オク・ルオン（1、2ホゥー・ポアン）、チャウ・ルオン（1ホゥー・ポアン）という称号が与えられ

                                                
115 Étienne Aymonier, supra note  88, at 31. 
116  ច8_ប់្រតលាការ, ១៨៥៣ (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ (េរាងពមុ្ព
មិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦), ១៖ ២៩១, ២៩៣)［チバップ・トロラーカー（1853年）（経済財務省の立法評議会『古代か

らのクメール法〔典〕集 1巻』（カンボジア-日本友情出版社、2016年）291頁、293頁）］、ច8_ប់លក្ខណៈឧទ្ធរ, ១៨៥៣, 
មា្រតា ៣ (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ (េរាងពុម្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, 
២០១៦), ១៖ ៤៥៩)［チバップ・リアッカナ・ウトー（1853年）3条（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕

集 1巻』（カンボジア-日本友情出版社、2016年）459頁）］。 
117 Étienne Aymonier, supra note  88, at 32-33 ; Étienne Aymonier, Le Cambodge : Le Royaume Actuel (Paris : 
Ernest Leroux, 1900), 72. 
118 សាយ បូរ�, នីតិរដ្ឋបាលទូេទៅ, េបាះពុម្ពេលើកទ ី៣ (ភ្នំេពញ៖ ប្ល@ស8�ំឡ�ទសី, ២០០២), ៤២៥, ៤២៧ ដល់ ៤២៨［サーイ・

ボーリー『行政法総論』（プロソムロティス、第3版、2002年）425頁、427-428頁］。 
119 Étienne Aymonier, supra note  88, at 32-33 ; Étienne Aymonier, supra note 117, at 72. 
120 キン・ソック著（石澤良昭訳）・前掲注（70）325頁。 
121 1ホゥー・ポアンの下に、1ホゥー・バクおよび1ホゥー・セップもあった（チバップ・クロム・スロック（1693年）（経

済財務省の立法評議会・前掲注（55）160-161頁））。また、1ホゥー・ポアンの下に、プラム・ロイ（pram roi）という位階

があったという指摘もある（Étienne Aymonier, supra note  88, at 24を参照。）。 
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た122。最も高い位階を有するオクニャーは、定期的に国王に贈り物を献上する慣習があった123。 

その他に、最も高い称号として、ソムダッチ・チャウ・プニアやソムダッチも、先行研究による

と、オクニャーと同様の10ホゥー・ポアンの位階を有した124。ソムダッチ・チャウ・プニアは、元

来王族（្រពះវង8\）にしか認められなかったが、後に官吏にも認められるようになった125。ソムダッ

チは、ソムダッチ・チャウヴィア・トルハのように、首相に使われた称号でもあった126。なお、伝統

法における位階および称号は、先行研究および古法により若干異なっているが127、本論文の主題か

ら外れるので検討しない。 
これらの官吏の多くは、チャウ・ムアン、チャウ・バーンやメー・スロックのように、紛争を処

理する役割も有した。以下は、便宜的にこれを原始的な裁判制度として論じる。 

5．裁判制度 

ここで裁判制度という語句を用いているのは、本論文が、伝統法における紛争の裁断は、その後

も連続性を有してきているのではないかという仮説を立てているからである。伝統法における最も

顕著な特徴は、前述したように、紛争を裁断する者と行政の事務を行う者との非分離である。裁判

を含む全ての権力が権威を有する国王に集中したことはいうまでもないが、4 大臣をはじめとする

中央（宮廷）官吏や州知事をはじめとする地方（州）官吏という行政官も紛争を裁断する権限を有

した。 

まず、チャウ・ムアン、チャウ・バーン、メー・スロックは、全ての紛争処理を行う総称として

のトロラーカー（្រតលាការ）という紛争裁断者でもあった128。これらは、特に、地方（州）におい

て、財産や妻子に対する侵害に関する臣民の間の申立てを処理する最下級の「裁判官」でもあった

129。 

最下級の「裁判官」には、他に、「地方（州）のクロマカー、プネアックギア」（្រកុំមាÁ8រភាJ8ក់ងាÂ8រ
ែខតេ្រកៅ）も存在した。伝統法における「控訴」（ឧទ្ធរ）制度では、このクロマカー、プネアックギ

                                                
122 チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（55）178-181頁）、チバップ・クロム・チャ

ウワーイ・スロック（1828年）（ニョック・タエム・前掲注（113）91-94頁）。 
123 David Chandler, supra note 72, at 109. 
124 チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（55）178頁）、リアッカナ・クロム・トゥム

ルンサック（1852年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（92）50頁、52頁、54頁、55頁）、Étienne Aymonier, supra note  

88, at 24. 
125 チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・同上178頁）。 
126 リアッカナ・クロム・トゥムルンサック（1852年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（92）50頁、52頁、54頁、55頁）、

キン・ソック著（石澤良昭訳）・前掲注（70）271頁。 
127 先行研究については、北川・前掲注（55）44-53頁、キン・ソック著（石澤良昭訳）・同上269頁を参照。 
128 チバップ・トロラーカー（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）291頁、293頁）。 
129 チバップ・リアッカナ・ウトー（1853年）3条（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）459頁）。 
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アに対する「裁判のやり直し」（េរ ិេសចក្ត）ីを定めていたので130、クロマカー、プネアックギアも最

下級の「裁判官」であったと考えられるからである。伝統法における「控訴」は、裁判をやり直す

ことに加えて、下級「裁判官」の処罰を求めるところに特徴があった131。このクロマカー、プネア

ックギアは、具体的に、サモハ・モハタイの地方（州）プネアックギアであるプネアックギア・ク

ロム・サモハ・モハタイは、象や森林等に関する紛争を審理し、クロム・ソンカレイのプネアック

ギア・ソンカレイであるニアイ・ソンカレイは、近親相姦等背徳に関する紛争を審理した132ように、

一応、それぞれの管轄が分かれていた。 

最下級の上位には、地方（州）において、「クロラーピアス、スノン、バラット」（្រកឡាពាស់ស្នង
បាឡាត）や「バラット、ヨークバット」（បាឡាតយុ្រកប័្រត）という存在があった。その最上位に

は、「（プレアハ・）アチニャー・ルオン、チャウワーイ・スロック」（（្រពះ）អាជា¥8លួងេចៅហា�88j្រសុក）

が存在した133。 

（プレアハ・）アチニャー・ルオンは、チャウワーイ・スロックを監視し、補助するために、国

王が地方（州）に巡遣した巡察使（missi dominici）であった。しかし、地方（州）に常置された

アチニャー・ルオンが非常に少なく、税金徴収等特別任務のために一時的に巡遣されたアチニャー・

ルオンのほうが一般的であった134。アチニャー・ルオンは、チャウワーイ・スロックとともに裁判

事項を審理したと理解されている135。 

チャウワーイ・スロックは、（アチニャー・ルオンとともに）審理場所であるサラー（សាលា）

に集合し、裁判事項を審理しなければならなかった136。この裁判事項の審理についても、チャウワ

ーイ・スロックは、書記官、クロマカー、プネアックギアという他の地方（州）官吏とともに行っ

ていた137。 

チャウワーイ・スロックは、下級「裁判官」が審理できない裁判事項や下級「裁判官」に対する

「控訴」のみを審理するのではなくて、個別の事項に関する裁判事項を審理し、処罰をすることも

                                                
130 チバップ・リアッカナ・ウトー（1853年）4条（経済財務省の立法評議会・同上459頁）。 
131 チバップ・リアッカナ・ウトー（1853年）前文（経済財務省の立法評議会・同上451-452頁）。 
132 チバップ・プレアハ・トアマヌニュ（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（75）278頁、282頁）、リアッカナ・

プレアハ・アチニャー・ルオン（1875年）95条（経済財務省の立法評議会・前掲注(65)236頁）、チバップ・クロム・チャウ

ワーイ・スロック（1828年）（ニョック・タエム・前掲注（113）92頁、93頁）。 
133 チバップ・リアッカナ・ウトー（1853年）3条、4条（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）459頁）。 
134 Étienne Aymonier, supra note  88, at 32; Adhémard Leclère, Recherches sur le Droit Public des Cambodgiens 
(Paris: Augustin Challamel, 1894), 128. 
135 なお、アチニャー・ルオンによる裁判について、Adhémard Leclère, Recherches sur la Législation Criminelle et la 
Procédure des Cambodgiens (Paris: Augustin Challamel, 1894), 63を参照。 
136 チバップ・トロラーカー（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）291頁、295頁）。 
137 チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（55）176頁、178頁）、チバップ・トゥムヌ

ム・ピー・ボラーン」（1693年）第14の事例（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1065-1067頁）。 
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あった138。実際においては、1693年の古法におけるポーサット〔州〕のチャウワーイ・スロックで

あったオクニャー・スオキアローク（ឲកញា/ឲកញា/់ឧកញា³8សួគា¶8េលាក）139およびトレアン（្រទំាង）

〔州〕のチャウワーイ・スロックであったオクニャー・ピサヌローク（ឲកញពីសនូេលាក/ឲកញា់
ពិស8�នូេលាក8j៍/ឧកញា³8ពិស្ណ@េលាក）140は、国王または王族の命令を受けて、自ら紛争を裁断した。

このような「事例」（ទុំនីម/ទំនមី）もあったのである。 

チャウワーイ・スロックの上位には、さらに中央（宮廷）官吏や国王がいた。まず、1693年のチ

バップ・クロム・スロックでは、チャウワーイ・スロックが紛争を裁断できなかった場合には、最

終的には国王に移送された141。また、1828 年のチバップ・クロム・チャウワーイ・スロックでは、

同様の場合において、チャウワーイ・スロックと国王との間に、最高位官吏という仲介者が定めら

れていた142。さらに、1853年のチバップ・トロラーカーでは、地方（州）のチャウワーイ・スロッ

ク等が早期に紛争を裁断することができない場合に、「それぞれの担当職務に従って、中央（宮廷）

におけるプレアハ・バート・オーホ・チュムヌム、チャウ・クロム・プレアハ・サラー」143に移送さ

れ、審理された144。プレアハ・バート・オーホ・チュムヌムは、大臣を意味するセナー・パデイの古

い呼び名であった145。チャウ・クロム・プレアハ・サラーは、中央（宮廷）の第1 審の裁判所の一

種であった146。 

これに対して、同年のチバップ・プレアハ・トアマヌニュでは、チャウワーイ・スロックに対す

る「控訴」を審理する職務を負うのは、チャトスドムであり、そのチャトスドムに対する「控訴」

を審理する職務を担当するのは、アケア・モハー・セナーであると定められた147。同年のチバップ・

                                                
138 チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・同上173頁、168-170頁、172頁、176頁）、チバッ

プ・クロム・チャウワーイ・スロック（1828年）（ニョック・タエム・前掲注（105）692頁、ニョック・タエム・前掲注（113）

84頁、76頁、78-80頁）。 
139 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第10の事例（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1063-1064頁）］、

チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・同上178頁）。 
140 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第14の事例（経済財務省の立法評議会・同上1065-1067頁）、チバッ

プ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・同上178頁）。 
141 チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・同上173頁）。 
142 チバップ・クロム・チャウワーイ・スロック（1828年）（ニョック・タエム・前掲注（113）84頁）。 
143 「それぞれの担当職務に従って、中央（宮廷）におけるプレアハ・バート・オーホ・チュムヌム、チャウクロム・プレア

ハ・サラー」の原語は「្រពះបាទអស់ជុនំុំម េចៅ្រកំម្ភ៍្រពះសាឡាខាងក្ន@ំង/្រពះបាទអស់ជនំុំ េចៅ្រកម្រពះសាលាខាងក្ន@ង តាម
្រកសួង」である。フランス語版では、「tribunal de la capitale」と訳されているが、この訳語が正しいのか否かを別とし

て「……中央（宮廷）における……プレアハ・サラー」の部分のみを訳しており、原語を十分に反映していないと思われる。

州知事およびアチニャー・ルオンが裁判事項を命じることができない紛争には、プレアハ・バート・オーホ・チュムヌムの

管轄に属するものと中央（宮廷）におけるチャウクロム・プレアハ・サラーの管轄に属するものとに区別されていたように

読み取れる。 
144 チバップ・トロラーカー（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）295頁）。 
145 ជនួ ណាត, វចនានុ្រកមែខ្មរ, េបាះពមុ្ពេលើកទី ៥ (ពុទ្ធសាសនបណ�តិ8j, ១៩៦៧),១៤០២, ១៦៩១［チュオン・ナート

『クメール辞典』（仏教研究所、第5版、1967年）1402頁、1691頁］。 
146 Adhémard Leclère, supra note 135, at 59-63. 
147 チバップ・プレアハ・トアマヌニュ（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（75）278頁、282頁）。 
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リアッカナ・ウトーでは、チャウワーイ・スロックが裁断できなかった事項は、「担当職務に従って、

中央（宮廷）のトロラーカー・サラー・ルオン」148に送付しなければならず、最終的には、アケア・

セナー・バデイおよびチャトスドムが、紛争を裁断することになっていた149。 

裁判事項が地方（州）における下級「裁判官」による審理からはじまり、「控訴」などを通じて中

央（宮廷）における「裁判官」による審理が行われたのとは異なり、中央（宮廷）においては、大

臣をはじめとする高位の官吏が事務を独占した。 

その一部をとりあげるとすれば、第1 に、国王から位階を与えられた官吏が死亡した場合には、

その財産に関する紛争は、18世紀には、王族住居官吏（អាជ្ញ៉ា្រពះរាជ្ជេរាង）という職名を持つオク

ニャー・モハー・ムントレイ、オクニャー・モハー・テープ、オクニャー・ムントレイ・アヌチュ

ットという最高位の官吏が審理していた。19世紀には、前2者が最高位の官吏となるクロム・アチ

ニャー・プレアハ・リアチ・ムンティー（្រកុមំអាជា¥8រ្រពះរាជមណ¤ីរ）という組織がこれを審理する

ようになった150。 

第2に、盗賊（េចារ）に関する裁判は、18世紀には、軍人の長（េចៅហា�88jទា¤8ហាÇ8ន）という職名

を持つオクニャー・ヨマリアチおよびオクニャー・ヴォンサー・アケア・リアチ（ឲកញាវុង8\អ័គ្គរាជ）

という最高位の官吏が審理したが、19世紀には、クロム・プレアハ・ノコバール（្រកុំ្រពះនគ៏របាល）

という組織が審理した151。ちなみに、オクニャー・ヨマリアチは、クロム・プレアハ・ノコバールの

長であった152。オクニャー・ヴォンサー・アケア・リアチは、オクニャー・ヨマリアチと同じ事務を

担当する高位の官吏であった153。 

第3に、女性の呪術や毒薬に関する裁判事項は、18世紀に、コン・プネアックギア（ខនុ់ភាJ8ក់ងាÂ8រ）

という職名を持つオクニャー・ヴェアンおよびオクニャー・トアミア・トゥッパデイが審理したが、

19世紀に、クロム・ヴェアンおよびクロム・ペーティアがこれを審理した154。 

第4に、船、河川に関する裁判事項は、18世紀には、国王護衛の長（េចៅហា�88jអ្រងាក）់という職

                                                
148 「担当職務に従って、中央（宮廷）のトロラーカー・サラー・ルオン」の原語は「្រតលាការសាលាលួងខាងក្ន@ង តាម្រកសួង
ថ8§�ងការ」である。 
149 チバップ・リアッカナ・ウトー（1853年）3条、4条（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）459頁）。 
150 ច8_ពឃុ់នសាឡា³8រ, ១៧០៣ (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ (២០២០), 
៤៖ ៥៦៦)［チバップ・クン・サラー（1703年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 4巻』（2020年）

566頁）］、チバップ・プレアハ・トアマヌニュ（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（75）284-285頁）。 
151 チバップ・クン・サラー（1703年）（経済財務省の立法評議会・同上 566-567頁）、チバップ・プレアハ・トアマヌニュ

（1853年）（経済財務省の立法評議会・同上275-276頁）。 
152 チバップ・クロム・プレアハ・ノコバール（1873年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（55）215頁）。 
153 Étienne Aymonier, supra note  88, at 27. 
154 チバップ・クン・サラー（1703年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（150）567頁）、チバップ・プレアハ・トアマヌニ

ュ（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（75）277頁）。 
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名を持つオクニャー・クロラーハオムおよびオクニャー・リアチ・デチェアハが審理したが、19世

紀になると、クロム・サモハ・クロラーハオムが審理した155。 

第5に、象、森林、野生動物に関する裁判事項は、18世紀には、チャウワーイ（េចៅហា�88j）とい

う職名を持つオクニャー・チャクレイおよびオクニャー・リアチ・ニアレヘがこれを審理したが、

19世紀には、クロム・サモハ・モハータイが審理した156。 

以上とは別に、チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーンでは、紛争裁断に関する大臣でもあるオ

クニャー・ヨマリアチが身体傷害事件を処理すること157、ソムラップ・トライ158に属する紛争裁断の

大臣であるオクニャー・アエクリアチが泥棒に関する紛争を裁断すること159、河川等の関連を担当

する大臣であるオクニャー・クロラーハオムが船で起こった暴力に関する紛争だけではなくて、王

宮侵害の事件も裁断すること160が記載されていた。オクニャー・クロラーハオムについては、これ

                                                
155 チバップ・クン・サラー（1703年）（経済財務省の立法評議会・同上567頁）、チバップ・プレアハ・トアマヌニュ（1853

年）（経済財務省の立法評議会・同上277頁）。 
156 チバップ・クン・サラー（1703年）（経済財務省の立法評議会・同上567頁）、チバップ・プレアハ・トアマヌニュ（1853

年）（経済財務省の立法評議会・同上278頁）。 
157 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第13、第16、および第12（22）の事例（1693年）（経済財務省の立

法評議会・前掲注（76）1065頁、1068-1069頁、1073-1074頁）。本論文における「オクニャー・ヨマリアチ」の原語は「ឲ
កញាេយាមរាជ」で、フランス語版では「youmréach」と記され、現代語に書き換えると「ឧកញា³8េយាមរាជ」になると考え

られる。フランス語訳はAdhémard Leclère, supra note 55, at 129-130, 133-134, 139-140を参照。日本語版では「オク

ニャー・ヨムメア・リアチア」と記され、他の日本語文献では同じ原語か否かが不明であるが「オクニャー・ユムメアレア

ッチ」とも述べられている。日本語訳は飯泉華子＝上田広美「カンボジア慣習法（1）」東京外大東南アジア学5巻（1999年）

120 頁、123 頁、飯泉＝上田（2000年）・前掲注（76）166-167 頁、高橋・前掲注（103）69 頁。本論文は、「ヨマリアチ」

（េយាមរាជ、youmréach）の原語の読み方に一番近いものとして、傘谷・前掲注（48）61頁以下に従う。 
158 19世紀のカンボジアの官吏は、次のように、これが属する国王および王族に応じて 4 つの集団または種類であるソムラ

ップ（ស្រមាប、់sâmrap/somrap）に分かれており、各ソムラップに他のソムラップと類似した職務を担当した官吏がいた。

第1は、国王に属する官吏集団であるソムラップ・アエク（សំរាបឯ់ក、sâmrap êk/somrap ek）で、第2は、原則として退

位した元国王（(្រពះ)ឧភេយារាជ、luong obbaiouréech/obbaioureach/obbajouréach）に属する官吏集団であるソムラップ・

トー（សំរាប់េទា、sâmrap/somrap Tou）で、第3は、第1王子（premier prince du sang）または副王（(្រពះ)ឧបរាជ/មហា
ឧបរាជ、sâmdach ou luong maha obbarach/obbareach/obbaréach）に属する官吏集団であるソムラップ・トライ（សំរាប់្រត、ី
sâmrap/somrap trey）で、第4は、第1王女（premier princesse du sang）または国王の母（្រពះមហាក8�្រតយាន/ី្រពះវរ
រាជមាតា/្រពះរវរាជអយ8jការ、sâmdach préa téau/prea voreachini/reine-mère）に属する官吏集団であるソムラップ・チャ

トワー（សំរាបច់តា�8、sâmrap/somrap chetva）である。Étienne Aymonier, supra note  88, at 23-24; Fourès, supra note 

87, at 170; Adhémard Leclère, supra note 134, at 69、ប៉លុ លឹម, អំពកីារេរៀបចំ្រគប់្រគងរដ្ឋបាលសាធារណៈ អពំសីមត្ថ
កិច្ចរបស់អាជា¥8ធរែដនដ ីនងិនីតិវAធផី8�ះផ8\ស្រមុះស្រមÊលេដាះ្រសាយទនំាស់ “េ្រកៅ្របព័ន្ធតលុាការ” (២០០៦), ៤៤［ポル・
ルム『行政管理制度の整備について、領域官庁の権限および『裁判外』紛争和解、調停、解決の手続について』（2006年）44

頁。］、ポヴ・サルーン・前掲注（62）76頁。 
159 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第19（29）の事例（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1080頁）。

この事例における「オクニャー・アエクリアチ」の原語は「ឲកញាឯ្រកាជ្ជ」で、フランス語版では「oknha ékréach」と記

されている。現代語に書き換えれば「ឧកញា³8ឯករាជ」となる。フランス語訳はAdhémard Leclère, supra note 55, at 145

を参照。日本語版では「オクニャー・アエクラート」と記されている。日本語訳は飯泉＝上田（2000年）・前掲注（76）172

頁。 
160 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第6、第9の事例（経済財務省の立法評議会・同上1062頁、1063頁）。

古法における「オクニャー・クロラーハオム」の原語は「ឲកញា្រកហា®8េហាម」であり、現代語に書き換えれば「ឧកញា³8
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までの先行研究において、河川等の関連を担当する大臣だと一般的に認識されているが、古法では、

前述したように、国王護衛の長も担当したから、王宮侵害事件も裁断したのは矛盾ではなくて、当

然である。それに加えて、フランス保護領時代の直前には、5 名の大臣が独自に紛争を裁断してい

たという指摘もある161。 

前述した整理において、特に19世紀の古法は、それぞれの事務を担当する組織が紛争を裁断す

る機関であると定めたが、紛争を裁断する具体的な機関は、その組織の長または大臣であった。例

えば、賭博、アヘン、酒類等についての紛争を審理する職務を有するのはクロム・ビアであった162

が、その組織の長または大臣であると思われる「チャウ・クロスオン・プネアックギア・ビア」（េចៅ
្រកសួ៊ងភាJ8ក់ងាÂ8រេបៀរ）が、審理を担当した163。 

以上は、大臣をはじめとするそれぞれが担当する事務に属する紛争を裁断する特別の「裁判官」

の例であるが、一般的な「裁判官」も存在した。中央（宮廷）における特別の「裁判官」が審理で

きない裁判事項や中央（宮廷）における特別の「裁判官」に対する「控訴」は全て、チャウクロム・

コン・サラーまたはトロラカー・サラー・ルオンがこれを審理した164。そして、行政の長に該当す

るアケア・モハー・セナーが、中央（宮廷）における下級「裁判官」についての「控訴」を審理し

たトロラーカー・サラー・ルオン、および前述した州知事についての「控訴」を審理したチャトス

ドムについてのさらなる「控訴」を審理する職務を有した165。また、同年代の他の古法に定められ

たアケア・セナー・パデイは、中央（宮廷）における「裁判官」が審理する事件が大規模であった

場合に、「チャトスドム、サモハ・ニアヨク」（ចតះុស្តមំសំមុហៈនា8j ុក）とともに審理の手助けをし

たり166、トロラーカー・サラー・ルオンの裁断に対する「控訴」をチャトスドム等と一緒に審理し

たりする職務を有した167。このアケア・セナー・パデイは、前述のアケア・モハー・セナーに相当す

る職務を有したので、行政の長に相当する地位を有していたことになる。 

最後に、カンボジアの伝統法における最高の「裁判官」は、国王自身であった。国王が建国時代

                                                
្រកឡាេហាម」となる。フランス語版では単に「krâlakôm」や「krâlahôm」と記されている。フランス語訳はAdhémard Leclère, 

Ibid., 127, 128。日本語訳は飯泉＝上田（1999年）・前掲注（157）117頁、118頁。 
161 高橋・前掲注（103）70頁。 
162 チバップ・プレアハ・トアマヌニュ（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（75）281頁）。 
163 クロム・ビア（1853年）2条、3条、6条（経済財務省の立法評議会・前掲注（92）916-917頁、919頁）。 
164 チバップ・クン・サラー（1703年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（150）569-570頁）、チバップ・プレアハ・トアマ

ヌニュ（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（75）281-282頁）。 
165 チバップ・プレアハ・トアマヌニュ（1853年）（経済財務省の立法評議会・同上282頁）、フランス語版はAdhémard Leclère, 

Les Codes Cambodgiens Tome II (Paris : Ernest Leroux,1898), 25を参照。）。なお、フランス語版では、チャトスドムを

高位官吏（hauts dignitaires）と記している。 
166 チバップ・トロラーカー（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）295頁）。 
167 チバップ・リアッカナ・ウトー（1853年）4条（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）459-460頁）、フランス語版は

Adhémard Leclère, supra note 165, at 109を参照。）。 
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からフランスによる法制度改革の前までの伝統法における唯一の最高位「裁判官」であったことは

いうまでもない。古法では、国王は、あらゆる場合における紛争を最終的に裁断したので、チャウ

ワーイ・スロック等が紛争を裁断できない場合に、登場することが多かった168。また、下級の裁断

に不服がある場合、これを国王に申し立てて、国王自らこれを裁断した事例もあった169。チバップ・

トゥムヌム・ピー・ボラーンに記載された事例を検討してみると、国王に謁見する際に、自分の紛

争または申立てを国王に直接にする場合もあったし170、下級において紛争が放置されたままだった

ので国王に申し立てられる場合もあった171。これとは反対に、国王が自ら、オーホ・ニアムーンや

オーホ・チャウ・クロム等という下級の官吏やその組織に紛争の審理を命じたこともある172。結局、

義務的な場合は、王族に対して犯した罪の場合173、そして王族間の紛争に加えてバラモン等の僧に

関する紛争は、国王への申立てが必要であった174。 

1853年に作成されたチバップ・トロラーカーは、前述したチャウ・ムアンなどという「裁判官」

および国王が授権した「裁判官」に加えて、以下の4種類の「裁判官」を定めた。一方の当事者の

利害関係を有する者が裁断するという「裁判官」（្រតលាការជាពកួគូវក្តីមាË8ង）（以下、「一方当事者裁

判官」という。）、いずれの当事者にも片寄らない「裁判官」（្រតលាការមានចិ្រតេសាg8ះេស្ម ិទំាងសងាË8ង 

មិនបានលំេអៀងេដាយឈឺរខាងណា）（以下、「忠実裁判官」という。）、「裁判官」の代行として任命

された「裁判官」（្រតលាការែដលេគ8j ៍តំាងរងស្នង្រតលាការជាធមំ/្រតលាការែដលរងស្នង្រតលាការ
ជាធំម）（以下、「代行裁判官」という。）および両当事者が同意した「裁判官」（្រតលាការែដលគូវក្តី

                                                
168 チバップ・リアッカナ・ウトー（1853年）2条、3条（経済財務省の立法評議会・同上458-459頁）、リアッカナ・ムンテ

ィー・バール（1875年）77条（経済財務省の立法評議会・前掲注（64）132-133頁）、チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラー

ン（1693年）第7、第18（28）の事例（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1062頁、1078-1079頁）、チバップ・トロラ

ーカー（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）295頁）、ニョック・タエム・前掲注（113）84頁。ちなみに、

アンコール時代における国王への請願書は、原語では「śloka」と「lipi」という2つの用語または概念が用いられ、ポスト・

アンコール時代にも、国王に申立てをする行為として、ロン・デイカー（rong deyka）およびサー・トゥック（sâr tuhk）

という２つの用語または概念が用いられていたが、これらの関係は不明である（石澤良昭「カンボジア・アンコール時代の

法廷と訴訟問題」東洋史研究43巻2号（1984年）344頁、Étienne Aymonier, supra note  88, at 23を参照。）。 
169 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第19、第15（25）の判例（経済財務省の立法評議会・同上1071-1072

頁、1075-1076頁）。 
170 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第20（30）、第21（31）、第2（32）、第23（33）、第24（34）、第26

（36）、第33（44）、第34（45）の事例（経済財務省の立法評議会・同上1080-1081頁、1083-1085頁、1087頁、1092-1094

頁）。 
171 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第7、第11の事例（経済財務省の立法評議会・同上1062頁、1064頁）。 
172 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第5、第20（30）、第21（31）、第2（32）、第2（33）、第24（34）、

第26（36）、第33（44）、第34（45）の事例（経済財務省の立法評議会・同上1062頁、1080-1081頁、1083-1085頁、1087

頁、1092-1094頁）。 
173 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）の前文（経済財務省の立法評議会・同上1059-1060頁）、日本語訳は

飯泉＝上田（1999年）・前掲注（157）14頁・注6、15頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, supra note 157, at 124を

参照。）。 
174 チバップ・プレアハ・トアマヌニュ（1853 年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（75）283-284 頁）、フランス語版は

Adhémard Leclère, supra note 165, at 26-27を参照。）。 
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ទំាងពី្រពមចិ្រតអនុញាត្តិ៍ ឲ8jបងា¡8បប័t©8រឯង）（以下、「両当事者裁判官」という。）が存在した175。

一方当事者裁判官、忠実裁判官および両当事者裁判官のような種類が存在したのには、カンボジア

における裁判観が示されていたように思われる。当事者から中立の第三者による紛争裁断という裁

判観のみならず、両当事者が同意する場合は、いわば仲裁人のような一面もあったといえよう。 

加えて、代行裁判官の具体的な内容は、明文の規定がなく不明であるが、ここにも、行政権限の

代行といった行政事務の処理と紛争の裁断つまり裁判の原型との混合という特徴が発見されてくる。

全般的に紛争を裁断する機関が他にも様々に定められた176が、そのいずれにせよ、裁断に対する不

服があれば、上級の官吏が再び審理を行い、また裁断ができない場合には、最終的に国王が裁断を

行うという特徴を有する点では共通していた。 

このような伝統法における非常に複雑な裁判制度の特徴を大雑把にいうと、裁判官と行政官の非

分離はおろか、国王の官吏やその組織とこれ以外の組織との分離も十分ではなかったことがあげら

れるだろう。フランス保護領政府の官吏であったフランス人の当時の記録も、多種多様な紛争の処

理が行われていた事実を記録していた177。これは、「『人的つながり』による領域支配方法が一般的」

であった当時のカンボジアの特徴178でもある。これによれば、臣民は、国王であれ官吏であれ、そ

の権威に服従する代わりに自己の利益を確保しようとしたのである。このような権威が支配する社

会秩序に変化が生まれるには、次に概観するような、フランス保護領政府による諸改革を待たなけ

ればならなかった。 

第3節 フランス法の影響を受けた法の特徴 

1．フランス法の影響を受けた法の意義 

ここでフランス法という場合、それは、主に、カンボジアがフランス保護領政府に本格的な影響

を受けはじめた1897年から1975年までの時代区分において整備された法制度を指している179。そ

の最後の1970年から1975年にかけてのクメール共和国は、アメリカ政府の介入も受けていたから

アメリカ法の影響が全くなかったわけではないが、内戦中の短期間であり、法学としてはこの影響

を重要視するべき必要は、乏しい。むしろ、長期に及ぶフランス法の影響をこそ、分析対象とすべ

                                                
175 チバップ・トロラーカー（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）291-293頁）。 
176 例えば、国王護衛による紛争の裁断も見られる（リアッカナ・ムンティー・バール（1875年）75条（経済財務省の立法

評議会・前掲注（64）131-132頁を参照。）。 
177 例えば、Adhémard Leclère, supra note 135, at55-69を参照。 
178 カンボジアにおけるメー・コムランまたはメ・カォムランを通じた「人的つながり」による領域支配方法について、高橋・

前掲注（103）73頁、103頁・注6、キン・ソック・前掲注（70）333-334頁を参照。 
179 カンボジアがフランス保護領になった1863年には、カンボジアの内政はまだフランスの介入を受けていなかったが、1884

年から、内政もフランスの統治下に置かれるようになり、フランス植民地と変わらなかった。 
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きであろう180。以下は、順に、憲法、立法制度、行政制度、裁判制度におけるフランス法の影響を論

じるものである。 

2．憲法 

現行法制度に影響を与えたこの時代区分におけるフランス法として、1947 年憲法およびその改

正が頻繁に論じられている。はじめて成立した成文憲法である1947年憲法は、1946年 10月 27日

に公布されたフランス1946年憲法をモデルとしたものである181。具体的には、国民の意思の表明で

ある法〔律〕（la loi expression de la volonté nationale）という定義の仕方、国民代表制およ

び命令的委任の禁止の概念、国民議会が優越的な地位を有する2院制の採用、執行権の明白な2頭

制（le bicéphalisme formel de l’exécutif）、司法官職高等評議会をはじめとする第2次的機関

（organes secondaires）、立法権優位型の議院内閣制（régime parlementaire à prépondérance du 

législatif）があげられている182。 

しかし、これは、1947年憲法以前にフランス法の影響がなかったことを意味するものではない。

むしろ、フランスによる改革は全て1947年以前に行われていたものである。以下は、カンボジアの

伝統法における憲法的な特徴である絶対君主主義に対するフランス法の影響を整理するものである。 

フランス保護領政府による改革は、王権の一元化をはかった183上で、次のように、国王の主権を

維持しながら、フランス保護領政府の介入を強化しようとしたものであった。 

その介入は、まず、1897年7月11日「王令」（プレアハ・リアチ・プロカス（្រពះរាជ្របកាស、

ordonnance royale））により、国王の決定（décisions）と理解されていたプレアハ・リアチ・オン

カー（្រពះរាជឲងាÁ8រ）およびプレアハ・ボントゥール・ソラセイハニアド（្រពះបនទូល សរៈសិហ
នាដ្ឋ）または王令（ordonnances）と理解されていたプレアハ・リアチ・プロカスは、フランス保護

領政府の理事長官による執行命令を要することとなった184。これにより、国王が実質的に政治的権

力を剥奪されたといわれる185。 

ただし形式的には、法律上、国王によるこの決定および王令の制定権限は、維持されていた。ま

た、フランス保護領政府の介入が可能となったが、国王の権威がこれによって消滅したわけではな

かった。例えば、1915年11月に、300名の農民が減税を内容とする請願（ញត្ត、ិpetition）を国王

                                                
180 これと類似する考え方として、Yan Vandeluxe, supra note 38, at 111を参照。 
181 榎原猛『君主制の比較憲法学的研究』（有信堂、1969年）373-374頁、桜井由躬雄＝石澤良昭『世界現代史7 東南アジア

現代史III』（山川出版社、1977年）296-297頁、四本（1999年）・前掲注（37）84頁。 
182 Claude-Gilles Gour, Institutions Constitutionnelles et Politiques du Cambodge, XVII, Les Systèmes de Droit 
Contemporains (Paris : Dalloz, 1965), 51-52. 
183 高橋・前掲注（103）74頁。 
184 ្រពះរាជ្របកាស, េឡក៥៤, ១១ សូ៊េយត ១៨៩៧, ្របការ ២ ［王令54号（1897年7月11日）2条］。 
185 高橋・前掲注（103）76頁。 
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に提出し、1916年はじめころまでに、数万人が苦情（សារទុក្ខ、grievances）を国王に述べるため

に、プノンペンに集まったのである186。その後、1916年1月 22日に国王謁見に関する王令 11号187

が公布され、伝統的な国王謁見が明文で認められるようになった。 

次に、1940年6月1日付の王令（Kram）においても、その行使は、保護領政府の長の同意（accord 

du chef du protectorat）を得なければならなかったが、国王の主権（pouvoirs de souveraineté）

に基づいて国務（affaires）は国王に属するという原則が維持されていた188。また、国王も、国王

大権（prérogatives royales）として、理事長官との合意を要件に、全ての国務に対する破棄の一

般権（droit général d’évocation）を保持していた189。 

このように、法律上、フランス保護領政府の長の同意または理事長官との合意という要件があっ

たので、国王の主権は、形式的には維持されていたと考えることもできる。実際に、フランス保護

領政府と国王との対立が見られた。ただし、多くの事例においては、フランス保護領時代全体にお

ける国王継承者の選出に当たり、フランス保護領政府に協力する候補者が選ばれていた。具体的に、

フランス保護領政府による改革以後においても、高位官吏の任命をめぐるノロドム王（在位 1860-

1904年）とフランス保護領政府との対立が起きていた190。そこで、フランス保護領政府は、死去し

たノロドム王の次の国王として、フランスと協調的姿勢を有していたノロドム王の異母弟であった

シソワット王（1904−1927）を選出した191。シソワット王の長男であるシソワット・ムニヴォン王

（1927-1941年）の後継者とした192後に選出された、ノロドム王の曾孫およびムニヴォン王の孫であ

るノロドム・セイハヌ王（1941−1955）も、元々フランスへの対立思考を強く持たない者であった193。 

フランスと協調的姿勢を有していた国王との関係で、フランス保護領政府による近代化は、君主

制維持とクメール社会の基本的価値が破壊されないようにして行われた194。その結果、フランス憲

法に強く影響を受けたカンボジアのはじめての成文憲法であった 1947 年憲法においても、国王主

権に基づく君主制が維持されていた。特に、「全ての権力は国王に由来する」こと、「国王は国家の

最高の元首」であること、「国王の身体は、神聖不可侵」であること、国王が法律案発議権および憲

                                                
186 この経緯を述べたのは、David Chandler, supra note 72, at 154. 
187 ្រពះរាជ្របកាសេលខ ១១, ២២ យាÍ8ងំវ�េយ ១៩១៦［王令11号（1916年1月22日）］。この王令は、រាជកិច្ចរាជាÁ8រេលខ ១ 
(យាÍ8ងំវ�េយរ-មា³8រ8� ១៩១៦)៖ ៦ ដល់៧［官報1号（1916年1-3月）6-7頁］に記載されている。 
188 Kram No 1, 1er Juin 1940, Article premier. 
189 Kram No 1, 1er Juin 1940, Article 3, 1o d’Annexe No 1. 
190 Milton E. Osborne, The French Presence in Cochinchina and Cambodia: Rule and Response (1859-1905) (Cornell 
University Press, 1969), 231-238, 238-254、傘谷・前掲注（48）62頁・脚注10。 
191 Milton E. Osborne, Ibid., 233, 253、トラング・ンギア・前掲注（69）183頁。 
192 トラング・ンギア・同上188頁。 
193 David Chandler, supra note 72,at 166. 
194 この指摘は、Milton E. Osborne, supra note 190, at 285. 
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法改正発議権を有すること等は、カンボジアの伝統的な絶対君主制の残存だったと考えられる195。 

しかし、このような君主制の残存が見られることは、フランス憲法の影響を否定する意味を有し

ない。むしろ、1947年憲法に定められた国王の他の権限および地位のほとんどは、フランス1946年

憲法に定められた大統領の権限および地位から倣ったものであった。具体的に、条約の署名および

この批准196、外国の大使および特命公使の任命197、法律の公布および勅書（្រពះរាជសារ、្រពះរាជ
សាសន）៍による法律案再議要求198、国民議会および王国評議会との連絡199、国民議会の解散200、首

相や大臣を含む大臣会議の任命201、軍隊の最高司令官の地位202、裁判の高等評議会（្រកមុ្របឹក8\ជាន់
ខ្ពស់ៃនតុលាការ）の主宰者の地位203、裁判の高等評議会の提案に基づく裁判官の任命204、恩赦を行

う権利205等という国王の権限および地位に関する規定は、フランス1946年憲法における大統領に関

する規定と類似している。 

フランス法の影響は、前述したような三権の上に立つ国王にとどまらず、立法権（អំណាចនីតិ
បopត្ត）ិ、執行権（អំណាចនតីិ្របត្តិបត្ត）ិおよび裁判権（អំណាចតលុាការ）にも及んだ。1947年憲

法では、権力は全て国王に由来するが、国王は憲法の規定にしたがってその権力を行使しなければ

ならない206。その権力は、立法権、執行権および裁判権という3つに分けられ、それぞれ国民議会、

大臣会議および裁判機関（សាលាជំរះក្ត）ីが行使するのであった207。これは、指摘されているように、

機能分離（Division of Function）としての権力分立であった208。権力が人民（្របជារា�ស្ត）に由来

すると定めた1972年憲法においても、その三権の概念が継承されたが、執行権は大統領がこれを行

使し、裁判権は最高裁判所（តុលាការកំពូល）および全ての審級の裁判機関に与えられた209。立法権

                                                
195 រដ្ឋធម្មនុop្របេទសកម្ព@ជា, ៦ ឧសភា ១៩៤៧, មា្រតា ២១, មា្រតា២២ វគ្គទ ី២, មា្រតា ៣៥, មា្រតា១១៧ថ្ម ី(មា្រតា៩៩ចាស់)
［カンボジア国憲法(1947年5月6日)21条、22条第2項、35条、新117条（旧99条）］。以下、「1947年憲法」という。ま

た、カンボジアでは、条文番号をあらわすとき、「第〜条」ではなくて、「〜条」のように、条文に「第」をつけていない。

しかし、条文の項をあらわすときに「第」をつける。以下では、「22条第2項」のように記す。 
196 1947年憲法46条、フランス1946年憲法31条第1項。 
197 1947年憲法新47条、フランス1946年憲法31条第2項。 
198 1947年憲法36条、フランス1946年憲法36条。 
199 1947年憲法37条、フランス1946年憲法37条。 
200 1947年憲法73条（旧69条）、フランス1946年憲法51条。 
201 1947年憲法39条、97条（旧80条）、フランス1946年憲法45条、46条。 
202 1947年年憲法45条、フランス1946年憲法33条。 
203 1947年憲法114条（旧96条修正）第2項、フランス1946年憲法34条。 
204 1947年憲法43条、フランス1946年憲法84条。 
205 1947年憲法44条、フランス1946年憲法35条。 
206 1947年憲法21条。 
207 同上22条、23条、24条。 
208 Hor Peng, “The Separation of Powers and Independence of Judicial Power in Cambodia,” Cambodian Yearbook of 
Comparative Legal Studies vol. 2 (2011): 85. 
209 រដ្ឋធម្មនុopៃនសាធារណៈរដ្ឋែខ្មរ, ១០ ឧសភា ១៩៧២, មា្រតា ៣, មា្រតា ២៣, មា្រតា ៨១［クメール共和国の憲法（1972

年5月10日）3条、23条、81条］。以下、「1972年憲法」という。 
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は、その概念自体は変わらないが、国家機関が国民議会（សភាជាត）ិおよび元老院（្រពឹទ្ធសភា）

を含む両議会（សហសភា）が法律を可決すると定められたように、上院たる元老院も立法権を有

するようになった210。 

フランス法の影響は、国王の権限および地位や権力分立にとどまらず、具体的な統治制度、すな

わち、立法制度、行政制度および裁判制度にも及んだ。 

3．立法制度 

まず、フランス法の立法制度への影響は、フランス保護領政府による法形式の整備からはじまっ

た。1897年に、カンボジアの伝統法における法源たる複数の国王の行為をdécisionと ordonnance

とに大別した。しかし前述したように、原語では、décisionに当たる用語として、プレアハ・リア

チ・オンカーおよびプレアハ・ボントゥール・ソラセイハニアド、ordonnanceに当たる用語として、

プレアハ・リアチ・プロカスという伝統法における用語がそのまま使われた211。また、これらの定

義に関する規定もなかった。 

実際において、1940年までの立法行為には、地方行政機関の立法権を除いて、les ordonnances 

royales、les arrêtés ministérielsおよびles circulairesという3つの区分があった212。国王

の行為の内、ordonnance、すなわち、プレアハ・リアチ・ブロカスのみが国王による立法行為とな

った。この法形式は、1940年 6月 1日付クラム 1 号が公布されるまで継続していた。クラム 1 号

は、立法行為を明文で規定し、それらの定義を以下のように定めた。 

第1に、クラム（Kram）は、政治組織、行政組織、司法組織およびそれらの伝統的な制度に関す

る立法の性質（caractère législatif）を有する。そしてこれは、一般規則(règlementation 

générale)でもあった。 

第2に、クレット（Kret）は、①宗教権限の行使、王宮、称号および名誉勲章の付与、寛大措置

（mesures de clémence）に関する国務、②行政および司法の高位職員の称号および任用に関する国

務を行うための決定であった。 

第3に、ソムラッチ（Samrach）は、大臣会議が理事長官の同意の下で定めた。 

第4に、プロカス（Prakas）は、大臣がその管轄範囲内で理事長官の同意の下で定めた。 

第5に、デイカー（Deka）は、チャウワーイ・カエトが理事官の同意の下で定めた。 

以上の種類および定義は、1946年 4月 15日付クラム 168-NS号によって変更され、この変更に

                                                
210 1972年憲法64条。 
211 ្រពះរាជ្របកាស, េឡក៥៤, ១១ សូ៊េយត ១៨៩៧, ្របការ ២ ［王令54号（1897年7月11日）2条］。 
212 Claude Gour, “Hierarchie des Textes et Respect de la Legalite en Droit Public Cambodgien,” Annales de la 
Faculte de Droit et des Sciences Economiques de Phnom Penh (1996) : 35. 
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反する1940年のクラム 1号の規定が廃止された213。この1946年改革は、主に、カンボジアがフラ

ンス保護領ではなくなったため、フランス保護領政府の理事長官および理事官のこれらの行為への

関与を排除したものである。これによると、法形式は、クラム、クレット、プロカスおよびデイカ

ーという4種類に減らされて、それぞれの定義は次のように定められた。 

第1に、クラムは、国王によって行われる政治組織、行政組織、司法組織およびそれらの伝統的

な制度に関する立法の性質（caractère législatif）を有する。そして、一般規則(règlementation 

générale)という行為（acte）であった。1940年のクラム 1 号とほとんど同じ内容であったが、種

類として、決定から行為に変更された。 

第 2 に、クレットは、クラムに定められた条件に従って国王によって行われる個別的

（individuelleまたはparticulière）決定であった。 

第3に、プロカスは、クラムに定められた管轄範囲内において大臣によって行われる命令制定行

為（acte règlementaire）および個別的決定であった。 

第4に、デイカー（Deikas）は、クラムまたはプロカスに定められた管轄範囲内において知事に

よって行われる命令制定行為（acte règlementaire）および個別的決定であった。 

1946年クラムに定められたクレット、プロカスおよびデイカーは、基本的に、クラム、すなわち、

これらより上位に位置する法形式に根拠を持たなければならない214。また、法形式ではあるが、国

王によるクラムおよびクレット以外のものについては、日本で法規命令というところのような命令

制定行為に加えて、日本で行政処分というところのような個別的決定の性質を有することも特徴的

である。 

なお、1950年 12月 16日に公布された王令 629-NS号の参照法令の部分に書かれた1946年のク

ラム168-NS号は、「្រពះរាជ្រកម、្រពះរាជ្រកិត8j、្របកាស្រកសួងនិងដីកា」の意味に関するプレアハ・

リアチ・クラム（្រពះរាជ្រកម）だと記載されていたことを見れば、現行の規範文書の名称と一致し

ている用語が使われていた。そのため、以下は現行の規範文書と同じ訳語、すなわち、クラムは王

令、クレット（្រពះរាជ្រកិត8j）は勅令、プロカス（្របកាស(្រកសួង)）は省令、デイカー（ដីកា）は

条例を使うこととする。 

その後に、1947年憲法は、国民議会優越2院制を新設した上で、前述した立法行為に加え、憲法

と法律（ច8_ប、់loi）という新しい法形式を導入した。憲法が最高法規であるという明文の規定は

                                                
213 Kram no. 168-NS, 15 Avril 1946, Article 1, Article 3 (Journal Officiel du Cambodge Deuxième Année no. 16 
(Jeudi 18 Avril 1946) : 384-385). 
214 デイカーの根拠はクラムだけではなくて、プロカスも定めていたが、プロカスの根拠規定はクラムにあったので、デイカ

ーは、結局、クラムに根拠を持つといってもよい。 
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存在しなかったが、法の階層制が存在しており、憲法が最高位に位置することは問題ではなかった

215。法律（loi）という用語は、伝統法における「チバップ」という語をそのまま借用したが、フラ

ンス法の概念が入れ込まれた。法律つまりチバップとは、「国民の意思の表明」であり、国民を代表

する国民議会（រដ្ឋសភា）だけがこれを制定できるのであった216。 

他の法形式については1946年のクラム（王令）168-NS号のまま維持されていたため、憲法形式

と1946年形式、特に法律と王令との矛盾した関係が問題となった。問題というのは、例えば、「王

令」は憲法に定められた「法律」が登場したことによって沈黙的に廃止されたのか否か。議会に採

択され、国王の「王令」によって公布された法律は、「法律」または「王令」のどちらに該当するの

か。議会に採択されたが、国王による公布を欠く法律は、法律としての効力を有するのか否か、と

いった問題である。これらは論点となり、国民議会と王国評議会との対立があった。憲法解釈権限

を有した国民議会は、1961年 12月 4日の会議において、1946年の王令 168-NS号の効力を認めた

上で、国王または国家元首による公布がない法律は無効であって、全ての公布は王令という形式で

行わなければならず、王令の日付および番号を示さなければならないと議決し、対立に終止符を打

った217。 

法形式の１つである法律を議決する立法機関について、1947 年に導入された国民議会優越 2 院

制がフランス法の影響を受けたことはいうまでもない。国民議会は、現役軍人および僧侶を除いた

20歳以上の両性の市民による普通直接選挙において選出され、4年の任期を有する議員から構成さ

れた218。国民議会のみが法律を制定することができた219。これに対して、上院に当たる王国評議会

は、制限選挙によって選任される構成員から構成され、6年の任期を有した220。王国評議会は、立法

について、国民議会が可決した法案について審査し、これに対する意見を述べることしかできなか

った221。 

1947年憲法を含めた1975年以前の法律が基本的にフランス語で起草された後に、原語に訳され

たため、カンボジアにおける法律用語は、フランス法からの借用語が多かった。このフランス法か

                                                
215 Claude Gour, supra note 212, at 40. 
216 1947年憲法17条、65条（旧64条）。 
217 េសចក្តកីត់េហតុេពល្របជុំៃនរដ្ឋសភាេពល្របជុទំ៥ី៧, ៤ ែខធ្ន� ឆាJ8១ំ៩៦១, េនៅក្ន@ងរាជកចិ្ចឆាJ8ទំដីប់្របំាប ីេលខ២៧ (៤ េម
សា ១៩៦២), ២០៦១ ដល់២០៧២ ［「国民議会の会議議事録（1961年12月4日）」官報18巻27号（1962年）2061-2072

頁］。なお、学問上の「法律」と「クラム」の関係にめぐる論争は、Claude Gour, supra note 212, at 40-41を参照。 
218 1947年憲法49条（旧48条）、51条（旧50条）。 
219 同上65条（旧64条）。 
220 同上74条（旧70条）、75条（旧71条）、76条（旧72条）、新77条（旧73条修正）、新78条（旧74条修正）、80条（旧

76条）。 
221 同上83条（旧78条）。 
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らの借用語は、1949 年 4 月に仏教研究所が刊行する「カンプチェア・ソリヤー」誌で公開された

1947年憲法で使われたフランス語から置き換える新造語、翌 1949年 5月および1962年 3月から

1963年4月までのカンプチェア・ソリヤーに連載されている新造語において確認することができる

222。これらの法律用語は、現在においても使われることが多い。特に、1947年憲法において確立し

た法律用語、例えば、前述した権力分立や統治機構に関する用語の他に、国家（រដ្ឋ、État）、国民

（្របជាជាត、ិnation）、市民（ពលរដ្ឋ、citoyens）等の用語は、1993年憲法をはじめとする現行の

規範文書においても使われている。また、1957年 1月 3日から4月 9日までの代表大臣（រដ្ឋម�ន្តី
្របតិភ）ូであったチア・チン・コック氏が、コンセイユ・デタの設置に関する法律を審議した1957

年 3月 20 日の国民議会の会議において、全ての法律は、フランス語で起草された後にクメール語

に翻訳されていたと指摘している223ように、前述のカンプチェア・ソリヤーに記載されていない法

律用語であっても、1975年以前の法律用語であれば、基本的にフランス法の借用語が多いと考えら

れる。 

フランス法の影響は、立法のみならず当然のこととして、法律を執行する行政機関にも及んだ。 

4．行政制度 

執行権を行使する機関である大臣会議は、1947年憲法上の統治機構であるが、その起源はカンボ

ジアの最初の1947年憲法ではなくて、フランス保護領政府による中央行政組織改革にあった。フラ

ンス保護領政府は、カンボジアにおける植民地統治体制を整備するために、1877年から大臣会議の

設置を試みたが、実現できなかった後に、1897年の王令の公布によって、ようやく法の監視と実行

を役割とする大臣会議(កុង8�ីយែសនាបតុ្ត、ីconseil des ministres)を設置し、機能させるようにし

た224。 

この大臣会議は、伝統法における最高位官吏であったオクニャー・アケア・モハー・セナー、オ

クニャー・ヨマリアチ、オクニャー・ヴェアン、オクニャー・クロラーハオムおよびオクニャー・

チャクルイという伝統法における多くの中央（宮廷）の最高位官吏から構成されたが、これらの構

成員である大臣（ែសនាបតុ្ត、ីministre）の行政的役割分担は、1905年王令の公布によってはじめて

                                                
222 笹川秀夫「20世紀カンボジアにおける言語政策－正書法と新造語をめぐる議論を中心として－」アジア太平洋討究第18

号（2012年）151-154頁。 
223 េសចក្តកីត់េហតុេពល្របជុំៃនរដ្ឋសភា េពល្របជុទំី ៨០ ពិភាក8\នូវេសចក្តី្រពាងច8_បស់្តីអពំីការបេង្កើតឱ8jមាន្រកុម្របឹក8\
រដ្ឋេនៅ្របេទសកម្ព@ជា, ២០ មនិា ១៩៥៧, េនៅក្ន@ង រាជកចិ្ចេលខពិេសសទ៦ី (៣១ ឧសភា ១៩៥៨)៖ ១៦៧៥［「カンボジア国

におけるコンセイユ・デタの設置に関する法律案を審議する国民議会第80会議の議事録（1957年3月 20日）」官報特別号

第6号（1958年5月31日）1675頁］。 
224 高橋・前掲注（103）73-76頁。 
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明確に規定された225。現在のカンボジアにおける中央行政制度の基礎は、この1905年王令によって、

1920年代ころには完成していたと理解されている226。この大臣会議制度は、1912年に2名の大臣の

職名および事務を変更した改正、1926年に各省の部局をはじめて設置した全体的改革、1940年に国

王、大臣会議、各大臣の管轄に関する規定を設けた全体的改革という一連の改革がフランス保護領

政府によって行われた227。フランス保護領という地位から解放された後、1946年 4月 15日付王令

171-NS号が公布され、大臣会議の議長（président du conseil des ministres）が、大臣の任命を

提案する等の責任を定めた228。この1946年王令は、1947年憲法が公布された後においても、中央行

政組織に関する新しい法律が整備されなかったため、効力を失うことはなかった229。 

フランス憲法から倣った1947年憲法に定められた大臣会議制度は、フランス法の影響が強かっ

た。特に、大臣の国民議会に対する連帯責任およびその個別責任230、大臣会議の信任および不信任

案231、国民議会解散の場合における大臣会議の組織の変化232、大臣の職務の執行中に起こした重罪

および軽罪に対する刑事責任233は、フランス1946年憲法の影響を強く受けたものである。 

1947年憲法が整備された時点では、大臣会議やその構成員の名称の原語に変化があったので、こ

こに加筆しておく。大臣会議は、フランス語では、設置された当時から同様に、「conseil des 

ministres」と表記されているが、原語では、1940年王令の時点までに、「កងុសីយេសនាបត」ីとい

うフランス語音表記である「កងុសីយ」とカンボジアの伝統的な高位官吏を示す用語である「េសនា
បត」ីから構成された用語であったが、遅くとも1947年憲法の時点から現在の「គណៈរដ្ឋម�ន្ត」ីと

なった234。大臣会議の議長である首相は、フランス語では、1905年王令の時点から「premier ministre」

と表記されていた235が、原語では遅くとも 1947 年憲法の時点から現在の「នាយករដ្ឋម�ន្ត」ីとなっ

た236。大臣は、フランス語では、設置された時点から「ministre」と表記されている237が、原語では

これに当たる独立した用語が見当たらず、1926 年王令の時点から独立した「េសនាបត」ីと表記さ

                                                
225 同上76頁。 
226 同上80頁、100頁。 
227 1912年改正および1926年改革は、傘谷・前掲注（48）64-66頁を参照。1940年改革は、Kram no. 1, 1er Juin 1940 

(Bulletin Administratif du Cambodge Trente Neuvième Année no. 15 (5 Aout 1940) : 1609-1625)を参照。 
228 Kram no. 171-NS, 15 Avril 1946 (Journal Officiel du Cambodge Deuxième Année no. 16 (18 Avril 1946) : 412).  
229 例えば、1957年10月5日付王令はこの1946年4月15日付王令を１つの法的根拠とした（Kram no. 229-NS, 5 Octobre 

1957 (Journal Officiel Du Cambodge Treizième Année no. 41 (10 Octobre 1957) :3511)。 
230 1947年憲法98条（旧81条）、フランス1946年憲法48条。 
231 1947年憲法101条（旧84条）、102条（旧85条）、フランス1946年憲法49条、50条。 
232 1947年憲法108条（旧90条）、フランス1946年憲法52条。 
233 1947年憲法新110条（旧92条）、フランス1946年憲法56条、57条。 
234 1947年憲法新96条（旧79条修正）。なお、1947年憲法以前に、大臣会議改革は、1940年にも行われたため、1940年か

ら原語を変更したかもしれないが、その王令の原語版はまだ見つからないため、不明である。 
235 首相のフランス語の表記について、傘谷・前掲注（48）63頁、65頁を参照。 
236 1947年憲法39条、97条（旧80条）。 
237 大臣のフランス語の表記について、傘谷・前掲注（48）61頁、63頁以下を参照。 
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れるようになった238後に、1947年憲法の時点から現在の「រដ្ឋម�ន្ត」ីとなった239。大臣会議の構成員

だと憲法に定められたが、その選出に関する規定がない国務長官（រដ្ឋេលខាធិការ）は、1947年に確

立した名称であった240。その他に、憲法上の規定はなかったが、副首相（ឧបនាយករដ្ឋម�ន្ត、ីvice-
président du conseil/vice-premier ministre）および国務大臣（េទសរដ្ឋម�ន្ត、ីministre d’état）

は、事実上、大臣会議の構成員として1947年から不確定的に任命されていた241。最後に、大臣会議

には国務次官（អនុរដ្ឋេលខាធកិារ）も置かれていたが、これは憲法に根拠を有する機関ではなくて、

1947年憲法が制定された後、1952年にはじめて設置されたものである242。 

1953 年のフランスからの独立以後 1975 年までのこれらの中央行政組織は、「大局的にみれば、

フランス保護領時代の制度的踏襲および部分的展開」243であったといわれ、カンボジア独自の顕著

な展開ははっきりしていなかった。 

中央行政組織だけではなくて、地方行政組織もフランス法の影響を受けていた。地方では、フラ

ンス保護領政府の1921年までの地方行政組織改革を経て、それ以前の2層が、州、郡および村244と

いう 3層に地方行政区域が再編されるようになった245。州の長はチャウワーイ・カエトであり、こ

れを補助する機関として、バラット・カエト、バラット・スロックまたはバラット・カンという 2

名以上の官吏に加え、書記官およびプラントンが存在した。郡の長はチャウワーイ・スロックであ

り、これを補助する機関として、バラット・スロックという一名または複数の官吏に加え、書記官

およびプラントンが存在した246。 

5．裁判制度 

裁判制度についても、フランス法の影響が見られる。1947年憲法では、裁判権を定める第10章

                                                
238 ្រពះរាជ្របកាសេលខ ១១២, ៣១ េដសម ១៩២៦, ្របការ ១ (រាជកចិ្ចរាជាÁ8រ ឆាJ8ំគំរព់ ១៧ េលខ ២ (១៩២៧)៖ ៦៥［王令112

号（官報17巻2号（1927年）65頁）］。この1926年王令以前、大臣会議（កងុសីយេសនាបត）ីの用語として、大臣の部分

に当たる「េសនាបត」ីがあったが、この独立した用例が見当たらない。 
239 1947年憲法39条、97条（旧80条）。 
240 同上97条（旧80条）。 
241 Raoul M. Jennar, Les Clés du Cambodge (Maisonneuve & Larose, 1995), 142-168、សមាគមអ្នកសារពត៌មាន
ែខ្មរ, រដា78ភិបាលកម្ព@ជាពីឆាJ8ំ ១៩៤៥ ដល់ឆាJ8 ំ ១៩៩៣ (សមាគមអ្នកសារពត៌មានែខ្មរ), ៣ ដល់៥៦, 
http://www.elibraryofcambodia.org/rot-tha-phi-bal-kompuchea-ebook/ (បានចលូេមើលចុងេ្រកាយ ២៥ មករា ២០២០)
［クメール記者協会『1945 年から 1993 年までのカンボジア政府』（クメール記者協会）3-56 頁、 
http://www.elibraryofcambodia.org/rot-tha-phi-bal-kompuchea-ebook/（最終アクセス：2020年1月25日）］を参照。 
242 ច8_បស់្តីអពំកីារបេង្កើតមខុ្រកសួងអនុរដ្ឋេលខាធកិារ, េលខ ១៩៤ -ន.ស, ២៨ ឧស៊ភា ១៩៥៧, មូលបទ, មា្រតា ៨［国務次
官職の設置に関する法律194-N.S号（1957年5月28日）〔根拠規範文書を記載する〕前文、8条］。 
243 高橋・前掲注（103）100頁。 
244 本論文における「村」の原語は「ឃំុ」である。これを「行政区」の日本語を使って訳する論者も存在するが、日本の村に

近いという理由により、本論文では「村」と訳することとする。 
245 高橋・前掲注（103）73-80頁。 
246 ្រពះរាជ្របកាស គាg8នេលខ, ១១ េដសម ១៩២១, ្របការ៤, ្របការ៥［王令（1921年12月11日）4条、5条］。 
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のところに、国王が主宰者となる裁判の高等評議会が設置されたが、司法大臣（副議長）ならびに

国民議会および司法官によって選出される構成員という組織247、司法官の任命の提案や司法官の規

律、司法官の独立（ឥស8�រភាព）を保障する機能は、フランス1946年憲法に定められた司法官職高

等評議会に類似するものであった248。 

この裁判権を行使する裁判組織については、まず、フランス保護領政府は、1897年から1922年

にかけて近代的な裁判制度の整備に取り組み、1922年には、行政組織から分離した裁判組織を設置

した249。この裁判組織は、さらに刑事裁判を行う機関と民事裁判を行う機関とに大別された250。この

フランス法の影響を受けた裁判制度は、1975年まで存続していた251。 

裁判組織の整備とともに、その管轄に属する主要な法典、すなわち、民法典、民事訴訟法典、刑

法典および刑事訴訟法典も整備された。フランス保護領政府は、1901 年から法典編纂を開始し252、

1911年 11月 20日王令 61号によって、カンボジアの最初の近代的な法典が公布された。同王令は

「刑事訴訟法、裁判組織、刑法典および土着民の民事的身分訴訟に関する第1法典（្រកមំល័ក្ខណះ
ពីភាក8\្រពហ្មទ័ណ�, រ៏េបៀប្រតឡាការ, ល័ក្ខណះ្រពហ្មទ័ណ�នងិ្រកំមេលខ ១ ល័ក្ខណះវAវាទពីេរឿងេអ
តាសីុវAល (េសាវដារជាតិ) មនុស8�្រសុកអាយ）」を公布したものであり253、同王令のフランス語版で

は「Donner notre approbation aux dispositions du code d’instruction criminelle et 

d’organisation judiciaire du code pénal, du titre 1er du code civil, relatif à l’état 

civil indigène」と定めていた254。このフランス語版に基づいて、日本では、同王令が「民法典の

第1編、刑法典、治罪法・司法組織法典（Code d’instruction criminelle et d’organisation 

judiciaire）」という3つの法典を公布したといわれている255。なお、カンボジアにおけるフランス

語の教材類は、刑法典、刑事訴訟法典および司法組織法典（un code pénal, un code de procédure 

pénale et un code d’organisation judiciaire）という3つの法典を公布した王令だと述べてい

                                                
247 他に、国王によって選出される構成員もある。 
248 フランス1946年憲法83条、84条、1947年憲法114条（旧96条修正）。なお、リム・リーホン「カンボジアにおける司

法の独立とアカウンタビリティ－日・仏・英との比較を中心に－」名古屋大学博士（比較法学）学位論文（2018年 5月 31

日）14頁、http://hdl.handle.net/2237/00028250は、1947年憲法における司法官職高等評議会（本論文が論じる裁判の高

等評議会）へのフランス法の影響を述べた。 
249 傘谷・前掲注（44）165-184頁。 
250 ベアトリス・前掲注（26）135頁、140頁。 
251 同上137頁。 
252 傘谷祐之「植民地期カンボジアにおける法典編纂（1）」ICD NEWS81号（2019年）33頁。 
253 この王令によって公布された法典の名称や内容について、同王令を記載する官報にこれらの本文が記載されておらず、当

時のクメール語の法律用語に関する研究がまだないため、現時点では不明であるが、法典を意味するクメール語の単語（្រកំ
ម）が2つあることから、少なくとも、2つの法典があったと思われる。 
254 Bulletin Administratif du Cambodge 1911, 662-663. 
255 傘谷祐之「フランス植民地期カンボジアにおける歴代司法大臣の経歴（2）」Nagoya University Asian Law Bulletin Vol. 
3 (2017年)46頁。 
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るが256、これを翻訳したクメール語の教材類では、刑法典と刑事訴訟および裁判組織法典（្រកម្រពហ្ម
ទណ� នងិ្រកមនីតិវAធី្រពហ្មទណ� និងការេរៀបចំតលុាការ）という2つの法典を公布した王令だと説明

されている257。 

その後、刑事法関係について、1924年に、新しい刑法典が制定され、1929年および1934年の改

正を経た後に、1956年に刑法典が改めて制定された258。これらの一連の刑法典は、その大部分がフ

ランスの刑法典を基礎にしたものであったと指摘されている259。民事法関係について、1920 年に、

民事訴訟を定めた新しい民法典が制定された。この1920年民法典は、ほぼ全体的に、1804年のナ

ポレオン法典の影響を受けていた260。そして、1938年に民法典から独立した民事訴訟法典が制定さ

れた261。これらの法典は、1975年まで適用されていたといわれている262。 

前述のカンボジアにおける裁判組織およびこれに属する諸法典の整備とともに、フランス保護領

政府は、1905年に行政訴訟（contentieux administratif）の概念を導入し263、1933年に特別の行

政裁判所をはじめて設置した264。1947年憲法下においても、特別の行政裁判所は、いくつかの改革

を経て1960年代末まで存続していた265。この行政裁判所の特徴については後述するが、この整備に

                                                
256 Béatrice, supra note 26, at 11. 
257 ベアトリス・前掲注（26）20頁。 
258 ច8_បស់្តីពកីារបេង្កើតឱ8jមានអង្គជំនុជំ្រមះវAសាមopក្ន@ងតលុាការកម្ព@ជា េដើម8§ីកាត់េសចក្តឧី្រកិដ្ឋកម្មែដល្រប្រពឹត្តេឡើងេនៅ
ក្ន@ងរយៈកាលៃនកម្ព@ជា្របជាធបិេតយ8j, េលខ នស/រកម/០៨០១/១២, ១០ សីហា ២០០១, មា្រតា ៣［民主カンボジアの時

期に行った重罪を裁断するためのカンボジア裁判所における特別法廷の設置に関する法律NS/RKM/0801/12号（2001年 8月

10日）3条］。この条文は、ច8_ប់ស្តពីីវAេសាធនកម្មមា្រតា ២ មា្រតា ៣ មា្រតា ៩ មា្រតា ១០ មា្រតា ១៤ មា្រតា ១៧ មា្រតា ១៨ 
មា្រតា ២០ មា្រតា ២១ មា្រតា ២២ មា្រតា ២៣ មា្រតា ២៤ មា្រតា ២៧ មា្រតា២៩ មា្រតា ៣១ មា្រតា ៣៣ មា្រតា ៣៤ មា្រតា 
៣៥ មា្រតា ៣៦ មា្រតា ៣៧ មា្រតា ៣៩ មា្រតា ៤០ មា្រតា ៤២ មា្រតា ៤៣ មា្រតា ៤៤ មា្រតា ៤៥ មា្រតា ៤៦ និងមា្រតា ៤៧ 
ៃនច8_ប់ស្តពីី ការបេង្កើតឱ8jមានអង្គជនំុជំ្រមះវAសាមopក្ន@ងតលុាការកម្ព@ជា េដើម8§ីកាត់េសចក្តឧ្រកិដ្ឋកម្មែដល្រប្រពឹត្តេឡើងក្ន@ង
រយៈកាលៃនកម្ព@ជា្របជាធបិេតយ8j, េលខ នស/រកម/១០០៤/០០៦, ២៧ តលុា ២០០៤［民主カンボジアの時期に行った重

罪を裁断するためのカンボジア裁判所における特別法廷の設置に関する法律2条、3条、9条、10条、14条、17条、18条、

20条、21条、22条、23条、24条、27条、29条、31条、33条、34条、35条、36条、37条、39条、40条、42条、43条、

44条、45条、46条および47条の改正に関する法律NS/RKM/1004/006号（2004年10月27日）］によって改正された。 
259 Phann Vanrath, “The Basics of Substantial Cambodian Criminal Law,” in Introduction to Cambodian Law, eds. 
Hor Peng, Kong Phallack and Jörg Menzel (Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2012), 200-201. 
260 Kork Boren, “Cambodian Private Law: A Snapshot,” in Introduction to Cambodian Law, eds. Hor Peng, Kong 
Phallack and Jörg Menzel (Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2012), 75. 
261 ベアトリス・前掲注（26）137頁。 
262 Kork Boren, supra note 260, at 75; Phann Vanrath, supra note 259, at 200. なお、1920年民法典は、労働関係に

ついて、1992年労働法が制定された以前の時期にも効力を有していたという論者もある（Nop Kanharith, A Comparative 
Study on Dismissal Rules in Cambodia and Japan: A Focus on the Rule of Justified Dismissal (Nagoya: Center for 
Asian Legal Exchange & Graduate School of Law of Nagoya University, 2014), 13）。 
263 Ordonnance Royale no. 33, 3 juillet 1905, Art. 3 (Bulletin administratif du Cambodge (1905): 352). 
264 ្រពះរាជ្របកាសេលខ ៤៧ ស្ទÏន, ១ អាវរAល ១៩៣៣, ្របការ ១［王令47（2）号（1933年4月1日）1条］（以下、「王令47

（2）号」という。）。 
265 Yan Vandeluxe, “State Liability and Rights of Citizens to Claim Damages,” in The Development of Cambodian 
Administrative Law, eds. Kai Hauerstein and Jörg Menzel (Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014), 210-212、

សាយ បូរ�, “នតីិវAវាទរដ្ឋបាល៖ សិកាË8បន័សំរាប់េមើលតាមការពន8jល់េដាយបt»8ងំLCD,” (សាកលវAទ8�ល័យភមូិន្ទនតីសិា
�ស្ត នងិវAទ8�សា�ស្តេសដ្ឋកចិ្ច, ២០០៥), ៩៨ ដល់ ១០០［サーイ・ボーリー「行政訴訟法－LCD上映による説明に沿って読む
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よって、行政系統の司法官（magistrats de l’ordre administratif）に対比される司法系統の司

法官（magistrats de l’ordre judiciaire）という概念が創造され、特別の行政裁判所と対比され

る司法系統の裁判機関（juridiction de l’ordre judiciaire）が設置された。特別の行政裁判所

は、司法系統の司法官である裁判所の長と行政裁判機関判事である構成員2 名から構成された266。

そして、司法系統の裁判機関における事件が、特別の行政裁判所の管轄に属すると判明した場合、

司法大臣は、職権または当事者の請求により、当該事件を特別の行政裁判所に移送することができ

ると定められた267。 

次に、この特別の行政裁判所の管轄に属する事項として、刑事訴訟および民事訴訟とは異なる行

政訴訟または行政事項（matière administrative）の概念が用いられた。公法上の法人（personnes 

morales cambodgiennes de droit public）や公権力の責任（responsabilité de la puissance 

publique）という概念も用いられた。要するに、公法と私法との峻別がカンボジア法にも導入され

たのである268。 

以上で整理したカンボジア法におけるフランス法の影響は、次のような特徴を有している。 

第1に、伝統法の重要な要素である国王を存続させたことである。このことと関連するが、第2

に、フランス法の全体が論理的に矛盾なく導入されたのではなくて、部分的に導入されたことであ

る。例えば、前述したように、1897年から1922年にかけて裁判制度の改革が行われ、1922年に行

政組織から分離した裁判組織が設置されたが、この裁判組織は、フランス本国と異なり、フランス

「保護領政府や司法省の直接的な監督下にあり、個々の裁判官の独立」が保障されないものにとど

まった269。またフランス大統領の権限および地位の大部分が導入されたといっても、これらは、選

挙によって選出され、民主的正統性を有するフランス大統領と相反する国王に与えられたのである。 

第3に、フランス法の用語自体は多く使われていたが、そのほとんどの定義や内容は不明である。

前述のカンプチェア・ソリヤーに連載されているフランス法の借用語の新造語は、1949年4月号を

除けば、その定義や内容は明らかになっていなかった。形式的にフランス法の影響を受けていた場

合においても、その内実は、実務における運用によるが、フランス法の一種とは単純に把握できな

い可能性があると考えられる。 

                                                
教材－」（王立法律経済大学、2005年）98-100頁］。 
266 Kram no. 399-NS, 9 Janvier 1948, Article 2; Kram no. 229-NS, 5 Octobre 1957, Article 17. 
267 Kram no. 229-NS, 5 Octobre 1957, Article 31. 
268 カンボジア法における公法と私法の峻別はYan Vandeluxe, supra note 38, at 109-110を参照。 
269 傘谷・前掲注（44）178頁、183頁。 
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第4節 社会主義法の影響を受けた法の特徴 

1．社会主義法の影響を受けた法の意義 

カンボジアにおける社会主義法の影響を受けた法については、国内ではその存在を確認する程度

の概略的な指摘にとどまる。しかも、一般的には、その影響が徐々に弱くなってきているとみなさ

れている270。その理論的根拠は必ずしも明らかではないが、カンボジアにおける社会主義法の影響

は、一般的に1979年から1993年までという短期間に限定されていたことに加えて、1993年から現

在に至って、社会主義の社会体制を放棄した法制度が整備されてきていると理解されているからで

あろう。 

しかし、カンボジアにおける社会主義法の影響を、1979年以後の立法と理解するのは必ずしも正

確ではない。むしろ、カンボジアにおける社会主義や社会主義法という場合には、これは多義的で

あって、1950年代からはじまっていたと理解することもできるかと思われる。まず以下では、その

経緯を簡単に確認してみよう。 

セイハヌ国王によって1955年に結成された「サンクム・リアハ・ニヨム」（人民社会主義共同体、

以下、「サンクム」という。）は、同年9月に行われた総選挙から1970年までに国会の議席を独占し

ていたが、少なくとも「経済・社会・教育などにおいて社会主義的方法」をとる内容であり、カン

ボジアの伝統である仏教およびカンボジアの村の生活には社会主義的伝統があると主張する「王室

中心のクメール社会主義」いわゆる王制社会主義の指針を採用した271。サンクム政権下では、様々

な法制度の改革が行われた272が、これらの改革がどのような意味で社会主義法の性質を有するのか

否かに関する先行研究は、存在しない。とはいえ、サンクム政権は、貿易の国営化、銀行の国有化、

農産物集荷公社および王国協同組合の設置等により、私的経済活動を制限する政策を実施したとい

われている273。これらの特徴に鑑みると、そこに社会主義的な組織や経済活動の特徴が存在してい

たとはいえよう。 

また社会主義の語句を法令名に含む例として、1964 年に公布された「社会主義労働法」（ច8_ប់

                                                
270 Jörg Menzel, supra note 29, at 482. 
271 桜井・前掲注（181）317-318頁、笹川秀夫「第8章 カンボジア－内戦の傷痕、復興の明暗―」清水一史他編著『東南ア

ジア現代政治入門』（ミネルヴァ書房、改訂版、2018年）190-191頁。 
272 例えば、憲法に限定してみても、社会主義法によく見られる特色である人民民主主義における人民大衆の積極的参加や罷

免権などのようなものが見られる。ច8_ប់ស្តអីពំីការែកែ្រប នងឹការបែន្ថមអត្ថបទៃនរដ្ឋធម្មនoុp, េលខ ៦៥ ន.ស., ១៤ មករា 
១៩៥៦［憲法の修正および文書追加に関する法律65N.S.号（1956年1月14日）］、ច8_បស់្តីពកីារដាកប់o្ច�លសមាជជាតិេទៅ
ក្ន@ងរដ្ឋធម្មនុop, េលខ ២៤២ ន-ស, ៨ មករា ១៩៥៨［国民大会の憲法への編入に関する法律242N-S号（1958年1月8日）］、

ច8_ប់ស្តពីកីារែកែ្របមា្រតាខ្លះ ៃនរដ្ឋធម្មនុop្របេទសកម្ព@ជា, េលខ ១៦៦-ប.រ., ១៣ មករា ១៩៦៤［カンボジア国憲法のいく

つか条文の修正に関する法律166-B.R.号（1964年1月13日）］がある。社会主義法における人民民主主義の概括は、平野義

太郎『国家の機構と民主的変革』（新日本出版社、1974年）81-85頁を参照。 
273 桜井・前掲注（181）337頁。 
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សង្គមនិយមការងារ）が制定されていた274。同法は、労働の権利および自由が保障され、職業選択も

自由に行われると定めたにもかかわらず、人民が労働する義務を課した上で、自分でいずれかの職

種を選べない者には国王への奉仕が課せられた。労働を拒否した者は、処罰された。 

以上、1950年代からサンクム政権下における社会主義法の影響が、程度の強弱はともかく、うか

がわれる。フランス法の影響を受けた憲法下において整備されたこの影響は、フランス法の影響と

同様に、1975年から1979年にかけて破壊された。これとは異なり、時期的には1979年以後に、法

制度は、より完全なる社会主義法の特徴を示しながら整備されることとなった。以下は、憲法、立

法制度、行政制度および裁判制度に即してその内容を整理するものである。 

2．憲法 

1981年6月27日に公布された「カンボジア人民共和国の憲法」（រដ្ឋធម្មនុopៃនសាធារណរដ្ឋ្របជា
មានិតកម្ព@ជា）（以下、「1981年憲法」という。）は、ベトナム 1980年憲法と類似しているといわれ

る275。カンボジア革命人民評議会（្រកុម្របឹក8\្របជាជនបដិវត្តនក៍ម្ព@ជា）は、1979年10月 24日に、

憲法起草を担当する特別事務担当大臣に、ルオス・サーマイ氏を任命した276。カンボジア革命人民

評議会議長の1979年 11月 18日付規定によると、当該特別事務担当大臣は、ベトナム社会主義共

和国の憲法専門代表団と協力しなければならなかった277。1981年憲法は、ルオス・サーマイ氏が中

心となった 20 名からなる委員会によって起草された278。この事実からすれば、1981 年憲法にとっ

て、ベトナム1980年憲法がモデルとなったとしても、この関連性は、当然だったと思われる279。こ

のような起草の経緯を有した社会主義憲法は、当然1947年憲法と異なっていた。 

その顕著な相違点は、フランス法の影響下においても十分に排除できなかった絶対君主制と異な

って、人民主権を認めたことである280。1981年憲法2条第1項は、「カンボジア人民は自らの国の

運命の主人である。全ての権力は人民に属する。」と定め、その第2項は「人民は、人民が選出し、

                                                
274 ច8_បស់ង្គមនយិមការងារ, េលខ១៦២-ប.រ., ៣ មករា ១៩៦៤［社会主義労働法162-B.R.号（1964年1月3日）］。 
275 鮎京正訓「カンボジア王国－近代立憲主義思想と王制復古が混在－」法学セミナー476号（1994年）57頁。 
276 េសចក្តសំីេរចចិត្តរបស់្រកមុ្របកឹ8\្របជាជនបដិវត្តន៍កម្ព@ជាស្តពីីការែតងតំាង កមាg8ភិបាល, េលខ៣៥, ២៤ តលុា ១៩៧៩, 
្របការទី១［幹部任命に関する決定35号（カンボジア革命人民評議会、1979年10月24日）第1条］。 

277 េសចក្តកីណំត់របស់ទីស្តកីារ្របធាន្រកមុ្របកឹ8\្របជាជនបដិវត្តន៍កម្ព@ជា, េលខ៣១, ១៨ វAច្ឆិកា ១៩៧៩［規定31号（カン

ボジア革命人民評議会議長官房局、1979年11月18日）］。 
278 សុខ យា³8ន និងសុខ ចនិាÑ8, នតីិរដ្ឋធម្មនុop (២០១៥), ១៥០［ソック・ヤーン＝ソック・チェンダー『憲法』（2015年）

150頁］。 
279 1981年憲法起草過程の詳細について、Vickery Michael, Kampuchea: Politics, Economics and Society (London: Frances 
Pinter,1986), 90-91,96-105を参照。日本語の文献として、四本（1999年）・前掲注（37）24-25頁がある。 
280 なお、1947年憲法下の曖昧な国民主権と交わる国王主権は、1981年憲法においてはじめて廃止されたわけではない。統

治制度を君主制から共和制に転換した1972年憲法は、「あらゆる権力は臣民に由来する。」とその3条で定め、はじめて国王

主権を廃止した。 
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人民に対して責任を負う国民議会および各種の国家権力組織（អង្គការរដ្ឋអណំាច）を通じて国家権

力（រដ្ឋអណំាច）を行使する。人民は、信用できなくなった代表者を罷免する権利を有する。」と定

めた。 

社会主義法の特徴は、いわゆる三権分立の概念が見当たらず、前述した1981年憲法2条からも

わかるように、国家権力や国家権力組織への権力の集中というところにあった。これらの定義や意

味は不明であるが、形式的には、国民議会および革命人民委員会（គណៈកមាg8ធិការ្របជាជនបដិវត្ត）

がこれに該当した281。議会に占有される立法権、政府に属する執行権、裁判所に属する裁判権とい

う近代的な三権分立の原則とは異なり、1981年憲法下のカンボジアは、立法権、執行権および裁判

権等の全ての権力は、国民議会に集中するという民主集中制の考え方をとっていた282。 

社会主義憲法の特徴として、党および社会組織の憲法における地位を特筆する必要がある。1981

年憲法3条は「カンボジア祖国建設戦線、各種の革命大衆組織は、国の強固な後援であり、人民が

革命責務を執行するよう鼓舞する。」と定め、その4条は「カンボジア革命人民党は、カンボジア人

民共和国の革命事務全体を直接指導する力である。」と定め、これは、その1条に定められた「漸進

的に社会主義に向かって前進する。」ことを具体化した政治体制であった283。また、カンボジア祖国

建設戦線中央委員会議長、労働組合議長、カンボジア革命青年団議長およびカンボジア女性協会議

長が法律案を国民議会に提出する権利を有し、後述するように、基層の戦線および大衆組織の代表

が上級の革命人民委員会の構成員を選出する権利を有したように、平等や地方自治への配慮も見ら

れた284。党による統治機構への関与に関する明文の規定はなかったが、実際には国家機関の全てが

カンボジア革命人民党の指導へと弁証されるという考え方をとっていた285。 
3．立法制度 

1981年憲法における立法制度の顕著な特徴は、一院制の国民議会の存在であった。普通直接選挙

によって選出される人民代表から構成され、5年の任期を有する国民議会は、国家権力の最高組織、

                                                
281 រដ្ឋធម្មនុopៃនសាធារណៈរដ្ឋ្របជាមានិតកម្ព@ជា, ២៧ មថិុនា ១៩៨១, មា្រតា៤៥, មា្រតា៧១, មា្រតា៧៤［カンボジア人民

共和国の憲法（1981年6月27日）45条、71条、74条］。以下、「1981年憲法」という。 
282 “បtÒ8ទំាងឡាយស្តីពកីារងាររបស់រដ្ឋសភានងិ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋ,” េនៅក្ន@ងបo្ជីឯកសារ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋៃនបណា8សារដា78នជាត ិ
ភាគទ០ី៣ ្របអប់េលខ១៤ សំណÍំលិខតិេលខ២៦៣, ៣［「国民議会および国家評議会の事務に関する諸問題」国立文書館の

国家評議会資料名簿3巻箱14号一式文書276号3頁］。 
283 四本（1999年）・前掲注（37）25頁。 
284 1981年憲法53条、72条。 
285 “បtÒ8ទំាងឡាយស្តីពកីារងាររបស់រដ្ឋសភានងិ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋ,” េនៅក្ន@ងបo្ជីឯកសារ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋៃនបណា8សារដា78នជាត ិ
ភាគទ០ី៣ ្របអប់េលខ១៤ សំណÍំលិខតិេលខ២៦៣, ៣［「国民議会および国家評議会の事務に関する諸問題」国立文書館の

国家評議会資料名簿3巻箱14号一式文書276号3頁］。 
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人民の最高代表組織であるとともに、「法律を創造する権利を有する唯一の組織」であった286。国民

議会は、憲法および諸法律を可決し、変更すること、憲法および法律の執行を監督すること、国内

外の政策を定めること、経済・文化・国家予算を承認すること、後述する国家評議会（្រកុម្របកឹ8\
រដ្ឋ）の議長、副議長、事務総局および他の構成員、大臣評議会（្រកមុ្របឹក8\រដ្ឋម�ន្ត）ីの議長、副議

長、構成員を選任・解任すること、大臣官房または大臣官房に相当する機関を設置・廃止すること、

国家評議会および大臣会議の活動を監督すること、租税を課すことなどの 10 項目からなる権限を

有した287。国民議会に、全ての権力が集中したのである。 

このような憲法上権力の最高組織たる国民議会は、実際において、その構成員が各州において他

の任務を負うために短期間の会期でしかなく、国家の事務が実質的に国家評議会などによって担当

されることにもなった288。この国家評議会制度も社会主義法のもう１つの特徴である。国民議会構

成員の中から選任され、国民議会と同じ任期を有する国家評議会は、カンボジア人民共和国を代表

する国民議会の常任組織であり、国民議会が可決した法律を公布し、これを執行するとともに、デ

クレ法（្រកឹត8jច8_ប）់およびデクレ（្រកឹត8j）を制定する職務などを有した289。また、国民議会の閉

会中においては、大臣評議会の提案に基づいて、大臣評議会構成員の任命または解任、大臣官房ま

たは大臣官房に相当する機関の設置または廃止、租税を決定するという国民議会の権限の重要部分

を代行した290。裁判の審理および検察を監督する職務も有した291。このように、国民議会閉会中にお

いて、全ての権力が実質的に国家評議会に集中していたといえよう。このような国家評議会制度は、

ベトナムにおける当時の憲法改正の最新動向を反映したものだったと指摘されている292。 

このような国家評議会への実質的な権力の集中は、法形式においても確認できる。まず、1981年

憲法下の法形式は、憲法の他に「法律および命令の組織および手続に関するデクレ法」293（以下、

「規範文書法」という。）に定められた。憲法を除いた法形式は、規範文書（លិខតិបទដា78ន）と総

称された。この規範文書は、自然人および法人に適用される定めのない期限を有する法規律を定め

る文書だと定義づけられ、最上級から順に、法律、デクレ法、大臣評議会の政令（អនុ្រកតឹ8j）、大臣
および大臣評議会に直属する機関の長の省令（្របកាស）、および基層革命人民委員会の決定（េសច

                                                
286 1981年憲法45条、46条、47条。 
287 同上48条。 
288 Vickery Michael, supra note 279, at 108. 
289 1981年憲法59条、60条。 
290 同上60条。 
291 同上。 
292 四本（1999年）・前掲注（37）29頁。 
293 ្រកតឹច8_ប់ស្តពីីសមត្ថកចិ្ច និង នតីិវAធីៃន ការេធ្វើច8_ប ់និងបទបt©8, េលខ០៧ ្រក.ច, ១៣ កក្កដា ១៩៨២［法律および命令

の組織および手続に関するデクレ法07Kr.Ch号（1982年7月13日）］（以下、「規範文書法」という。）。 
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ក្តីសំេរច）という階層制であった294。 

また、規範文書の制定について、憲法、法律またはデクレ法が権限を付与した機関のみがこれを

制定することができること、権限を有する組織は自らこれを整備しなければならないという制限が

あった295。ここに定められた法律またはデクレ法の定義は明文の規定がなかったが、後述する法律

または上級規範文書の優先主義に鑑みれば、組織を法律やデクレ法によって一般的に授権するだけ

でも行政作用を授権したものと扱われており、これとは別に個別の作用法を要しなかったと考えら

れる。この組織法と作用法との未分離という特徴は、それぞれの規範文書を見ても明らかである。 

第1に、法律は、重要事項について広い範囲で内容を規律する法形式であったが、憲法や法律を

公布するための法形式がデクレであったから、上下の法形式が逆転する論理が成立しえた296。 

第2に、デクレ法は、法律と同じ効力を有するが、国民議会の閉会中において法律に代わるもの

として制定された297。デクレ法を制定する権限を有するのは国家評議会であって、国家評議会はデ

クレ法を公布した後で、国民議会に事後的に報告すれば足りた。法律と同じ効力を有するデクレ法

は、国民議会による事後承認の規定がなかった298。実際においては、前述した国民議会の会期の問

題もあったため、1989年までの規範文書に関する報告によると、デクレ法が制定された件数は、法

律のそれよりも多かったという299。 

第3に、政令は、大臣評議会が制定する法形式をいうが、憲法、法律およびデクレ法に適合しな

ければならなかった300。大臣評議会が定める政令は、大臣評議会が審査し、これを決定した後に、

大臣評議会議長がこれに署名した301。これは、1970年以前の法制度では一時的にしかそのような存

在を確認できないため、この点に鑑みるとカンボジアにおける社会主義法の特徴の１つに数えられ

る。実際に、1986年 4月 21日に制定された「映画道具および映画のフィルム、ビデオ道具および

ビデオのフィルムの管理、監督に関する政令」302は、憲法ならびに大臣評議会の設置組織および活

動に関する法律という組織法の一種を根拠として定められていたので、この例からも確認できるよ

                                                
294 規範文書法2条。 
295 同上3条、。 
296 同上4条。 
297 同上5条。 
298 同上19条。 
299 ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋ, របាយការណ៍ស្តពីីសកម្មភាពការងាររបស់្រកុម្របឹក8\រដ្ឋជនូរដ្ឋសភា សម័យ្របជុំេលើកទ១ី៨ នតីកិាលទ១ី, 
មករា ១៩៩០, ទពំ័រ ៣ដល់៥［国家評議会「第1立法任期第18回会期の国民議会に提出する国家評議会の業務活動に関する

報告書」（1990年1月）3-5頁］。 
300 規範文書法6条。 
301 同上20条第1項。 
302 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការ្រគប់្រគង្រតÊតពិនតិ8jសំភារៈភាពយន្ត នងិែខ8�ភាពយន្ត សំភារៈវ�េដអនូងិែខ8�វ�េដអ,ូ ២១ េមសា ១៩៨៦［映
画道具および映画のフィルム、ビデオ道具およびビデオのフィルムの管理、監督に関する政令（1986年4月21日）］。 
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うに、政令を含む下位の規範文書は、作用法による個別的授権を必要としなかった。 

第4に、省令は、大臣および大臣評議会に直属する機関の長が、大臣評議会の政令を執行するこ

とに加えて、自らの管轄に属する事務を管理することを目的として制定する法形式を指しており、

法律およびデクレ法への適合が条件であった303。大臣が発する省令は、大臣評議会議長の承認およ

び署名が必要であったので、ここに階層構造が確認される304。 

第5に、決定は、市、町、州、郡および村級の革命人民委員会が、自らの管轄において各種の活

動を管理するために行う法形式を指しており、以上で述べてきたような規範文書に適合しなければ

ならなかった305。この決定は、各級の革命人民委員会の委員長が署名した306。 

それぞれの規範文書は、憲法を頂点とする階層構造を形成していたので、下級の規範文書がこれ

よりも上級の規範文書に違反する規定があった場合には、上級の規範文書が優先して適用されると

定められた307。規範文書間での抵触が生まれない場合には、上級の規範文書に違反しない限り、下

級の規範文書は、規範を創造することが許容されており、法律による政令や省令への個別具体的委

任の必要性は存在しなかったのである。 

さらに、規範文書の変更や取消しは、これを制定した機関だけではなくて、上級の規範文書制定

機関によっても行うことができた308。これは、基本的に裁判機関だけが適法性を判断できる1970年

以前におけるような行政裁判所を否定した規定だとも考えられる。 

4．行政制度 

社会主義法の影響において、行政制度は、まず中央と基層とに分かれていた。中央には、カンボ

ジア人民共和国の政府であり、社会を直接管理し、国民経済の拡張を指導する組織である大臣評議

会が置かれた。大臣評議会は、国民議会に対して責任を負い、国民議会に自らの職務に関する報告

をし、国民議会の閉会中には国家評議会に対して責任を負い、国家評議会に自らの職務に関する報

告をした309。これは、1947年憲法時代とは異なり、大臣評議会の関与による国民議会の解散制度が

存在しなかった。なぜなら、前述したように国民議会に権力が集中する考え方が採用されたからで

あった。 

1947年憲法との比較という観点からさらに検討してみると、1981年憲法は、国民議会、国家評

                                                
303 規範文書法7条。 
304 同上20条第2項。 
305 同上8条。 
306 同上21条。 
307 同上10条。 
308 同上11条。 
309 1981年憲法64条。 
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議会と同様に大臣評議会の職務を詳細に規定したことが特徴的であろう。1981年憲法66条は、法

律案およびデクレ法の案を作成し、国民議会および国家評議会に提出すること、憲法等の規範文書

を執行し、国内外の政策を執行すること等からなる大臣評議会の 11 の活動を列挙して定めたので

ある。これらの職務を執行するための大臣評議会の決定は、大臣評議会の多数の構成員の同意がな

ければならなかった310。 

1981 年憲法における大臣評議会の特徴は、その構成員に首相や大臣という名称が使われていな

かったことである。すなわち、大臣評議会の会議を主宰するのは、大臣評議会議長（្របធាន្រកមុ
្របឹក8\រដ្ឋម�ន្ត）ីであった。その下に、議長を補助し、議長が不在の場合に議長の職務を代行する副

議長が置かれた。大臣評議会の他の構成員は、憲法上では構成員と呼ばれ共同で責任を負った311。

これに対して、各省には、大臣、副大臣および大臣補佐が置かれた312。 

基層の行政制度については、カンボジア人民共和国の領土が、州および中央国家権力組織に直属

する市の2種類から構成された。州には郡が置かれ、郡にはさらに村が置かれた。市には町が置か

れた。この行政区域の区分は、主に市や州の中心地における人口増加、経済活動などの拡大による

事務負担の増大が基準となり、1983年から基層の国家権力（組織）の改正が検討を開始されるよう

になり313、1984 年に公布された「カンボジア人民共和国の行政部局領土区分の変更に関する法律」

において、州は州役所所在地（ទីរួមេខត្ត）および郡に、中央国家権力に直属する市は区（ខណ័� ま
たはខណ�）および郊外郡（្រសុកជាយ្រកងុ）に区分され、州役所所在地および区はさらに町に、郡

および郊外郡はさらに村に区分されるようになった314が、基本的にこの3層からなる行政区域は、

フランス保護領時代から確立したものであり、1975年以前の地理的行政区域と大きく異なるもので

はないと理解されている315。 

ただし3層からなる行政区域が同じとはいえ、その運営組織は違った。つまり、1981年憲法は、

それぞれの行政区域の全てに、革命人民委員会を設置した316。町村革命人民委員会の構成員は、町

村の人民による普通直接選挙で選出された。郡革命人民委員会の構成員は、村革命人民委員会の代

                                                
310 同上68条。 
311 同上65条、67条。 
312 ្រកឹត8jច8_បស់្តីពកីារបេង្កើតទីស្តកីាររដ្ឋម�ន្តី្រកសួង្រតÊតពិនតិ8j, េលខ៣១ ្រក.ច, ១៥ មករា ១៩៨៧, មា្រតា៤［監督大臣官

房局設置に関するデクレ法31Kr.Ch号（1987年1月15日）4条］。 
313 លិខតិរបស់្របធាន្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋម�ន្តីស្តពីីសំេណើបំេពញបែន្ថមេអាយមានរដ្ឋអណំាច៣ថាJ8ក់េនៅទី្រកងុចណំÍះមជ8Óឹមេនៅ
ក្ន@ងមា្រតា៧១ៃនរដ្ឋធម្មនុop ជនូស.ម្របធានរដ្ឋសភា, េលខ០៥លស, ២៨ មករា ១៩៨៣［国民議会議長同志宛大臣評議会議

長の憲法71条における中央に属する市における3階層の国家権力（組織）の補充提案文書05LS号（1983年1月28日）］。 
314 ច8_បស់្តពីកីារែកែ្របការែបងែចកែដនដអីង្គភាពរដ្ឋបាលៃនសាធារណរដ្ឋ្របជាមានតិកម្ព@ជា, ១០ កមុ្ភៈ ១៩៨៤［カンボジ

ア人民共和国の行政部局領土区分の変更に関する法律（1984年2月10日）］。この変更は、1989年憲法にも反映された。 
315 Vickery Michael, supra note 279, at 106. 
316 1981年憲法72条。 
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表から間接的に選出された。州革命人民委員会の構成員は、郡革命人民委員会の代表によって選出

された。市革命人民委員会の構成員は、町革命人民委員会の代表によって選出された。これらのい

ずれにせよ、革命人民委員会は、議長、副議長および構成員から構成され、州市では5年の任期、

郡町村では3年の任期が定められた317。このように、法制度だけに関しては、全ての行政区域の運

営組織が人民による直接または間接の選挙によって選出されることで、民主的正統性の連鎖が図ら

れた。前述したように1984年に全国の行政区域が3層に統一されたことに加えて、1989年憲法に

よって革命人民委員会が形式的に単なる「人民委員会」（គណៈកមាg8ធិការ្របជាជន）に改名された318

ものの、この運営組織の原則には変化がなかった。 

各級革命人民委員会は、中央国家組織との統一性を有するとともに自治的な権限も認められた。

革命人民委員会は、基層の人民および上級の国家組織に対して責任を負い、上級の国家組織の決定

および通達を執行するが、全ての分野において基層建設原則を決定し、執行することで、基層にお

ける行政事務を管理し、公共安全および社会秩序の維持、経済建設、文化の普及、健康維持、人民

の生活向上のために、部や級の組織を指導する責務を負った319。これらの職務を遂行するために、

革命人民委員会は、決定を行う権限を有した320。 

他の行政組織との関係を検討してみると、革命人民委員会は、これに直属する組織および下級の

革命人民委員会の不適法な決定および命令の執行を停止し、変更し、取り消す権限を有したこと、

大臣評議会が革命人民委員会の職務を指導し、各級革命人民委員会の不適法な決定および指導の執

行を停止し、変更し、取り消す権限を有したことからわかるように、階層的中央集権を支える基層

での行政制度でもあった。中央組織との関係について特筆する必要があるのは、最上級の革命人民

委員会たる州市革命人民委員会が、内務省よりも上位に位置する大臣評議会に直属していたことで

ある321。 

以上のような1981年憲法の構造においては、革命人民委員会の下に裁判組織も位置づけられる

ことになった。 

5．裁判制度 

1981年憲法下の裁判制度には、裁判機関および検察庁があった。裁判機関および検察庁は、①人

民権力を保護し、民主主義的適法性を保護すること、②公共安全および社会秩序を維持すること、

                                                
317 同上73条。 
318 1989年憲法71条、72条、73条、74条、75条、76条、77条、78条。 
319 同上74条、75条。 
320 同上76条。 
321 Vickery Michael, supra note 279, at 118. 
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③公共財産を保護すること、④市民の権利、自由、生命および合法な利益を保護することという同

じ目標を持っていた322。裁判組織には人民裁判所および軍事裁判所があった323。裁判組織自体は、

1981年憲法以前、カンボジア革命人民評議会が1980年 5月 15日に公布した「全州-市革命人民裁

判所設置組織の設定に関するデクレ法」324によって組織され、1981年憲法は、ただこれに関連する

原則を定めただけであった325。1981年憲法が公布された後に、1982年2月10日に、「裁判所および

検察庁組織設置に関する法律」326が公布された。 

人民裁判所の特徴は、主に、次の4点があげられる。第1に、最初は上級裁判機関が存在しない

1 審終審制度であった。1985年に最高人民裁判所（តលុាការ្របជាជនកំពលូ）が設置されたが、そ

の組織および活動に関するデクレ法が制定されたのは1987年後半であり、1988年半ばの報告によ

ると、この時点においてもまだ管轄が曖昧なまま運営されていたという327。その代わりに、司法省

が市および州の人民裁判所の全ての判決を監督し、誤認に基づいて決定された判決の無効を申し立

てる権限を有し、国家評議会がこれを決定する権限を有した328。第2 に、この審理において裁判官

と同じ権利を有する人民参審員制度があった329。第3に、1975年以前の裁判制度と異なり、刑事裁

判機関と民事裁判機関との組織分離330もなければ、予審判事制度も整備されなかった。第4に、人

民裁判所の裁判官は、基本的に、州市の革命人民委員会によって選出され、当該委員会に対して責

任を負わなければならず、これと行政権との分離もなかった331。 

                                                
322 1981年憲法79条。 
323 同上80条。 
324 ្រកឹត8jច8_បស់្តីពកីារកណំត់អង្គការចាត់តំាងតលុាការ្របជាជនបដិវត្ត្រគប់េខត្ត-្រកងុ, េលខ០១ ្រក.ច, ១៥ ឧសភា ១៩៨០
［全州-市革命人民裁判所設置組織の設定に関するデクレ法01Kr.Ch号（1980年5月15日）］。 
325 Vickery Michael, supra note 279, at 106. 
326 ច8_បស់្តីពកីារចាតតំ់ាងអង្គការតលុាការ នងិ អយ8jការ, េលខ០២ ្រក, ១០ កមុ្ភៈ ១៩៨២［裁判所および検察庁組織設置に

関する法律02Kr号（1982年2月10日）］。 
327 ច8_បស់្តីពកីារបេង្កើតតលុាការ្របជាជនកំពលូ និងមហាអយ8jការអមតលុាការ្របជាជនកំពលូ, េលខ២៨ ្រក, ៣១ កក្កដា 
១៩៨៥［最高人民裁判所および最高人民裁判所付属検察総庁設置に関する法律28Kr号（1985年7月31日）］、្រកតឹ8jច8_ប់ស្តី
ពីការចាតតំ់ាង នងិសកម្មភាពរបស់តលុាការ្របជាជនកពំូល នងិមហាអយ8jការអមតលុាការ្របជាជនកពំលូ, េលខ៣៤ ្រក.ច, 
២៦ សីហា ១៩៨៧［最高人民裁判所および最高人民裁判所付属検察総庁の設置および活動に関するデクレ法34Kr.Ch号（1987

年8月26日）］、តលុាការ្របជាជនកំពលូ, របាយការណ៍ស្តពីីសកម្មភាពការងារតលុាការ្របជាជនកពំូលជនូសមយ័្របជុំរដ្ឋ
សភាេលើកទ១ី៥ នតីិកាលទី១, េលខ៤៦/៨៨ រ.ប.ក, ១៦ មថិុនា ១៩៨៨［第1立法任期国民議会第15回会期に提出する最高

人民裁判所の事務活動に関する報告書46/88R.B.K号」（最高人民裁判所、1988年6月16日）］。 
328 ច8_បស់្តីពកីារចាតតំ់ាងអង្គការតលុាការ នងិ អយ8jការ, េលខ០២ ្រក, ១០ កុម្ភៈ ១៩៨២, មា្រតា១៨［裁判所および検察庁

組織設置に関する法律02Kr号（1982年2月10日）18条］。 
329 1981年憲法82条。 
330 なお、人民最高裁判所には、民事部、刑事部および軍事部があった（្រកតឹ8jច8_ប់ស្តពីកីារចាត់តំាង នងិសកម្មភាពរបស់
តលុាការ្របជាជនកំពលូ នងិមហាអយ8jការអមតលុាការ្របជាជនកពំលូ, េលខ៣៤ ្រក.ច, ២៦ សីហា ១៩៨៧, មា្រតា៤［最
高人民裁判所および最高人民裁判所付属検察総庁の設置および活動に関するデクレ法34Kr.Ch号（1987年8月26日）4条］）。 
331 ច8_បស់្តពីកីារចាតតំ់ាងអង្គការតលុាការ នងិ អយ8jការ, េលខ០២ ្រក, ១០ កមុ្ភៈ ១៩៨២, មា្រតា១៣, មា្រតា២២［裁判所お

よび検察庁組織設置に関する法律02Kr号（1982年2月10日）13条、22条］。 
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1981 年憲法下の裁判制度の特徴については、さらに刑事訴訟の重視および民事和解中心主義を

特筆する必要がある。まず、1980年に設置された革命人民裁判所は、反革命罪および他の罪を有す

る者の罪を審理し、裁断する責務しか負わなかった332。革命人民裁判所の設置とともに、「反革命罪

および他の罪の処罰に関するデクレ法」333も同じ日に公布され、司法省は、1982年から刑事訴訟に

関する複数の通達などを発出していた。この刑事訴訟の裁判制度（system of trial）について、ポ

ル・ポト政権が崩壊した後に、ベトナムで確立した社会主義型裁判制度が導入された。すなわち、

ベトナム−クメールモデルの裁判制度が整備され、このモデルの裁判は、①警察から検察官への被疑

者の自白を中心とする事件書類の引渡し（送検）、②当該事件の書類に基づく検察官による捜査の継

続、③司法省または州知事の意見を求めた上での意見合致の評決の決定、④公判（public 

performance of“the trail”）、⑤司法省による評決の便宜的変更、⑥上訴審理制度の不存在とい

う特徴があったといわれている334。 

これに対して、民事訴訟事項を管轄する人民裁判所は、前述した1982年人民裁判所法によって

はじめて法律上認められ335、民事手続に関する司法省の通達なども、1984年から発出された336とい

う出遅れに加えて、民事訴訟を裁断する根拠となる規範文書、すなわち、民法やその特別規範文書

は1988年後半まで整備されなかった337。そのため、1986年に、民事事項において、裁判所による十

分な審理ができておらず、事件が解決されないままになったと報告された338。 

                                                
332 ្រកឹត8jច8_បស់្តីពកីារកណំត់អង្គការចាត់តំាងតលុាការ្របជាជនបដិវត្ត្រគប់េខត្ត-្រកងុ, េលខ០១ ្រក.ច, ១៥ ឧសភា ១៩៨០,
្របការ១［全州-市革命人民裁判所設置組織の設定に関するデクレ法01Kr.Ch号（1980年5月15日）1条］。 

333 ្រកឹត8jច8_បស់្តីពកីារផ្តនា¤8េទាសក8§តប់ដិវត្តន៍នងិបណាÔ8េទាស្រប្រពតឹ្តបទេល្មើសេផ8�ងៗេទៀត, េលខ០២ ្រក.ច, ១៥ ឧសភា 
១៩៨០［反革命罪および他の罪の処罰に関するデクレ法02Kr.Ch号（1980年5月15日）］。 
334 Basil Fernando, Problems Facing the Cambodian Legal System (Hong Kong: Asian Human Rights Commission, 1998), 
59-61. 
335 ច8_បស់្តីពកីារចាតតំ់ាងអង្គការតលុាការ នងិ អយ8jការ, េលខ០២ ្រក, ១០ កមុ្ភៈ ១៩៨២, មា្រតា២［裁判所および検察庁組

織設置に関する法律02Kr号（1982年2月10日）2条］。 
336 これは、េសចក្តីែណនំារបស់្រកសួងយុត្តិធមអ៌ំពីវAធានបេច្ចកេទសបង្កសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណ,ី េលខ៤៥ រវ.៦០.៨៤, ២៨ 
សីហា ១៩៨៤［民事一件書類作成技術ルールに関する指導45RV.60.84号（司法省、1984年8月28日）］とសារាចរេសចក្តី
ែណនំារបស់្រកសួងយុត្តិធមអ៌ំពនីីតិវAធីរដ្ឋប8§េវណ,ី េលខ០៤ សរច ៨៤, ៨ កtu8 ១៩៨៤［民事訴訟手続に関する指導通達

04SRCh84号（司法省、1984年9月8日）］であった。 
337 1988年後半から、្រកតឹ8jច8_បស់្តីពកីិច្ចសន8� និងការទទលួខុស្រត¾វេ្រកៅកចិ្ចសន8�, េលខ៣៨ ្រក.ច, ២៨ តលុា ១៩៨៨［契
約および契約外責任に関するデクレ法38Kr.Ch号（1988年10月28日）］、ច8_បស់្តីពអីាពាហ៍ពិពាហ៍ នងិ ្រគÊសារ, េលខ៥៦ 
្រក., ២៦ កក្កដា១៩៨៨［婚姻および家族に関する法律56Kr.号（1988年7月26日）］が公布された。 

338 ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋ, របាយការណ៍ស្តពីីសកម្មភាពការងារ្រកុម្របឹក8\រដ្ឋជូនរដ្ឋសភាសមយ័្របជុំេលើកទី១០ នីតកិាលទ១ី, ២ 
កុម្ភៈ ១៩៨៦, ទពំ័រ៣［国家評議会「第1立法任期第10回会期の国民議会に提出する国家評議会の業務活動に関する報告書」

（1986年2月2日）3頁］、្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋ, របាយការណស៍្តីពសីកម្មភាពការងារ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋជូនរដ្ឋសភាសមយ័្របជុំេលើក
ទី១១ នីតកិាលទ១ី, ១៨ កក្កដា ១៩៨៦, ទពំ័រ៣［国家評議会「第1立法任期第11回会期の国民議会に提出する国家評議会

の業務活動に関する報告書」（1986年7月18日）3頁］。 
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以上を要するに、社会主義時代の裁判制度は、安全および公共秩序の維持のために刑事訴訟を重

視しており、民事訴訟については十分に対応できなかった。 

しかし、このような刑事訴訟重視の法制度は、民事訴訟を放置していたとも断言できない。なぜ

なら、民事紛争の解決は、人民裁判所による裁判手続よりも、これに代わって基層の行政を中心と

する和解によって行われていたからである。まず、人民裁判所法は、町村級において、民事事項に

おける当事者間の和解管轄を革命人民委員会に与え、郡級において、郡の革命人民委員会が指名す

る裁判事務担当構成員に村の革命人民委員会が送付してきた民事事項における当事者間の和解をす

る義務を課した339。町級および郡級における和解が成立しなかった場合、書類は、市または州人民

裁判所に送付された340。人民裁判所による訴訟手続においても、和解前置であって裁判においても

裁判所は審理の前まで和解を試みる権限を有した341。 

以上、第2節から第4節にかけて行った分析によって、最初に形成された伝統法、その後断絶的

に形成されたフランス法の影響を受けた法および社会主義法の影響を受けた法の内容を、主に憲法

および統治機構と関連させて明らかにした。以下の第5節は、このような特徴を有するカンボジア

法の現状を論じようとするものである。 

第5節 ３つの法が混在しているカンボジア法の現状 

結論を先に述べるとすれば、前述したような一貫した歴史性を持たないカンボジア法の現状は、

伝統法、フランス法の影響を受けた法、社会主義法の影響を受けた法の断片的な内容の残滓が混在

していながら、なんらかの強固な法制度への展開を遂げる力を十分に持たずに分裂している。まず、

この背景を検討してみよう。 

1．混在している背景 

混在しているカンボジア法の背景には、1993年憲法を含む現代の時代区分における法整備が、主

にフランス法の影響を受けた政治勢力および社会主義法の影響を受けた政治勢力という2つの勢力

の連立で行われたことがあった。すなわち、1993年憲法を制定するための制憲議会の選挙において、

①セイハヌが結成したフンシンペック党が得票45％（120議席の中の58議席）で第1党、②社会主

義政権を支配していた革命人民党から改名された人民党が得票38％（51議席）で第2党となり、そ

の選挙から 1993 年憲法が公布されたまでの間に、この 2 大政党の構成員によって構成される暫定

                                                
339 ច8_បស់្តីពកីារចាតតំ់ាងអង្គការតលុាការ នងិ អយ8jការ, េលខ០២ ្រក, ១០ កមុ្ភៈ ១៩៨២, មា្រតា១៤, មា្រតា១៥［裁判所お

よび検察庁組織設置に関する法律02Kr号（1982年2月10日）14条、15条］。 
340 同上16条。 
341 សារាចរេសចក្តីែណនំារបស់្រកសួងយុត្តិធមអ៌ំពនីីតិវAធីរដ្ឋប8§េវណ,ី េលខ០៤ សរច ៨៤, ៨ កtu8 ១៩៨៤［民事訴訟手続

に関する指導通達04SRCh84号（司法省、1984年9月8日）］。 
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政府が発足した342。この2大政党の政治勢力の影響は、古来の専制的伝統（tradition autocratique 

ancestrale）の影響を意味したと評されている343。1993年憲法が公布された後においても、その直

後にフンシンペック党首のノロドム・ラナルットを第1首相、フン・サエンを第2首相とする連立

政権が成立したこと344から、前述した影響は1993年憲法下の初期的法制度整備にも及んだと推測で

きる。なお、フンシンペック党の影響は、フランス保護領時代以前の古来の伝統というよりも、1970

年以前のサンクム政権下のカンボジアへの回帰を目指したものだといわれた345ように、フランス法

の影響を受けたが、社会主義的要素も紛れており、伝統法が排除されなかった1950年代から1970

年までの時代の影響を意味するのである。 

前述した諸影響のあり方を検討してみると、第1に、カンボジアでは、近代的な法整備を行うに

際しては、1975年以前のフランス法の影響を受けた法制度しかないという事情があるため、フラン

ス法の影響が容易に想起される。例えば、カンボジアの労働法は、その代表である。カンボジアで

のはじめての労働法は、1972 年に公布された労働法典であったが、これは、フランス人弁護士で、

1960年代のカンボジアの労働法に関する重要な学説を提供していたMarcel Clairon氏によって起

草された346。その後 1992年に公布された労働法典は、1972年労働法典と同様であった347。そして、

現行法の1997年労働法は、1992年の労働法を基礎にしたものである348。 

また、前述したフランス保護領時代のカンボジアにおける法典編纂へのフランス法の影響は、社

会主義法の整備や導入によって断絶された後に、1993年に制定された刑事訴訟法をきっかけに復活

したという349。そして、現在の2007年の刑事訴訟法典および2009年の刑法典は、いずれもフラン

ス政府が法整備を支援した350。これらは、フランス法の影響を実証するものだろう351。 

最後に、民事法関係についても、現在の2006年の民事訴訟法典および2007年の民法典は、フラ

ンスではなくて、日本政府が法整備を支援したが、カンボジアの社会事情や実務または慣習を重視

する法整備の特色を有したため、日本の民事訴訟法および民法と違う点も存在している352。例えば、

                                                
342 េអេចន ករនយុ នងិអ្នកដៃទ, នតីិរដ្ឋធម្មនុopកម្ព@ជា (ភ្នំេពញ៖ ហ្វ�ណន, ២០០៥), ៩［エジェン・コヌユ他『カンボジア

憲法』（フーノン、2005年）9頁］、笹川（2018年）・前掲注（271）198頁、200頁。 
343 Étienne Cornut et al., Droit Constitutionnel Cambodgien (Phnom Penh: Funan, 2005),8.  
344 笹川（2018年）・前掲注（271）200頁。この連立政権は、フンシンペックが2006年から分裂し、衰退していったが、形

式的連立を含めて2018年まで継続した（山田裕史「開発下のカンボジアにおける人民党支配－国家と社会に浸透する党（特

集 カンボジアのドル化－政治・経済の実相）－」アジア研究65巻1号（2019年）83-84頁）。 
345 笹川（2018年）・同上200頁。 
346 Nop Kanharith, supra note 262, 11-12. 
347 Ibid., 13. 
348 Ibid., 14. 
349 山田・前掲注（51）105-106頁、110頁。 
350 Phann Vanrath, supra note 259, at 210; Jörg Menzel, supra note 29, at 482. 
351 なお、これらの現行刑事法と前述した1975年以前のこれとの関係を検討する研究がまだ存在しない。 
352 法案の段階ではあるが、カンボジアの民事訴訟法典および民法典と日本のこれらの相違点を概観するものとして、安田・
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民法典における土地に関する規定はその代表例であり、特に、日本と異なって、建物を独立した権

利の対象ではなくて、原則として土地の構成部分であると定める規定は、1957年のカンボジア旧民

法典や1804年のフランス民法典を参照したものである353。 

第2に、現行のカンボジアにおける社会主義法の影響という場合は、主に、「カンボジア人民党」

（គណបក8�្របជាជនកម្ព@ជា）（以下、「人民党」という。）による支配のことを指す。すなわち、人民

党は、異なる形を持って1975年から今日まで45年間カンボジアの政治を支配してきた。人民党は、

1951年にインドシナ共産党から分離し、結成した「クメール革命人民党」（បក8�្របជាជនបដិវត្តែខ្មរ、
Khmer People’s Revolutionary Party）に由来し354、1960年に「カンボジア勤労者党」（បក8�ពលករ
កម្ព@ជា、Workers’ Party of Kampuchea）355、1966年に「カンボジア共産党」（បក8�កុម្ម@យនសីកម្ព@ជា、
Communist Party of Kampuchea）356、1979年に「カンボジア革命人民党」（បក8�្របជាជនបដវិត្តកម្ព@ជា、

Kampuchean Peoples’ Revolutionary Party）357という党の名称の変更を経た最後に、1991年に現

在の人民党に改称された358。1975年 4月 17日に、毛沢東主義の影響が強いポル・ポトらの指導の

下でのカンボジア共産党軍がクメール共和国を崩壊させ、1976年1月5日に新憲法が公布されたこ

とにより、カンボジアにおける最初の社会主義国であった「民主カンボジア」（កម្ព@ជា្របជាធិបេតយ8j）

が公式に誕生した359。 

しかし、この時代には、私有財産の廃止、人々の強制的集団化、強制労働が行われていたため、

古い法制度や法曹が廃止され、新たな社会主義法制度もまだ整備されなかったことから、カンボジ

ア法における社会主義法の内容は、1979年から確立したカンボジア革命人民党政権の下に整備され

たものの影響であるといってよいだろう。「カンボジア人民共和国」（សាធារណរដ្ឋ្របជាមានតិកម្ព@ជា）

                                                
前掲注（50）869頁、870-871頁を参照。ここに指摘されている相違点をもたらすカンボジア民事法の特徴は、内容の修正が

なく可決された民事訴訟法典および民法典もこれを受け継いでいる。 
353 ្រកសួងយុត្តធិម,៌ េសចក្តីកណំតច់ំេពាះមា្រតានីមយួៗៃន្រកមរដ្ឋប8§េវណ ីភាគ១៖ គន្ថទី ី១~ទ ី៣ (ភ្នំេពញ៖ ២០០៩), ៣៥, 
៩៩［司法省『カンボジア民法典逐条解説 １巻：1編〜3編』（2009年）35頁、99頁］を参照。 
354 Thion, Serge, “Chronology of Khmer Communism,” in Revolution and Its Aftermath in Kampuchea: Eight Essays, 
eds. David P. Chandler and Ben Kiernan (Connecticut: Yale University Southeast Asia Studies, 1983), 292、Vickery 

Michael, supra note 279, at 60、 ហុ៊ន ែសន, ១៣ ទសវត8�ៃនដំេណើរកម្ព@ជា (កាែសត្របជាជន, ១៩៩១), ៦២［フン・

サエン『カンボジア歩みの130年間』（人民新聞、1991年）62頁］、鮎京正訓＝四本健二「現代カンボジアの法と人権につい

て」名古屋大学法政論集157号（1994年）181頁。この最初の党名については、「カンボジア革命人民党」（បក8�្របជាជនបដិវត្ត
កម្ព@ជា）と呼ばれることもあるが、まだ不明な点が残されている。 

355 Thion, Serge, Ibid., 295、鮎京＝四本・同上186頁、វាm8ន់ឌ ីកាអនុ, ្របវត្តសិា�ស្តៃន្របេទសកម្ព@ជា៖ ពីសម័យអាណា
និគមបារាងំមកដល់បច្ច@ប8§ន្ន, េបាះពមុ្ពេលើកទី ២ (២០១០?), ២៖ ៩៤ ដល់៩៥［ヴァンディー・カーオン『カンボジア国の歴

史－フランス植民地時代から現在まで－2巻』（第2版、2010年？）94-95頁］。 
356 Thion, Serge, Ibid., 296、鮎京＝四本・同上188頁、ヴァンディー・カーオン・同上104頁。 
357 Thion, Serge, Ibid., 315、ヴァンディー・カーオン・同上197頁。  
358 山田裕史「パリ和平協定後のカンボジアにおける「民主化」の再検討－人民党支配の継続性を中心に－」岸川毅＝中野晃

一編『グローバルな規範／ローカルな政治－民主主義のゆくえ－』（上智大学出版、2008年）138頁。 
359 笹川（2018年）・前掲注（271）195-196頁。 
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が成立した1979年から現在にかけて、現在の人民党がカンボジアを統治してきた。UNTACの統治下

に行われた1993年5月23日の総選挙において得票38％を得た第2党となったときにおいても、人

民党は、暫定政府および制憲議会における第1党であったフンシンペック党と同等の権力分有に成

功し、1993年憲法制定に強い影響を及ぼすことができた360。また、1993年憲法下の1998年までの

新政権においても、「2人首相制」、大臣会議官房大臣、国防大臣、内務大臣のポストにおける「共同

大臣制」の採用に加え、大臣会議の他の構成員、国民議会の議長、副議長、委員会の委員長のポス

トにおける両党の同等の権力分有、人民党に有利な州知事および市長ポストの配分が行われた結果、

人民党の支配体制が維持されてきた361。その後1997年の「7月政変」から、人民党への権力集中が

進み、1998年総選挙から人民党の優位が確立し、2000年代末に人民党による一党支配体制が確立し

た362。 

前述した人民党支配下のカンボジアは、1975年から1989年までの間、マルクス・レーニン主義

に基づく社会主義を標榜していた。1989年から、マルクス・レーニン主義に基づく社会主義の明示

的な標榜は憲法や人民党の政治要綱から削除されたが、現在の人民党は、民主集中制を党の組織原

則としており、党の指導部の構成においてマルクス・レーニン主義を掲げて一党独裁体制を敷いた

1980年代と強い連続性を有している363。 

これだけではなくて、マルクス・レーニン主義または社会主義についての教育が徹底的に行われ

てきた。1980年代初頭に、クメールの代表がベトナムに訪問した回数の多さに注目して、ハノイと

プノンペンとの緊密な関係を指摘する論者がある364。社会主義時代では、国内外において、マルク

ス・レーニン主義の学説に基づく共産主義国の統治についての哲学的および政治的な考え方を指導

者に教えるための政治教育コース（វគ្គសិក8\នេយាបាយ）が設けられ、各省局の幹部、特に地位が

高い幹部は、当時のソ連およびベトナムにおいてマルクス・レーニンの共産主義の学説を学習する

ために派遣されており、このような教育を受けた者は、その後重要な役割を担当することになった

365。ポル・ポト政権が崩壊してから、特に、1980年代および1990年代を中心に、当時のソ連その後

のロシアは、カンボジアの技術、政治、軍事および法律分野の人材養成をしており、カンボジアへ

の講師の派遣に加えて、多数のカンボジア人留学生を受け入れていた366。 

                                                
360 四本（1999年）・前掲注（37）75-77頁、山田（2008年）・前掲注（358）143-144頁。 
361 山田（2008年）・同上144-147頁。 
362 山田（2008年）・同上147-149頁、山田（2019年）・前掲注（344）80-84頁。 
363 山田（2019年）・同上85-89頁。 
364 Joseph R. Pouvatchy, “Cambodian-Vietnamese Relations,” Asian Survey 26, no. 4 (1986): 449-50, accessed 
January 22, 2020, https://www.jstor.org/stable/2644157?seq=1#metadata_info_tab_contents. 
365 ヴァンディー・カーオン・前掲注（355）203-205頁。 
366 Embassy of the Russian Federation in the Kingdom of Cambodia, “Cultural Cooperation,” accessed January 22, 
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現在に至っても、このような人材養成が継続しているようである。例えば、2015年から2019年

にかけて、ベトナムは、5000人を超える王立クメール軍の将校（នាយទាហាន）を養成した367。こ

のようなベトナムによる人材養成は、警察分野368、情報分野369、査察分野370等あらゆる分野において

定期的に行われている。また、1980年代と同様に、今日においてもなお社会主義的教育を受けた者

が政府の要職に就任する慣行が継続しているようである371。 

以上の整理を前提に、憲法、立法制度、行政制度、裁判制度の順に、以下では具体的な法制度に

即して、3つの法の分裂状態を論じてみよう。 

2．憲法 

伝統法、フランス法の影響を受けた法および社会主義法の影響を受けた法の内容を容易に確認で

きるのは、1993年憲法である。 

1993年憲法における伝統法の内容を示す例として、君主制と国教の存在が論じられている。 

第1に、1993年憲法1条第1項が「カンボジアは、国王が、憲法に従って、かつ複数政党制の自

由民主主義に従って、その職務を行う王国である。」と定めるように、カンボジアは、君主制を採用

している。これは、国王が憲法に従ってその職務を行うことに加えて、1993 年憲法 7 条第 1 項が

                                                
2020, https://embrusscambodia.mid.ru/web/cambodia-en/cultural-cooperation、ញឹម សុផល, “រុស8�ីជា្របេទសមហា
អណំាចជយួបណkÖះបណាÔ8លធនធានមនសុ8�ែខ្មរេ្រចើនជាងេគ,” វAទ8j@បារាងំអន្តរជាត ិ (RFI), ២៥ វAច្ឆិកា ២០១៥, 
http://www.rfi.fr/km/cambodia/dmitry-Medvedev-russia-25-11-2015 (បានចូលេមើលចងុេ្រកាយ ២២ មករា ២០២០)［ニ
ュム・ソパル「ロシアがクメールの人材育成を最も多く養成する大国」フランス国際ラジオ（RFI）（2015年11月25日）、

http://www.rfi.fr/km/cambodia/dmitry-Medvedev-russia-25-11-2015（最終アクセス：2020年1月22日）］。 
367 នាយកដា78នពត៌មាន, “ឯកឧត្តម មាស សំអលុ ជបួស្នងការកមាg8ភបិាល នងិស្នងការការពារសន្តសុិខេវៀតណាម,” ្រកសួង
ការពារជាត,ិ ១៨ កtu8 ២០១៩, https://mod.gov.kh/posts/1252 (បានចលូេមើលចងុេ្រកាយ ២២ មករា ២០២០)［情報局
「ミアス・ソムオル閣下がベトナムの幹部当局および安全保護当局と面会する」国防省（2019 年 9 月 18 日）、

https://mod.gov.kh/posts/1252（最終アクセス：2020年1月22日）］、ថ្មីៗ , “៥ ឆាJ8ទំព័កម្ព@ជាជាង៥ពានន់ាក ់ទទលួបានការ
បណkÖះបណាÔ8លេនៅេវៀតណាម,” ថ្មីៗ , ១៩ កtu8 ២០១៩, https://thmeythmey.com/?page=detail&id=83005 (បានចូលេមើល
ចុងេ្រកាយ ២២ មករា ២០២០)［トメイ・トメイ「5年間、5千人を超えたカンボジア軍がベトナムで養成を受けた」トメイ・

トメイ（2019年9月19日）、https://thmeythmey.com/?page=detail&id=83005（最終アクセス：2020年1月22日）］。 
368  ថ្មីៗ, “ស្នងការភ្នំេពញ បេង្កើត្រកុមអន្តរាគមន៍ពិេសស េដាយសំុេវៀតណាមជយួបណkÖះបណាÔ8ល,” ថ្មីៗ , ២២ ឧសភា 
២០១៩, https://thmeythmey.com/?page=detail&id=78424  (បានចលូេមើលចងុេ្រកាយ ២២ មករា ២០២០)［トメイ・トメ

イ「プノンペン警察本部長が特別介入団を設置し、ベトナムにこの養成を要請する」トメイ・トメイ（2019年 5月 22日）、

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=78424（最終アクセス：2020年1月22日）］。 
369  ស វAជយ័, “ទភីាJ8កង់ារសារពតម៌ានេវៀតណាមសន8�ជួយបណkÖះបណាÔ8លម�ន្តីបេច្ចកេទសដល់ម�ន្តទីីភាJ8ក់ងារសារពត៌
មានកម្ព@ជា,” ្រកសួងពត៌មាន, ១១ ធ្ន� ២០១៩, https://www.information.gov.kh/detail/370268  (បានចលូេមើលចុង
េ្រកាយ ២២ មករា ២០២០)［サ・ヴィチェイ「ベトナム情報機構は、カンボジア情報機構の官吏の養成を約束する」情報省

（2019年12月11日）、https://www.information.gov.kh/detail/370268（最終アクセス：2020年1月22日）］。 
370  េសៅ សុខេអង, “េវៀតណាមនងឹបo្ជ�ន្រគ¾មកបណkÖះបណាÔ8លែផ្នកអធកិារកចិ្ចេនៅកម្ព@ជា,” ថ្មីៗ, ១៦ តលុា ២០១៩, 
https://thmeythmey.com/?page=detail&id=83995  (បានចលូេមើលចងុេ្រកាយ ២២ មករា ២០២០)［サウ・ソクエン「ベトナ
ムがカンボジアにおける査察部門養成のために講師を派遣する」トメイ・トメイ（2019 年 10 月 16 日）、

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=83995（最終アクセス：2020年1月22日）］。 
371 違う観点からの分析となるが、同一の事実を述べる山田（2019年）・前掲注（344）89-90頁を参照。 
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「カンボジア国王は、君臨するが、権力を持たない」と定めているため、伝統法における絶対君主

制ではなくて、一応、立憲君主制である。 

しかし、後述するフランス憲法の影響によるが、国王は1947年憲法に類似する権限および地位

を有しており執行権、立法権および裁判権のみならず軍事活動、外務活動等あらゆる国家作用に関

与している。国王の活動に関する1993年憲法の規定に曖昧なところが多く、ときに矛盾しあう場合

もあるから、状況次第では、国王が強大な支配力を行使しうる可能性は、皆無とはいえない372。要

するに、伝統法のような国王による支配の余地は完全に排除されていない。 

第2に、国教について、1993年憲法43条第3項が、「仏教は、国教である」と定めている。その

解釈として、憲法院は、その決定 107/003/2009CCC.Ch号（2009年 12月 23日）において、仏教に

関するあらゆる規範文書、国家活動および市民の活動が憲法 43条第 3項の趣旨に合致するものと

し、「国家は、国教として相応しい発展および繁栄をさせるために、仏教分野を援助し、支持し、引

き上げてきた」のであると判示した373。 

これを実現するために、まず、祭典および宗教省（្រកសួងធម្មការ នងិសាសនា）が1996年に設

置されており、特に国教である仏教を中心とするカンボジアに所在し活動する全ての宗教に対する

指導と監督、宗教分野に関する紛争処理をその任務とする374。また、「国教に対する侵害」すなわち、

仏教に関する物品の窃盗や毀損、宗教者に対する暴力や侮辱を犯罪とするための法制度が整備され

た375。また、宗教者間の対立を解決するための長老僧会等の紛争処理組織が設置された376。 

                                                
372 Macalister Brown and Joseph J. Zasloff, Cambodia: Confounds the Peacemakers 1979-1998 (Cornell University, 
1998), 201、鮎京・前傾注（275）57頁、鮎京・前掲注（32）244-245頁。これに対して、四本（1999年）・前掲注（37）88

頁は、法律によって国王の権限は制限されていることに注目している。 
373  េសចក្តសីេ្រមចរបស់្រកមុ្របឹក8\ធម្មនុop, េលខ ១០៧/០០៣/២០០៩ កបធ.ច, ២៧ ធ្ន� ២០០៩［憲法院の決定

107/003/2009CCC.Ch号（2009年12月27日）］。 
374 ច8_បស់្តីពកីារបេង្កើត្រកសួងធម្មការនងិសាសនា, េលខនស/រកម/០១៩៦/១៩, ២៤ មករា ១៩៩៦［祭典および宗教省の設

置に関する法律NS/RKM/0196/19号（1996年1月24日）］、អនុ្រកតឹ8jស្តីពកីារេរៀបចំនងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងធម្មការនងិ
សាសនា, េលខ១៣/អន្រក/បក, ១៩ កមុ្ភៈ ១៩៩៨［祭典および宗教省の組織および運営に関する政令13/ANK/BK号（1998

年2月19日）］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបចនំងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងធម្មការនិងសាសនា, េលខ១៥៤/អន្រក/បក, ១១ ក
ក្កដា ២០១១［祭典および宗教省の組織および運営に関する政令154/ANK/BK号（2011年7月11日）］（以下、「宗教省政令」

という。）。 
375 ្រកម្រពហ្មទណ�, េលខនស/រកម/១១០៩/០២២, ៣០ វAច្ឆិកា ២០០៩, មា្រតា ៥០៨, មា្រតា៥០៩, មា្រតា៥១០, មា្រតា៥១១, 
មា្រតា៥១២, មា្រតា៥១៣, មា្រតា៥១៤, មា្រតា៥១៥, មា្រតា ៥១៦［刑法典NS/RKM/1109/022号（2009年11月30日）508

条、509条、510条、511条、512条、513条、514条、515条、516条］。 
376  អនុ្រកឹត8jស្តីពកីារបេង្កើតេថរសភាៃន្រពះពុទ្ធសាសនាេនៅ្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, េលខ៥៧៦អន្រក/បក, ២៤ សីហា 
២០០៦［カンボジア王国における仏教の長老僧会の設置に関する政令576ANK/BK号（2006年8月24日）］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការ
បេង្កើតេថរសភារាជធាន ីេខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ�ៃន្រពះពទុ្ធសាសនាេថរវាទេនៅ្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, េលខ៣៤អន្រក/បក, 
៦ កមុ្ភៈ ២០០៩［カンボジア王国における仏教の州・首都、市郡区長老僧会の設置に関する政令34ANK/BK号（2009年2月6

日）］、宗教省政令5条、អនុ្រកឹត8jស្តីពកីារបេង្កើតេថរសភាៃន្រពះពទុ្ធសាសនាៃនគណៈធម្មយុត្តកិនកិាយៃន្រពះរាជាណាច្រក
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しかし、このような伝統法の存続が見られることは、フランス憲法の影響を否定することにはな

らない。むしろ、1993年憲法における君主制の規定および議院内閣制（the parliamentary system）

は、全体として、1947年憲法への復帰であったとすら指摘されている377。この1993年憲法への1947

年憲法の影響は、前述において明らかになったフランス 1946 年憲法の影響を意味しているのであ

る。 

本論文の対象からやや外れることになるが、フランス法の影響が強いことを強調しようとすれば、

1947年憲法には存在しなかったが、フランス1946年憲法および1958年 10月 5日に公布されたフ

ランス1958年憲法における大統領に関する権限および地位と類似する国王に関する1993年憲法の

規定も見られる。具体的に、国防高等評議会（ឧត្តម្រកុម្របឹក8\ការពារជាត、ិconseils supérieurs 

de la défense nationale）を主宰する国王の地位は、前述したフランスの両憲法と同じである378。

また、王国の独立、主権および領土の一体性の保障379、公権力の確実な運営を保障する裁定権380、憲

法院の構成員（3分の1）の任命権381、裁判権の独立の保障382、公布する前の法律および公布した後

の法律の合憲性審査の請求権383は、実権を有し、三権の上に立つと言われるフランス1958年憲法に

おける共和国大統領が有する国家の一体性の保障384、裁判権の独立の保障385、条約および法律の合

憲性審査付託権386等と類似していると考えられる387。そのため1993年憲法における国王は、権力を

持たないという制限規定を除けば、フランス1958年憲法における大統領に似ている（compared to）

と評価されている388。1947 年憲法に存在しなかった憲法院制度も、基本的にフランス 1958 年憲法

の影響を受けた制度であると指摘されている389。 

                                                
កម្ព@ជា, េលខ២៨០អន្រក/បក, ៣១ តលុា ២០១៤［カンボジア王国におけるトアマユット派の仏教長老僧会の設置に関する

政令280ANK/BK号（2014年10月31日）］。 
377 Macalister Brown and Joseph J. Zasloff, supra note 372, at 200、四本（1999年）・前掲注（37）3頁、木村・前掲

注（39）235頁。 
378 フランス1946年憲法33条、フランス1958年憲法15条、1993年憲法新24条。 
379 1993年憲法9条。 
380 同上8条第2項。 
381 同上新137条（旧118条）第1項。 
382 同上新132条（旧113条）。 
383 同上新140条第1項、新141条第1項。 
384 フランス1958年憲法5条。 
385 同上64条第1項。 
386 同上54条、56条、61条。 
387 フランスの第5共和制における大統領の地位や権限についての解説は、辻村みよ子＝糠塚康江『フランス憲法入門』（三

省堂、2012年）117-120頁、滝沢正『フランス法』（三省堂、第5版、2018年）125-130頁。 
388 Jean-Luc Gregorczyk, “The Influence of French Legal Concepts on The Cambodian Constitution of 1993,” in 

Cambodian Constitutional Law, eds. Hor Peng, Kong Phallack and Jörg Menzel (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016), 
605. 
389 鮎京・前掲注（32）245頁。 
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以上、権限を持たないと定められた1993年憲法における国王が、立法権、執行権および裁判権

という三権、軍事、憲法適合性等国家権力のあらゆる作用にこのように関与しうるところには、フ

ランス法における大統領制度の強い影響を発見することができよう。 

国家権力といえば、1993年憲法は、複数政党制自由民主主義とともに、市民が保護する義務を負

う国民主権原則（េគាលការណអ៍ធបិេតយ8jជាត）ិを50条に定めた上で、1947年憲法と同様に、権

力を立法権、執行権および裁判権に分割し、立法権は国民議会（រដ្ឋសភា）および元老院がこれを持

つと定め、裁判権は最高裁判所ならびに全ての審級の裁判機関に与えている390。執行権を行使する

機関に関する1993年憲法の明文の規定はないが、大臣会議の組織法律という法律レベルで、王国政

府が1993年憲法に定められた執行組織であると定められている391。このような三権分立は、フラン

ス法において18世紀末に完成した権力分立原則に由来するものだと思われる392。 

以上で 1993年憲法の政治体制や主権などの主要な部分に対する伝統法およびフランス法の影響

がいくつか確認されたが、ここに加えて以下のように、社会主義法の影響も確認できる。 

社会主義法の内容について、一般論では、カンボジアの1993年憲法は、「共産主義の実務」393や、

1989 年憲法の影響394が指摘されている。1989 年憲法は、1981 年憲法を修正したものである。1989

年憲法の1993年憲法への具体的な影響については、1993年憲法の人権規定が、1989年憲法を下敷

きにしたと指摘されている395。 

1993年憲法と1981年憲法および1989年憲法との単純な条文比較をしてみると、第1に、1993

年憲法51条第2項は、「クメール市民は、自身の国の運命の主人である」、その第3項が「権力は、

市民に属する。市民は、自身の権力を、国民議会、元老院、王国政府および裁判所を通じて行使す

る」と定める。これは、「人民」（្របជាជន）を「市民」（្របជាពលរដ្ឋ）へと変更したと考えれば、

1981年憲法および1989年憲法2条とさほど変わらないことになる。 

第2に、国家財産について、1993年憲法58条第1項に定められた「土地、地下、山、海、海底、

海底深部、海岸、空、島、大小の河川、湖沼、森林、天然資源、経済・文化施設、国防基地および

国有であると定めるその他の建造物等は、国有財産とする」という規定は、1981年憲法および1989

                                                
390 1993年憲法新90条（2）第1項、新99条第1項。  
391 ច8_បស់្តីពកីារេរៀបចំ នងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃនគណៈរដ្ឋម�ន្តី, េលខ នស/រកម/០៦១៨/០១២, ២៨ មថិនុា ២០១៨, មា្រតា ១
［大臣会議の組織および運営に関する法律NS/RKM/0618/012号（2018年6月28日）1条］（以下、「大臣会議法」という。）。 
392 フランスにおける権力分立原則の完成については、辻村・前掲注（387）17頁を参照。 
393 Yan Vandeluxe, supra note 38, at 112. 
394 Jörg Menzel (2008), supra note 28, at 50; Jörg Menzel (2016), supra note 28, at 19. 
395 Marks P. Stephen,“The New Cambodian Constitution: From Civil War to a Fragile Democracy,” Columbia Human 

Rights Law Review vol. 26, no. 1 (1994): 75-85; Macalister Brown and Joseph J. Zasloff, supra note 372, at 200、

木村・前掲注（39）200-204頁を参照。 
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年憲法14条に定められた「土地、森林、海、河川、湖沼、天然資源、経済・文化施設、国防基地お

よび国有であるその他の建造物は、国有財産とする」という文言よりも詳細化しているが、基本的

には同様の定め方である。市場経済を採用した1993年憲法が、従来と同様の規定を置いていること

が、注目される。ここには1975年以後の経済体制との連続性があるように思われるからである396。 

第3に、一見すると伝統法のように見えるが、社会主義法の影響を受けたものと解される規定と

して、1993年憲法47条があげられる。同条は、「子」が「クメールの風俗習慣」に従い、「老年の父

母」を養う「義務を負う」と定める。この義務は、仏教およびクメールの風俗習慣に由来すると論

じる者がある397が、憲法の文言上では、1981年憲法8条によってはじめて登場した規定である。そ

の後に 1989 年憲法 8 条に引き継がれて、現行憲法まで連続したものである。社会主義諸国の憲法

を検討してみても、1981年憲法以前に公布されたソ連1977年憲法66条やベトナム1980年憲法64

条にも類似した規定が存在していた。 

3．立法制度 

立法権を詳細に見ていくと、1993年憲法では、国民議会のみがこれを行使することができると定

めた1947年憲法と異なり、元老院がここに加わる。国民議会は、直接選挙によって選出されるのに

対して、元老院は、制限選挙によって選出される議員が多く、その2名の議員が国民議会によって

選出される398。この元老院は、国民議会が可決した法律案を検討し、これに対する意見を述べる権

限しか持っておらず、国民議会との対立が生じた場合には国民議会が最終的な可決権を有する399。

元老院は、立法機能において諮問的な役割にとどまっているのである400。このような国民議会が優

位性を有する2院制の特徴は、フランス1946年憲法の影響を受けたものである401。 

国民議会制度に対するフランス法の影響を具体的に検討してみるならば、国民議会の国民代表機

能があげられる。1993年憲法77条第1項は「国民議会における人民代表は、自らの選挙区におけ

る人民代表のみならず、クメール国民全体の代表である」と定め、その第2項は「諸命令的委任は

無効とする」と定めている。これは、1993年憲法49条に定められた国民主権の定義に関連するも

のであって、1947年憲法54条（旧53条）と類似している402。 

                                                
396 この点について、エジェン・コヌユ・前掲注（342）87頁を参照。 
397 Siphana Sok and Denora Sarin, Legal System of Cambodia (Phnom Penh: Cambodian Legal Resources Development 
Center (CLRDC), 1998), 31. 
398 1993年憲法新76条第2項、新99条第3項、新100条。 
399 1947年憲法83条（旧78条）、1993年憲法新113条。 
400 Yan Vandeluxe, “The Senate of the Kingdom of Cambodia,” in Cambodian Constitutional Law, eds. Hor Peng, 
Kong Phallack and Jörg Menzel (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016), 150. 
401 フランス1946年憲法における国民議会が優位性を有する2院制については、辻村・前掲注（387）87頁を参照。 
402 エジェン・コヌユ・前掲注（342）119頁を参照。 
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議会制度についても、社会主義法の影響が全くないわけではない。実際、1993年憲法における国

民議会の権限に関する規定の文言は、ほぼ 1989年憲法48条と同じである。特に、国家計画可決権

限は明らかに1989年憲法にしかない規定である。これに基づいて、国家計画は、例えば、2019-2023

年国家開発戦略計画が2019年 7月 25日付の「2019-2023年国家開発戦略計画承認可決に関する法

律NS/RKM/0719/011号」によって公布されたように、法律という法形式を採用している。 

法形式について、憲法では、憲法、法律、王令および勅令しか定められていない。王令は、国民

議会が可決し、元老院が検討を尽くした後の憲法および法律を公布する形式である403。勅令は、国

王が大臣会議の提案に基づいてこれに署名する404。具体的には、大臣会議の提案に基づく高位官吏

の任命、異動または解任に関する勅令がある405。しかし、国民議会が信任した大臣会議を任命する

勅令406、選挙管理国家委員会の委員を任命する勅令407、司法官職高等評議会の提案に基づく裁判官

の任命、異動、罷免に関する勅令408については、大臣会議の提案に基づくのか否かに関する明文の

規定がない。このような勅令には、大臣会議の提案を必要としないと解されている409。任命等を内

容とする勅令は、個別的勅令（្រពះរាជ្រកឹត8jមានលក្ខណៈជាឯកត្តភតូ）と呼ばれており、一般命令

的勅令（្រពះរាជ្រកតឹ8jមានលក្ខណៈជាបទបt©8ទូេទៅ）とは区別されている410。 

憲法に定められていない法形式として、大臣会議法は、首相が署名する王国政府の政令等の諸命

令を定めている411。政令等の命令も、一般命令的政令および個別的政令という 2 つの性質を有する

412。また地方行政機関の規範文書である条例（ដីកា）も、一般命令的条例（ដីកាែដលមានលក្ខណៈ
ជាបទបt©8ទូេទៅ）と個別的条例（ដីកាែដលមានលក្ខណៈជាឯកត្តភតូ）に区別され、これらは2014

年の政令に根拠を有する413。 

                                                
403 1993年憲法新28条第1項。 
404 同上新28条第1項。 
405 同上21条第1項。 
406 同上新119条（旧100条）第1項。 
407 同上新151条（二）第3項。この条文の後に「（二）」をつける条文の書き方は、日本における「〜条の2」と異なるため、

カンボジアにおける記載の仕方をそのまま用いることとする。 
408 1993年憲法21条第2項。 
409 サーイ・ボーリー・前掲注（118）100-101頁。 
410 ទីស្តកីារគណៈរដ្ឋម�ន្ត,ី េសៀវេភៅែណនំាស្តីពនីីតិវAធ ីនងិវAធានៃនការតាក់ែតងេសចក្តី្រពាងច8_ប ់និងលិខតិបទដា78នគតិ
យុត្តេផ8�ងៗេទៀត (២០១៣), ៣១［大臣会議官房局『大臣会議提出法律案その他法規範文書の作成に関する手続および規律

に関する指導書』（2013年）31頁］。この指導書は、សារាចរែណនំារបស់រាជរដា78ភិបាលស្តពីីការអនុវត្តេគាលការណ៍ែណនំា
អំពនីីតិវAធនីិងវAធានៃនការតាក់ែតងេសចក្តី្រពាងច8_បន់ិងលិខតិបទដា78នគតិយុត្តេផ8�ងេទៀត, េលខ ០៣. សរ, ២៩ ឧសភា 
២០១៣［大臣会議提出法律案その他法規範文書の作成に関する手続および規律に関する指導原則の執行に関する指導通達

03.SR号（王国政府、2013年5月29日）］の付録文書である。 
411 大臣会議法18条、47条。 
412 同上24条、46条第2項。 
413 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីនតីិវAធីស្រមាបក់ារេរៀបចំ ការែកែ្រប នងិការលុបេចាលដកីារបស់្រកមុ្របឹក8\រាជធានី ្រកមុ្របឹក8\េខត្ត ្រកមុ
្របឹក8\្រកងុ ្រកមុ្របឹក8\្រសុក និង្រកមុ្របកឹ8\ខណ�, េលខ ២៨៦.អន្រក.បក, ១៨ វAច្ឆកិា ២០១៤, មា្រតា ៤, មា្រតា ២៨, មា្រតា 
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さて、以上の法形式の多くは、前述したフランス法の影響および社会主義法の影響を受けた時代

に形成された法形式と同じものである。特に、一般性と個別性という両方の性質を有するものは、

フランス法の影響を実証している。しかし、社会主義法の影響として、政令があげられる。政令は、

1940年に「決定」という名称で法定されたが、1946年に廃止され、1975年までにこれを再び法定

した規範文書がなかったのに対して、社会主義法の影響を受けた時代において、前述したように現

在と同じ名称である政令が規範文書の一種に組み込まれたのである。また、大臣が制定する省令、

決定、通達および指導は、王国政府の規範文書に対立することができないと定められ414、憲法、法

律、勅令、政令および効力を有する規範文書の規定に反する規定を設けた条例は、その効力を有し

ないと定められている415。このように上級機関と下級機関がそれぞれ定める命令について、階層構

造における上位の規範文書に反することができないが、例え上位の規範文書に根拠がなくてもそれ

に対する対立がない限り効力を有することにも、社会主義法の影響があるといえる。 

また、社会主義時代に公布された諸法令には存続するものがある。例えば、1988年に公布された

「契約および契約外責任に関するデクレ法」416および1989年に公布された「婚姻および家族に関す

る法律」417は、2007年に公布された「民法典」418を適用するために、2011年に公布された「民法〔典〕

の適用に関する法律」の規定によって原則としてその効力を失ったが、この例外として個別の条文

には、効力が維持されたままのものもある419。また、失効したはずの規範文書を明文の規定により

廃止する慣行がほとんどないカンボジア立法の特徴により、社会主義時代に公布された規範文書が

効力を失ったのか否かについて不明である場合も少なくない420。 

以上で立法制度に関連するフランス法および社会主義法の影響を論じたが、これは立法制度に対

する伝統法の存続を否定することには必ずしもならない。国王は、慣習に基づいて行政組織の設置

                                                
៣៩［首都評議会、州評議会、市評議会、郡評議会および区評議会の条例の整備、修正および取消しのための手続に関する政

令286.ANK.BK号（2014年11月18日）4条、28条、39条］。 
414 大臣会議法18条、47条。 
415 同上6条。 
416 ្រកឹត8jច8_បស់្តីពកីចិ្ចសន8� នងិការទទលួខុស្រត¾វេ្រកៅកចិ្ចសន8�, េលខ ៣៨ ្រក.ច, ២៨ តលុា ១៩៨៨［契約および契約外

責任に関するデクレ法38 Kr.Ch号（1988年10月28日）］。 
417 ច8_បស់្តីពអីាពាហ៍ពិពាហ៍ នងិ្រគÊសារ, េលខ ៥៦ ្រក., ២៦ កក្កដា ១៩៨៩［婚姻および家族に関する法律56Kr.号（1989

年7月26日）］。 
418 ្រកមរដ្ឋប8§េវណ,ី េលខ នស/រកម/១២០៧/០៣០, ៨ ធ្ន� ២០០៧［民法典NS/RKM/1207/030号（2007年12月8日）］。 

419 ច8_បស់្តីពកីារអនុវត្ត្រកមរដ្ឋប8§េវណ,ី េលខ នស/រកម/០៥១១/០០៧, ៣១ ឧសភា ២០១១, មា្រតា ៧៨, មា្រតា ៧៩［民法
〔典〕の適用に関する法律NS/RKM/0511/007号（2011年5月31日）78条、79条］。 
420 なお、今日のカンボジアでは、政治的な理由により、1979年以後の規範文書のみを用いて、（原則として）サンクムの時

代の法律を用いないため、法律の不足の問題が生じていると批判されてもいる。サーイ・ボーリー・前掲注（118）350-351

頁を参照。 
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に関する勅令を発することができると解されている421。これは、超法的な絶対君主制が残存したも

のの表現だと捉えることもできよう。 

4．行政制度 

中央行政機関である大臣会議およびその構成員の名称は、1975 年代以前の規範文書に起源を有

するものである。大臣会議は、首相によって指導され、他の構成員は、副首相、国務大臣および大

臣である。大臣会議の形式だけではなくて、国王による首相の指名、首相による大臣会議の構成員

に関する提案および国民議会の信任を得た後の国王による任命という大臣会議の構成のされ方も、

当時のそれと類似している422。これは、1993年憲法が、1947年憲法と同様に、フランス1946年憲

法に類似する国民議会が優越的地位を有する議院内閣制を採用しているからである423。大臣会議の

任命は、国民議会の信任を得た後でなければならない424。王国政府の構成員は、王国政府の政治全

般について、国民議会に対して連帯して責任を負う425。これに応じて、国民議会は、不信任動議（ញត្តិ
បេនា¤8ស）の可決により、王国政府を総辞職させることができる426。国民議会の解散は、王国政府が

一定の期間内に2回にわたり総辞職させられた場合に限り、首相がこれを提案することができるが、

国民議会議長の同意を得た後のみに解散が可能である427。国民議会は、王国政府の構成員が、重罪

（បទឧ្រកិដ្ឋ）または軽罪（បទមជ8Óិម）を犯した場合および重大な非違行為を行なった場合には、

その構成員を訴追する権限を有する428。 

地方行政について、現在の行政区域が首都州、市郡区および町村という3層に区分されている特

徴は、フランス保護領時代にさかのぼる。ポル・ポト政権下ではこれは一度廃止されたが、1979年

以後に復活して、現在まで存続している429。フランスから継承した中央集権型の国地方組織が維持

されてきていると指摘されているように430、行政制度に対するフランス法の影響には大きなものが

                                                
421 カンボジアにおける慣習（បេវណ）ីに従って、国王は、憲法および法規範（ច8_ប់បទដា78ន）に基づくことなく、勅令を制

定することができる。なお、この種の勅令は、主に、国王の下部組織の編成に関するものであって、具体的には、国王官房

の構成員、国王軍事評議会の構成員および国王個人最高顧問を任命する勅令等のことである（サーイ・ボーリー・前掲注（118）

102-108頁）。 
422 1947年憲法39条、90条（旧80条）、1993年憲法新19条（二）、新119条（二）。 
423 Hor Peng, “The Reform of Parliament in Cambodia: Towards Effective Working Parliament in Term of Strong 

Representation” (doctoral thesis, Nagoya University, n.d.(2004 or 2005)), 10. 
424 1947年憲法97条第2項、1993年憲法新119条（二）第1項。 
425 1947年憲法98条（旧81条）、1993年憲法新121条（旧102条）。 
426 1947年憲法102条（旧85条）、1993年憲法新98条（一）。 
427 1947年憲法73条（旧69条）、1993年憲法78条。 
428 1947年憲法新110条（旧92条）、1993年憲法新126条（旧107条）。 
429 高橋・前掲注（103）85頁、89頁、96-97頁、100頁、岡島克樹「カンボジアの地方行政システム－その変遷と現況－」

大谷女子大学紀要39号（2005年）90-91頁。 
430  Theng Chan-Sangvar, “Cambodian Administrative Law: The Inception under Globalization and Transition” 

(paper presented at International Symposium on Transformation of Administrative Law under Global and Transition: 

In Search of the Theory for Comparative Administrative Law-Models and Common Principles, Faculty of Humanities , 

Law & Economics of Mie University, Graduate School of Law of Nagoya University and Center for Asian Legal 



 67 

ある。 

しかし行政制度における社会主義法の影響は、消えたわけではない。一例として、町村の評議会

が当該町村の市民による直接選挙で選出される431が、市郡区評議会は町村評議会の構成員が選挙人

となる間接選挙で選出される432。この仕組みは、社会主義時代の革命人民委員会の選出方法と類似

している433。 

社会主義法と同様に、行政制度に対する伝統法の影響も残っている。首相および大臣会議による

国王への謁見がその一例である434。首都州首長を含む高位官吏の任命が大臣会議または首相の提案

に基づいて国王によって行われるのも、その一例である435。もっとも、これらの特徴は、1947年憲

法における国王やフランス 1946 年憲法における大統領の規定にも見られるので、伝統法だけでは

説明できないということも付言しなければならない。 

むしろ、行政制度に対する伝統法の影響として特筆する必要があるのは、国王による称号付与で

あろう。伝統法上の首相だといわれるアケア・モハー・セナーに類似するソムダッチ・アケア・モ

ハー・セナー・パデイ・デッチョーという称号をフン・サエン首相436に、陸軍を担当する大臣だと

いわれるチャクレイに類似するソムダッチ・アケア・モハー・プニア・チャクレイという称号を国

民議会のヘン・ソムルン議長437に、水軍を担当する大臣だといわれるクロラー・ハオムに類似する

ソムダッチ・クロラー・ハオムという称号をソー・ケン副首相兼内務大臣438に付与した439。また、国

                                                
Exchange of Nagoya University, January 30-31, 2011), 28. 
431 ច8_បស់្តីពកីារ្រគប់្រគងរដ្ឋបាលឃំុសងាÁ8ត,់ េលខនស/រកម/០៣០១/០៥, ១៩ មីនា ២០០១, មា្រតា១០［町村行政管理に

関する法律NS/RKM/0301/05号（2001年3月19日）10条］（以下、「町村行政管理法」という。）。 
432 ច8_ប់ស្តពីកីារ្រគប់្រគងរដ្ឋបាលរាជធានី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ�, េលខនស/រកម/០៥០៨/០១៧, ២៤ ឧសភា ២០០៨, 
មា្រតា១៤［首都州市郡区行政管理に関する法律NS/RKM/0508/017号（2008年5月24日）14条］（以下、「首都州市郡区行

政管理法」という。）、ច8_ប់ស្តពីីការេបាះេឆាJ8តេ្រជើសេរ�ស្រកមុ្របកឹ8\រាជធាន ី្រកុម្របឹក8\េខត្ត ្រកុម្របឹក8\្រកុង ្រកមុ្របឹក8\
្រសុក្រកមុ្របឹក8\ខណ�, េលខនស/រកម/០៥០៨/០១៨, ២៤ ឧសភា ២០០៨, មា្រតា២៧［首都評議会州評議会市評議会郡評

議会区評議会選出選挙に関する法律NS/RKM/0508/018号（2008年5月24日）27条］。 
433 カンボジアにおける地方行政の最近の研究として、Sun Chhun Hieng, “Legal Problems of Local Administration System 

in Cambodia: Seeking for a Local Autonomy System by Decentralization Reform,” (LL.D Diss., Nagoya University, 

2021）を参照。 
434 1993年憲法20条。 
435 同上123条、大臣会議法23条。 
436 ្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/១០០៧/៥០៦, ១២ តលុា ២០០៧［勅令NS/RKT/1007/506号（2007年10月12日）］。 

437 ្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/១០០៧/៥០៤, ១២ តលុា ២០០៧［勅令NS/RKT/1007/504号（2007年10月12日）］。 

438 ្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/០៦១៥/៦៣៤, ១៤ មថិុនា ២០១៥［勅令NS/RKT/0615/634号（2015年6月14日）］。 
439 これらの伝統法上の称号を定めた古法として、チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・前掲

注（55）155-182頁）、チバップ・クロム・チャウヴァーイ・スロック（1828年）（ニョック・タエム・前掲注(98)616頁）、

チバップ・プレアハ・トアマヌニュ（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（75）282頁）、チバップ・リアッカナ・

ウトー（1853 年）4 条（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）459 頁）があげられる。これらの称号に当たる職名は、

Étienne Aymonier, supra note  88, at 25-26; Adhémard Leclère, supra note 134, at 71, 79-80、キン・ソック著（石

澤良昭訳）・前掲注（70）307頁、傘谷・前掲注（48）61頁以下、トラング・ンギア・前掲注（69）54頁、60頁を参照。 
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王は、高価な貢ぎ物を献上した者に対して、オクニャーという称号を付与した440ように、現在にお

いても篤志家などにその称号を付与している441。このような国王による称号の付与は、全て慣習に

基づく勅令によるものである。例えば、カンボジア王立研究所の称号についての一般法制度として

2018年に勅令が公布され442、一応法制度のようなものが確立したよう見えるが、1993年憲法のいか

なる規定やいかなる法律にもその根拠が定められていないため、これも慣習に基づく勅令にすぎな

いだろう443。 

5．裁判制度 

裁判制度へのフランス法の影響という場合には、まず、司法官職高等評議会の存在があげられる。

1993年憲法においても、名称が若干変更されたが、国王が主宰者となる司法官職高等評議会が設置

され、司法系統の司法官（េចៅ្រកមែផ្នកយុតាÑ8ធិការ）の任命、異動または罷免（ដក）444を提案し、

非違行為をした司法官の懲戒を決定し、裁判権の独立（ឯករាជ8j）を保障する事務を補助するための

組織である445。この司法官職高等評議会の構成員について、1993 年憲法はこれを定めていないが、

その組織法律において、司法大臣、国民議会によって選出される構成員ならびに司法官を構成する

各級の裁判官および検察官によって選出される構成員と定められている446。 

1993年以後は、予算等の実務的問題もあって単純ではないが、英米法系の法制度の導入よりも、

むしろフランス法の影響に接ぎ木して法整備支援が行われるという傾向がある。刑事訴訟における

予審判事の存在、各州における始審裁判所（សាលាដបំូង）、控訴裁判所（សាលាឧទ្ធរណ）៍の設置

が、その一例である447。特に、予審判事制度は、フランス保護領時代の遺物だと指摘されている448。

                                                
440 David Chandler, supra note 72, at 108-109. 
441 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការែកស្រមÊលចណំÍចទ១ី មា្រតា២ ៃនអនុ្រកតឹ8jេលខ ១៥ អន្រក ចុះៃថ្ងទី០៥ ែខេមសា ឆាJ8១ំ៩៩៤, េលខ ៤៣ 
អន្រក. បក, ២០ មីនា ២០២០, មា្រតាមួយ［1994年 4月 5日付政令 15ANK号2条第1号の修正に関する政令 43ANK.BK号

（2020年3月20日）一条］。 
442 ្រពះរាជ្រកឹត8jស្តីពី្រកបខណ�េគារមងារៃនរាជបណ�តិ8jសភាកម្ព@ជា, េលខនស/រកត/០១១៨/០៩៧, ២៩ មករា ២០១៨［カ
ンボジア王立研究所の称号枠組みに関する勅令NS/RKM/0118/097号（2018年1月29日）］。 
443 サーイ・ボーリー・前掲注（118）105頁、េហៀង សាង, នីតិរដ្ឋបាលទូេទៅ, េបាះពុម្ពេលើកទ ី៣ (២០១៥), ៥២, ៥៣［ヒ
アン・サーン『行政法総論』（第3版、2015年）52頁、53頁］。 
444 なお、1993年憲法新133条（旧114条）は、司法官は、その職を罷免する（ដកពមីុខងារ）ことができないと定めている。 
445 1993年憲法21条、新133条（旧114条）。 
446 ច8_បស់្តីពកីារេរៀបច ំនងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃនឧត្តម្រកុម្របឹក8\ៃនអង្គេចៅ្រកម, េលខ នស/រកម/០៧១៤/០១៧, ១៦ កក្កដា 
២០១៤, មា្រតា ៤［司法官職高等評議会の組織および運営に関する法律NS/RKM/0714/017号（2014年7月16日）4条］。 

447 ្រពះរាជ្របកាសេលខ ១១៨, ១៤ េសបតម ១៩២២, ្របការ ២១, ្របការ ៣១, ្របការ ៣២, ្របការ ៣៣, ្របការ ៣៤［王令
118 号（1922年 9月 14日）21条、31条、32条、33条、34条］、ច8_ប់ស្តពីកីារេរៀបចំអង្គការតលុាការ, េលខ នស/រកម/
០៧១៤/០១៥, ១៦ កក្កដា ២០១៤, មា្រតា ៣, មា្រតា ១២, មា្រតា ៤៣, មា្រតា ៤៤, មា្រតា ៤៥, មា្រតា ៤៦, មា្រតា ៤៧［裁
判所組織に関する法律NS/RKM/0714/015号（2014年7月 16日）3条、12条、43条、44条、45条、46条、47条］（以下、

「新裁判所法」という。）。 
448 ベアトリス・前掲注（26）140頁。 
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この傾向は変わらず、2014年には、始審裁判所に民事裁判所や刑事裁判所という専門裁判所、控訴

裁判所および最高裁判所に民事部や刑事部という専門部が設置されるようになった449。 

もっとも、1993年憲法の下では、128条第3項により行政事件（េរឿងក្តីរដ្ឋបាល）が裁判権に属

するとはいえ、特別の行政裁判所や行政訴訟制度が整備されていない。フランス保護領時代に形成

されたはずの公法と私法の峻別は、見られないのである。しかし、学説には、行政事件の概念が存

在することをもって、憲法が公法と私法を峻別していると解する論者もある450。実際に、公の施設

を管理する法人（直訳すれば、行政的公施設法人、្រគះឹសា|8នសាធារណៈរដ្ឋបាល）の他、地方組織

である首都州および市郡区が、公法上の法人（នីតិបគុ្គលៃននីតសិាធារណៈ、personne morale du 

droit public、public legal entity）に区分されている451。公法上の法人に属する公的所有権

（កម្មសិទ្ធិសាធារណៈ）の概念も存在している452。なによりも、フランス型行政裁判所制度を前提

とする司法系統の司法官という用語が前述したとおりに残存していることも、フランス法の影響を

実証するものとなるだろう。 

以上のようにフランス法の影響を受けていると解される裁判制度であるが、社会主義法の影響を

強く受けているとも指摘されている453。これによれば、1990年代初頭に、最高国民評議会（NSC）が

1992年 9月 10日に決定した「過渡期におけるカンボジアに適用される裁判制度ならびに刑法およ

び刑事訴訟に関する規定」454、カンボジアの国家評議会が1993年3月8日に制定した「刑事訴訟に

関する法律」455があったにもかかわらず、ベトナム−クメールモデルの社会主義法が実際には存続し

ていたとされる456。 

                                                
449 新裁判所法14条、37条、57条。 
450 Theng Chan-Sangvar, “Administration: The Constitution as a Guiding Framework for Administrative Law,” in 

Cambodian Constitutional Law, eds. Hor Peng, Kong Phallack and Jörg Menzel (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016), 
255. 
451 首都州市郡区行政管理法 9 条、្រពះរាជ្រកតឹ8jស្តពីលីក្ខន្តិកៈគតយុិត្តៃន្រគឹះសា|8នសាធារណៈរដ្ឋបាល, េលខ នស/រកត/
០៨១៥/៨៧២, ៨ សីហា ២០១៥, មា្រតា ៤［行政的公施設法人の地位に関する勅令NS/RKT/0815/872号（2015年8月8日）

4条］。 
452 ច8_បភ់ូមបិាល, េលខ នស/រកម/០៨០១/១៤, ៣០ សីហា ២០០១, មា្រតា ១៣, មា្រតា ១៤, មា្រតា ១៥［土地法

NS/RKM/0801/14号（2001年8月30日）13条、14条、15条］（以下、「土地法」という。）。 
453 Basil Fernando, supra note 334, at vi. 
454 Provisions Relating to The Judiciary and Criminal Law and Procedure Applicable in Cambodia During The 

Transitional Period, 10 September 1992、បទបopត្តសិ្តីពី្របពន័្ធតលុាការ ច8_ប់្រពហ្មទណ� នងិនតីិវAធី្រពហ្មទណ�សំរាប់
អនុវត្តេនៅ្របេទសកម្ព@ជាក្ន@ងសម័យអន្តរកាល, ១០ កtu8 ១៩៩២［過渡期におけるカンボジアに適用される裁判制度ならび

に刑法および刑事訴訟に関する規定（1992年 9月 10日）］。この規定は、ហីុង ធីឫទ្ធ,ិ ក្រមងឯកសារច8_ប់    -សារាចររបស់
តលុាការ-្រកសួងយុត្តិធម៌៖ ១៩៨០-២០០៧ (២០០៨), ២៩៨ ដល់៣១៦［ヒーン・ティールット『司法機関-司法省の制定

法-通達の資料集－1980-2007年－』（2008年）298-316頁］を参照。 
455 ច8_បស់្តីពនីតីិវAធី្រពហ្មទណ�, េលខ ២១ .្រក., ៨ មីនា ១៩៩៣［刑事訴訟に関する法律21.Kr.号（1993年3月8日）］。こ

の法律は、ヒーン・ティールット・同上343-374頁を参照。 
456 Basil Fernando, supra note 334, at 62-66. 
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この論者は、法制度がまだ十分に整備されていなかった1990年代という時期において裁判制度

を中心に観察を述べたので、刑法典等の諸法典が制定された2012年時点では、社会主義法の影響が

徐々に衰退していくと指摘していた457。しかし、法制度が整備されたといっても、「実務との乖離の

大きさ」458や、社会主義法の教育を受けた官吏が退職するまでにはなお一世代を必要とするという

意味での「大きな問題」459があるとも指摘されている。実際、2011年および2019年に行われたカン

ボジアにおける判決調査報告460によると、子どもの扶養料の具体的な金額を確定しておらず、強制

執行をすることができないことや、法定されていない用語または概念の使用461、利息、遅延損害金

および慰謝料の概念についての正しい理解がないこと462といった問題が相変わらず指摘されている。

概して、現在でも裁判官においては民事実体法および手続法の理解が不十分であるといわれる463。

従前の手続がそのまま行われ続けていること464や当事者が申立てていない事項を裁判所が裁断して

いるといった指摘もある465。法制度が変わっても、官吏がマルクス・レーニン主義の教育を受けた

世代であるから、行政や裁判所等の実務が容易には変わらないと、その原因を推測することも可能

であろう。 

最後に、裁判制度に対する伝統法の影響を示す例として、多くの論者が例示するのは裁判外紛争

解決である。例えば、村落長（village chief）が中心的な役割を果たす調停または和解（conciliation 

or reconciliation）は、クメールの慣習に起源を有すると主張されている466。特に家族に関する紛

争は、地域において尊敬を集める有力者（local leaders）によって調停の対象とされているという

指摘も、同趣旨であろう467。国王謁見についても、これを裁判外紛争解決方法（រេបៀបេដាះ្រសាយ
វAវាទេ្រកៅផ្ល�វតុលាការ、les modes extra-judiciaires de résolution des conflits）に含めつつ、

これもクメールの伝統に由来すると論じる者468、調停に関しても、これは「伝統的には僧侶」や「国

                                                
457 Jörg Menzel (2012), Supra note 29, at 482. 
458 松尾弘「『カンボジア王国の司法アクセスの状況に関する調査研究』報告書」（2013 年 3 月 8 日）21-23 頁、

http://www.moj.go.jp/content/000109914.pdf（最終アクセス：2020年1月12日）。 
459 Jörg Menzel (2008), supra note 28, at, 63-64; Jörg Menzel (2016), supra note 28, at 33-34. 
460 神木篤「カンボジアにおける判決調査報告書」（2011年3月8日）、http://www.moj.go.jp/content/000073282.pdf（最終

アクセス：2019年2月13日）、篠田陽一郎「カンボジアにおける判決等調査報告書（2019年）（1）」ICD NEWS79号（2019年）

60-69頁。 
461 神木・同上5頁、7頁、篠田・同上65頁。 
462 神木・同上9頁、篠田・同上68頁。 
463 神木・同上8頁、篠田・同上69頁。 
464 神木・同上7頁。 
465 篠田・前掲注（460）65-66頁。 
466 Siphana Sok and Denora Sarin, supra note 397, at 31. 
467 Steven Austermiller, “Cambodian Alternative Dispute Resolution,” in Introduction to Cambodian Law, eds. 
Hor Peng, Kong Phallack and Jörg Menzel (Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2012), 187. 
468 Béatrice, supra note 26, 91-92、ベアトリス・前掲注（26）146-147頁。 



 71 

王」が行っていた伝統に根ざすと述べて、やはり伝統法の影響を指摘する者がある469。 

確かに、裁判外紛争処理は、フランス保護領の時代や社会主義だった時代にも見られた。一例と

して、1922年9月14日に公布された王令118号14条は、治安裁判所（សាលាលហុ）が設置され

ていない村において、村長が民法上の紛争を和解する管轄を有すると定めていた470。このような伝

統と 1990 年代末においてある村長が、自己の役割を民法上の紛争処理だとする趣旨の発言を行っ

たこと471とは、おそらく無関係ではあるまい。 

6．混在しているカンボジア法の一般的特徴 

以上の整理から、カンボジア法は、伝統法、フランス法の影響を受けた法、社会主義法の影響を

受けた法が混在している。そのいわば比重は一様ではない。例えば、国民議会等の統治機構は、基

本的にフランス法の影響を強く受けているが、市民と行政との関係が権利義務関係として把握され

ていないことには、伝統法の存続に社会主義法の影響が加わっていると解される。このようにカン

ボジア法といっても、具体的にどのような素材を論じるのかによって、3 つの法の影響の強弱やそ

れぞれの関係の有無が異なる。統治機構といっても、三権のどれを素材とするのかだけでも異なっ

てくるのである。そして、このことが一般的にカンボジア法を把握することを難しくしている。 

そこで、本論文が考察対象とする行政紛争処理制度に関しても、本章が検討したような3つの法

の影響の有無や強弱、また3つの法それぞれの関係を分析してみるという課題がある。このことを

踏まえながら、次章において、カンボジアにおける行政紛争処理制度の歴史的展開を検討すること

としよう。  

                                                
469 Kong Phallack, supra note 31, at 13. 
470 ្រពះរាជ្របកាសេលខ ១១៨, ១៤ េសបតម ១៩២២［王令118号（1922年9月14日）］。 
471 William A. Collins, Dynamics of Dispute Resolution and Administration of Justice for Cambodian Villagers 

(n.p.: USAID, n.d.), 16-17. 
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第2章 カンボジアにおける行政紛争処理制度の歴史的展開 

第1章において明らかになった伝統法、フランス法および社会主義法の影響を受けたそれぞれの

法が分裂したまま断片的な残滓となって混在しているカンボジア法の特徴は、行政紛争処理制度に

おいても存在する。本章は、これらの内容を歴史区分に沿って分析し、その特徴を明らかにする。 

第1節 伝統法における原始的な紛争処理 

先行研究に基づいて、伝統法における行政紛争処理制度または慣行を捉えようとしても、そこに

体系的な議論や統一した見解がない。以下は、このような先行研究の特徴を指摘してから、基本的

に第1次資料を手掛かりに、行政法関係が存在しない対個人紛争主義、国王を頂点とする管轄官吏

組織の長を中心とする紛争処理機関、処罰を中心とする権利利益救済とは別の紛争処理機関の職権

による措置および公私と正規非正規の未分という特徴を有する伝統法における原始的な紛争処理の

特徴を明らかにする。 

1．先行研究の理解にあらわれた伝統法における行政紛争の処理 

 まず、伝統法における行政紛争の処理について、最近の先行研究や教材類では、若干でありなが

らすでに指摘されている。しかし、次のように、体系的な議論や統一した内容がない。 

第1に、ベアトリス・バリヴェらは、クメールの伝統に由来する3つの裁判外解決方法の１つで

ある国王謁見には、「個別紛争または共同紛争、国王奉仕（行政）（រាជការ、administration）に関

連する紛争または裁判の判決に関連する紛争」が含まれると指摘する472。ドゥアク・ピダオもこれ

と同様の指摘を行っている473。 

第2に、Kai Hauersteinは、申立て制度を構成する多くの申立ての仕組みの１つとして、慣習法

に基づいて紛争を解決する伝統的な方法となる国王、村落長または寺院の長による申立ての処理が

あることに注目する474。 

第3に、第2の見解の後になって出版されたカンボジア人の手による行政訴訟（វAវាទរដ្ឋបាល、

contentieux administrative、administrative litigation）の書物では、行政訴訟におけるカンボ

ジアの伝統を異なる位置づけで述べている。まず、エン・ユウンは、2016年に発行された『行政訴

訟』と題する書物において、市民が、行政事項（េរឿងរដ្ឋបាល）や刑事事項（េរឿង្រពហ្មទណ�）等を

問わずあらゆる紛争が生じたときに、村落長または〔町村の〕行政警察支部長（នាយប៉ុស្តិ៍នគរបាល）

等の最も身近な基層の行政に対して、調停（ស្រមុះស្រមÊល）等の紛争解決を申し出る慣行を見落と

                                                
472 ベアトリス・前掲注（26）147頁。 
473 េឌឿក ពិេដារ, ្រទសឹ្តីរដ្ឋបាលសាធារណៈ (ភ្នំេពញ៖ ដងួ ឈីវ, ២០១០), ២៣២［ドゥアク・ピダオ『行政の理論』（ド

ゥオン・チウ、2010年）232頁］。 
474 Kai Hauerstein, supra note 13, at 45-46. 
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すべきではないと主張し、基層における紛争解決（ការេដាះ្រសាយវAវាទេនៅមូលដា78ន）を論じている

475。 

これに対して、ヒアン・サーンは、2017年に発行された書物である『行政訴訟法』において、行

政裁判機関（យុតាÑ8ធិការរដ្ឋបាល）の整備として、通常裁判機関（យុតាÑ8ធកិារធម្មតា）が1993年憲法

39条に定められている抗議申立てを解決する管轄を有することを論じた上で、裁判外紛争解決の仕

組みの１つとして、基層における紛争解決を指摘している476。地方官庁による紛争解決（ការេដាះ
្រសាយវAវាទេដាយអាជា¥8ធរថាJ8ក់េ្រកាមជាត）ិの1つである村落級の紛争調停（ការស្រមុះស្រមÊលវAវាទ
ថាJ8ក់ភូម）ិにおいて、カンボジアの市民は、特に家庭内の紛争が生じたときに、長老または寺院によ

る調整（ស្រមបស្រមÊល）を申し出る慣行があるという477。 

以上の分析から、カンボジアの行政紛争処理制度にあらわれた伝統法の内容を整理しようとして

も、論者によって主張内容が異なっている。すなわち、論者は一方では、国王謁見に注目する478。

他方で、地方レベル（local level）において発展してきた慣習規律（customary rules）における

村落長を中心とする調停または和解による紛争解決に注目する論者がある479。これらのいずれにせ

よ、アンコール時代の行政の裁判（យុត្តិធម៌របស់រដ្ឋបាល）は重罰を課すものであったため、小さな

紛争については、調整を申し出る慣行があったと指摘する論者もある480。つまり、国王謁見と地方

レベルでの調停等による紛争解決とは、相互に矛盾するものではなくて、むしろ紛争の規模の大小

によって、どちらの紛争解決によるのかが異なっていたにすぎない。その要点は、慣習（បេវណី、
coutume）が法源となること、裁判外紛争解決方法（រេបៀបេដាះ្រសាយវAវាទេ្រកៅ្របព័ន្ធតលុាការ、les 
modes extra-judiciaires de résolution des conflits）として調停や和解（ការផ8�ះផ8\、

conciliation）が行われること、である481。なお、調停等の用語も、それほど厳密なものではない

ので、一般には裁判外紛争解決方法であると捉えておけば足りる482。 

                                                
475 エン・ユウン・前掲注（7）203-204頁。 
476 េហៀង សាង, នតីិវAវាទរដ្ឋបាល (េរាងពុម្ព្រកសួងពតម៌ាន, ២០១៧), ៤៩ ដល់ ១០៥［ヒアン・サーン『行政訴訟法』（情

報省出版社、2017年）49-105頁］。 
477 同上130-131頁。 
478 ベアトリス・前掲注（26）9-10頁、13-15頁、17頁、19頁、135頁。 
479 Siphana Sok and Denora Sarin, supra note 397, at 17, 31. 
480 គង ់ភីរុន, នតីិរដ្ឋបាល៖ អំពីរចនាសម្ព័ន្ធ (្រគឹះសា|8នេបាះពុម្ពផ8\យេទវតា, ១៩៩៧), ១៩ ដល់២០［コン・ピールン『行

政法－構造について－』（テヴァダー出版社、1997年）19-20頁］。 
481 Béatrice, supra note 26, at 54, 91-92 、ベアトリス・前掲注（26）89頁、146-147頁。 
482 カンボジアでは、裁判外紛争解決を論じる際に、調整（ស្រមបស្រមÊល）、調停（ស្រមុះស្រមÊល）、和解（ផ8�ះផ8\រ）、仲
裁（មជ8Óត្តការ）という用語が使われているが、法制度が十分に整備されていないため、これらの概念やその相互関係は不明

である。 
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2．行政法関係が存在しない対個人紛争主義 

伝統法では、市民と行政との紛争解決は、行政というよりも官吏個人の責任を追及するもの、つ

まり官吏個人の処罰を特徴とするものであった。これは、市民と行政との紛争が市民対個人の紛争

に置き換えられることを意味する。ここで「対個人紛争主義」と述べているのは、このような意味

である。つまり、国家（国王）と市民（臣民）との（法律）関係という観念自体が存在せずに、市

民と加害者である官吏個人との関係で、紛争が把握されてきたのである。この原因は、国王の存在

に求められる。というのも国王は、社会の最高位に位置づけられ、臣民を保護し、救済する神聖な

存在であったから、臣民に対する義務や臣民に対する侵害が存在しえないからである。また、社会

と国家の区別も観念化されていなかった483ため、市民と国家という法律関係の発想は生まれようが

なかった。 

対個人紛争主義の起源を探っていくと、これも伝統法に由来する。1690年代や1820年代の古法

においては、チャウワーイ・スロックが国王のために徴用した場合、チャウワーイ・スロックおよ

び実際に徴用した者が他人の財産を略奪したようなときに限って、これらの者を7日間の拘留およ

び罰金に処すると定められていた484。国王ではなくて、個々の官吏個人が処罰されたのである。 

個人の責任または処罰を追及する対個人紛争主義の背景には、アンコール時代から存在する人間

の本能に根ざした応報刑の思考485があったと考えられる。前述した1690年代や1820年代の古法に、

加害行為者は加害行為と同じ罰を受けなければならないという規定があった486。より以前にさかの

ぼれば、「個人487間の関係を規律する諸規範」を法の概念とした古代インド法の影響488も否定できな

い。国王と臣民との紛争が存在しない、または国王が責任を追及されないという日本でいうところ

の「国家無答責」のような理論が、カンボジアにも存在したようでもあり、興味深い。国王が非違

行為を行った場合には、Adhémard Leclère が1894年に出版した書物によると、3名の高位官吏か

らなる秘密の裁判所が審理を行い、有責性があると認められるときには、密かに国王にその旨を告

げたにすぎなかったと指摘している489。この国王の責任は、「もう1つの別の文書」（un autre texte）

                                                
483 Claude-Gilles Gour, supra note 182, at 23. 
484 ニョック・タエム・前掲注（113）77頁。 
485 石澤・前掲注（73）580頁、595頁。 
486 チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（55）155-182頁）］、チバップ・クロム・チャ

ウワーイ・スロック（1828年）（ニョック・タエム・前掲注（113）80頁、経済財務省の立法評議会・前掲注（55）204-207

頁）。 
487 ここにおける「個人」の原語は「បគុ្គល」であり、法人を含む「人」を意味する場合もあるが、ここでは「particuliers」

というフランス語から訳されているものである（フランス語版は、Béatrice, supra note 26, at 4を参照。）。 
488 ベアトリス・前掲注（26）11頁。 
489 Adhémard Leclère, supra note 134, at 39.原語の文献として、この Adhémard Leclère を引用した Jean Imbert, 

“Histoire des Institutions Khmères,” Annales de la Faculté de Droit de Phnom-Penh vol. 2 (1961): 56をさらに

引用したものだと考えられるが、ユイン・クムヴィアン・前掲注（60）34頁を参照。 
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という古法によって定められたという記録があるものの、その古法がどのようなものかについての

記録がない490。筆者は、前述した具体的な組織や仕組みとは若干異なるものではあるが、ノロドム

王の治世1875年に作成された「リアッカナ・ムンティー・バール」には、国王が徴税等について命

令する場合において、この命令が慣習等に違反した場合は、命令を受けた官吏から国王にこの旨を

告げるという共通点を有する規定を発見したことを記しておく491。 

以上のような非違行為を行った個人の責任が問われるという意味での対個人紛争主義は、歴史的

には、少なくなく発見されるものである。例えば、扶南時代における国王は地方行政を監督するた

めに中央の官吏を派遣していたが、この派遣された官吏の職務は、派遣先である地方の統治者の非

違行為を処罰するというものであった492。19世紀の古法にも、臣民が農業や漁業を継続できなくな

った場合には、原因行為を行った官吏を処罰した例が記されている493。アンコール時代には、土地

に関する補償が命じられた事例494、国王が州知事を罰金刑に処した事例495があった。また、ポスト・

アンコール時代でも、ある臣民の田畑496を下級官吏であるオク・ルオン497が収用した498事例499、臣民

の土地および生命を侵害したオク・ルオンに慰謝料を支払わせた事例500、没収された財産の一部を

                                                
490 Adhémard Leclère, supra note 134, at 39.特にその脚注 1を参照。 
491 リアッカナ・ムンティー・バール（1875年）117条、118条（経済財務省の立法評議会・前掲注（64）150-151頁）、フラ

ンス語版はAdhémard Leclère, supra note 157, at 208を参照）。これらの条文の解説は、ハエル・チョムラウン・前掲注

（57）397-398頁を参照。 
492 ベアトリス・前掲注（26）9-10頁。 
493 チバップ・トトゥオル・ボンダン・カット・ボンダン（1853年、1874年）24条（経済財務省の立法評議会・前掲注（88）

401頁）。 
494 M. C. Ricklefs, “Land and the Law in the Epigraphy of Tenth-Century Cambodia,” The Journal of Asian Studies 
26, no. 3 (1967): 417. 
495 石澤・前掲注（168）351-352頁。 
496 原語は「ែ្រស」であり、フランス語版では「rizière」と訳されている。日本語版では「畑」と訳されているが、これは

原語の「ចមាÁ8រ」に当たる訳語である。 

497 古法における「オク・ルオン」の原語は「អកហ័្លÏង」であり、現代語に書き換えれば「ឧកហ្លÏង」となる。フランス語版で

は「akluong」と翻字され、プル（国家の奴隷）の長と説明されている。詳論をしないが、北川・前掲注（55）45-46頁、49-

51頁、ニョック・タエムニョック・タエム・前掲注（113）91-93頁、チュオン・ナート・前掲注（145）1779頁、日本語訳

は坂本恭章『カンボジア語辞典（下）』（東京外国語大学アジア・アフリカ原語文化研究所、2001年）995頁を参照。 
498 なお、この事例における収用は実際に行われず、申立人たる臣民が収用したと侮辱したにすぎないが、例えば、実際に収

用が行われた場合においても同様の紛争処理の取り扱いとなるだろう。ここでの侮辱の原語は「បំេបាះ」であり、フランス

語版では「insulta」と訳されている。この原語の意味が不明であるが、クメール語辞典では「េបាះពាក8j」または「េបាះស
ម្ត」ីがあって、おそらく直訳すると「捨てぜりふを吐く」を意味する。原語について、チュオン・ナート・前掲注（145）592

頁、日本語訳は坂本恭章『カンボジア語辞典（中）』（東京外国語大学アジア・アフリカ原語文化研究所、2001年）286頁を

参照。 
499 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第11の事例（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1064頁）、日

本語訳は飯泉＝上田（1999年）・前掲注（157）119頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, supra note 157, at 129を参

照。 
500 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第11（21）の事例（経済財務省の立法評議会・同上1072-1073頁）、

日本語訳は飯泉＝上田（2000年）・前掲注（76）166頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, Ibid., 138-139を参照。 
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横領したプレアハ501の財産を没収した事例502、賠償額のつり上げを行った官吏らに増額分の金額を

支払わせた事例503、臣民の子を負傷させたオク・ムーン504を罰金刑に処した事例505、オク・ルオンに

奴隷を買う代金を支払わせた事例506、プレアハに奴隷を買うように命じた事例507のように、この種

の事例は少なくなかった。 

3．紛争処理機関 

伝統法において、対個人紛争を処理する特別の紛争処理機関がないわけではなかった。 

第1に、官吏と官吏の紛争、臣民と官吏の侮辱軽蔑紛争、官吏の国王命令に反する行為、事実に

違反する位階を上げること下げることに関する紛争を処理する職務を担当するクロム・アチニャー・

プレアハ・リアチ・ムンティーという組織があった508。第2 に、位階の上下関係の紛争として前述

した紛争と類似しているが、書面上の違反に関する紛争については、クロム・サモハ・プレアハ・

モハータイという組織が処理した509。第3に、国王の財産に関して非違行為を行った者に対しては、

王倉庫を管理するクロム・プレアハ・クレアンがこれを処罰する職務を負った510。最後に、地方（州）

では、プネアックギア・アチニャー・プレアハ・リアチ・ムンティー、プネアックギア・プレアハ・

クレアンが紛争を処理した511。官吏が自分の担当する職務以外の職務を行なった場合、すなわち職

権濫用の場合には、プネアクギア・プレアハ・トアマヌニュがこれを処罰した512。 

実例を見ると、前述した下級官吏による臣民の田畑の収用に関する紛争は、農業を管轄するオク

ニャー・プルテープがこれを審理し、紛争を裁断した513。国王に申立てが行われたが、国王がその

                                                
501 なお、「プレアハ」の原語は「្រពះ」である。 
502 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第12（22）の事例（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1073-1074

頁）、日本語訳は飯泉＝上田（2000年）・前掲注（159）166-167頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, supra note 157, at 

139-140を参照。 
503 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第15（25）の事例（経済財務省の立法評議会・同上1075-1076頁）、

日本語訳は飯泉＝上田（2000年）・同上168-169頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, Ibid., 141-142を参照。 
504 本論文における「オク・ムーン」の原語は「អកម័ុនឺ」、「អក័មុនឺ」、「អកម៍ុនឺ」であり、現代語に書き換えれば「ឧកហ្មនឺ」
となる。他の文献におけるローマ字として「uk hmīn」、「akmoeun」と翻字されている。前述した「オク・ルオン」より位が

高い官吏の称号であった。 
505 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第23（33）の事例（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1084-1085

頁）、日本語訳は飯泉華子＝上田広美「カンボジア慣習法（3）」東京外大東南アジア学7巻（2002年）250-251頁、フランス

語訳はAdhémard Leclère, supra note 157, at 150を参照。 
506 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第24（34）の事例（経済財務省の立法評議会・同上1085-1086頁）、

日本語訳は飯泉＝上田(2002年)・同上251-252頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, Ibid., 151を参照。 
507 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第27（38）の事例（経済財務省の立法評議会・同上1089-1090頁）、

日本語訳は飯泉＝上田(2002年)・同上254-255頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, Ibid., 154-155を参照。 
508 チバップ・プレアハ・トアマヌニュ（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（75）285頁）。 
509 チバップ・プレアハ・トアマヌニュ（1853年）（経済財務省の立法評議会・同上285頁）。 
510 チバップ・プレアハ・トアマヌニュ（1853年）（経済財務省の立法評議会・同上285-286頁）。 
511 同上。 
512 クロム・ビア（1853年）3条、48条（経済財務省の立法評議会・前掲注（92）917頁、943-944頁）。 
513 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第11の事例（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1064頁）、日

本語訳は飯泉＝上田（1999年）・前掲注（157）119頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, supra note 157, at 129を参
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官吏の長であるチャウワーイにこれを審理させた事例もあった514。管轄や組織の別は、紛争処理機

関となる官吏または組織の長の担当する事務および被申立人たる官吏の所属が基準となったとも見

られるが、管理の事務分担の内容が具体性を欠いたことによる役割の重複などもあった515ため、あ

まり明確ではなかったといえよう。 

4．紛争処理手続 

このような対個人紛争の処理手続の特徴は、告訴、答弁、審理、裁断という手順で行われていた516。

告訴は、国王が自ら審理するのか、それとも下級紛争処理機関に審理を命じるかのどちらかであっ

た517。しかし、国王ではなくて、下級紛争処理機関に直接告訴して、当該紛争処理機関が紛争処理

を行う場合もあった518。また、告訴がなくても、国王が職権で事件をとりあげて処理を開始する場

合もあった519。なお、ここで告訴と述べているが、19 世紀の古法において用いられていた原語は、

現在においても用いられている申立て（ប្តងឹ、បន្តឹង）であった。 

告訴の後、紛争処理機関は、被告人を喚問し、被告人に答弁を求めた。審理は、告訴と答弁の内

容が合わない場合には最終的に神の権威を基準として裁断された520。この時代は、神の権威と法と

がほぼ同義であったのである。 

紛争の裁断は、多くの場合、処罰が中心であった。当時の「罰金」（្រកយុ ា ុពីៃន8j/្រកយុ ាពីៃន8j/្រកយា
ពីៃន8j/្រកយាពិន័យ）または「罰金を科す」（ពីៃន8j/ពនិ័យ）という概念は広く、慰謝料や補償また

は賠償金もこれに含まれていた。王族に対する罪を行なった場合に科された「罰金」は、王族に支

払われた521。このように、国王の金庫に全額を支払われない「罰金」が存在した522。実際に、「罰金」

                                                
照。 
514 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第24（34）の事例（経済財務省の立法評議会・同上1085-1086頁）、

日本語訳は飯泉＝上田（2002年）・前掲注（505）251-252頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, Ibid., 151を参照。 
515 高橋・前掲注（103）69-70頁。 
516 石澤・前掲注（168）345頁。 
517 石澤・同上344頁、リアッカナ・ムンティー・バール（1875年）76条、77条、78条（経済財務省の立法評議会・前掲注

（64）132-133頁）、フランス語版はAdhémard Leclère, supra note 157, at 197-198を参照。 
518 石澤・同上349-350頁、チバップ・リアッカナ・ウトー（1853年）3条、4条（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）

459-460頁）、ニョック・タエム・前掲注（113）84頁、フランス語版はAdhémard Leclère, supra note 165, at 108-109を

参照。 
519 例えば、チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第5、第6、第8、第13、第14、第12（22）、第15（25）、

第27（37）、第36（47）の事例等（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1061-1063頁、1065-1067頁、1073-1076頁、1087-

1089頁、1095頁）、日本語訳は飯泉＝上田（1999年）・前掲注（157）116-118-122頁、飯泉＝上田（2000年）・前掲注（76）

166-169頁、飯泉＝上田（2002年）・前掲注（505）253-354頁、260頁、フランス語訳は、Adhémard Leclère, supra note 

157, at 126-132, 139-140, 153-154, 159-160を参照。 
520  ច8_ប់ឥន្ទភាស់, ១៨៥៣ (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ (េរាងពមុ្ព
មិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦), ១៖ ៣៩ ដល់៤១)［チバップ・エント・ピアス（1853年）（経済財務省の立法評議会『古代

からのクメール法〔典〕集 1巻』（カンボジア-日本友情、2016年）39-41頁）］。 
521 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1059-1060頁）、日本語訳は

飯泉＝上田（1999年）・前掲注（157）115頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, supra note 157, at 124を参照。 
522 チバップ・トロラーカー（1853年）25条（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）308頁）、フランス語版は Adhémard 
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を被害者に支払った事例523もあったが、「罰金」の3分の1を国王（の金庫）に納めた事例524もあっ

た。農作物の被害を受けた申立人に対して「罰金」が支払われた事例もあった525。賠償金を「罰金」

としていた事例526があったように、「罰金」は、実際においても広い意味で用いられていた概念であ

った。 

さらに、官吏に対する「罰金」には職位の降格も含まれた例もあった527ように、「有責判決を下す」

（condamner）または原語では「売る」（លុក់/លក（់ルオク/Lok））という用語が使われていた528こ

とからもわかるように、処罰の性質においても刑法のみならず行政処罰そして民事の公平な負担も

部分的に含まれた。 

最後に、裁判外紛争解決にも言及しておかねばならない。1853年に作成されたチバップ・トロラ

ーカーという古法56条は、「裁判官」が、事件審理中でまだ裁断に達していない場合には、両当事

者が和解文書（សំបុ្រតសុក្ខចិ្រតជានឹងគាJ8រ）を作成できると定めていた529。この当事者間の和解は、

前述した仲裁人のような複数の性質があった紛争処理機関によって促される可能性を否定できない

530。また、地方（州）の下位行政区域の長たるチャウ・ムアン、チャウ・バーンおよびメー・スロッ

クもその裁断に拘束力がなかったため、当事者間の和解を促す役割にとどまったと思われる。しか

し、前述したように、これらの紛争処理機関は、いずれも広義の裁判官に含まれ、その処理手続も

他の裁判官と同様に「裁断」、「命令」によって行われたこと531から見れば、伝統法においては、裁

判による紛争解決と裁判外紛争解決との区別も必ずしも明らかではなかったようである。 

                                                
Leclère, supra note 165, at 55-56を参照。 
523 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第5の事例（経済財務省の立法評議会・前掲注（76）1061-1062頁）、

日本語訳は飯泉＝上田（1999年）・前掲注（157）116-117頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, supra note 157, at 126-

127を参照。 
524 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第28（39）の事例（経済財務省の立法評議会・同上1090頁）、日本

語訳は飯泉＝上田（2002年）・前掲注（505）255頁、フランス語訳は、Adhémard Leclère, Ibid., 155を参照。 
525 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第29（40）、第33（44）、第35（46）の事例（経済財務省の立法評議

会・同上1090-1091頁、1092-1093頁、1094-1095頁）、日本語訳は飯泉＝上田（2002年）・同上255-256頁、258頁、259-260

頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, Ibid., 155-156, 157-158, 159を参照。 
526 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第15（25）の事例（経済財務省の立法評議会・同上1075-1076頁）、

日本語訳は飯泉＝上田（2000年）・前掲注（76）168-169頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, Ibid., 141-142を参照。 
527 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第27（38）の事例（経済財務省の立法評議会・同上1089-1090頁）、

日本語訳は飯泉＝上田（2002年）・前掲注（505）254-255頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, Ibid., 154-155を参照。 
528 チバップ・トゥムヌム・ピー・ボラーン（1693年）第35（46）の事例（経済財務省の立法評議会・同上1094-1095頁）、

日本語訳は飯泉＝上田（2002年）・同上259-260頁、フランス語訳はAdhémard Leclère, Ibid., 159を参照。先行研究とし

て、Étienne Aymonier, supra note  88, at 35も参照。 
529 チバップ・トロラーカー（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）291頁、293頁）、チバップ・リアッカナ・

ウトー（1853年）3条（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）459頁）。 
530 チバップ・トロラーカー（1853年）（経済財務省の立法評議会・同上291-293頁）。 
531 チバップ・トロラーカー（1853年）（経済財務省の立法評議会・同上 291 頁、293頁）、チバップ・リアッカナ・ウトー

（1853年）3条（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）459頁）。 
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第2節 フランス法の影響を受けた行政裁判所制度 

1897 年以後のフランス法の影響を受けたカンボジア法という場合には、概ね行政裁判所の組織

に注目して論じる先行研究が多い。しかも先行研究は、フランス法の影響を受けた行政裁判所制度

の機能不全を論じている532。例えば、Yan Vandeluxeは、行政裁判所制度に対する不信感、行政への

市民の服従、裁判外紛争解決が好まれる傾向といった諸問題を指摘している533。それでは、その諸

問題を、具体的に検討することとしよう。 

1．不明確な行政訴訟の概念 

行政訴訟の概念は、1905 年 7 月 3 日に公布された大臣会議の組織に関する王令（ordonnance 

royale）33号によってはじめてカンボジアに導入された。大臣会議（conseil des ministres）の

議長を担当するオクニャー・アケアー・モハー・セナー534の職務として、行政訴訟（contentieux 

administratif）の概念が導入されたのである535。もっとも、行政訴訟という概念が、その組織や手

続に即して具体的に定められていたわけではないので、概念だけが存在していたといっても過言と

は必ずしも断言できない536。 

その約20年後、1926年 12月 31日に公布された王令112号は、その1条により、5人の大臣か

ら構成される大臣会議に行政訴訟を審理する権限を付与した537。この王令 112 号における行政訴訟

は、原語では「クメール国王奉仕における公的争い」と直訳できる「ទាស់ែទងជាសាធារណះក្ន@ងរា
ជាÁ8រែខ្មរ」という概念となって登場した。こうしてフランス語と原語とをならべてみると、この距離

には興味深いものがある。その後、1933年4月1日に公布された王令47（2）号においては、フラ

ンス語は変わらないが、原語では王令 112 号と若干異なり、「クメール行政事務についての争い合

い」を意味する「ទាស់ែទងគាJ8ពីកិច្ចការខាងរដ្ឋបាលែខ្មរ」という概念に変更された538。これよりも注

目されるべきことは、王令47（2）号によって、行政訴訟は、「刑罰に処されるべき事案ではない紛

争事案」（េរឿងអធកិរណ នងិេរឿងទាស់ែទងែដលេកើតេឡើងមិនែមនជាេរឿងែដរ្រត¾វមានេទាសអាជា¥8）

                                                
532 反対に、テン・チャンソンワー・前掲注（15）41-50頁は、フランス保護領時代に導入された行政裁判所制度を肯定的に

評価している。 
533 Yan Vandeluxe, supra note 265, at 212. 
534 この王令に定められたオクニャー・アケアー・モハー・セナーについては、傘谷・前掲注（48）63-64頁を参照。 
535 Ordonnance Royale no. 33, 3 juillet 1905, Art. 3 (Bulletin administratif du Cambodge (1905): 352). 
536 この王令は、1912年に一部改正された。その改正のフランス語版とクメール語版両方を入手したが、行政訴訟の部分の改

正がなかった。្រពះរាជ្របកាសេលខ ២៨, ២០ េហ្វវរ�េយ ុរ ១៩១២ (រាជកចិ្ចរាជាÁ8រ ឆាJ8ំគំរព ់២ េលខ ១ (១៩១២)៖ ១៩ ដល់ ២១)
［王令28号（1912年2月20日）（官報2巻1号（1912）19-21頁）］、Ordonnance Royale no. 28, 20 février 1912 (Bulletin 

administratif du Cambodge (1912) :139-140）。なお、この王令の解説について、傘谷・前掲注（48）64-65頁を参照。 
537 ្រពះរាជ្របកាសេលខ ១១២, ៣១ េដសម ១៩២៦, ្របការ ១ (រាជកិច្ចរាជាÁ8រ ឆាJ8គំំរព ់១៧ េលខ ២ (១៩២៧)៖ ៦៥［王令112

号（官報17巻2号（1927年）65頁）］、Ordonnance Royale no. 112, 31 décembre 1928, Art. 1 (Bulletin administrative 

du Cambodge (1927): 728)。なお、この王令の解説について、傘谷・同上65-66頁を参照。 
538 王令47（2）号1条。 
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と述べて、刑事訴訟と区別されたことである。そして、行政裁判所の管轄事項として、「単にクメー

ル行政国王奉仕が行う事務およびクメール行政国王奉仕が決定した事項が原因で生じた事案である」

というある種の一般概括主義が採用された上で、具体的に、「クメール公務員の地位539、クメール国

王奉仕官吏組織への金銭返済を命じるアレテ540、選挙事務541、クメール国王奉仕が行った事務に起

因するクメール臣民への損害事項542等」が例示されていたことも注目される543。 

最も注目されるのは、「争訟的申立て」（ប្តឹងតវាm8、recours）という概念である。なぜなら、この

原語は、現在の抗議申立てと同じものだからである。この内容は、直接の利益または間接の利益を

有するクメール人の全ての者が、不服がある決定を知らせる通知を受けた日または損害事実があっ

た日から30日以内に争訟的申立てをしなければならないと定められていた544。決定に対する不服と

損害賠償請求についての争訟的申立てであり、申立人もこの争訟的申立てに直接の利益を有するか

間接の利益を有するかは問われなかった。原語は同じであるが、社会主義法から継受した現行法制

度における抗議申立てと異なるため、行政裁判所を論じるときは「争訟的申立て」とする。 

その後、1948年 1月 9日付王令399-NS号は、王令 47（2）を廃止し、行政裁判所制度の改革を

行った545。条文数が旧王令では33だったのが、104か条にまで増えて、第1編（行政裁判所の組織）

や第2編（行政裁判所における訴訟手続）のように、章立ても明確になった。この王令399-NS号に

おいて、行政裁判所が第1審となる行政訴訟は、contentieux administratif cambodgienというフ

ランス語の概念が継続して用いられた546。なお、この王令はその後に改正されることとなるが、1953

年10月26日付王令825-NS号でも「juridiction d’appel en matière de contentiex administratif」

                                                
539 本論文における「カンボジアの公務員の地位」の原語は「លក្ខន្តកិម�ន្តីរាជាÁ8រែខ្មរ」である。「statut des fonctionnaires」

というフランス語からの翻訳であろう。 
540 本論文における「カンボジアの行政集団への金銭返済を命じるアレテ」の原語は「្របកាសអាេរេតទំាងពងួែដរដំរ�ូវឲ8jសង
្របាក់េទៅ្រកុរំាជាÁ8រែខ្មរ」であり、現代語に書き換えれば「្របកាសអាែរ�េតទំាងពួងែដលត្រម¾វឲ8jសង្របាក់េទៅ្រកមុរាជការែខ្មរ」
となる。「arrêtés mettant en demeure d’acquitter les sommes dues aux personnes morales cambodgiennes de droit 

public」というフランス語から訳されたものであろう。 
541 本論文における「選挙事務」の原語は「កចិ្ចការែដរេធ្វើអំពីេបាះេឆាJ8តេរ�ស」であり、現代語に書き換えれば「កចិ្ចការែដល
េធ្វើអពំីេបាះេឆាJ8តេរ�ស」となる。「opérations électorales」というフランス語から訳されたものであろう。 

542 本論文における「カンボジアの行政府が行った行為に起因したカンボジア臣民への損害事項」の原語は「េសចក្តខីូចខាត
ដល់អាណា្របជានុរា�ស្តែខ្មរ បនាÑ8លមកអំពកីចិ្ចការែដលរាជាÁ8ររដ្ឋបាលែខ្មរបានេធ្វើមកេនាះ」であり、現代語に書き換えれば

「េសចក្តីខចូខាតដល់អាណា្របជានរុា�ស្តែខ្មរ បណាÔ8លមកអពំីកចិ្ចការែដលរាជការរដ្ឋបាលែខ្មរបានេធ្វើមកេនាះ」となる。

「dommages causés à Nos sujets par l’action administrative cambodgienne」というフランス語から訳されたものであ

ろう。 
543 王令47（2）号9条。 
544 同上10条、13条。 
545 Kram no. 399-NS, 9 Janvier 1948, Article 1. 
546 Ibid., Article 2. 
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という同様の概念が用いられた547。後述する1960年の摂政評議会令においても「qui relèvent du 

contentieux administratif」の概念が維持された548。このように、行政訴訟という概念は、1960年

代に至って定着していたといえよう。 

さて、この行政訴訟の定義について、王令399-NS号も王令47（2）号と同様にこれを直接に定め

ておらず、行政裁判所の管轄を、刑罰に処される全ての犯罪（toute infraction pénale）以外で、

官吏個人の過失（faute personnelle de l’agent）を争点とせず、行政事項についての執行的決定

（décisions exécutoires prises en matière administrative）に関する紛争を裁判すると定めた。

官吏の個人過失が行政裁判所の管轄から除外されたので、法制度上、伝統法における対個人紛争主

義は、明文で完全に排除されたことになる。 

例示されていたのは、公務員の紛争、法人への金銭の返済に関する行政決定、行政活動によって

生まれた損害に関する裁判であった549。また、フランス行政裁判の手続と同様に、決定前置主義550が

採用された。そして、従来の刑事訴訟との区別に加え、行政裁判所と民事裁判機関との権限を区別

するための手続に関する規定も設けられた551。この1948年の時点で、法制度上、刑事訴訟および民

事訴訟から分離された行政訴訟が確立したといえよう。 

最後に、1957年 10月 5日付王令 229-NS号は、王令 399-NS号および王令 825-NS号を廃止し、

新しい行政裁判所制度を設けた552。同王令を執行するために、行政訴訟手続を定める1960年6月1

日クレット（摂政評議会令）218-CDR号が制定された553。王令229-NS号によると、行政訴訟を審理

する第1審裁判所はこれまでと同様に特別の行政裁判所であった。そこでは行政訴訟の概念が、「特

別の行政裁判所は、行政事項における普通法の裁判官である」と定められたように、行政事項

（matière administrative）と互換的に用いられた。また、行政官庁の執行的決定に対する取消訴

訟（recours en annulation formé contre les décisions exécutoires des diverses autorités 

administratives）と公権力の責任に関する訴訟（actions mettant en cause la responsabilité 

                                                
547 ្រពះរាជ្រកមេលខ ៨២៥-នស, ២៦ តលុា ១៩៥៣, មា្រតា១［王令825-NS号（1953年10月26日）1条］。 

548 Kret No 218-CDR, 1er Juin 1960, Article 59、្រកតិ8jេលខ ២១៨-ក-ប-រ-ន-, ១ មថិនុា ១៩៦០, មា្រតា៥៩［クレット（摂

政評議会令）218-CDR号（1960年6月1日）59条］。 
549 Kram no. 399-NS, 9 Janvier 1948, Article 13-15. 
550 フランス行政裁判所の手続における決定前置主義は、日本語訳によるものではあるが、J.リヴェロ著（兼子仁・磯部力・

小早川光郎編訳）『フランス行政法』（東京大学出版会、1982年）235-237頁を参照。 
551 ្រពះរាជ្រកមេលខ ៨២៥-នស, ២៦ តលុា ១៩៥៣, មា្រតា១［王令825-NS号（1953年10月26日）1条］。 
552 Kram no. 229-NS, 5 Octobre 1957, Article 44. しかし、この王令の原語版もまだ見つからず、フランス語版しか入手

できていない。 
553 この摂政評議会令の存在は、Ang Bun Thai et Bernard Prunières, “l’Organisation des Juridictions 

Administratives au Cambodge,”Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération 23 (4)(1969): 953, 957
から発見された。 
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de la puissance publique）とが区別されるようになった。 

このように、フランス法の影響を受けて導入された行政訴訟制度は、時間の経過によって概念が

具体化していたといえる。例えば、王令 47（2）号における行政活動は「actes du gouvernement 

cambodgien」と「décision prises par l’autorité administrative cambodgienne」であったのに

対して、王令399-NS号では「décisions exécutoire...des autorités cambodgiennes」であった。

一方では行政の行為や決定から行政の執行的決定へと具体化し、他方でこれとは別に公権力の責任

に関する訴訟制度が設けられるに至ったのである。 

2．行政裁判所の組織 

行政訴訟を審理する行政裁判組織については、まず、1933年王令47（2）号が、第1審として審

理を行う「クロム・ヴィヴィアト」（្រកុំវAវាទ）（以下、「下級行政裁判所」という。）を設置し、大臣

会議が、下級行政裁判所の裁断に対する不服を最終的に裁断するものとした554。下級行政裁判所は、

裁判所長（ចាងហា�8ង、président）1名と審理官（្រក ំុជំនុ、ំmembres）2名と秘書（េស្មÛន、secrétaire）

1名から構成された。裁判所長は、プノンペン市の司法裁判機関に属する裁判官の中から選出され、

フランス保護領の理事長官の提案に基づいた王令によって任命された。審理官は、高級行政官の中

から選出され、裁判所長と同一方法により任命された。秘書は、大臣会議の秘書部局で働く官吏で

あり、内務大臣と司法大臣のアレテによって任命された555。このような司法裁判機関の関与が認め

られた行政裁判所の組織は、フランスの海外領土における行政裁判所に共通した特徴であったとい

われる556。 

その後、1948年の改革において、下級行政裁判所の組織も変更された。行政裁判所は、1933年

と同様に裁判所長および審理官 2名から構成されたが、全ての構成員が等しく裁判官という地位を

有した557。検察官（ministère public）として機能する国王委員（commissaire du roi）が新設さ

れた558。行政裁判所の構成員である裁判官および国王委員は、いずれも 3年間という任期が新設さ

れた。秘書も、同じく任期制度が採用された559。むしろ、同年の改革において最も重要な点は、王

国評議会に「訴訟事項再審部会」560という「特別部会」561を設置したところにある。この特別部会に、

                                                
554 王令47（2）号1条。 
555 同上2条、3条、4条、5条、8条。 
556 J.リヴェロ・前掲注（550）205-206頁を参照。 
557 Kram no. 399-NS, 9 Janvier 1948, Article 3. 
558 Ibid., Article 4. 
559 Ibid., Article 6. 
560 「訴訟事項再審部」のフランス語は、「section de révision en matière contentieuse」であった。 
561 「特別部会」のフランス語は「section spéciale」であり、これを改正した1953年王令では「ែផ្នកពិេសស」という原語

が用いられた。 
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下級行政裁判所の判決に対して、これを審理する権限を与えたことである562。この構成員は、国王

が任命する者が2名、国民議会から選出される者が2名、地方、各職業および公務員の代表が各 2

名であった。国民議会の関与が強くなったところに特徴を有したのである563。 

しかし、1953年 10月 26日王令 825-NS号は、王国評議会に置かれた特別部会の代わりに、「行

政訴訟の控訴裁判所」（សាលា្រកុមវAវាទែប៉កឧទ្ធរណ、៍juridiction d’appel du contentieux 

administratif）を設置した。この構成員は、それまで国民議会等によって選出されていた者に代わ

って、司法省、内務省および経済省が作成した名簿から選ばれた構成員8名（正式 4 名、次席者 4

名）から構成され、4年の任期があった564。この改正の背景には、1952年 6月にセイハヌが3年間

の「国政の全権を掌握すると宣言」した政治介入によって、1953年 1月 13日に国民議会とともに

王国評議会を解散した事実があった565。王国評議会がなくなったために、新たな法制度の整備が必

要となったのである566。 

以上のような経緯があったので、政治状態が変化した後には、行政訴訟の控訴裁判所が、1957年

10月 5日王令 229-NS号によって廃止された。その代わりに、コンセイユ・デタ（្រកុម្របកឹ8\រដ្ឋ、
conseil d’etat)が設置され、そこに下級行政裁判所の決定に対する控訴（បណkឹងឧទ្ធរណ、៍voie 

d’appel）を審理する訴訟部会（ែផ្នកវAវាទ、section du contentieux）が設けられた。コンセイユ・

デタは、国王が大臣会議の提案に基づいて任命する院長1名と、一般職の評定官（ទី្របកឹ8\រដ្ឋែដល
េនៅក្ន@ងមុខងារធម្មតា、conseillers d’etat en service ordinaire）、特別職の評定官（conseillers 

d’etat en service extraordinaire）、傍聴官（អ្នកសាÑ8ប、់auditeurs）から構成された567。ここに

置かれた訴訟部会は、部会長 1名と、複数の評定官および傍聴官の合計 5名で構成された568。ただ

し、コンセイユ・デタは、財政および職員不足が原因で、実在しなかった569。 

                                                
562 Kram no. 399-NS, 9 Janvier 1948, Article 54-55 ; Yan Vandeluxe, supra note 265, at 235、サーイ・ボーリー（2005

年）・前掲注（265）98頁、テン・チャンソンワー・前掲注（15）42頁、ヒアン・サーン・前掲注（476）52頁。 
563 これを英国型に類似したものと評価するものとして、サーイ・ボーリー（2005年）・前掲注（265）98頁。 
564 ្រពះរាជ្រកមេលខ ៨២៥-នស, ២៦ តលុា ១៩៥៣, មា្រតា១, មា្រតា ២［王令825-NS号（1953年10月26日）1条、2条］。 

565 セイハヌの政治介入について、笹川（2018年）・前掲注（271）189-190頁を参照。王国評議会の解散は、្រពះរាជ្រកតឹ8jស្តី
ពីការរ�លាយរដ្ឋសភានងឹ្រកមុ្របឹក8\្រពះរាជអាណាច្រក, េលខ១៥នស, ១៣ មករា ១៩៥៣［国民議会および王国評議会の解

散に関する勅令15NS号（1953年1月13日）を参照。 
566 当時のカンボジア政府は、王国評議会がない間にその代わりに仮の紛争処理機関を設置するのではなくて、新たな紛争処

理機関を設置するとした（េសចក្តកីត់េហតុេពល្របជុំេនៅ្រកុម្របឹក8\ជាតិេពល្របជុំទ៥ី២, ២៤ មថិុនា ១៩៥៣, េនៅក្ន@ងរាជ
កិច្ចឆាJ8ំគំរប១់០ េលខ២ ្រតមីាសទ១ី ឆាJ8១ំ៩៥៤, ១៣០ ដល់១៣៧［「1953年6月24日の国民評議会の会議の議事録」官報10

巻2号（1954年）130-137頁］）。 
567 Kram no. 229-NS, 5 Octobre 1957, Article 1, Article2, Article 3, Article 5, Article 6. 
568 Ibid., Article 28、្រកតិ8jេលខ២១៨-ក-ប-រ-ន-, ១ មិថនុា ១៩៦០, ្របការ២［クレット（摂政評議会令）218-CDR号（1960

年6月1日）2条］。 
569 Ang Bun Thai et Bernard Prunières, supra note 553, at 955. 
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3．行政裁判手続 

まず、王令 47（2）号は、フランスの行政裁判所の一般的な特質でもある対審的、職権主義的570

および書面主義的571な手続の混合物であった。しかし、フランス行政裁判所制度と違って、決定前

置主義や執行不停止原則に関する明文の規定は、存在しなかった。 

次に、1948年の王令 399-NS号は、王令 47（2）号には定められていなかった欠席判決に対する

異議申立て（opposition）、第三者異議申立て（tierce-opposition）に関する制度を加えた572。他方

で、決定前置主義や執行不停止原則も定められた573ように、部分的には市民の権利利益救済に反す

ると思われるような制度も新設された。 

なお、1957年の王令 229-NS号および1960年の、コンセイユ・デタの訴訟部会における手続を

定める摂政評議会令には、これといって見るべきものはない。むしろ、訴訟部会を含むコンセイユ・

デタ自体が実在していなかったため、これは紙に書かれた言葉にすぎなかったのである。 

4．行政裁判所に共通する諸特徴 

以上で論じてきた行政裁判所およびその訴訟手続に共通して存在していたと考えられる特徴は、

以下のとおりである。 

第 1 に、フランス法における行政裁判所制度に強く影響を受けたことは否定できない特徴であ

る。この場合の影響というのは、行政と裁判の分離を指す。伝統法とは異なって、行政活動を行う

官吏やその上級官吏、大臣や国王から分離した組織として、行政裁判所が設置された。原告からの

申立てに対する関係省庁の弁明書（mémoire en défense）、これに対する原告の補充申立て（េសច
ក្តីតវាm8、mémoire ampliatif）あるいはこれらに関連する反論書（េសចក្តីេឆ្លើយតប、mémoire en 

réponse/réplique）などの提出手続を定めることによる、行政訴訟手続における対審構造574も、こ

こであげられる特徴である。これらは、フランス法における行政訴訟の一般的特質でもある575。 

第2に、行政裁判所の特別手続においては、部分的であったとしても、前置手続が当初から存在

していたことである。1948年の改革当時、選挙および税務に関する特別の訴訟手続が定められてい

た576。他には、1951年 6月 20日に公布された王令に定められた広告大臣の映画等に関する認可拒

                                                
570 王令47（2）号15条、16条、17条、18条、19条。 
571 同上22条。 
572 Kram no. 399-NS, 9 Janvier 1948, Article 34-39, article 48-53.  
573 Ibid., Article 20, article 35.  
574 王令47（2）号15条、16条、17条、18条、Kram no. 399-NS, 9 Janvier 1948, Article 21, Article 22, Article 23, 

Article 26. 
575 フランス法における行政裁判所制度の一般的特質については、J.リヴェロ・前掲注（550）201-202頁、234頁を参照。 
576 Kram no. 399-NS, 9 Janvier 1948, Article 65-104; ្រកិត8jេលខ២១៨-ក-ប-រ-ន-, ១ មថិុនា ១៩៦០, ្របការ៤៣ ដល់
្របការ៦៥［クレット（摂政評議会令）218-CDR号（1960年6月1日）43条-65条］。 
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否に対する請求または控訴（ប្តងឹឧទ្ធរណ）៍577、および1956年4月23日に公布された王令に定めら

れた漁業水域の設定等に関する請求578において、前置手続があった。 

第3に、下級行政裁判所やその控訴審における争訟的申立ては、全て同一の訴訟手続によって処

理され、抗告訴訟と損害賠償請求訴訟、すなわち、フランス法的にいうと、越権訴訟と全面審判訴

訟との区別等という訴訟類型による手続の区別は基本的に存在しなかった。訴訟費用に関する規定

においてようやく棄却の語句が定められたにとどまった579。認容および一部認容の判決も訴訟費用

との関係で定められていたのである580。取消判決をはじめとする判決の種類に関する明文の規定が

なかったことになる。 

第4に、訴訟類型の区別がなかったこととかかわって、1957年の改革において、行政裁判所の管

轄に属する対象として、取消訴訟と公権力の責任に関する訴訟という２つの訴訟類型が設けられた

が、具体的な訴訟手続は整備されていなかった。例えば、公権力の責任について、国家賠償または

損失補償を受けるための要件に関する規定がなかったのである。賠償や補償の事例が実際にどのよ

うなものであったのかは不明であって、行政裁判所が平均して 1 年に 30 件程度の事件を受理した

などという統計に関する指摘があるにとどまる581。 

5．カンボジアにおける教材類が論じる行政裁判所の不明確性 

そもそも、カンボジアの教材類は、原語版の規範文書ではなくて、フランス語版のみを参照して、

当時のカンボジアにおける行政裁判所を論じる傾向がある。例えば、1933年の王令についても、お

そらくフランス語版の「ordonnance royale」から訳した「្រពះរាជបopត្ត」ិとして論じることが多い

582が、官報に記載された王令の名称は「្រពះរាជ្របកាស」であった。また、その公布した年月日につ

いても、1933年 4月 5日となっているが、官報に記載された年月日は1933年 4月 1日であった。

それに、1953 年に設立された行政訴訟の控訴裁判所も、カンボジアの教材類では、王令と異なる

「សាលាឧទ្ធរណ(៍ៃន)វAវាទរដ្ឋបាល」や「សាលាឧទ្ធរណ៍រដ្ឋបាល」と称されており、おそらくフラ

                                                
577 ្រពះរាជ្រកមេលខ៦៦០ន.ស., ២០ មថិុនា ១៩៥១, មា្រតា១០［王令660N.S.号（1951年6月20日）10条］。なお、ここで

の控訴は、あくまでも「ប្តងឹឧទ្ធរណ」៍という原語からの直訳であり、裁判所による訴訟手続上の控訴と同じ意味を持って

いるか否かは不明である。 
578 ្រពះរាជ្រកមេលខ៨៧ន.ស., ២៣ េមសា ១៩៥៦, មា្រតា១១, មា្រតា២២［王令87N.S.号（1956年4月23日）11条、22

条］。 
579 ここにおける「棄却」の原語は「េលើកេចាលជាអសារបង」់であった。これは、「débouté」および「rejeté」というフラ

ンス語から訳されたものであろう。 
580 王令47（2）号33条。 
581 Jean-Marie Crouzatier, “Les aléas de la justice administrative au Cambodge” in Les Juridictions et la 
Protection des Libertes (Toulouse: Presses de l’Univ. des Sciences Sociales, 1995), 142 ; Yan Vandeluxe, supra 
note 265, at 212. 
582 サーイ・ボーリー（2005年）・前掲注（265）97頁。 
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ンス語からの訳によるものだと思われる583。 

原典に当たっていなかったからであると推察されるが、教材類は、1933 年の王令 47（2）号と

1948年の王令 399-NS号とを比較する場合において、行政裁判所の管轄が国家補償の審理へと拡大

したと論じる者584や、行政裁判所は1948年に行政決定の適法性を審理できるようになったと指摘す

る者もある585。フランス語版によることなく、同一の原典を素材にしての学説の分析や議論の蓄積

が望まれる状況にある。こうした現状においては、カンボジアが経験した行政裁判所の把握も、不

明確なものとならざるをえない。 

行政裁判所の組織についても、コンセイユ・デタが設置された1957年以後も、コンセイユ・デ

タの段階に達する前に、控訴裁判所が下級行政裁判所の判決に対する控訴を審理する第2審として

存続したと述べる論者もある586。しかし、前述したように、1957年の王令229-NS号によると、下級

行政裁判所の判決に対する控訴を処理したのは、コンセイユ・デタの訴訟部会であった。控訴裁判

所は、あくまでもコンセイユ・デタが設置されなかったから事実上存続していたにすぎない。この

ように、フランス法の影響を受けた行政裁判所制度の把握は必ずしも正確であるとはいえない。む

しろ教材類において把握されている行政裁判所制度は不明確ではないか、という問題を指摘するこ

とができる。カンボジアにおける議論の発展を促すためにも、本格的な歴史的考察が期待される。 

第3節 社会主義法の影響を受けた行政紛争処理制度の内容 

カンボジアにおける社会主義法の影響を受けた法は、前述したように、これ以前の諸法制度が崩

壊した後に整備された。これは、クメール・ルージュ時代（1975−1979年）であったから、フランス

保護領時代の法制度を消極的に否定するだけではなくて、むしろ積極的に法ニヒリズムの考え方に

立脚するものであった587。行政法を含む法制度全体が破壊されたといわれることもある588。しかし、

クメール・ルージュ政権が1979年に崩壊した後では、1981年にカンボジア人民共和国憲法が公布

されたことによって、カンボジアは、新たな社会主義時代に入り、社会主義のイデオロギーの非常

に強い影響を受けた法制度が整備された事実も否定できない589。それでは、本論文の素材である行

政紛争処理制度の状態はどのようなものであったのであろうか。 

                                                
583 サーイ・ボーリー（2005年）・前掲注（265）97-100頁、ヒアン・サーン・前掲注（476）51-53頁、Yan Vandeluxe, supra 

note 38, at 110; Yan Vandeluxe, supra note 265, at 211。 
584 サーイ・ボーリー・同上97-98頁、ヒアン・サーン・同上51-52頁。 
585 Yan Vandeluxe, supra note 38, at 110; Yan Vandeluxe, supra note 265, at 211. 
586 サーイ・ボーリー（2005年）・前掲注（265）100頁。 
587 鮎京・前掲注（275）57頁、ベアトリス・前掲注（26）23頁。 
588 Yan Vandeluxe, supra note 38, at 111. 
589 ベアトリス・前掲注（26）23−24頁。 
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1．教材類や先行研究における社会主義法の影響を受けた行政紛争処理制度の内容 

教材類や先行研究では、社会主義法の影響を受けた行政紛争処理制度の内容を直接的に論じるも

のがない。第1に、Yan Vandeluxeは、社会主義の下では、適法性原則が認められず、行政法の存

在を論じがたく、行政活動に対する司法審査もなかったと指摘しており、社会主義法の影響を受け

た行政紛争処理制度を論じていない590。第2に、Kai Hauersteinは、後述する1982年に制定され

た抗議批難法の存在を認めながら、国家と社会との対立を否定する社会主義法において、行政法が

理論的に存在しえなかったという理解を示した591。第3に、スオン・オソットは、以上の見解とは

逆に、社会主義時代の法制度の特質を論じないままに、行政紛争処理制度を表面的に整理した592。

第4に、サーイ・ボーリーは、後述する1993年憲法39条、1988年10月28日付契約および契約外

責任に関するデクレ法38Kr.Ch号を根拠にしながら、社会主義的な特質を有する行政責任の概念に

言及している593。 

以上のような議論は、一般論にとどまるので、社会主義法の影響を含むカンボジアにおける行政

紛争処理制度全体を把握することはできない。そこで、以下では、法制度に即して考察を試みてみ

たい。 

2．行政裁判所制度の不存在－抗議申立て制度の登場－ 

1979 年から整備された社会主義法の影響を受けた行政紛争処理制度には、フランス法の影響を

受けた行政裁判所制度のようなものが存在しなかった。これは、行政に対する裁判機関による審査

を原則として認めず、行政に対する審査を行政特に検察機関が行うという社会主義法の顕著な特徴

であった594。この特徴は、次のように、明らかにベトナムをはじめとする社会主義諸国の法に影響

を受けたものであって、フランス法の影響を受けた行政裁判所制度とは異なった。 

第1に、行政裁判所制度の中核概念は市民と行政との対立の性質が強い行政訴訟であったのに対

して、社会主義法における行政紛争処理制度の中核概念は、提案（េសចក្តីេស្នើ、មតិេស្នើ、សំេណើ）、
抗議申立て（បណkឹងតវាm8）および批難申立て（បណkងឹបរAហារ）であった。抗議申立ておよび批難申

立ての一般法であり、1982年 8月 28日に公布された「市民の抗議申立ておよび批難申立ての審査

                                                
590 Yan Vandeluxe, supra note 38, at 111. 
591 Kai Hauerstein, supra note 13, at 25. 
592 スオン・オソット・前掲注（14）465-509頁、544-570頁。 
593 サーイ・ボーリー・前掲注（118）348頁以下。 
594 ソ連時代における行政に対する司法審査については、関哲夫『地方行政と争訟』（勁草書房、1982年）189頁以下、市橋

克哉「ソ連邦における行政にたいする司法審査（1）－1977年ソ連憲法と行政裁判－」名古屋大学法政論集96号（1983年）

308-309頁を、中国における行政に対する司法審査については、張勇「中国の行政争訟制度（1）－その歴史と現状－」名古

屋大学法政論集 140 号（1992 年）129 頁を、ベトナムにおける行政に対する司法審査については、Pham Hong Quang, 

“Administrative Division Court in Vietnam: Model, Jurisdiction and Lessons From Foreign Experiences,” (CALE 

Discussion Paper No. 4, Nagoya University Center for Asian Legal Exchange, May, 2010), 2, 6, 10,21を参照。 
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ならびに解決に関する法律」（以下、「抗議批難法」という。）595の制定について、大臣評議会は、1984

年 1月 31 日に発出された市民の抗議申立ておよび批難申立ての審査ならびに解決に関する法律の

執行に関する指導通達（សារាចរែណនំា）03SRNN 号596（以下、「抗議批難法執行通達」という。）に

おいて、当該法律の制定の目標は、1981年憲法2条、30条、32条および37条に従って、市民によ

る管理への参加と国家組織等の活動の監督への参加を可能にすることであったとした。つまり、こ

の市民の抗議申立ておよび批難申立ては、市民と行政との対立よりも、市民の行政への参加の一形

態である人民監督を可能にするための行為であった。 

第2に、これらの諸概念の具体的な内容を検討していくと、当然でありながらフランス法の影響

を受けた行政訴訟やその提訴行為であった争訟的申立てと異なっている。まず、提案について、1981

年憲法32条第2項は「市民は全て、国家組織および大衆組織に対して、国家の政治問題、人民の生

活に関する提案をすることができる。提案は全て、国家組織および大衆組織により、慎重に審査さ

れなければならない。」と定めたように、その対象は国家の政治問題、人民の生活という非常に広い

抽象的なものであった。抗議批難法では、その2条が「カンボジア人民共和国の市民は、国家、共

同体の利益または市民の合法な利益を侵害する国家組織、社会組織、人民武装隊部署またはそれら

の個人によって行われる政策または法に違反した行為について、いかなる国家組織に対しても、抗

議申立て、批難申立ておよび提案をする権利を有する。」と定めた。抗議批難法が1981年憲法32条

を具体化したものだと捉えれば、抗議批難法における提案は狭義の提案であり、憲法における提案

は抗議申立ておよび批難申立ても含まれる広義の提案だと理解してよいだろう。 

カンボジアの社会主義憲法上の権利として認められたこの提案は、カンボジアに先だって、1977

年10月7日に採択されたソビエト社会主義共和国連邦憲法（以下、「ソ連1977年憲法」という。）

においてはじめて個人の権利として追加された597。この49条第1項は「ソ連の全ての市民は、国家

機関および社会団体に対して、その活動の改善を提案し、その仕事の欠陥を批判する権利をもつ。」

と定め、その第2項は「公務員は、定められた期間に市民の提案および申請を審理し、それに対す

る回答を行い、必要な措置をとる義務をおう。」と定めた598。このソ連における提案

（предложение）は、申請および請願とともに、1968年 4月 12日付の「市民の提案、

                                                
595 ច8_បស់្តីពកីារពិនតិ8j នងិេដាះ្រសាយបណkងឹតវាm8 នងិបណkងឹបរAហាររបស់ពលរដ្ឋ, េលខ១១ ្រក, ២៨ សីហា ១៩៨២［市民
の抗議申立ておよび批難申立ての審査ならびに解決に関する法律11Kr号（1982年8月28日）］。 
596  សារាចរែណនំារបស់្រកមុ្របឹក8\រដ្ឋម�ន្តីអពំកីារអនុវត្តនច៍8_ប់ស្តពីកីារពនិិត8j នងិេដាះ្រសាយបណkងឹតវាm8 នងិបណkងឹ
បរAហាររបស់ពលរដ្ឋ, េលខ០៣សរណន, ៣១ មករា ១៩៨៤［市民の抗議申立ておよび批難申立ての審査ならびに解決に関す

る法律の執行に関する指導通達03SRNN号（大臣評議会、1984年1月31日）］。 
597 ノーボスチ通信社編（稲子恒夫訳）『ソ連憲法・資料集』（アリエス書房、1978年）14頁。 
598 同上126-127頁。 
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申請および請願の審査の手続について」のソ連邦最高会議幹部会令（以下、「提案等審査幹部会令」

という。）に定められ、その定義がないが、政治、経済、文化生活等の諸問題に関するものであり、

国家機関または行政機関の活動の改善にとどまらず、勤労者の国家管理または行政への参加および

国家機関に対する監督の強化、社会主義的適法性の強化等の一形式でもあった599。カンボジアにお

ける提案も、ソ連のそれと内容において、類似したものであったといえよう600。 

ところで、抗議申立ておよび批難申立ては、1989年憲法39条第2項においてはじめて憲法上の

権利として規定されたが、社会主義諸国を見ると、1989 年憲法が公布された以前に、ソ連、中国、

ベトナムの規範文書においてこれに類似した規定がすでに存在していた。ソ連1977年憲法49条は、

前述したように提案権とともに、批判権を定め、58条第1項前段は「ソ連市民は公務員、国家機関

および社会的機関の行為を訴願する権利をもつ。」と定めた601。1980年 12月 18日に採択されたベ

トナム社会主義共和国憲法（以下、「ベトナム 1980年憲法」という。）73条第1項は「公民は、国

家機関、社会組織、人民武装単位、または、それらに属する個人の、法律違反について、国家のい

かなる機関に対しても不服申立ておよび告発を行う権利をもつ。」と定めた602。また、1982年12月

4日に採択された中華人民共和国憲法（以下、「中国1982年憲法」という。）41条第1項は「中華人

民共和国公民は、いかなる国家機関、または国家公務員に対してであれ、批判と提案をおこなう権

利をもつ。いかなる国家機関、または国家公務員に対してであれ、違法行為、職務怠慢について、

関係ある国家機関に上申、告訴、告発する権利をもつ。」と定めた603。 

これらの憲法の条文内容を見る限りでは、社会主義諸国の憲法が国家組織などの行為に対する各

種の申立てを定めていたが、1989 年憲法における批難申立ておよび抗議申立ては、ベトナム 1980

年憲法における不服申立ておよび告発に最も近いと思われる。なお、ベトナム1980年憲法73条は、

これに定められた公民の権利および義務全体とともに、ソ連1977年憲法の影響を受けて、これ以前

の1959年 12月 18日に採択されたベトナム民主共和国憲法（以下、「ベトナム 1959年憲法」とい

う。）29条と比べて、一層詳細に規定したといわれている604。また、このベトナム1959年憲法29条

第1項は「ベトナム民共和国の公民は、いかなる国家機関、服務員を問わず法律を犯した場合上訴

                                                
599 社会主義法研究会編『（社会主義法研究年報 No. 5）社会主義における法と民主主義』（法律文化社、1979年）36-37頁、

関・前掲注（594）180頁。 
600 中国においても、1982年に提案権を憲法上の権利として認めたが、カンボジアの 1981年憲法が公布された後であった。

なお、中国では、1950年代に「信訪」制度が存在していた。浅井敦『現代中国法の理論』（東京大学出版会、1973年）221頁

を参照。 
601 ノーボスチ通信社編・前掲注（597）128頁。 
602 鮎京正訓＝高世仁「ベトナム社会主義共和国憲法（2・完）」法律時報53巻7号（1981年）57−58頁。 
603 竹内美『中国を知るテキスト1－中華人⺠共和国憲法集－』(蒼蒼社、 1991 年)121-122 頁。 
604 鮎京正訓「ベトナム現代憲法史（2・完）」法律時報55巻７号（1983年）91頁。 
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（不服申立て）し、告発する権利をもつ」と定めた605。ベトナム1959年憲法は、それが「担った課

題と、社会主義への総路線にかかわる問題での相違」を除き、その29条を含む公民の基本的権利・

義務の規定をはじめとして、1954年9月20日に採択された中華人民共和国憲法（以下、「中国1954

年憲法」という。）に類似する条項が多く、この中国憲法の影響を受けたといわれている606。 

なお、ベトナム 1959年憲法が採択された約 20年後、1978年 3月 5日に採択された中華人民共

和国憲法（以下、「中国1978年憲法」という。）55条が「公民は、法律に違反しまたは職責を尽さ

ないいかなる国家機関および企業・事業単位の勤務員に対しても、各級の国家機関に告発する権利

を有する。公民は権利利益を侵害されたとき、各級の国家機関に告訴する権利を有する。」と定めた

607。 

この種の規定について、カンボジアを含むこれらの諸国間での憲法の相互の影響を論じてみると

いう課題があるように思われるが、本論文の主題から外れる。そこで以下では、カンボジアにおけ

る抗議申立ておよび批難申立てとの類似性を有すると思われる法制度のみを確認しておく。 

ソ連においては、1918年7月10日に採択されたロシア社会主義連邦ソビエト共和国憲法（基本

法）（以下、「ソ連 1918年憲法」という。）50条 3 号は、「これらの措置の効力、その実施の延滞、

またはそれによって適法な権利の行使が阻害されたことについての訴願を希望する共和国市民の要

求があったとき、その措置についての簡単な記録書をつくることを、全ての公務員、ソビエト施設

の義務とする。」と定めたように、最初は訴願に関する憲法規定しかなかった608。1919年から設置

された国家監察人民委員部とその地方機関には、「公務員の違法、不当な行為についての市民の訴

願を審理するため」の局が設けられた609。1923年までの報告書には、「訴願または届出」の記載が

ある610。また1932年6月の「革命的適法性について」の決定には「公務員による革命的適法性の侵

害の事実についてなされた届出」と「訴願の点検」の語句が記載された611。1932年8月には、「コ

ルホーズの公共財産に対する不法領得についての届出が増加している」612という記載もあった。い

ずれにせよ、行政の適法性を確保するための訴願制度の重要性を確認することができよう。 

                                                
605 坂本徳松「資料 〔解説〕ベトナム民主共和国憲法について（附 ベトナム民主共和国憲法全文）」愛知大学国際問題研

究所紀要 31 号 （1961年）55 頁。 
606 鮎京・前掲注（604）91頁。 
607 浅井淳「中国の新憲法」ジュリスト663号(1978 年)101頁。 
608 ノーボスチ通信社編・前掲注（597）62−63頁。なお、この憲法の条文は、第6回全ロシア・ソビエト大会において決定さ

れた「法律の正確な順守についての」決定（「革命的適法性についての」決定）に由来すると述べたのは、稲子恒夫「ソビ

エト法における適法性（法の支配）の原則の歴史」名古屋大学法政論集24号（1963年）3-4頁。 
609 稲子・同上5頁。 
610 稲子・同上11頁、11頁・注5、19頁。 
611 稲子・同上26-27頁。 
612 稲子・同上29頁。 
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中国においても、1949年 9月 29日に採択された中国人民政治協商会議共同綱領 19条第1項は

「県・市以上の各級人民政府内に人民監察機関をもうけて」、「法をやぶり職務をおこたる機関と

人員を摘発する。」と定め、その第2項は「人民および人民団体は、いずれの国家機関およびいず

れの公務員の法をやぶり職務を怠った行為をも、人民監察機関または人民司法機関に告発する権利

をもつ。」と定めた613。1950年10月24日に承認された政務院人民監察委員会試行組織条例2条で

は、人民監察委員会の具体的な任務として、「人民および人民団体の控告を受けつけるとともに処

理する」と、告発ではなくて、控告の語句が用いられた614。その後、中国1954年憲法97条は、「告

発」615を定め、1955年11月、政府院（現在の国務院）により制定された「監察部組織簡則」2条第

3項は、「控告」と「不服申立て」を定めた616。この不服申立ては、中国語では「申訴」と呼ばれる

ものであって617、これもカンボジアにおける抗議申立てに類似したものといえそうである。 

以上の整理は、ごく簡単な概観にとどまっているが、批難申立ておよび抗議申立てを定めたカン

ボジアにおける1989年憲法39条は、ベトナム1980年憲法73条の影響を受けた。このベトナム憲

法規定は、中国1954年憲法に影響を受けたベトナム 1959年憲法を原型としたものである。その過

程で、ソ連 1977 年憲法の影響もあったことが推察される。その影響が推察されるものの一例とし

て、1984年 1月 31 に、カンボジアにおける大臣評議会が、抗議批難法執行通達とともに発出した

「人民の要請解決に関する通達02 S.R号」に言及しておきたい。これは、国家組織における不正行

為の予防と行政の改善を目的として、市民の「要請」（សំណ�មពរ）の受理とこれの処理を全国に示

した通達であった618。この要請は、提案権とともに、ソ連1977年憲法に定められた申請または審査

申出（заявление）に類似したものである。ソ連における申請は、市民の権利または利益

を実現するために国家機関または社会的組織に対してなされる申立てであり、具体的には、住居条

件の改善をはじめとする国家機関等に対する要請を内容とするものであった619。ここに中国の例を

加えるのであれば、1951年6月7日に、政務院が市民からの「不服申立等をうけつけるための専従

的機構」を設置すべきことを命令したという経緯620や、1955年に「控告」の受理機構が存在したと

いう経緯621を確認することもできよう。 

                                                
613 平野・前掲注（2）35頁。 
614 同上120頁。 
615 同上31頁。 
616 張勇『中国行政法の生成と展開－日本法との比較の視点から見る－』（信山社、1996年）91頁。 
617 浅井・前掲注（600）221頁・注12、231-232頁。 
618 សារាចររបស់្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋម�ន្តសី្តីពកីារេដាះ្រសាយសំណ�មពររបស់្របជាជន, េលខ ០២ ស.រ, ៣១ មករា ១៩៨៤［人民
の要請解決に関する通達02 S.R号（大臣評議会、1984年1月31日）］。 
619 関・前掲注（594）176頁、小森田秋夫『現代ロシア法』（東京大学出版会、2003年）41頁・脚注66。 
620 浅井・前掲注（600）221頁。 
621 浅井・同上221頁・注14、232頁。 
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3．抗議批難法における抗議申立ておよび批難申立て 

カンボジアにおける抗議申立ておよび批難申立ての権利は、憲法の権利として定められる以前に

おいて、抗議批難法に根拠が定められていたものである。1980年以後に、一部の幹部に官僚主義や

権限の濫用が発見されるようになったことから、市民の信頼を確保することがその目標であった622。

事実上、市民が国家組織に対して申立てを行うことは行われていたが、国家組織の側での体制を明

確にしなければならないという改善案が国家評議会に提出されたのである623。そして国家評議会は、

抗議批難法を議会の第1期第3回会議に提出したのであった624。 

これに先立って、ベトナムでは1981年11月27日付で「公民の各不服申立て（khiếu nại）およ

び告訴告発（tố cáo）の審査および解決の規定に関する法令」625がすでに存在していた。カンボジ

アでも、ベトナムと同様に申立ての2分類を中心とする抗議批難制度となった。また、抗議批難法

ではないが、1982年 2月 10日に公布された「カンボジア人民共和国の国民議会および国家評議会

の組織に関する法律」62658条は、人民からの抗議申立て、要請または提案に対して、国民議会の議

員の調査等の義務を定めていたので、ここでは2分類というよりもむしろ3分類であって、そうで

あれば、これはソ連法における3分類に近いものであるという把握もできることになる。 

カンボジアにおける抗議申立ては、「市民の身体、名誉、権利自由、財産に侵害を与える法の違

反を行った国家の組織または国家の職員に対する不服」であって、「市民の申立ての一種」であるが、

誤解がないように確認しておくと、他国、例えば中国1978年憲法55条と中国1982年憲法41条に

                                                
622  គណៈកមាg8ធកិារបក8�្រកសួងមន្ទីរជុំវAញមជ8Óឹមៃនបក8�កមុ្ម@យនសី្តកម្ព@ជា, េសចក្តរីាយការណស៍េង្ខបអពំសីកម្មភាព
្រកសួងមន្ទីរ ជុំវAញមជ8Óឹមក្ន@ងឆាJ8១ំ៩៨០, ៣០ មករា ១៩៨១, ទំព័រ ៥ (មានេនៅក្ន@ងបo្ជឯីកសារ្រកុម្របកឹ8\រដ្ឋៃនបណា8សារ
ដា78នជាត ិភាគទ០ី២ ្របអប់េលខ៨ សំណÍលិំខតិេលខ១៦៤［カンボジア共産党の中央周辺省庁党委員会「1980年度におけ

る中央周辺省庁の活動に関する省略報告」（1981年1月30日）5頁（国立文書館の国家評議会資料名簿2巻箱8号一式文書

164号所蔵）］、“េសចក្តី្រពាងសរុបរបាយការណក៍ម្ព@ជាឆាJ8ំ១៩៨១៖ សំងាតប់ំផតុ,” បo្ជឯីកសារ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋៃនបណា8សារ
ដា78នជាត ិភាគទ០ី៣ ្របអប់េលខ១១ សំណÍំលិខតិេលខ២២៧, ទំព័រ៨「1981年度におけるカンボジア状況の概要の草案」

国立文書館の国家評議会資料名簿3巻箱11号一式文書227号8頁。この国立文書館の国家評議会資料名簿は、国立文書館

においてカンボジアの社会主義時代の公的文書を収集し、記録しているものである。 
623 ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋ, កណំត់េហតុ្របជុំ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋ, ២០ មនិា ១៩៨២, ទពំ័រ៤［国家評議会「国家評議会会議議事録」（1982

年3月20日）4頁］。 
624 ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋ, របាយការណ៍ស្តពីីការងាររបស់្រកុម្របឹក8\រដ្ឋជនូរដ្ឋសភា, ១៥ សីហា ១៩៨២［国家評議会「議会に提出

する国家評議会の事務に関する報告書」（1982年8月15日）3頁］。 
625 独立行政法人国際協力機構（JICA）「ベトナム不服申立ておよび告訴告発に関する法律（旧法）【luậ t khiế u nại, tố  

cáo】 」、http://www.moj.go.jp/content/000111000.pdf （最終アクセス：2017年6月6日）。 
626 ច8_បស់្តីពកីារេរៀបចំរដ្ឋសភា នងិ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋៃនសាធារណរដ្ឋ្របជាមានតិកម្ព@ជា, េលខ ០៤ ្រក, ១០ កមុ្ភៈ ១៩៨២［カン

ボジア人民共和国の国民議会および国家評議会の組織に関する法律04 Kr号（1982年2月10日）］。 
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定められた「上申」627、「訴願」628、「申立」629と訳される申訴に類似するものである。この申訴は、

「公民、法人およびその他の組織が、その権利利益が侵害された事項について、関係ある国家機関

に対して理由を陳述し、新たな処理を求める行為である」と指摘されている630。 

また、ソ連1977年憲法58条に定められた訴願（жалоба）もここで確認することができる

ものである。これは「不服申立て」と訳されることもあるが631、定義がなく、実務上および学説上

形成されたといわれている632。ソ連1918年憲法50条3号は、「これらの措置の効力、その実施の延

滞、またはそれによって適法な権利の行使が阻害されたことについての訴願」633と定めており、訴

願とは「『機関（орган）または権限ある公務員（должностное лицо）が、申

立人の権利または利益を侵害したむねの、具体的事実の指摘』を内容とする申立てである」という

学説との類似を指摘するものもある634。 

カンボジアに戻るが、抗議申立てとは区別される批難申立てとは、「詐欺・横領・背任」等の「自

己の権限の濫用、自己の利益としての収入を得ることを目的とした国家財産の利用」等の国家財産

に侵害を与える国家組織または国家の職員を「批難する市民の申立ての一種」であった。これも、

1920年代以後のソ連において、労農検査部が「公務員の違法・不当な行為に対する個々の労働者・

市民の訴願・申請を審理」する機関であったとの指摘635との類似性が想起されてくるものである。

申立ての期間の制限がないことや、行政罰および刑事罰等との責任追及との連続性、上級行政機関

が裁断機関となること、監察機関が関与すること等の共通点がある636。 

4．抗議申立て等の処理機関と監督組織 

抗議批難法 8 条および 9 条は、それぞれ抗議申立ておよび批難申立ての管轄を定めた。基本的

に、個人を対象とした抗議申立てについて、その個人が属する組織の長がこれを審査し、解決する

責務を負った。これに対して、個人を対象とした批難申立ての場合には、その個人が属する組織の

                                                
627 竹内・前掲注（603）121-122頁、張勇・前掲注（616）93頁、王家福＝加藤雅信編『現代中国法入門』（勁草書房、1997

年）38頁。 
628 杉田憲治『中国憲法と若干の法制に関する研究－党政分離、村民委員会、行政訴訟について－』（広島修道大学総合研究

所、1992年）74頁。 
629 宮坂宏編訳『増補現代中国法令集』（専修大学出版局、1995年）50頁。 
630 （温晋鋒『行政法学概論』（南京大学出版社、1977年）177頁を引用した）許順福「中国における行政復議制度の考察」

名古屋大学博士（法学）学位論文（2015年4月30日）35頁・章末の注35、36頁、58頁、http://hdl.handle.net/2237/22855 （最

終アクセス：2020年7月3日）。 
631 稲子恒夫監修『ソ連重要法令集－ソ連六法 第1巻－』（プログレス出版所、1984年）40頁。 
632 関・前掲注（594）176頁。 
633 ノーボスチ通信社編・前掲注（597）62−63頁。 
634 関・前掲注（594）176頁。 
635 藤田勇「ロシア革命と基本的人権」東京大学社会科学研究所編『基本的人権』（東京大学出版会、1968年）322頁を引用

した宮地芳範「草創期ソビエト憲法学における『国民主権』論批判と人民コントロール（3・完）」法學論叢113巻6号（1983

年）96頁。 
636 ソ連の法制度については関・前掲注（594）177−185頁を、中国の法制度については浅井・前掲注（600）221頁。 
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上級組織の長がこれを審査し、解決する責務を負った。いずれにせよ、管轄組織が審査し、解決し

た後に申立人がこれに同意しない場合には、当該管轄組織を直接指導する上級組織に、さらに抗議

申立てまたは批難申立てをすることができた。  

また、抗議批難法においては、行政事項（េរឿងរដ្ឋបាល）についてのみ、抗議申立ておよび批難

申立てが審査されたので、行政事項ではない場合は、検察庁および裁判所に送付しなければならな

かった637。このことは、行政事項の解決は、上級行政機関の排他的管轄に属したという意味も有し

ていた。すなわち、司法省は、1984年の民事訴訟手続に関する指導通達において、裁判所に申立て

られた事項が行政事項の性質を有する場合には、行政組織に送付しなければならないとしたのであ

る638。 

抗議批難法の特色は、通常の上級行政機関の他に、監督組織が存在していたことである。1980年

代のカンボジアにおける監督組織は、監督機関（សា|8បន័្រតÊតពនិិត8j）または監督組織（អង្គការ្រតÊត
ពិនិត8j）と称され、市民の抗議申立ておよび批難申立ての審査ならびに解決がその責務の１つであ

った639。中央には監督省（្រកសួង្រតÊតពិនតិ8j）、各省または各大臣官房（ទីស្តកីាររដ្ឋម�ន្ត）ី、州および

市、郡・州役所所在地・区・郊外郡には監督委員会（គណៈកមាg8ធកិារ្រតÊតពិនតិ8j）、町村、工場、営

業・生産企業、病院、学校などという基層（មូលដា78ន）には人民の監督委員会（គណៈកមាg8ធកិារ្រតÊត
ពិនិត8jរបស់្របជាជន）が設置されていた640。 

監督省は、1981年 10月 7日付国家評議会決定 15 号によって国家事務監督省として設置され、

1987年1月15日付デクレ法によって監督省へと改名された。その職務については、1981年の国家

評議会決定では、党、政府の諸原則、政策、決定および国家の法（律）の執行を監督することであ

ったが、1987年のデクレ法の下では、国家の原則、政策、計画の執行を監督することに改正された

                                                
637 抗議批難法15条。 
638 សារាចរេសចក្តីែណនំារបស់្រកសួងយុត្តិធមអ៌ំពនីីតិវAធីរដ្ឋប8§េវណ,ី េលខ០៤ សរច ៨៤, ៨ កtu8 ១៩៨៤［民事訴訟手続

に関する指導通達04SRCh84号（司法省、1984年9月8日）］。 
639  “បtÒ8ជាមូលដា78នទំាងឡាយអពំីការងារ្រតÊតពិនតិ8j,” បo្ជឯីកសារ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋៃនបណា8សារដា78នជាត ិ ភាគទ០ី៣ 
្របអប់េលខ១៤ សំណÍលិំខតិេលខ២៧៦, ទពំ័រ ៨ ដល់១២［「監督事務に関するあらゆる基本的な問題」国立文書館の国家評

議会資料名簿3巻箱14号一式文書276号8-12頁］。 
640 同上10頁、្រកតឹ8jច8_ប់ស្តពីីការបេង្កើតទីស្តកីាររដ្ឋម�ន្តី្រកសួង្រតÊតពនិិត8j, េលខ៣១្រកច, ១៥ មករា ១៩៨៧［監督大臣の

官房局の設置に関するデクレ法31KrCh号（1987年1月15日）］、អនុ្រកឹត8jស្តីពកីារចាត់តំាងបណាÔ8ញ្រតÊតពនិតិ8jតាម្រកសួង 
េខត្ត ្រកងុជុំវAញមជ8Óឹម, េលខ៧៣អន្រក, ១៣ កtu8 ១៩៨៣, មា្រតា ១, មា្រតា ២［中央周辺の省ならびに州および市におけ

る監督ネットワークの組織に関する政令73ANK号（1983年9月13日）1条、2条］、អនុ្រកឹត8jស្តីពកីារបេង្កើតគណៈកមាg8ធកិារ
្រតÊតពិនតិ8j ្រគប់ថាJ8ក,់ េលខ ១៥ អន្រក, ៣០ ឧសភា ១៩៨៧, មា្រតា១, មា្រតា ២［全級監督委員会の設置に関する政令15 

ANK号（1987年5月30日）1条、2条］、អនុ្រកឹត8jស្តីពកីារចាត់តំាងគណៈកមាg8ធិការ្រតÊតពនិិត8jរបស់្របជាជនេនៅមលូដា78ន, 
េលខ១៦ អន្រក., ៣០ ឧសភា ១៩៨៧, មា្រតា ១, មា្រតា ២ ［基層における人民の監督委員会の組織に関する政令16 ANK.

号（1987年5月30日）1条、2条］。 
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641。監督委員会は、1983年に、各省、州・市に設置されたが、1987年に、各大臣官房局（省）およ

び州・市だけではなくて、省級に相当する他の機関、郡・州役所所在地・区・郊外郡に設置され、

その範囲が拡大した642。人民の監督委員会は、1987年に設置された基層の監督組織であった。工場、

営業・生産企業、病院、学校などの人民の監督委員会の組織は、労働者および職員代表による選出

に基づいて、部署長がこれを審査し、決定した643。 

5．抗議申立て等の審査解決手続 

以上の処理機関と関連するのが審査解決手続である。申立人が抗議申立ておよび批難申立てを行

い、この審査および解決に対する不服がある場合には、さらに抗議申立ておよび批難申立てを上級

の行政機関にすることができることは、前述した644。これは、裁判所における司法審査とは異なる

ということも意味している。 

そのために、行政裁判所制度と違って、原則として、手続における対審構造が認められなかった。

特に、批難申立てについては、申立ての対象となった組織または個人にその批難申立ての存在自体

を漏らす行為が禁止された。抗議申立てについても、申立人に悪影響をもたらす可能性があると考

えられる場合に、申立ての対象となった組織または個人に送付してはならないと定められた645。 

結局、申立ての審査および解決は、申立てを受理した管轄組織および監督組織がそれぞれの責務

を遂行することによって行われた。そのための諸活動の法形式も抗議批難法を執行する通達類で定

められた。すなわち、申立ての受理646、他の関連組織への移送647、監督決定措置648、証拠または証人

                                                
641  លក្ខន្តិកៈស្តពីកីារចាត់តំាង នងិសកម្មភាពរបស់្រកសួង្រតÊតពនិតិ8jកចិ្ចការរដ្ឋ (អនុ្រកឹត8jេលខ០២អន្រក, ១៩ មនីា 
១៩៨២), មា្រតា១, មា្រតា២,មា្រតា៨［国家事務監督省の設置および活動に関する規程（政令02ANK号（1982年3月19日））

1条、2条、8条］、្រកឹត8jច8_បស់្តីពកីារបេង្កើតទសី្តីការរដ្ឋម�ន្តី្រកសួង្រតÊតពិនតិ8j, េលខ៣១្រកច, ១៥ មករា ១៩៨៧, មា្រតា
១, មា្រតា២［監督大臣の官房局の設置に関するデクレ法31KrCh号（1987年1月15日）1条、2条］。 
642 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការចាត់តំាងបណាÔ8ញ្រតÊតពនិិត8jតាម្រកសួង េខត្ត ្រកងុជុំវAញមជ8Óឹម, េលខ៧៣អន្រក, ១៣ កtu8 ១៩៨៣, 
មា្រតា ១, មា្រតា ២［中央周辺の省ならびに州および市における監督ネットワークの組織に関する政令73ANK号（1983年9

月13日）1条、2条］、អនុ្រកឹត8jស្តីពកីារបេង្កើតគណៈកមាg8ធកិារ្រតÊតពនិិត8j ្រគបថ់ាJ8ក,់ េលខ ១៥ អន្រក, ៣០ ឧសភា ១៩៨៧, 
មា្រតា១, មា្រតា ២［全級監督委員会の設置に関する政令15 ANK号（1987年5月30日）1条、2条］。 

643  អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការចាតតំ់ាងគណៈកមាg8ធកិារ្រតÊតពនិតិ8jរបស់្របជាជនេនៅមូលដា78ន, េលខ១៦ អន្រក, ៣០ ឧសភា 
១៩៨៧, មា្រតា២, មា្រតា៤ ［基層における人民の監督委員会の組織に関する政令 16 ANK号（1987年5月30日）2条、4

条］。 
644 抗議批難法2条、10条。 
645 同上7条。 
646 同上6条。 
647 同上6条第4項。 
648 ្រកឹត8jច8_បស់្តីពកីារបេង្កើតទីស្តកីាររដ្ឋម�ន្តី្រកសួង្រតÊតពិនតិ8j, េលខ៣១្រក.ច, ១៥ មករា ១៩៨៧, មា្រតា៣［監督大臣の

官房局の設置に関するデクレ法31KrCh号（1987年 1月 15日）3条］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការបេង្កើតគណៈកមាg8ធកិារ្រតÊតពិនតិ8j 
្រគបថ់ាJ8ក,់ េលខ ១៥ អន្រក, ៣០ ឧសភា ១៩៨៧, មា្រតា ៣［全級監督委員会の設置に関する政令15 ANK号（1987年5月

30日）3条］、抗議批難法執行通達。 
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の調査649等がそうであった。紛争処理機関の権限には、必要な資料の提供を申し入れる権利（សិទ្ធិ
េស្នើ）650および監督組織による執行停止651が定められた。 

最後に、紛争処理機関がその責務を適切に遂行するように確保する手段が気になるところである。

これについては、降級（បo្ច@ះថាJ8ក）់および免職（ឱយលាឈប់េធ្វើការេដាយបង្ខ）ំ等の行政監督と

懲戒罰652によって、抗議申立て等の処理の実効性が確保される仕組みであった。同様に、紛争処理

機関が行った決定を無視した場合もありうると考えられる。抗議批難法では、批難申立ての対象と

なった国家組織等が、紛争処理機関の決定に従って、その違反行為を改善するための措置を執行す

る責務を負うと定められた653。監督省および監督組織の組織規範文書では、監督の後に懲戒を行う

ことで、この責務が履行されるという想定が記されていた654。 

6．特別の抗議申立て制度 

以上で述べた一般法である抗議批難法とは別に、個別法において定められていた特別の抗議申立

て制度が存在したことにも言及しなければならない。例えば、輸入商品税に関するデクレ法655（以

下、「輸入税デクレ法」という。）、特許税に関するデクレ法656（以下、「特許税デクレ法」という。）、

事業税に関するデクレ法657（以下、「事業税デクレ法」という。）、国内商品税に関するデクレ法658（以

下、「商品税デクレ法」という。）、輸出および輸入植物商品の植物衛生監督に関する政令659（以下、

                                                
649 抗議批難法執行通達。 
650 抗議批難法11条。 
651 ្រកឹត8jច8_បស់្តីពកីារបេង្កើតទីស្តកីាររដ្ឋម�ន្តី្រកសួង្រតÊតពិនតិ8j, េលខ៣១្រក.ច, ១៥ មករា ១៩៨៧, មា្រតា៣［監督大臣の

官房局の設置に関するデクレ法31KrCh号（1987年 1月 15日）3条］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការបេង្កើតគណៈកមាg8ធកិារ្រតÊតពិនតិ8j 
្រគបថ់ាJ8ក,់ េលខ ១៥ អន្រក, ៣០ ឧសភា ១៩៨៧, មា្រតា ៣［全級監督委員会の設置に関する政令15 ANK号（1987年5月

30日）3条］。 
652 抗議批難法22条。 
653 同上3条第2項、21条。 
654 ្រកឹត8jច8_បស់្តីពកីារបេង្កើតទីស្តកីាររដ្ឋម�ន្តី្រកសួង្រតÊតពិនតិ8j, េលខ៣១្រក.ច, ១៥ មករា ១៩៨៧, មា្រតា៣［監督大臣の

官房局の設置に関するデクレ法31KrCh号（1987年 1月 15日）3条］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការបេង្កើតគណៈកមាg8ធកិារ្រតÊតពិនតិ8j 
្រគបថ់ាJ8ក,់ េលខ ១៥ អន្រក, ៣០ ឧសភា ១៩៨៧, មា្រតា ៣［全級監督委員会の設置に関する政令15 ANK号（1987年5月

30日）3条］。 
655 ្រកឹត8jច8_បស់្តីពពីន្ធេលើទំនញិនំាចលូ, េលខ១៥ ្រក.ច, ២៧ វAច្ឆិកា ១៩៨២［輸入商品税に関するデクレ法15Kr.Ch号（1982

年11月27日）］。 
656 ្រកឹត8jច8_បស់្តីពពីន្ធបា³8តង,់ េលខ២២ ្រក.ច, ១៤ មថិុនា ១៩៨៥［特許税に関するデクレ法22Kr.Ch号（1985年 6月 14

日）］。 
657 ្រកឹត8jច8_បស់្តីពពីន្ធអាជីវកម្ម, េលខ២៣ ្រក.ច, ១៤ មថិនុា ១៩៨៥［事業税に関するデクレ法23Kr.Ch号（1985年6月14

日）］。 
658 ្រកតឹ8jច8_បស់្តីពពីន្ធេលើទំនញិក្ន@ង្របេទស, េលខ២៤ ្រក.ច , ១៤ មិថនុា ១៩៨៥［国内商品税に関するデクレ法24Kr.Ch

号（1985年6月14日）］。 
659  អនុ្រកតឹ8jស្តពីកីារ្រតÊតពនិតិ8jភតូគាមអនាមយ័េលើផលិតផលរុក្ខជាតិនំាេចញ នងិនំាចូល, េលខ៩៨ អន្រក, ៨ តលុា 
១៩៨៣［輸出および輸入植物商品の植物衛生監督に関する政令98ANK号（1983年10月8日）］。 
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「植物衛生監督政令」という。）、道路交通に関する政令660（以下、「交通政令」という。）、水産資源

分野の管理に関するデクレ法661（以下、「水産資源デクレ法」という。）、河川路航行に関する政令662

（以下、「河川航行政令」という。）が、それである。 

これらに共通していたのは、抗議申立ての最終的な紛争処理機関が、抗議批難法とは異なり、大

臣評議会ではなくて、各省または州・市の機関であったということである663。例えば、商品税デク

レ法14条は、「課税額、罰金額および商品の留置にかかわる抗議申立て」に関して、「税務事務所の

決定に対する抗議申立ては、郡・州役所所在地・区・郊外郡の税務組織がこれを審査し、決定する。」

などと定めていた。申立人が「再び不服を申し立てたとき」に限って、「最終的に審査し、決定」す

るために、書類が「財務省に送付」された。 

また、交通政令40条も、「罰金にかかわる抗議申立て」に関して、「交通警察係員（ភាJ8ក់ងារនគរបាល
ចរាចរ）の罰金にかかわる決定に対する抗議申立ては、州・市の交通警察部局がこれを決定する。」

などと定めていた。 

以上のように、個別法における抗議申立ての対象は、不利益な内容を有する行政決定のみに限定

されていた。具体的には、税務機関による課税664、植物衛生監督にかかわる罰金または商品使用目

的の転換にかかわる決定665、警察機関による罰金666、水産資源にかかわる罰金667、運転免許の押収668

といった決定は、いずれも市民にとっては不利益な内容を有する具体的な行為である。これに対し

て、植物衛生監督政令における監督の対象となった商品の積み下ろし669、特許税デクレ法における

商品の仮留置等の決定670は、それぞれの規範文書において、抗議申立ての対象行為とされていなか

った。 

個別法に定められた特別の抗議申立て制度は、前述したような、ソ連における訴願をはじめとす

る概括主義を採用した行政による自己監督制度というよりも、むしろ、ソ連や中国における限定的

                                                
660 អនុ្រកតឹ8jស្តពីចីរាចរផ្ល�វេគាក, េលខ០៩ អន្រក, ២១ មិថនុា ១៩៨៤［道路交通に関する政令09ANK号（1984年6月21日）］。 

661 ្រកឹត8jច8_ប់ស្តពីកីារ្រគប់្រគងវAស័យជលផល, េលខ៣៣ ្រក.ច, ៩ មីនា ១៩៨៧［水産資源分野の管理に関するデクレ法

33Kr.Ch号（1987年3月9日）］。 
662 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីនាវាចរផ្ល�វទេន្ល, េលខ០៦ អន្រក, ១៨ មនីា ១៩៨៦［河川路航行に関する政令06ANK号（1986年3月18日）］。 
663 輸入税デクレ法11条、特許税デクレ法19条、事業税デクレ法27条、商品税デクレ法14条、植物衛生監督政令22条、

交通政令40条、水産資源デクレ法33条、河川航行政令54条。 
664 輸入税デクレ法10条、11条、特許税デクレ法18条、19条、事業税デクレ法26条、27条、商品税デクレ法13条、14条。 
665 植物衛生監督政令21条、22条。 
666 交通政令39条、40条。 
667 水産資源デクレ法32条、33条。 
668 河川航行政令53条、54条。 
669 植物衛生監督政令20条。 
670 特許税デクレ法18条。 
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な司法審査に近接するものであるように考えられる671。というのも、特別の抗議申立ての対象とな

った行政活動は、その多くが罰金であって、これは、ソ連等の社会主義国における司法審査制度の

対象となった行政活動と類似するからである。しかし、一口に社会主義や社会主義法といっても、

その内容は一様ではないし、当時のカンボジアは、行政活動に対する司法審査という構成が理論的

にも現実的にも難しかったために、これを認めることができず、行政機関による審査という抗議申

立て制度が形成されざるをえなかったのであろう。 

さて、本章は、伝統法の原始的な紛争処理、フランス法の影響を受けた行政裁判所制度、社会主

義法の影響を受けた抗議申立て制度というそれぞれの法制度の特徴を確認した。それでは、現在の

カンボジアにおいて、行政紛争処理制度の現状に、3 つの法がどのような形態をまといつつあらわ

れて、またどのような強度で影響を及ぼしているのかの考察を行わなければならない。このような

考察が、本章の叙述を踏まえつつ次章において試みられる。 

  

                                                
671 ソ連時代における行政に対する司法審査について、関・前掲注（594）189以下、市橋・前掲注（594）308-309頁を参照。

1982年までの中国における行政に対する司法審査について、張勇・前掲注（616）90頁を参照。 
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第3章 カンボジアにおける行政紛争処理制度の現状とその問題点 

本章は、第1章およびこれを行政紛争処理制度に即して述べた第2章を前提として、３つの法が

分裂したままで、それらの断片的な残滓が相互関連性もなく混在しているカンボジアにおける行政

紛争処理制度の現状とその問題点を解明しようとするものである。本章は、これまでの先行研究や

教材類を概観した上で（第1節）、法制度の規定において比較的に容易に確認できるフランス法の影

響を受けた行政裁判所の残滓（第2節）、社会主義法の影響を受けた抗議申立て制度の残滓（第3節）

および法制度の規定においてほとんど確認できていないが、法意識としてなお強固なものとして存

続する伝統法の原始的な紛争処理の残滓（第4節）を分析するとともに、それぞれがいずれも次の

段階へと展開する十分な力を持たないというカンボジアにおける行政紛争処理制度の現状を考察す

る。そして最後に、その現状が生み出している問題点を検討する（第5節）。 

第1節 先行研究の概観とその特徴 

1．申立て制度論による総合的な把握の試み 

ドイツのシンクタンクの一種であるKonrad-Adenauer-Stiftungは、カンボジアにおける法の支

配の一部だと考えられる包括的な行政法制度（comprehensive administrative law system）がまだ

整備されていない問題を背景に、法律および司法制度の改革の１つの課題である一般行政法

（general administrative law）の立法に関する議論を促進する試みとして、2014 年に Kai 

Hauerstein and Jörg Menzel, eds., The Development of Cambodian Administrative Law (Phnom 

Penh : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014)を出版した。同書で注目されるのは、消極的な行政決定、

汚職等の行政犯罪行為、違法な命令、または不十分な行政公的管理/行政サービス提供等という消極

的な行政措置（negative administrative measure）に対する個人の救済である申立て（complaint）

を構想し、この申立てを処理する異なる申立ての仕組み（complaint mechanism）の包括的な制度

（complaint system）の必要性を述べたKai Hauersteinの見解がある672。 

これは、個別法（public sector laws）や組織法（organic laws）等に多数定められた「申立て

の仕組みの過剰」という問題点を指摘するものでもある673。申立ての次の段階における法的および

制度的枠組み（legal and institutional framework）が欠けているため、カンボジアにおける既存

の個々の仕組みが、市民の保護に効果的ではないこと、機能するような申立ての仕組みの整備が重

要であると論じるのである。 

                                                
672 Kai Hauerstein, supra note 13, at 44. 
673 Kai Hauerstein, Ibid., 44-46. 
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2．申立て制度論の意義とその限界 

前述の指摘は、行政裁判所または行政訴訟制度の設置構想のみならず、地方を含む行政の実体法

等複数の規範文書に定められた行政機関による現行の行政紛争処理制度への注目を促したという意

義を有する674。 

ただし、この指摘は、法の支配をはじめとする諸原理に基づく一般行政法の整備を前提にしてい

るが、現状では、行政紛争の処理制度（その組織と手続）の整備が急務であって、実体法を含む行

政法一般の立法的制度を構想するのは容易ではない。前章で確認したように、一貫した国内の歴史

的発展という経緯を有するのではないので、それぞれの歴史区分において関与してきた諸外国の異

質の法制度の影響の下に整備されてきたにとどまる675。その影響を、実際の法制度に即して解明し

なければならない。以下は、それぞれの内容が現行行政紛争処理制度にどのようにあらわれている

のかを検討する。 

第2節 行政裁判所制度の残滓 

行政裁判所の設置構想は、カンボジアの現状に即した詳細な検討や分析が、直接的に行われてい

ない。あえていうならば、歴史的にフランス法の影響を受けた公法と私法との峻別を指すシビルロ

ーの伝統（civil law tradition）において、カンボジア法の展望を主張する論者が存在する676。 

フランス法の影響として、フランス保護領だった時代に確立したはずの行政裁判所制度は事実上

1960年代末に機能せず、1975年以後事実上廃止された。しかし、規範文書には、少なくとも、行政

訴訟（វAវាទរដ្ឋបាល）という用語がある。この行政訴訟は、現行法制度上、後述する社会主義法の内

容である各省の査察総所（អគា¡8ធិការដា78ន）の所掌事務として、労働職業養成省（以下、「労働省」

という。）677、内務省、司法省、国土整備都市化建設省678（以下、「国土省」という。）、社会事務退役

軍人青年更生省（以下、「社会事務省」という。）679の行政組織規範文書に定められている。前述し

た論者の主張を、非現実的であると断言する前に、法制度の現状を客観的に検討してみよう。 

                                                
674 行政裁判所以外の行政紛争処理制度は、សាយ បូរ�, “ឧបា្រស័យ នងិនីតិវAធីក្ន@ងនីតិរដ្ឋបាល៖ កណំតស់េង្ខប,” 
(មជ8Óមណ�លបណkÖះបណាÔ8ល និងសុ្រកតឹការវAជា©8ជីវៈេមធាវ�, ២០០២)［サーイ・ボーリー「行政法における争訟的申立てお

よび手続－概説－」（弁護士職業訓練・最適化センター、2002年）］、サーイ・ボーリー（2005年）・前掲注（265）およびេហៀ
ង សាង, នតីិវAធីរដ្ឋបាល (កម្ព@ជា៖ ដងួ ឈីវ, ២០១១)［ヒアン・サーン『行政訴訟・手続法』（ドゥオン・チウ、2011年）］

という従来の教科書または教材類においては注目されなかったが、「申立ての仕組みの過剰」が指摘された後に出版されたエ

ン・ユウン・前掲注（7）、ヒアン・サーン・前掲注（476）においては注目されるようになった。 
675 例えば、鮎京＝四本・前掲注（354）177 頁は、「カンボジア憲法史は、諸外国の直接的な影響を常に『受容』しながら、

形作られてきた」という。 
676 Yan Vandeluxe, supra note 38, at 112. 
677 ្រកសួងការងារ និងបណkÖះបណាÔ8លវAជា©8ជីវៈ（Ministry of Labour and Vocational Training）。 

678 ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនយីកម្ម នងិសំណង（់Ministry of Land Management Urban Planning and Construction）。 

679 ្រកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន នងិយុវនតីិសម8§ទា（Ministry of Social Affairs Veterans and Youth Rehabilitation）。 
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1．行政訴訟 

1993年以後の行政訴訟は、裁判所および行政機関の管轄に属していた。1993年憲法が制定され

る前に、1993年1月29日に「カンボジア国家の裁判所の指定および活動に関する法律」（以下、「旧

裁判所法」という。）が制定され、その6条は「州市の裁判所は、刑事事件、民事事件、行政訴訟お

よび労働訴訟について」の審理を行う管轄を有すると定め、行政訴訟という語句が再び用いられる

ようになった。 

旧裁判所法では、行政訴訟の定義や概念に関する規定がなかったが、司法省は、この旧裁判所法

の執行に際して、1994年2月1日に、州市裁判所の所長に対し、行政訴訟の解決に関する文書を発

出して行政訴訟の定義を次のように示した680。行政訴訟とは、「利益を害する」と思料される「行為

または決定」に対する「不服がある市民（្របជាពលរដ្ឋ）の申立て」のことをいう、と。また、同文

書は、行政訴訟の例として次の 2 つの例を示していた。第 1 は、国家組織の自動車が人民（្របជា
ជន）に重い怪我をさせた場合には、被害者またはその代理人が裁判所に訴えることができる。第2

は、郡または村級の国家権力（機関）が人民の占有している土地を無断で売却した場合に、人民は

裁判所に訴えることができる。 

実例に即して検討してみるところ、フランス法の影響を受けた行政裁判所制度とは違う内容とな

っている。例えば、村の婚姻文書（សំបុ្រតអាពាហ៍ពពិាហ៍）の効力を否定したコンダル州裁判所の

民事判決20“V”号（2003年6月23日）、これを維持した控訴裁判所の民事判決26“Ch”号（2004

年6月30日）、これらを維持した最高裁判所民事判決73号（2006年3月16日）681では、婚姻文書

の発行という行政活動を行なった村の行政機関は、訴訟の当事者にならなかった682。行政機関を訴

訟の当事者とせずに、当該行政機関の決定の適法性を客観的に審査し、この有効性の有無を判断す

る判決が散見される683。そのため、行政機関は、裁判所が自己の決定を取り消した判決の後に、第

                                                
680 លិខតិរបស់្រកសួងយុត្តធិម៌អពំីការេដាះ្រសាយវAវាទរដ្ឋបាល, េលខ២៤៧សច/តលុាការ/៩៤, ១ កុម្ភៈ ១៩៩៤［行政訴訟

解決に関する文書247SCh/裁判所/94号（司法省、1994年2月1日）］。 
681 សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ៧៣, ១៦ មីនា ២០០៦［最高裁判所民事判決73号（2006

年3月16日）］。 
682 社会主義行政法、特にソ連行政法の研究者がこのような婚姻訴訟における行政活動の司法審査を見るとき、ソ連における

訴えの手続による行政行為の無効認定を求める訴訟の代表的な例であった婚姻の無効認定を想起するだろう。関・前掲注

（594）226-228頁を参照。 
683 例えば、សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៣៩, ៣០ ឧសភា ១៩៩៦［最高裁判所民事判決139

号（1996年5月30日）］、សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកំពលូេលខ១៤៦, ២ កក្កដា ១៩៩៨［最高裁判所

民事判決146号（1998年7月2日）］、សាលដកីាសំណÍេំរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកំពលូេលខ១៣៥, ៤ មិថនុា ២០០២
［最高裁判所民事判決135号（2002年6月4日）］、សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៦១, ២៦ 
កក្កដា ២០០៤［最高裁判所民事判決161号（2004年7月26日）］などを参照。 
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三者としての訴訟参加を求めた事例も見られるのである684。このように、行政訴訟という用語がカ

ンボジア社会に定着したとはいいがたい。むしろ、行政訴訟という用語は、2014年に公布され、旧

裁判所法を廃止した裁判所組織に関する法律685（以下、「新裁判所法」という。）には見当たらない

のである。 

しかし、行政訴訟という用語がカンボジア法制度の全体から消えたわけではなくて、現行規範文

書として、行政組織に関する政令などに定められている。具体的に、国土省、社会事務省、労働省、

内務省、司法省の組織に関する政令は、これらの省の査察総所などの責務として、行政訴訟の審査

を依然として定めている。 

 まず、2015 年の内務省の組織および運営に関する政令では、行政総局の責務として、「地方行政

にかかわる行政訴訟」の手続を整備することが定められている686。地方行政は、公法の法人である

と認められ、基層の自治（ស្វ័យភាពរបស់មូលដា78ន、local autonomy）を含む民主的開発を行う義

務を負う首都州等のことを指していること687からすれば、行政訴訟は行政体にかかわるものだと内

務省において理解されていると推測できる。 

これに対して、行政体ではなくて、官吏などという個人に注目する理解として、2011年に制定さ

れた社会事務省の組織および運営に関する政令では、査察総所の業務（កាងារ）として、「省の官吏

（ម�ន្ត）ីおよび係員（ភាJ8ក់ងារ）の管轄および活動にかかわる行政訴訟」に関連する業務が定められ

ている688。2014年に制定された労働省の組織および運営に関する政令でも、査察総所の責務として、

「省の官吏および係員の管轄および活動にかかわる行政訴訟」に関することが定められている689。

司法省の組織および運営に関する政令では、民事事務総局の地方調停司法局の担当事務として、「所

属の司法サービスセンターの官吏と関係官庁（អាជា¥8ធរពាក់ព័ន្ធ）」から生じる「行政訴訟」を審査

                                                
684 例えば、សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៤១, ១៦ មថិុនា ១៩៩៨［最高裁判所民事判決141

号（1998年6月16日）］。 
685 注の447 と同じであるが、念のため出典を示す。ច8_ប់ស្តពីីការេរៀបចអំង្គការតលុាការ, េលខ នស/រកម/០៧១៤/០១៥, 
១៦ កក្កដា ២០១៤［裁判所組織に関する法律NS/RKM/0714/015号（2014年7月16日）］（以下、「新裁判所法」という。）。 

686 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនិងការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃន្រកសួងមហាៃផ្ទ, េលខ ១០៩ អន្រក.បក, ១៩ សីហា ២០១៥, មា្រតា ១៦［内
務省の組織および運営に関する政令109ANK.BK号（2015年8月19日）16条］。 
687 首都州市郡区行政管理法9条、11条、សនា¤8នុ្រកមៃនច8_ប់ស្តពីីការ្រគប់្រគងរដ្ឋបាលរាជធានី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ� (រាជ
កិច្ចឆាJ8ំទ៨ីេលខ៤៥ (១៩ មិថនុា ២០០៨)៖៤៥១២) ［首都州市郡区行政管理に関する法律の用語集（官報8巻45号（2008

年）4512頁）］。 
688 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនិងការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងសង្គមកចិ្ច និងយុវនតីសិម8§ទា, េលខ ៥៤.អន្រក.បក, ២៤ មនីា 
២០១១, មា្រតា ៧［社会事務退役軍人青年更生省の組織および運営に関する政令54.ANK.BK号（2011年3月24日）7条］。 

689 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងការងារ នងិបណkÖះបណាÔ8លវAជា©8ជីវៈ, េលខ ២៨៣ អន្រក.បក, ១៤ 
វAច្ឆិកា ២០១៤, មា្រតា២៧［労働および職業訓練省の組織および運営に関する政令283ANK.BK号（2014年11月14日）27条］。 
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すること690、裁判事務総局の事務として、「司法省の官吏（ម�ន្ត）ីおよび職員（បគុ្គលិក）にかかわ

る行政訴訟を審査」することが定められている691。 

また、前述した理解の混合とも評価できるものとして、2016年に制定された国土省の査察総所を

設置する政令では、査察総所の事務として、国土省の「部局（អង្គភាព）および官吏にかかわる行政

訴訟を審査」することが定められている692。査察総所の一級下の下級行政機関である申立て監督受

理局の責務でも、「官吏にかかわる行政訴訟」が定められている693。さらに、その局の一級下の下級

行政機関である申立て審査課694の責務にも、「省の官吏および係員の管轄および活動にかかわる行政

訴訟」が定められた695。 

以上のように、フランス法の影響を受けた法の下に確立した行政訴訟という用語は、行政組織の

責務規定に存在している文言というほかない。つまり、市民と行政との関係で行政訴訟という語句

が用いられているというよりも、むしろ行政組織の一体性を表現するもの、行政の監督に近い語感

がある696。 

                                                
690 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងយុត្តធិម,៌ េលខ ២៤០ អន្រក.បក, ២៩ សីហា ២០១៤, មា្រតា ២៩
［司法省の組織および運営に関する政令240ANK.BK号（2014年8月29日）29条］。なお、この行政訴訟に関する規定は、こ

の政令全体とともに、អនុ្រកតឹ8jស្តពីកីារេរៀបចំ នងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃន្រកសួងយុត្តធិម,៌ េលខ១៣០ អន្រក.បក, ១ កក្ដដា ២០២២
［司法省の組織および運営に関する政令130ANK.BK号（2022年7月1日）］によって改正され、地方調停司法局は、裁判制

度外紛争解決および法務支援局に改組され、この事務に属する行政訴訟も、法務支援サービスにかかわる各種の申立てに変

わった（同政令21条、24条）。これは、まさに、カンボジアにおける行政訴訟の概念が十分に定着していないから、行政訴

訟というある意味の個別的具体的な概念が申立てというより一般的抽象的な概念へと相対化または一体された実証の1つだ

と評価することができるだろう。 
691 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃន្រកសួងយុត្តធិម,៌ េលខ១៣០ អន្រក.បក, ១ កក្ដដា ២០២២, មា្រតា៤២［司法
省の組織および運営に関する政令130ANK.BK号（2022年7月1日）42条］。 

692 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការបេង្កើតអគា¡8ធកិារដា78ន ចណំÍះ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម្ម នងិសំណង,់ េលខ ៧៣ អន្រក.បក, ៥ 
ឧសភា ២០១៦, មា្រតា ៣［国土省に属する査察総所の設置に関する政令73ANK.BK号（2016年5月5日）3条］。 

693 同上5条。 

694 本論文における「申立て審査課」の原語は「ការAយាល័យពនិតិ8jពាក8jបណkងឹ」である。 

695 ្របកាសរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម្ម នងិសំណងស់្តីពកីារេរៀបច ំនិងការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់ការAយាល័យចណំÍះ
នាយកដា78ន ៃនអគា¡8ធិការដា78ន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម្ម និងសំណង់, េលខ ១៥០ ដនស.្របក/ប,ុ ៣១ ឧសភា 
២០១៦, ្របការ ៦［国土省査察総所の局に属する課の組織および運営に関する省令150 MLMUPC.BK/B（国土省、2016年5月

31日）6条］。 
696 例えば、行政の活動に関する裁判所の判決を見ても、សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំលូេលខ១៩៥, 
១៩ សីហា ២០០២［最高裁判所民事判決195号（2002年8月19日）］、សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកំពលូ
េលខ៦៥, ២៤ មនីា ២០០៣［最高裁判所民事判決65号（2003年3月24日）］、សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការ
កំពលូេលខ៣៤៥, ២ វAច្ឆិកា ២០០៦［最高裁判所民事判決345号（2006年11月2日）］のように、行政機関に権利証の修正

を命じた判決が多い。他の実例として、国土整備都市化建設地方局長の文書に従って執行するよう、管轄官庁に命じた控訴

裁判所の判決を維持したសាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកំពលូេលខ២៣៤, ១០ សីហា ២០០៦［最高裁判

所民事判決234号（2006年8月10日）］などもある。 
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2．行政事件 

1993年憲法128条は、前述した旧裁判所法が定めた「行政訴訟」に代えて、「裁判権は、行政事

件を含む全ての事件を包含する」と定めるとともに、行政訴訟とは別の「行政事件」という用語を

採用している。この行政事件について、新裁判所法は、行政裁判機関（សាលាជ្រមះក្តីរដ្ឋបាល）お

よび行政〔訴訟〕手続（នីតិវAធីរដ្ឋបាល）に関する規定がまだ整備されていない間に、この行政事件

管轄を下級裁判機関の民事裁判所および上級裁判機関の民事部（以下、この民事裁判所および民事

部両方を論じるときには、「民事裁判機関」という。）に与え、これに民事訴訟手続に関する規定お

よび有効な法（律）の規定を適用すると定めている697。 

この新裁判所法が公布された2014年までは、旧裁判所法が有効であったため、この間に、司法裁

判所に属する行政訴訟と行政事件という用語が混在していたが、同じものだと理解されている。サ

ーイ・ボーリー氏は、行政訴訟を「事件」として構想し、行政不服申立てではなくて、1993年憲法

が定めているように行政事件が裁判所の管轄に属すると論じ、カンボジア行政訴訟法理論における

通説となった698。 

3．行政訴訟等からフランス型行政裁判所への展開の困難 

行政訴訟や行政事件という用語自体は、フランス法の影響を受けた行政裁判所制度の用語と同じ

で、カンボジアの教材類においても用いられているが、法制度においては、これがどのようなもの

かについて明確に定められておらず、フランス型の行政裁判所に属する概念であるのか否かも必ず

しも明らかになっていない。 

行政訴訟や行政事件という語が用いられる場合でも、通常裁判所に属している行政事件のように

行政裁判所制度とは異なる通常裁判所による一元的な紛争の裁断または査察機関という行政機関の

事務に属するという意味内容も含まれる。この事実からは、強引にフランス型の法制度を再び導入

するのではなくて、権利義務に関する紛争は、通常の裁判所が行政事件として処理すれば足りると

いう方向性もありうるといえよう。このように考える場合には、フランス型の行政裁判所制度への

展開は、学説が主張するのとは反対に、その制度的な条件がほとんど存在しないといっても過言と

は思われない。 

第3節 抗議申立て制度の残滓 

以上で述べたように、行政訴訟の語句はなお散見されるが、フランス行政法の影響を受けた行政

裁判所制度の要素は小さいのに対して、社会主義法の影響を受けた抗議申立て制度は、その概念や

                                                
697 新裁判所法87条、89条。 
698 サーイ・ボーリー（2005年）・前掲注（265）109頁。 
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紛争処理機関を含め、法制度上、比較的多く存続している。 

1．抗議申立て等の概念 

抗議批難法の根拠規定となった提案権は、1993年憲法において存続している。1993年憲法35条

第2項が「市民の提案は全て、国家組織により、慎重に、審査され、解決される。」と定めているの

である。この1993年憲法35条は、1989年憲法32条から、その第1項の「カンボジア市民」を「ク

メール市民」699に訂正し、第2項第1文「市民は全て、国家組織および大衆組織に対して、国家の

政治問題および人民の生活に関する提案をすることができる。」と第2文の「および大衆組織」を削

除し、これに「市民の」を加筆しただけである700。 

以上と同様に、抗議申立てなどの権利も 1993年憲法において存続している。1993年憲法39条

は「クメール市民」が「国家組織、社会組織およびそれらの組織の職員の違法行為」に「批難申立

て、抗議申立てまたは損害賠償請求」をする「権利」を有し、「抗議申立て」の解決は、「裁判所の

管轄」であると定めている。この1993年憲法39条第1文は、1989年憲法39条第2項における「市

民」を「クメール市民」に訂正したものである701。この旧憲法から新憲法への改正において、若干

の削除規定があるが、ここでは関係がないので省略する702。 

この1993年憲法39条における抗議申立ておよび批難申立てが、第2章で述べた内容と同じであ

ることは明白である。憲法起草者の考え方によれば、抗議申立ておよび批難申立ては、申立人のそ

れぞれの申立てに対する利益の有無によって区別され、抗議申立てでは申立人がそれに対する利益

を有するのに対し、批難申立てでは申立人がそれに対する利益を有しておらず、批難申立ては公共

の利益のために行われるという703。これは、社会主義法の影響を受けた抗議批難法における抗議申

立ておよび批難申立てと同じ理解である704。 

                                                
699 なお、1989年憲法を含む社会主義法の影響を受けた時代における「市民」の原語は「ពលរដ្ឋ」であったのに対して、1993

年憲法における「市民」の原語は「្របជាពលរដ្ឋ」であるが、両方の違いを見出す根拠がまだ見つからないから、日本語では

同じ「市民」とする。 
700 1993年憲法の1989年憲法の人権規定の継承は、木村・前掲注（39）200-204頁においてすでに議論されている。 
701 四本（1999年）・前掲注（37）239頁、254頁は、1993年憲法39条を「クメール市民は、国家機関、社会団体又はその構

成員の職務の遂行により受けた損害に対して、不服申立て、告訴および損害賠償請求の権利を有する。告訴および損害賠償

の取扱いは裁判所の権限に基づく。」と翻訳し、1989年憲法39条第2項を39条後段として、「市民は、国家機関及び社会団

体の違法行為並びにその構成員が任務遂行にあたり生じさせた損失を申立て、公訴を行い、補償を求める権利を有する。」と

翻訳している。 
702  អគ្គេលខាធកិារដា78នសភាធម្មនុop, កណំត់េហតសុ្តីពកីារ្របជុេំសចក្តី្រពាងរដ្ឋធម្មនoុpេលើកទី៤៨ៃនគណៈកម្មការអ
ចិៃ�ន្តយ៍េរៀបេរៀងរដ្ឋធម្មនុopៃថ្ងទ៩ី ែខកtu8 ឆាJ8១ំ៩៩៣, េលខ៧៥/CA/SEC/93, ទពំ័រ ៣ដល់៤［制憲議会事務総局「1993年

9月9日憲法編集常任委員会の第48回憲法草案会議に関する議事録75/CA/SEC/93号」3-4頁］。 
703 រដ្ឋសភា, កណំត់េហតពុសិាÑ8រ៖ សម័យ្របជុំេពញអង្គេលើកទ២ីៃនសភាធម្មនoុp, (១៥ កtu8 ១៩៩៣), ១៣៨ ដល់
១៣៩［国民議会『詳細議事録－憲法制定議会の第2回全体会議』（1993年9月15日）138−139頁］。 
704 抗議批難法施行通達を参照。 
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社会主義法時代と違う点は、1993年憲法39条第2文が抗議申立ての解決を裁判所の管轄に属さ

せていることである。憲法39条の起草者によると、1993年憲法39条の規定は、裁判所からの保障

を受けられるという安心感を市民に与えるために加筆されたものであるという705。そうであれば、

社会主義法の影響を切断するという積極的な立法意思があったわけではない。 

社会主義法からの連続性をもう１つ例示するなら、要請の法制度化であろう。カンボジアでは、

憲法上の権利ではない「要請」（សំណ�មពរ）が、頻繁に行われている。現行法制度においては、「国

民議会−元老院との関係および査察省」（្រកសួងទំនាកទ់ំនងជាមួយរដ្ឋសភា-្រពទឹ្ធសភា និងអធិការ
កិច្ច）（以下、「査察省」という。）が、公開討論会や意見調査等を行うことで市民からの要請を受け

取って、これを王国政府に報告する責務を負う706。2016年から、市民によるカンボジアのフン・サ

エン（ហុ៊ន ែសន）首相のソーシャルネットワークサイト（SNS）への投稿等の事実上の「要請」が

流行した結果、このような要請に対する説明や解決策を講じる権限を有する省や機関を検討するた

めの作業部会が各省に設置されるようになった707。2020年に、副首相兼内務大臣であるソー・ケン

（ស េខង）のFacebookページにおける市民の要請等に対する解決を追跡する作業部会も設置され

た708。地方行政では、前述したように、地方行政の評議会が、その管轄の領域における市民から要

                                                
705 អគ្គេលខាធកិារដា78នសភាធម្មនoុp, កណំត់េហតសុេង្ខបស្តពីកីិច្ច្របជុំេលើកទ៨ី ៃនគណៈកម្មការេរៀបេរៀងរដ្ឋធម្មនoុpេនៅ
ៃថ្ងទ២ី១ ែខកក្កដា ឆាJ8១ំ៩៩៣, េលខ226CA/SEC/93, ទពំ័រ ១៥［憲法制定議会事務総局「1993年7月21日の憲法編集委員会

の第8回会議に関する省略議事録226CA/SEC/93号」15頁］を参照。 
706  អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំ នងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងទំនាក់ទនំងជាមយួរដ្ឋសភា-្រពទឹ្ធសភា នងិអធិការកិច្ច, េលខ 
០៣ អន្រក.បក, ១២ មករា ២០១៥, មា្រតា ៥, មា្រតា ១៧, មា្រតា ១៩［国民議会−元老院との関係および査察省の組織およ

び運営に関する政令03ANK.BK号（2015年1月12日）5条、17条、19条］。 
707  例 え ば 、េសចក្តសីេ្រមចរបស់្រកសួងយុត្តធិមស៌្តីពកីារបេង្កើត្រកុមការងារតាមដាន នងិ្របមលូពតម៌ានពីេគហទពំ័រ
Facebookរបស់សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ្ឋម�ន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, េលខ ០៣ កយ
.សសរ/១៦, ១០ កុម្ភៈ ២០១៦［ソムダッチ・アケアー・モハー・セナー・パデイ・ダエチョー・フン・サエン、カンボジア

王国の首相の Facebookのホームページから情報を追跡し、収集する作業部会の設置に関する決定 03 MOJ.SSR/16号（司法

省、2016年2月10日）］、េសចក្តសីេ្រមចរបស់្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកឡីាស្តីពកីារបេង្កើត្រកមុការងារតាមដាន ្របមូលពត៌
មាន នងិេឆ្លើយតបនឹងសំណ�មពរក្ន@ងបណាÔ8ញទនំាកទ់នំងសង្គមផ្ល�វការរបស់សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន 
នាយករដ្ឋម�ន្តី ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, េលខ ០៥ អយក.សសរ, ១២ កមុ្ភៈ ២០១៦［ソムダッチ・アケアー・モハー・セ

ナー・パデイ・ダエチョー・フン・サエン、カンボジア王国の首相の公式ソーシャルネットワークサイトにおける情報を追

跡し、収集し、要請に応答する作業部会の設置に関する決定05 MOEYS.SSR号（教育・青年およびスポーツ省、2016年2月

12 日）］、េសចក្តសីេ្រមចរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ស្តពីីការែកស្រមÊលសមាសភាព្រកមុការងារ
តាមដាន្រសង់ពតម៌ាន្របចំាៃថ្ងពបីណាÔ8ញទនំាក់ទនំងសង្គមផ្ល�វការរបស់សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជានាយករដ្ឋម�ន្ត,ី 
េលខ ០២៨ ដនស.សសរ, ៣ េមសា ២០១៧［ソムダッチ・アケアー・モハー・セナー・パデイ・ダエチョー首相の公式ソー

シャルネットワークサイトから毎日情報を追跡し、抄録を作成する作業部会の構成員の再編成に関する決定028 MLMUPC.SSR

号（国土省、2017年4月3日）］等を参照。 
708  េសចក្តសីេ្រមចរបស់្រកសួងមហាៃផ្ទស្តីពកីារបេង្កើត្រកមុការងារតាមដានអំពកីារេដាះ្រសាយចំេពាះមត ិ េយាបល់ ឬ
សំណ�មពរ (comment) របស់មហាជនក្ន@ងេគហទពំ័រេហ្វសប៊កុ (Facebook Page)របស់សេម្តច្រកឡាេហាម ស េខង ឧបនាយក
រដ្ឋម�ន្តី រដ្ឋម�ន្តី្រកសួងមហាៃផ្ទ, េលខ ២៧២៤ សសរ, ១៥ មថិុនា ២០២០［ソムダッチ・クロラーハオム・ソー・ケン副首

相兼内務大臣のFacebookページにおける大衆の意見または要請（comment）に対する解決について追跡する作業部会の設置
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請を審査し、解決する義務を負う709。首都州評議会や市郡区評議会は 毎年、〔情報〕拡散および討

論フォーラム（េវទិការផ8�ព្វផ8\យ នងិពិេ្រគាះេយាបល់）という公開討論会を開催し、市民の要請を

受けている。この討論会において口頭または書面で提出した市民の要請は、一般的に、経済や社会

という広範な分野にわたる市民の生活に関する諸問題を述べるものであり、具体的に、下水道の設

置、道路建設、居住名簿の作成、賭博や麻薬の取締り等である710。 

                                                
に関する決定2724SSR号（内務省、2020年6月15日）］。なお、現時点では、この決定の改革として、េសចក្តសីេ្រមចរបស់
្រកសួងមហាៃផ្ទស្តីពកីារបេង្កើត្រកមុការងារតាមដានការេដាះ្រសាយសំេណើ សំណ�មពរ នងិមតិេយាបល់របស់មហាជនក្ន@ង
ទំព័រេហ្វកប៊កុ (Facebook Page)សេម្តច្រកឡាេហាម ស េខង ឧបនាយករដ្ឋម�ន្តី រដ្ឋម�ន្តី្រកសួងមហាៃផ្ទ, េលខ៤២៩២ សសរ
, ១៩ កក្កដា ២០២២［ソムダッチ・クロラーハオム・ソー・ケン副首相兼内務大臣のFacebookページにおける大衆の提案、

要請および意見解決追跡作業部会の設置に関する決定4292SSR号（内務省、2022年7月19日）］が発出された。 
709 首都州市郡区行政管理法93条。 
710 “្របជាពលរដ្ឋ េនៅសងាÁ8ត់្រតពំាង្រកសាងំរAះគន ់គណៈកម្មការផ8\រ និងអាជា¥8ធរភូម ិគិតែតពី្របេយាជន៍ខ្លÏន,” គណៈកមាg8ធិ
ការជាតិស្រមាបក់ារអភិវឌ8Ýតាមែបប្របជាធបិេតយ8jេនៅថាJ8ក់េ្រកាមជាត ិ (គជអប), ២៦ មថិុនា ២០១៤, 
https://ncdd.gov.kh/news-kh/citizens-criticize-viallge-authority/ (បានចលូេមើលចុងេ្រកាយ ២ កក្កដា ២០២០)［「ト

ロペアン・クロサン町の市民は、市場委員会および村落官庁が自分の利益しか考えていないと批判した」民主的地方開発国

家委員会（2014年6月26日）、https://ncdd.gov.kh/news-kh/citizens-criticize-viallge-authority/ （最終アクセス：

2020年7月2日）］、“េវទិការផ8�ព្វផ8\យ នងិពិេ្រគាះេយាបល់្រកមុ្របកឹ8\េខត្ត្រពះសីហន,ុ” អគ្គនាយកដា78នរដ្ឋបាលៃន្រកសួង
មហាៃផ្ទ, ២៣ ធ្ន� ២០១៤, https://gda.interior.gov.kh/news-kh/public-forum-shv/ (បានចលូេមើលចុងេ្រកាយ ២ កក្កដា 
២០២០)［「セイハヌ州評議会〔情報〕拡散および討論フォーラム」内務省行政総局（2014 年 12 月 23 日）、

https://gda.interior.gov.kh/news-kh/public-forum-shv/（最終アクセス：2020 年 7 月 2 日）］、សុខ មករា, “េវទិកា
រផ8�ព្វផ8\យ នងិពិេ្រគាះេយាបល់របស់្រកុម្របឹក8\្រសុក្របចំាឆាJ8ំ២០១៧េនៅក្ន@ងឃំុេឈើទាល,” រដ្ឋបាលេខត្តកំពងុធ,ំ ២០ 
មិថនុា ២០១៧, http://kampongthom.gov.kh/េវទកិារផ8�ព្វផ8\យ-នងិ-2/ (បានចលូេមើលចងុេ្រកាយ ២ កក្កដា ២០២០)［ソ
ック・マカラー「チュー・ティアル村における2017年度の郡評議会の〔情報〕拡散および討論フォーラム］コンポントム行

政（2017年6月20日）、http://kampongthom.gov.kh/េវទកិារផ8�ព្វផ8\យ-និង-2/（最終アクセス：2020年7月2日）］、 “្រកមុ
្របឹក8\ខណ�ច8_រអំេពៅ េបើកកចិ្ច្របជុផំ8�ព្វផ8\យ នងិពិេ្រគាះេយាបល់អាណត្តទិី៣ ជាមួយ្របជាពលរដ្ឋសងាÁ8ត់ទំាង៨,” គ
ណៈកមាg8ធិការជាតសិ្រមាប់ការអភិវឌ8Ýតាមែបប្របជាធបិេតយ8jេនៅថាJ8ក់េ្រកាមជាត ិ (គជអប), ១៥ សីហា ២០១៩, 
https://ncdd.gov.kh/news-kh/public-discussion-forum-of-chbar-ampov-council/ (បានចលូេមើលចុងេ្រកាយ ១ កក្កដា 
២០២០)［「チバー・オムパウ区評議会は、全8町の市民と第3任期の〔情報〕拡散および討論会議を開催する」民主的地方

開発国家委員会（2019年 8月 15日）、https://ncdd.gov.kh/news-kh/public-discussion-forum-of-chbar-ampov-council/

（最終アクセス：2020年7月1日）］、Admin, “រដ្ឋបាលេខត្តបាតដ់បំងេរៀបចំេវទិការផ8�ព្វផ8\យ និងពិេ្រគាះេយាបល់របស់
្រកុម្របឹក8\េខត្តបាតដ់បំងអាណត្តទិី៣ ស្រមាបឆ់ាJ8២ំ០១៩ េនៅតាមបណាÔ8្រកងុ ្រសុក ក្ន@ងេខត្តបាត់ដបំង,” រដ្ឋបាលេខត្តបាត់
ដំបង, ២៧ វAច្ឆិកា ២០១៩, https://www.battambang.gov.kh/detail/6774 (បានចលូេមើលចងុេ្រកាយ ១ កក្កដា ២០២០)
［Admin「バッドムボーン州行政は、バッドムボーン州の各郡において、第3任期のバッドムボーン州評議会の2019年度〔情

報〕拡散および討論フォーラムを開催する」バッドムボーン州行政（2019 年 11 月 27 日）、

https://www.battambang.gov.kh/detail/6774（最終アクセス：2020年7月1日）］、Botumsakor, “រដ្ឋបាល្រសុកបទូមុសាគរ 
បានេរៀបចំេវទិការផ8�ព្វផ8\យ និងពិេ្រគាះេយាបល់របស់្រកមុ្របកឹ8\្រសុកបូទមុសាគរ ស្ថតិេ្រកាមគណៈអធបិតភីាពេលាក
្រសី ្រគ ីេសាភណ័ ្របធាន្រកមុ្របឹក8\្រសុក នងិេលាក ហាក់ េលង អភបិាលៃនគណៈអភិបាល្រសុក ស្ថតិេនៅវត្តថ្មស ឃំុថ្មស,” 
រដ្ឋបាលេខត្តេកាះកុង, ២៥ មិថនុា ២០២០, https://www.kohkong.gov.kh/2020/58976/ (បានចូលេមើលចុងេ្រកាយ ១ កក្កដា 
២០២០)［Botumsakor「ボートゥムサーコー郡行政は、トモーソー寺トモーソー村においてクリー・サオポアン氏評議会の

議長およびハック・レイン氏郡の首長の主催団の下にボートゥムサーコー郡評議会の〔情報〕拡散および討論フォーラムを

開催した」コホコン州行政（2020年6月25日）、https://www.kohkong.gov.kh/2020/58976/（最終アクセス：2020年7月1

日）］。 
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2．査察機関 

王国政府の管轄に属する抗議申立て、批難申立てを受理し、審査し、解決する査察省が設置され

ている711。首都および各州には、査察省の出先機関である国民議会−元老院との関係および査察地方

局（以下、「査察地方局」という。）も設置されている。査察地方局は、査察省の補助機関であるた

めに、市民の申立てを受理し、同省に報告する責務を負う712。 

また、各省にも個別に、抗議申立て等を処理する査察所（អធិការដា78ន）や査察総所（អគា¡8ធកិារដា78ន）

（本論文では区別する必要がない場合は、これらを便宜的に省の査察機関と総称する。）が設置され

ている。内務省には、内務省および地方行政の権限にかかわる市民の抗議申立て、批難申立てを受

理する査察総所が設置されている。この査察総所の下級部局として、内務省および地方行政に属す

る部局の文民公務員の実行にかかわる抗議申立て、批難申立てを受理する調査局713が設置されてい

る。内務省に属する各警察部局、首都州警察本部714、市郡区警察署715、および町村行政警察支部716の

警察官吏の活動にかかわる抗議申立ておよび批難申立てを受理する調査局717が設置されている718。 

内務省以外でも、国土省には、官吏の行動（ការ្រប្រពតឹ្ត）および国土省の管轄に関連する事務に

かかわる抗議申立てまたは批難申立てを監察する査察総所およびその下級部局が設置されている719。

郵便および電信省には、郵便、電信ならびに通信および情報技術の分野の管理に関連する抗議申立

                                                
711  អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំ នងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងទំនាក់ទនំងជាមយួរដ្ឋសភា-្រពទឹ្ធសភា នងិអធិការកិច្ច, េលខ 
០៣ អន្រក.បក, ១២ មករា ២០១៥, មា្រតា ៥, មា្រតា ២១, មា្រតា ២៦［国民議会−元老院との関係および査察省の組織およ

び運営に関する政令03ANK.BK号（2015年1月12日）5条、21条、26条］。 
712 ្របកាសរបស់្រកសួងទំនាកទ់ំនងជាមយួរដ្ឋសភា-្រពទឹ្ធសភា នងិអធិការកិច្ចស្តីពកីារេរៀបចំ នងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់មន្ទីរ
ទំនាក់ទនំងជាមយួរដ្ឋសភា-្រពទឹ្ធសភា នងិអធកិារកចិ្ច រាជធាន ីេខត្ត, េលខ០៧៤/១៥ ទរពអ្របក, ១៨ វAច្ឆិកា ២០១៥, ្របការ
១, ្របការ៣, ［首都州国民議会−元老院との関係および査察地方局の組織および運営に関する省令074/15MONASRIBK号（査

察省、2015年11月18日）1条、3条］。 

713 本論文における「行政事務〔に関する〕申立ての受理および調査局」の原語は「នាយកដា78នទទួលពាក8jបណkងឹ នងិអេង្កត
្រសាវ្រជាវកចិ្ចការរដ្ឋបាល」である。 

714 本論文における「首都州警察本部」の原語は「ស្នងការនគរបាលរាជធាន ីេខត្ត」である。 

715 本論文における「市郡区警察署」の原語は「អធកិារនគរបាល្រកងុ ្រសុក ខណ�」である。 

716 本論文における「町村行政警察支部」の原語は「ប៉សុ្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃំុ សងាÁ8ត」់である。 

717 警察事務〔に関する〕申立ての受理および調査局（នាយកដា78នទទលួពាក8jបណkងឹ នងិអេង្កត្រសាវ្រជាវកចិ្ចការនគរបាល）。 

718 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនិងការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃន្រកសួងមហាៃផ្ទ, េលខ ១០៩ អន្រក.បក, ១៩ សីហា ២០១៥, មា្រតា ៣៣, 
មា្រតា ៣៦, មា្រតា ៣៩［内務省の組織および運営に関する政令109ANK.BK号（2015年8月19日）33条、36条、39条］。 
719 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការបេង្កើតអគា¡8ធកិារដា78ន ចណំÍះ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម្ម នងិសំណង,់ េលខ ៧៣ អន្រក.បក, ៥ 
ឧសភា ២០១៦, មា្រតា៣, មា្រតា ៥［国土省に属する査察総所の設置に関する政令73ANK.BK号（2016年5月5日）3条、5

条］、្របកាសរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកម្ម នងិសំណង់ស្តពីីការេរៀបច ំ នងិការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់ការAយាល័យ
ចណំÍះនាយកដា78ន ៃនអគា¡8ធកិារដា78ន្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនយីកម្ម នងិសំណង,់ េលខ ១៥០ ដនស.្របក/ប,ុ ៣១ ឧស
ភា ២០១៦, ្របការ ៧［国土省査察総所の局に属する課の組織および運営に関する省令150 MLMUPC.BK/B（国土省、2016年5

月31日）7条］。 
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ておよび批難申立てを監察する査察総所720、商業省には、商業分野の管理に関連する抗議申立てお

よび批難申立てを監察する査察総所721、外務および国際協力省には、外務および国際協力の分野に

関連する抗議申立ておよび批難申立てを監察する査察総所722、経済および財務省には、経済および

公共財務に関連する抗議申立ておよび抗議申立てを監察する査察総所723が、それぞれ設置されてい

る。 

以上とは異なり、公共事業および運輸省の査察総所は、省に属する関係部局にかかわる抗議申立

てを処理する724ように、抗議申立てだけを処理する場合もある。抗議申立てと明記されない場合に

おいても、抗議申立てなども含まれる申立てなどを処理する査察機関が存在している。具体的に、

司法省の裁判事務査察総所は、各級の裁判機関にかかわる干渉申出や申立てについて査察を行い、

司法官等の懲戒に対する意見を述べる725。公職省の査察総所は、公職にかかわる査察を行い、その

結果を大臣に報告する726。その他にも、環境省の査察総所727、観光省の査察総所728、祭典および宗教

省の査察所729、工業および手工業省（2020年に「工業、科学、技術および革新省」に改組730された。

                                                
720 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនិងការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃន្រកសួងៃ្របសណយ៍ី និងទូរគមនាគមន,៍ េលខ ៣៩.អន្រក.បក, ២៨ មករា 
២០១៤, មា្រតា ២៣［郵便および電信省の組織および運営に関する政令39.ANK.BK号（2014年1月28日）23条］。 

721 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងពាណជិ្ជកម្ម, េលខ ១៣១.អន្រក.បក, ១៩ មីនា ២០១៤, មា្រតា ២៦
［商業省の組織および運営に関する政令131.ANK.BK号（2014年3月19日）26条］。 
722 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងការបរេទស នងិសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាត,ិ េលខ ២៧៤ អន្រក.
បក, ២៨ ធ្ន� ២០១៦, មា្រតា ២៩［外務および国際協力省の組織および運営に関する政令274 ANK.BK号（2016年12月28日）

29条］。 
723 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@, េលខ ៤៨៨ អន្រក.បក, ១៦ តលុា ២០១៣, 
មា្រតា ៥៣［経済および財務省の組織および運営に関する政令488ANK.BK号（2013年10月16日）53条］。 

724 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងសាធារណការ និងដកឹជo្ជ�ន, េលខ ២១៦.អន្រក.បក, ២៣ តលុា 
២០១៦, មា្រតា ៤៣［公共事業および運輸省の組織および運営に関する政令216.ANK.BK号（2016年10月23日）43条］。 

725 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងយុត្តធិម,៌ េលខ១៣០ អន្រក.បក, ១ កក្ដដា ២០២២, មា្រតា៤២［司法
省の組織および運営に関する政令130ANK.BK号（2022年7月1日）42条］。 
726  អនុ្រកឹត8jស្តីពកីារេរៀបច ំ នងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃន្រកសួងមខុងារសាធារណៈ, េលខ ៦២.អន្រក.បក, ១៣ កុម្ភៈ ២០១៤, 
មា្រតា ៩［公職省の組織および運営に関する政令62.ANK.BK号（2014年2月13日）9条］。 

727 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពឹត8jេទៅរបស់្រកសួងបរAសា|8ន, េលខ ១៣៥ អន្រក.បក, ៥ កក្កដា ២០១៦, មា្រតា ៣៩
［環境省の組織および運営に関する政令135 ANK.BK号（2016年7月5日）39条］。 
728 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងេទសចរណ,៍ េលខ ៣៥៨ អន្រក.បក, ១៦ ធ្ន� ២០១៦, មា្រតា ២៥
［観光省の組織および運営に関する政令358 ANK.BK号（2016年12月16日）25条］。 
729 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងធម្មការ និងសាសនា, េលខ ១៥៤. អន្រក. បក, ១១ កក្កដា ២០១១, 
មា្រតា ២០［祭典および宗教省の組織および運営に関する政令154 ANK.BK号（2011年7月11日）20条］。 

730 ច8_បស់្តីពកីារបេង្កើត្រកសួងឧស8\ហកម្ម វAទ8�សា�ស្ត បេច្ចកវAទ8� នងិនវានវត្តន,៍ េលខ នស/រកម/០៣២០/០០៩, ២៦ មី
នា ២០២០［工業、科学、技術および革新省の設置に関する法律NS/RKM/0320/009号（2020年3月26日）］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីី
ការេរៀបចនំងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងឧស8\ហកម្ម វAទ8�សា�ស្ត បេច្ចកវAទ8� នងិនវានុវត្តន,៍ េលខ ៤៨ អន្រក.បក, ៦ េម
សា ២០២០［工業、科学、技術および革新省の組織および運営に関する政令48 ANK.BK号（2020年4月6日）］を参照。 
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以下、「工業省」という。）の査察総所731、教育、青年およびスポーツ省（以下、「教育省」という。）

732の査察総所の行政および財務査察所733およびこの下部組織である教育質確保局734、農林狩猟漁業

省（以下、「農業省」という。）の査察総所およびこの下部組織である受理部735にも、抗議申立てに

限定されないが、それぞれ類似の規定が置かれている。 

以上のように、行政組織法の一種であると解される内部部局の所掌事務まで調査する場合には、

査察機関が設置されており、社会主義法の影響を受けたと考えられる抗議申立ておよび批難申立て

などの処理を行うと定められている。査察機関これ自体は、遅くとも1950年代の規範文書において

も確認されるので、社会主義法の影響だけを受けた法制度であると断言することはできない736。し

かし、市民の抗議申立ておよび批難申立てを審査する法制度は、第2章で述べたように、1980年代

において他の社会主義諸国の法制度の影響を受けたことによって、はじめて確立したのである。1993

年憲法下の行政組織の再編成においても、抗議申立て等を審査する査察機関自体が存続していると

ころには、社会主義法の影響を発見することができよう737。 

現状では、これらの査察機関は、抗議申立てや批難申立てを受理するが、直接、決定を行う組織

ではない。例えば、査察省による処理の実務では、首相がこれに対する最終的な決定を行うのであ

                                                
731 អនុ្រកតឹ8jស្តពីកីារេរៀបចនំងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងឧស8\ហកម្ម វAទ8�សា�ស្ត បេច្ចកវAទ8� នងិនវានុវត្តន,៍ េលខ ៤៨ 
អន្រក.បក, ៦ េមសា ២០២០, មា្រតា៣២［工業、科学、技術および革新省の組織および運営に関する政令48 ANK.BK号（2020

年4月6日）32条］、្របកាសរបស់្រកសួងឧស8\ហកម្ម និងសិប8§កម្មស្តីពកីារេរៀបចំ នងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់អគា¡8ធកិារដា78ន, 
េលខ ២២៧ MIH/2014, ២ េមសា ២០១៤, ្របការ ៣, ្របការ ៨［査察総所の組織および運営に関する省令227 MIH/2014号（工

業省、2014年4月2日）3条、8条］。なお、この省令は、工業が改組された以前のものであるが、これを代わる新しい規範

文書がない限り有効であり、現時点ではこのような新しい規範文書が確認されていない。 
732 ្របកាសរបស់្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកឡីាស្តពីីការេរៀបចំ នងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់អគា¡8ធកិារដា78ន និងអង្គភាពេ្រកាមឱ
វាទអគា¡8ធកិារដា78ន, េលខ ០៥ អយក.្របក, ៦ មករា ២០១៦, ្របការ ៦［査察総所および査察総所に属する部局の組織および

運営に関する省令05 MOEYS.BK号（教育省、2016年1月6日）6条］。 
733 同上17条。 
734 同上14条。 
735្របកាសរបស់្រកសួងកសិកម្ម រុកាË8្របមាញ់ នងិេនសាទស្តពីីការេរៀបចំ នងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់ការAយាល័យចណំÍះអគា¡8ធិ
ការដា78ន, េលខ ០៦៣ ្របក.កសក.ប,ុ ៦ កមុ្ភៈ ២០០៣, ្របការ ២, ្របការ៤［査察総所に属する課の組織および運営に関する省

令063 BK.MAFF.B号（農業省、2003年2月6日）2条、4条］。 
736 KRAM no. 20-NS, 4 Avril 1945（Journal Officiel Du Cambodge Deuxième année no. 16 (18 Avril 1946) : 50）、្រពះ
រាជ្រកមេលខ៧៦៩-ន-ស, ៤ កមុ្ភៈ ១៩៥៣［王令769NS号（1953年2月4日）］、្រពះរាជ្រកមេលខ ២៦៣ ន.ស, ២១ េមសា 
១៩៥៨［王令263 N.S号（1958年4月21日）、្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ ២៦៤ ន.ស., ២១ េមសា ១៩៥៨［勅令264 N.S.号（1958

年4月21日）］を参照。 
737 監督省は、1993 年から 1998 年の間に王国政府の査察事務総局に改組し、1998 年以後査察省が設置されている

（http://monasri.gov.kh/សាវតារ、［最終アクセス：2019年11月19日］を参照。）。農業省の査察総所の副総所長は、農業

省の査察総所の歴史について、かつて（1987年に）農業省の監督委員会という名称を有し、2000年に査察総所に改名された

と述べている（ប៊នុ លាងេហង, “បទបងាÒ8ញស្តពីីកាងារអធកិារកចិ្ច,” (បទបងាÒ8ញស្រមាបប់ណkÖះបណាÔ8លៃផ្ទក្ន@ងរបស់អគា¡8ធិ
ការដា78នៃន្រកសួងកសិកម្ម រុកាË8្របមាញ់ នងិេនសាទ, គាg8នកាលបរAេច្ឆទ), ៨ ដល់៩［ブン・リアンヘン「査察事務に関する

発表」（農業省の査察総所の内部訓練用発表用紙）8-9頁］）。 
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る。省の査察機関による抗議申立ての処理も同様に、各省の大臣が決定権を有すると理解されてい

る738。査察省は、2017年ころから査察に関する法律の起草作業を行っている739。この草案は、筆者

が調べた限りでは、2019年 12月に大臣会議において検討されたが、草案のままである。関係者に

よると査察省の権限が強化されることになるから740、行政組織全体を調整するための時間を要する

のかもしれない。 

3．個別の抗議申立て 

1993年憲法39条および128条は、前述したように、抗議申立て、損害賠償請求の解決、行政事

件を裁判所の管轄に属すると定めている。しかし個別法では、行政機関が、行政活動に対する抗議

申立てを処理する行政紛争処理制度を定める例が多数存在している741。 

一例として、2007年 12月 8日に公布された教育に関する法律（以下、「教育法」という。）が、

あげられる。教育法40条第1項は、「本法に定められている権利が侵害された」父母、学習者およ

び教育職員が、「教育官庁に提案または抗議申立てをする権利」があること、「裁判所に申立てをす

る権利を有する」ことを定めている。提案、抗議申立ておよび申立てという 3種類の申立てが、認

められているのである742。これらの申立ての処理手続を具体化するために教育省が制定した省令（以

下、「学習者提案等解決省令」という。）を検討してみると、申立ては教育官庁にすると定められて

いる743。懲戒評議会（្រកមុ្របឹក8\វAន័យ）が設置され、告訴（ការេចាទ្របកាន）់に応答する書面によ

る決定をもって手続が終了となるが、加害行為者個人の処罰についても、これが定められている744。

                                                
738 Alex Read, supra note 19, 184. 
739 Freshnews, “េលាក្រសីឧបនាយករដ្ឋម�ន្តី  ែម៉ន  សំអន  ផ្តល់អនុសាសន៍៣ចំណÍចសំខាន់ៗ  េនៅក្ន@ង
ពិធីបិទសិកាË8សាលាស្តីពី េសចក្តី ្រពាងច8_ប់អធិការកិច្ច,”  Freshnews, ៣០  សីហា  ២០១៧, 
http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/64150-2017-08-30-11-52-34..html (ចលូេមើលចងុេ្រកាយ ១០ មីនា 
២០២២)［Freshnews「副首相マエン・ソムオン氏が査察法案に関するセミナー閉会式において３つの重要な勧告を与える」

Freshnews（2017年8月30日）、http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/64150-2017-08-30-11-52-34.html（最

終アクセス：2022年3月10日）］。 
740  ្រកសួងទំនាក់ទនំងជាមយួរដ្ឋសភា-្រពទឹ្ធសភា និងអធិការកិច្ច, របាយការណប៍ូកសរុបលទ្ធផលការងារឆាJ8២ំ០១៩ នងិ
ទិសេដៅឆាJ8២ំ០២០របស់្រកសួងទំនាកទ់ំនងជាមយួរដ្ឋសភា-្រពឹទ្ធសភា នងិអធកិារកចិ្ច, (២០២០), ៧០［国民議会-元老院と

の関係および査察省「国民議会-元老院との関係および査察省の2019年業務結果総計および2020年方向報告書」（2020年）

70頁］。 
741 個別法に定められた行政紛争処理制度については、Kai Hauerstein, supra note 13, at 44; Khlok Dara, supra note 

3, at 147-148,154fに紹介されている。 
742 ច8_បស់្តីពកីារអប់រ�, េលខ នស/រកម/១២០៧/០៣២, ៨ ធ្ន� ២០០៧, មា្រតា ៤០［教育に関する法律NS/RKM/1207/032号

（2007年12月8日）40条］。 
743  ្របកាសរបស់្រកសួងអប់រ� យុវជន នងិកឡីាស្តីពនីីតិវAធីៃនការេស្នើ ឬការតវាm8 ការប្តឹង នងិដំេណាះ្រសាយស្រមាបអ់្នក
សិក8\ មាតាបិតា ឬ អ្នកអាណាព8�បាល នងិបគុ្គលិកអប់រ�, េលខ២២៨០ អយក.្របក, ៦ មថិុនា ២០១២, ្របការ ៥［学習者、

父母または後見人および教育職員のための提案または抗議〔申立て〕、申立ておよび解決の手続に関する省令2280 MOEYS.BK

号（2012年6月6日）5条］。 
744 同上25条。 
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これを要するに、申立ての3分類に加えて、抗議申立てが処理された結果、処罰が行われるところ

には、ここにも社会主義法の影響を発見することができる。 

なお、前述（第2章第3節5）したように、沿革的に個別の行政紛争処理制度は、罰金の賦課決

定をはじめとする「行政処罰」に限定されることも多い745。許可か特許のいずれであるのかはとも

かく、これの取消や撤回に限定される場合もある746。個別法においては、行政紛争処理の対象とな

る行政活動が狭いという問題もあることを指摘しておく。 

4．抗議申立て等からの展開の困難 

カンボジアにおける抗議申立て等の法制度が、社会主義諸国における法制度と共通性を有するこ

とは、何度も述べてきた。そのソ連では、一般法がまだ整備されていなかったが、1977年憲法58条

2 項に基づいた行政に対する司法審査制度が憲法上認められ、この法制度の整備に関する議論が活

発に行われていた747。中国では、1973年時点で限定的でありながらも行政行為の司法審査の手続が

認められてきた748。その後、行政訴訟とともに行政復議法が確立し、展開するようになった749。ベト

ナムにおいても、行政紛争（administrative disputes）に対応するため、1996年7月に、人民裁

判所に行政部（administrative division courts）が設置された750。カンボジアにおける抗議批難

法に相当する法制度も、数度の改正を経て2011年に、不服申立て法と告訴告発法という２つの法制

度が整備されるに至った751。 

これに対して、カンボジアでは、社会主義時代に定められた抗議申立て等の一般法である抗議批

難法が、改正されるなどして展開することはなかった。むしろ、本節の1で述べたように、1993年

憲法に定められた憲法上の概念として存続してはいるが、その具体化がないままである752。筆者は、

2017年 8月 30日に、農業省の査察総所における現地調査を行ったことがあるが、その現場では抗

                                                
745 なお、第2章第3節5で述べたように、個別の行政紛争処理制度は、ソ連等の諸国においては、行政に対する限定的な司

法審査として行われていたものである。ソ連時代における行政に対する司法審査について、関・前掲注（594）189以下、市

橋・前掲注（594）308-309頁を参照。 
746  例えば、ច8_បស់្តីពផី្ល�វថ្នល់, េលខនស/រកម/០៥១៤/០០៨, ៤ ឧសភា ២០១៤, មា្រតា៤៧［道路に関する法律

NS/RKM/0514/008号（2014年5月4日）47条］（以下、「道路法」という。）、ច8_ប់ស្តពីីសុខភាពសត្វ នងិផលិតកម្មសត្វ, េលខ
នស/រកម/០១១៦/០០៣, ២៨ មករា ២០១៦, មា្រតា ១០៣［家畜健康家畜生産に関する法律NS/RKM/0116/003号（2016年1

月28日）103条］（以下、「家畜生産法」という。）などである。 
747 ソ連における行政に対する司法審査の研究について、市橋・前掲注（594）305−370頁、市橋克哉「ソ連邦における行政に

たいする司法審査（2・完）－1977年ソ連憲法と行政裁判－」名古屋大学法政論集97号（1983年）138−200頁を参照。 
748 浅井・前掲注（600）214−215頁。 
749 許・前掲注（630）37-38頁。 
750 Pham Hong Quang, supra note 594, at 2, 6, 10. 
751 独立行政法人国際協力機構（JICA）「ベトナム不服申立ておよび告訴告発に関する法律（旧法）【luật khiếu nại, tố cáo】 」、

http://www.moj.go.jp/content/000111000.pdf （最終アクセス：2017年6月6日）。 
752 1993年憲法新160条（二・新158条）。 
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議批難法の名称さえ十分に認知されていなかった経験をしたことがある753。 

もちろん、抗議批難法の改正等の展開が起こっていない主な原因の１つは、1993年憲法の制定に

よって、カンボジアが社会主義からの体制転換を遂げたという政治体制の変化に求められる。その

ため、社会主義法の影響を受けた法制度が、ソ連、中国およびベトナムのような展開をしなかった

のである。抗議批難法の仕組みを、社会主義の政治体制という価値的契機とは切り離して、その法

技術的契機に注目して法整備することが可能であるのか否かが、問題であるといえよう。 

第4節 原始的な紛争処理の法意識の残滓 

以上はいずれにせよ、法制度を分析した結果得られた認識を述べたものであった。これとは異な

り、伝統法における原始的な紛争処理の残滓は、法制度よりも行政紛争処理の実務における法意識

として出現している。 

1．法意識に残る原始的な紛争処理 

前述（第2章第1節1）したように、地方レベルでの調停等において、伝統的な紛争処理の意識

が残存していると指摘されている。地方レベルというのは、具体的には、村落長や町村長、市郡区

の首長（以下、「市郡区首長」という。）および首都州理事会の首長（以下、「首都州首長」という。）

といった行政区域の首長のことを指す。 

まず、村落長は、「町村行政管理に関する法律」754（以下、「町村行政管理法」という。）および「町

村の評議会への権限、役割および責務の地方分権に関する政令」755（以下、「町村地方分権政令」と

いう。）という規範文書に根拠を有する行政機関である。しかし紛争処理の責務に関する明文の規定

は存在しない756。それにもかかわらず、この村落長が公役務（េសវាសាធារណៈ、public service）

に対する不満に関する申立て先であると考える市民の割合は多く、実際に村落長に申立てをした件

数の割合も全体の半数程度であるといわれており、これは他の紛争処理機関への申立て件数よりも

圧倒的に多い757。 

                                                
753 農業省の査察総所にて、2017年8月30日に聞き取りを行った。聞き取りに応じてくれた職員には記して謝意をあらわし

たい。 
754 ច8_បស់្តីពកីារ្រគប់្រគងរដ្ឋបាលឃំុ សងាÁ8ត,់ េលខ នស/រកម/០៣០១/០៥, ១៩ មីនា ២០០១［町村行政管理に関する法律

NS/RKM/0301/05号（2001年3月19日）］。 
755 អនុ្រកឹត8jស្តីពកីារេធ្វើវAមជ8Óការអណំាច តនួាទី នងិ ភារកចិ្ចេទៅឱ8j្រកមុ្របកឹ8\ឃំុ សងាÁ8ត,់ េលខ២២ អន្រក.បក, ២៥ មនីា 
២០០២［町村の評議会への権限、役割および責務の地方分権に関する政令22ANK.BK号（2002年3月25日）］。 
756 町村行政管理法30条、31条、町村地方分権政令22条、23条、24条、25条、26条、27条、28条、29条を参照。 
757 NCDD, supra note 5, at 19-20、គណៈកមាg8ធិការជាតសិ្រមាបក់ារអភិវឌ8Ýតាមែបប្របជាធបិេតយ8jេនៅថាJ8ក់េ្រកាមជាត ិ
(គជអប), លទ្ធផលៃនការអេង្កតថាJ8កជ់ាតសិ្តីពអីភិបាលកិច្ចមូលដា78នរបស់ផ.អ.៣ ឆាJ8២ំ០១១ (គជអប, ឧសភា ២០១២), 
៥២ ដល់៥៣［民主的地方開発国家委員会『2011年のIP3の基層ガバナンスに関する国家レベル調査の結果』（民主的地方開

発国家委員会、2012年5月）52-53頁］。 
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次に、町村レベルについては、町村地方分権政令では、市民が町村評議会に提案または抗議申立

てをする権利が認められており、町村評議会がこれらに応答する義務が定められている758。町村長

が公役務に対する不満に関する申立て先であると考える市民の割合は約5割で、実際に町村長に対

して申立てた件数の割合も約 4割と、村落長の次に件数が多いと報告されている759。実例として、

2006年の調査では、新居住者の村民が公有池（public pond）の近くに建設した養殖池（fish pond）

の許否をめぐる紛争について、村評議会はこれを許容しない旨の議決を行ったが、その後、新居住

者が首相警備隊の構成員とともに村長と再び会合を行った結果、以上の議決は撤回され、養殖池の

経営は許可されることとなった事例が報告されている760。 

さらに、市郡区首長については、「首都州市郡区行政管理に関する法律」（以下、「首都州市郡区

行政管理法」という。）およびその下位の規範文書761では、市郡区評議会の基層における紛争（វAវាទ
េនៅមូលដា78ន）および市民からの要請または抗議申立てを処理する義務が定められている762。市郡区

行政に属する課として、基層における紛争の調停事務を担当する「立法および基層紛争調停課」

（ការAយាល័យនតីិកម្ម និងស្រមះុស្រមÊលវAវាទមូលដា78ន）が設置されている763。2011年の調査による

                                                
758 町村地方分権政令31条、32条を参照。 
759 NCDD, supra note 5, at 19-20、民主的地方開発国家委員会・前掲注（757）52-53頁。 
760 Center for Advanced Studies and World Bank, Justice for the Poor? An Exploratory Study of Collective Grievances 
over Land and Local Governance in Cambodia (October 2006), 57-59. 
761 អនុ្រកឹត8jស្តីពតីួនាទី ភារកិច្ច នងិទំនាក់ទនំងការងាររបស់្រកុម្របឹក8\ គណៈអភបិាលរាជធានភី្នំេពញ នងិ្រកមុ្របកឹ8\ គ
ណៈអភបិាលខណ�ៃនរាជធានីភ្នំេពញ, េលខ២១៥.អន្រក.បក, ១៤ ធ្ន� ២០០៩［プノンペン首都評議会、理事会およびプノン

ペン首都の区評議会、理事会の役割、責務および事務関係に関する政令215.ANK.BK号（2009年12月14日）］、អនុ្រកឹត8jស្តី
ពីតនួាទ ីភារកិច្ច នងិទំនាក់ទនំងការងាររបស់្រកុម្របឹក8\ គណៈអភិបាលេខត្ត ្រកុម្របឹក8\ គណៈអភបិាល្រកងុ នងិ្រកុម
្របឹក8\ គណៈអភិបាល្រសុក, េលខ២១៦.អន្រក.បក, ១៤ ធ្ន� ២០០៩［州評議会、理事会、市評議会、理事会および郡評議会、

理事会の役割、責務および事務関係に関する政令216.ANK.BK号（2009年12月14日）］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីីមខុងារ និងរចនាស
ម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខណ�ៃនរាជធានភី្នំេពញ, េលខ១៨៣ អន្រក.បក, ២ ធ្ន� ២០១៩［プノンペン首都の区行政機能および構造に関す

る政令183ANK.BK号（2019年12月2日）］、អនុ្រកឹត8jស្តីពមីខុងារ នងិរចនាសម្ពន័្ធរដ្ឋបាល្រកងុ, េលខ១៨២ អន្រក.បក, ២ ធ្ន� 
២០១៩［市行政機能および構造に関する政令182ANK.BK号（2019年12月2日）］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីមីុខងារ នងិរចនាសម្ពន័្ធរដ្ឋ
បាល្រសុក, េលខ១៨៤ អន្រក.បក, ២ ធ្ន� ២០១៩［郡行政機能および構造に関する政令184ANK.BK号（2019年12月2日）］、

្របកាសរបស់្រកសួងមហាៃផ្ទស្តីពកីារបេង្កើតការAយាល័យចណំÍះទចីាត់ការៃនសាលារាជធានភី្នំេពញ ការបេង្កើតការAយាល័យ
ៃនសាលាខណ� នងិការកណំត់តនួាទ ីភារកិច្ច រេបៀបរបបការងារៃនការAយាល័យទំាងេនាះ, េលខ ៤២៧៣ ្របក, ៣០ ធ្ន� 
២០០៩［プノンペン首都役所の本部に属する課の設置、区役所の課の設置およびこれらの課の役割、責務、事務体系の定め

に関する省令4273BK号（内務省、2009年12月30日）］、្របកាសរបស់្រកសួងមហាៃផ្ទស្តពីីការបេង្កើតការAយាល័យចណំÍះទី
ចាតក់ារៃនសាលាេខត្ត ការបេង្កើតការAយាល័យៃនសាលា្រកងុ ការបេង្កើតការAយាល័យៃនសាលា្រសុក នងិការកណំត់តនួាទី 
ភារកចិ្ច រេបៀបរបបការងារៃនការAយាល័យទំាងេនាះ, េលខ ៤២៧៤ ្របក, ៣០ ធ្ន� ២០០៩［州役所の本部に属する課の設置、

市役所の課の設置、郡役所の課の設置およびこれらの課の役割、責務、事務体系の定めに関する省令 4274BK 号（内務省、

2009年12月30日）］を参照。 
762 首都州市郡区行政管理法89条、92条、93条。 
763 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីមខុងារ និងរចនាសម្ពន័្ធរដ្ឋបាលខណ�ៃនរាជធានីភ្នំេពញ, េលខ១៨៣ អន្រក.បក, ២ ធ្ន� ២០១៩, មា្រតា១៩
［プノンペン首都の区行政機能および構造に関する政令183ANK.BK号（2019年12月2日）19条］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីីមខុងារ នងិ
រចនាសម្ពន័្ធរដ្ឋបាល្រកងុ, េលខ១៨២ អន្រក.បក, ២ ធ្ន� ២០១៩, មា្រតា២៣［市行政機能および構造に関する政令182ANK.BK
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と、地方行政（local authorities）に対する不服が、評議会ではなくて、郡首長に申し立てられて

いると報告されている764。 

最後に、首都州首長については、首都州市郡区行政管理法は、基層における紛争、市民の要請ま

たは抗議申立てを処理する義務を首都州評議会に課している765。また、首都評議会および理事会を

補助する補助機関たる本部（ទីចាត់ការ）の1つとして、権力濫用〔の防止等〕および基層における

紛争解決を担当する法務および人権本部（ទីចាត់ការកចិ្ចការច8_ប់ និងសិទ្ធមិនុស8�）が政令によって

設置され、この本部にはさらに、基層における紛争解決課（ការAយាល័យកចិ្ចការច8_ប់ និងការេដាះ
្រសាយវAវាទេនៅមូលដា78ន）が省令によって設置されている766。同様に、州にも、基層における紛争解

決を担当する共同分野本部（ទីចាត់ការអន្តរវAស័យ）が政令によって設置され、この本部にはさらに、

行政に対する市民からの申立て書を受理する事務を担当する法務および公安課（ការAយាល័យកិច្ច
ការច8_ប់ និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ）が省令によって設置されている767。 

実際には、評議会による紛争解決の事例が見当たらないと指摘されている768。これに対して、首

都州首長が、少数民族と経済土地コンセッション会社との間の土地紛争について、内務省等と協力

して解決した例もある769。 

                                                
号（2019年12月2日）23条］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីីមខុងារ និងរចនាសម្ពន័្ធរដ្ឋបាល្រសុក, េលខ១៨៤ អន្រក.បក, ២ ធ្ន� ២០១៩, 
មា្រតា២៣［郡行政機能および構造に関する政令184ANK.BK号（2019年12月2日）23条］。 
764 Kang Chandararot and Dannet Liv, Multi-Level Citizen and Councilor Survey: An Index to Measure Sub-National 
Democratic Accountability in Cambodia (EU SPACE Program Technical Report, 2011), 25-27, 29. 
765 首都州市郡区行政管理法89条、92条、93条。 
766 អនុ្រកឹត8jស្តីពតីួនាទី ភារកិច្ច នងិទំនាក់ទនំងការងាររបស់្រកុម្របឹក8\ គណៈអភបិាលរាជធានភី្នំេពញ នងិ្រកមុ្របកឹ8\ គ
ណៈអភបិាលខណ�ៃនរាជធានីភ្នំេពញ, េលខ២១៥.អន្រក.បក, ១៤ ធ្ន� ២០០៩, មា្រតា៥៨ ចណំÍច ឆ［プノンペン首都評議会、

理事会およびプノンペン首都の区評議会、理事会の役割、責務および事務関係に関する政令215.ANK.BK号（2009年12月14

日）58条第7号］、្របកាសរបស់្រកសួងមហាៃផ្ទស្តពីីការបេង្កើតការAយាល័យចណំÍះទីចាតក់ារៃនសាលារាជធានីភ្នំេពញ ការ
បេង្កើតការAយាល័យៃនសាលាខណ� នងិការកណំតត់នួាទ ី ភារកចិ្ច រេបៀបរបបការងារៃនការAយាល័យទំាងេនាះ, េលខ 
៤២៧៣ ្របក, ៣០ ធ្ន� ២០០៩, ្របការ៩ កថាខណ�ទ២ី េលខ ២［プノンペン首都役所の本部に属する課の設置、区役所の課

の設置およびこれらの課の役割、責務、事務体系の定めに関する省令4273BK号（内務省、2009年12月30日）9条第2項2

号］。 
767 អនុ្រកឹត8jស្តីពតីនួាទ ីភារកចិ្ច នងិទនំាកទ់នំងការងាររបស់្រកមុ្របកឹ8\ គណៈអភបិាលេខត្ត ្រកមុ្របឹក8\ គណៈអភិបាល
្រកុង និង្រកមុ្របកឹ8\ គណៈអភបិាល្រសុក, េលខ២១៦.អន្រក.បក, ១៤ ធ្ន� ២០០៩, មា្រតា៥៨ ចណំÍច ង［州評議会、理事会、

市評議会、理事会および郡評議会、理事会の役割、責務および事務関係に関する政令216.ANK.BK号（2009年 12月14日）

58条5号］、្របកាសរបស់្រកសួងមហាៃផ្ទស្តីពកីារបេង្កើតការAយាល័យចណំÍះទចីាត់ការៃនសាលាេខត្ត ការបេង្កើតការAយាល័យ
ៃនសាលា្រកងុ ការបេង្កើតការAយាល័យៃនសាលា្រសុក នងិការកណំត់តនួាទ ីភារកចិ្ច រេបៀបរបបការងារៃនការAយាល័យទំាង
េនាះ, េលខ ៤២៧៤ ្របក, ៣០ ធ្ន� ២០០៩, ្របការ៧ កថខណ�ទ២ី េលខ៣［州役所の本部に属する課の設置、市役所の課の

設置、郡役所の課の設置およびこれらの課の役割、責務、事務体系の定めに関する省令4274BK号（内務省、2009年12月30

日）7条第2項3号］。 
768 ヒアン・サーン・前掲注（476）143頁。 
769 The NGO Forum on Cambodia, Investigation Report: Impact of Development Project Benh Hoeurk Kratie Rubber 1 
Company Limited (Phnom Penh: December 2015), (references) 57-59, 62-65, 69-72. なお、この調査報告のページ番号

は 16 頁までしかないが、この参考資料に記載された申立ての文書や紛争処理機関のこれに対する応答の部分にはページ番

号がついていない。ここで示す57-59等の数字は筆者が16頁から継続して計算したページ番号である。以下同様。 
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なお、地方行政が多いが、上級の行政機関に申立てが行われた件数も少なくない。2016年の調査

によると、調査の対象となった382件の土地紛争の当事者は、査察省に25件、内務省に38件の申

立てを行い、件数は不明であるが、国土省および国防省にも申立てを行ったとされる770。ただし解

決した事例は、州の関係地方局（្រកុមការងារេខត្ត និងមន្ទីរពាក់ពន័្ធ）が 8 件、環境地方局（មន្ទីរប
រAសា|8ន）が2件、州地籍地方局（មន្ទីរសុរAេយាដីេខត្ត）が1件というように、実際には、地方局が解

決した例が多い771。調査は、2007年以後においては、毎年行われている772。筆者が入手できたのは、

その全てではないが773、統計の充実にはなお課題があるように思われる。 

地方レベルでの紛争解決が実現しなかった場合や大規模な紛争は、査察省が抗議申立て等を調査

し、王国政府が決定した調査の結果を公表すると定める規定しかない774。実際には、大臣会議官房

（office of the council of ministers）をはじめとする最高機関に対して行われる申立ての件数

が多いという指摘がある775。実例として、2016年における大規模な土地紛争の処理を見ると、大臣

会議官房は、18件の申立てを受理し、1件を解決したと報告されている776。 

最後に、権威主義的な行政の残存という観点からは首相による紛争処理が注目されるが、前述し

たように、王国政府が決定した調査の結果を公表すると定められているにとどまる777。しかし、実

際には、土地紛争に関する申立てを首相に行い、首相による解決も見られる778。2016年の調査によ

                                                
770 カンボジアに関する非政府組織フォーラム・前掲注（4）24-25頁。 
771 同上29-31頁。 
772 同上2頁。 
773 The NGO Forum on Cambodia, Statistical Analysis on Land Dispute Occurring in Cambodia 2008 (The NGO Forum on 
Cambodia, 2009), 4-5; The NGO Forum on Cambodia, Statistical Analysis on Land Dispute Occurring in Cambodia 
2009 (The NGO Forum on Cambodia, 2010), 7-9; The NGO Forum on Cambodia, Statistical Analysis on Land Disputes 
in Cambodia 2010 (Phnom Penh: The NGO Forum on Cambodia, June 2011), 8-10; The NGO Forum on Cambodia, Statistical 
Analysis on Land Disputes in Cambodia 2013 (Phnom Penh: The NGO Forum on Cambodia, September 2014), 13, 28-31; 
The NGO Forum on Cambodia, Statistical Analysis on Land Disputes in Cambodia 2014 (Phnom Penh: The NGO Forum on 
Cambodia, September 2015), 15-17, 32-35; The NGO Forum on Cambodia, Statistical Analysis on Land Disputes in 
Cambodia 2015 (Phnom Penh: The NGO Forum on Cambodia, March 2016), 15-17, 22-25. 
774  អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំ នងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងទំនាក់ទនំងជាមយួរដ្ឋសភា-្រពទឹ្ធសភា នងិអធិការកិច្ច, េលខ 
០៣ អន្រក.បក, ១២ មករា ២០១៥, មា្រតា ៥, មា្រតា ២១［国民議会−元老院との関係および査察省の組織および運営に関

する政令03ANK.BK号（2015年1月12日）5条、21条］。 
775 Khlok Dara, supra note 3, at 146, 150. 
776 カンボジアに関する非政府組織フォーラム・前掲注（4）24頁、31頁。 
777 注の774と同じであるが、念のため出典を示す。អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងទនំាកទ់នំងជា
មួយរដ្ឋសភា-្រពឹទ្ធសភា នងិអធកិារកិច្ច, េលខ ០៣ អន្រក.បក, ១២ មករា ២០១៥, មា្រតា ៥, មា្រតា ២១［国民議会−元老

院との関係および査察省の組織および運営に関する政令03ANK.BK号（2015年1月12日）5条、21条］。 
778 មនុីរ័ត្ន, “បនា¤8បព់ីខទុ្ទការល័យនាយករដ្ឋម�ន្តអីន្តរាគមន៍៖ តលុាការផាß8កការអនវត្តយកដីេយាធនិពិការមាសសុផាត,” រស្មកីម្ព@ជា, 
(១៦ ឧសភា ២០១៩),  https://www.rasmeinews.com/archives/188365?fbclid=IwAR0BvWaSx-EfjdbkkvtxEaUVMQ7eGipB6R0O0hBhpDFCBdbL-44QXLhRsvU 
(បានចលូេមើលចងុេ្រកាយ ១០ កក្កដា ២០២០)［ムニーロアト「首相官房の干渉後－裁判所が障害軍人ミアス・ソパートの

土地を収用する〔判決の〕執行を中断－」リアクスマイ・カンプチア（2019 年 5 月 16 日）、

https://www.rasmeinews.com/archives/188365?fbclid=IwAR0BvWaSx-EfjdbkkvtxEaUVMQ7eGipB6R0O0hBhpDFCBdbL-

44QXLhRsvU（最終アクセス：2020年7月10日）］。 
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ると、首相官房は、51件の申立てを受理したが、これらの申立てに対する解決については、統計に

おいて、王国政府や大臣会議官房のみが報告され、首相またはその官房による解決が報告されてい

ない779。しかし、同調査において記載された実例には、首相の決定によって解決された土地紛争が

あった780。首相と同様に国家元首たる国王の紛争処理の根拠を定める明文の規定が存在していない。

2016年の調査によると、土地紛争の当事者が王宮に対して行った申立てが5件あって、王宮が解決

した土地紛争が1件、存在した781。また、不適切に土地権利証を作成したと疑われる地籍官（ម�ន្តី
សុរAេយាដ）ីに対する措置を講じるように、国王に干渉文書（លិខិតអន្តរាគមន）៍が提出された事例

もあった782。 

2012年の公役務（េសវាសាធារណៈ、public service）の提供についての申立ての調査によれば、

市民が村落長等の様々な紛争処理機関に申立てをしたと指摘している783。これに加えて、村落長に

対する申立てが86％、市郡区に対する申立てが8.9％、州に対する申立ては2.1％であったという。 

以上のような統計を前提とすれば、最も重要なことは、様々な紛争処理機関に対して申立てが行

われていることである。論者によって表現の仕方は異なるが、複数の紛争処理機関に紛争の解決を

求めるという特徴は、歴史的に存在してきたと主張されている784。社会主義の時代においても、1988

年後半における抗議申立ておよび批難申立ての審査解決に関する報告によると、市民が同一事項に

ついて、中央における全ての管轄組織に申立てを行っていたという興味深い観察もあった785。さら

に、一部ではあるが1970年以前のサンクム時代にも、同様の特徴があったと指摘されている786。 

                                                
779 カンボジアに関する非政府組織フォーラム・前掲注（4）24頁、31頁。 
780 同上39頁。 
781 同上24頁、31頁。 
782 ជិន េជដា78, “តណំាងអ្នកភូមឡិពាងេខត្តកពំង់ឆាJ8ងំេ្រគាងប្តងឹម�ន្តីសុរAេយាដពីីរនាក់េចាទេធ្វើប្លងដីមនិ្រតមឹ្រត¾វ,” វAទ8j@អាសីុេសរ� (RFA), ១១ 
កtu8 ២០១៦, https://www.rfa.org/khmer/news/land/Lor-Peang-Villager-to-sue-two-cadastral-officials-09112016084715.html?searchterm:utf8:ustring=%20ឡ-
ង (បានចលូេមើលចុងេ្រកាយ ១០ កក្កដា ២០២០)［チン・チェター「ロー・ピアン村落民の代表は地籍官2名が不適切に土

地権利証〔の発行手続〕をしたと告訴する申立てをする計画を立てる」自由アジアラジオ（RFA）（2016 年 9 月 11 日）、

https://www.rfa.org/khmer/news/land/Lor-Peang-Villager-to-sue-two-cadastral-officials-

09112016084715.html?searchterm:utf8:ustring=%20ឡ-ង（最終アクセス：2020年7月10日）］。 
783 NCDD, supra note 5, at 19-20、民主的地方開発国家委員会・前掲注（757）52-53頁。 
784 William A. Collins, supra note 471, at 11-12, 15-18, 25, 27-42; Caroline Hughes, An Investigation of Conflict 
Management in Cambodian Villages (Phnom Penh: Cambodia Development Resource Institute, 2001), 25; So Sovannarith 
et al., “Social Assessment of Land in Cambodia: A Field Study,” Cambodia Development Resource Institute 

Working Paper Series, Working Paper 20, November 2001: 34-37, 57-58, 65, 67-68, 71, 74; Center for Advanced 

Studies and World Bank, Towards Institutional Justice? A Review of the Work of Cambodia’s Cadastral Commission 
in Relation to Land Dispute Resolution (October 2006), 32, 34; Center for Advanced Studies and World Bank, supra 
note 760, at 22-29. 
785 ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋ, របាយការណស៍្តីពសីកម្មភាពការងារ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋជូនរដ្ឋសភាសមយ័្របជុំេលើកទី១៦ នីតកិាលទ១ី, ៣ 
កុម្ភៈ ១៩៨៩, ទពំ័រ៦［国家評議会「第1立法任期第16回会期の国民議会に提出する国家評議会の業務活動に関する報告書」

（1989年2月3日）6頁］。 
786 Caroline Hughes, supra note 784, at 25. 
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以上の整理は、行政紛争処理の実際における伝統法の意識のあらわれという把握が前提となって

いるが、法制度にもないわけではない。例えば、土地紛争を処理する地籍委員会による紛争調停は、

慣習の伝統に則して行われなければならないと定めているように、これを認めた例が１つある787。

しかし、ここに示した慣習の伝統とはなにかについての規定はない788。 

2．抗議申立て制度に紛れた伝統法とその影響 

伝統法における対個人紛争主義と、社会主義法の影響を受けたと思われる抗議申立ておよび批難

申立てとの関係は、どのように考えられるのであろうか。個人のみならず、国家組織や社会組織に

対しても抗議申立て等が可能であったところには、伝統法との関係は見えてこない。しかし、査察

機関の組織規範を定めた文書を見ると、官吏や職員を中心とする抗議申立てになっており、社会主

義的適法性の観念に加えて、ここには伝統法における対個人紛争主義の影響もないとはいえないで

あろう。 

伝統法における紛争処理機関の職権による措置も、市民が申立てしかできなかった社会主義法の

影響を受けた抗議申立て制度の特徴と類似している。このような類似している原始的な紛争処理、

および抗議申立て制度の影響は、現行行政紛争処理制度において申立人の手続上の権利などを定め

る詳細な手続が整備されていない原因となると筆者は考えている。要するに、理論的に、行政機関

が市民を積極的に救済するからここには対立もないので、市民がこの救済制度においてなんらかの

権利を有することや紛争処理手続に関与する必要性が乏しく、これに関する法制度の整備も不要と

なるのである。 

このように、伝統法の意識およびこれに類似する社会主義法の影響やその実務は、カンボジアに

おける行政紛争処理制度が十分に整備されていない要因となり、行政紛争処理制度に分裂して混在

している断片的な残滓が行政争訟制度など次の段階へと展開することを妨げる条件となっている。 

3．法制度の展開を妨げる伝統法の意識 

伝統法の意識が強いと、行政争訟制度へと展開する条件が形成されてこないのは、なぜであろう

か。この問いには、以下の2つの問題点が含まれている。 

第1に、前述したように、村落長、町村長、市郡区の首長、首都州の首長、大臣、首相、国王と

いう複数の行政機関に紛争解決を求める申立てをする法意識が強いと、ある行政事務について責任

                                                
787 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនិងការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃនគណៈកម្មការសុរAេយាដី, េលខ៤៧អន្រក.បក, ៣១ ឧសភា ២០០២, មា្រតា
៦［地籍委員会の組織および運営に関する政令47ANK.BK号（2002年5月31日）6条］。 
788 地籍委員会の土地紛争処理手続は、省令や指導などによって具体化したが、どの部分が慣習の伝統に当たるかは不明であ

る。 
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を有する行政機関に権限を付与するという観念は、なかなか生まれてこない。第2に、個人の責任

を追及する対個人紛争主義が強いと、行政訴訟、民事訴訟と刑事訴訟とは区別されずに、むしろ相

対化や一体化に向かうだろう。行政責任や行政行為を中心とする行政訴訟を展開させるだけの力も、

ここからは生まれてこないと考えられる。 

以上の2 点に留意しながら、実例を見てみよう。土地紛争において権利関係を証明するために、

隣地の住民4人による保証文書を作成しようとした当事者は、ラタナキリー州コーンムム郡スラエ・

オンクローン村に所在する村落長が2018年12月29日と30日にこの4人の住民の指紋を確認する

署名をしなかったことを理由として、当該村落長を市民に対して行政サービスを提供する職務を遂

行しない罪で、またこの村落長に不作為を指示したと思われるスラエ・オンクローン村の村長を権

限濫用罪で、内務大臣に対して措置を講じるように申し立てた。内務省は、2019年4月4日に、ラ

タナキリー州理事会の首長に対して、当該申立てを調査する官吏を任命するように要請する書面を

発出した789。 

また、シアムリアプ州ボンティアイスレイ郡行政が、土地紛争を解決するために、2022 年 1 月

11日に、この地域における土地紛争がある市民全てに対して、主張の根拠となる書類を添付した申

立てをボンティアイスレイ郡役所に行うように求める通知を発出した790。2022年 1月 22日に、ボ

ンティアイスレイ郡首長であるクム・フィノン氏は、自分のFacebookページにおいて、上記通知書

に基づいて、地図で土地紛争の地域を指定し、当該地域における土地紛争関係を明確に整理するた

めに、市民全員に対して土地占有収益に関する書類を郡行政に提供するように呼びかけた791。これ

に対して一人の事業家は、ボンティアイスレイ郡首長が事業家の同意を欠いたまま自己の土地を測

量させたこと等を理由に、シアムリアプ州始審裁判所付属検察官に訴えを提起し、当該郡首長に対

する法的措置を講じるように請求した792。 

                                                
789 លិខតិរបស់អគ្គនាយកដា78នរដ្ឋបាលៃន្រកសួងមហាៃផ្ទជនូសេម្តច្រកឡាេហាម ស េខង ឧបនាយករដ្ឋម�ន្ត ីរដ្ឋម�ន្តី្រកសួង
មហាៃផ្ទ, េលខ ០៩១/ន.ស.ឃ, ២១ មនីា ២០១៩［ソー・ケン副首相兼内務大臣宛内務省の行政総局の文書091/N.S.Kh号

（2019年3月21日）］、លិខតិរបស់្រកសួងមហាៃផ្ទជនូឯកឧត្តមអភបិាលេខត្តរតនគិរ�, េលខ ៧៧៦ សជណ, ៤ េមសា ២០១៩
［ラタナキリー州理事会の首長閣下宛内務省の文書776 SChN号（2019年4月4日）］。 
790 េសចក្តជីនូដណំងឹរបស់សាលា្រសុកបនា¤8យ្រសី, េលខ០០២/២១ស.ជ.ណ, ១១ មករា ២០២២［ボンティアイスレイ郡の

通知書002/21S.Ch.N号（2022年1月11日）］。 
791  Khim Finan, post on Facebook, January 22, 2022,5:05 p.m., accessed February 25, 2022, 

https://www.facebook.com/khimfinan. 
792 ពាក8jបណkងឹ្រពហ្មទណ�ជូនអាយ8jការអបសាលាដបំូងេខត្តេសៀមរាប, េលខ២១២, ១៥ កមុ្ភៈ ២០២២［シアムリアプ州始審裁判

所付属検察庁への告発書212号（2022年2月15日）］。これに関するニュースとして、េសៀមរាបប៉សុ្តិ៍, “�ស្តមីាJ8កប់្តឹង េលាក ឃឹម ហ្វី
ណង់ ពីបទញ@ះញង់រ�េលាភេលើកម្មសិទ្ធិឯកជន និងមិនេគារពតាមេសចក្តីសេ្រមចរបស់តលុាការ,” េសៀមរាបប៉សុ្តិ៍, ១៦ កមុ្ភៈ 
២០២២, https://www.srpostnews.com/article/42748?fbclid=IwAR3d1M73vlE7E0YEcisBl-kOVKit_HibqgUcGzyX-7xEf7kHy5eE8lX-w8A 
(បានចូលេមើលចុងេ្រកាយ ៧ មនីា ២០២២)［シアムリアプポスト「一人の女性が、クム・フィノン氏を私的所有権侵害扇動
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以上の事例では、刑事処罰や行政懲戒処罰とは別に行政紛争の処理制度が未整備であるという問

題があらわれてくる。これを法定されない伝統法上の紛争処理機関が紛争を処理しようとする場合

には、調停等の手段しかないことになる793。カンボジアでは、裁判と裁判外における調停等の手段

という区別（これは、第2章第1節で前述した。）は、このような背景を有する794。このような区別

は、フランスによる法制度改革および社会主義法の影響を受けた法整備が行われるようになった過

程において形成されたものであるが、伝統法に根源があると一般的に認識されているのである。い

ずれにせよ、このような紛争処理が日常的に行われているが、この紛争処理方法からは、行政活動

を審査する行政争訟制度はおろか法的な紛争の処理制度一般への展開でさえ困難である。 

第5節 現行行政紛争処理制度の諸問題 

1．用語または概念の多義性 

前述の整理からも明らかになったように、憲法、査察機関や裁判所を設置する組織規範文書、個

別領域の規範文書という広い範囲の規範文書において、抗議申立て、批難申立て、行政訴訟、行政

事件などという複数の概念が定められているが、その内容はいずれも文言のみが存在しており、こ

れらの用語または概念についての統一した理解が見られない。 

まず、行政事件は、前述したように、民事裁判機関の管轄に属すること、民事訴訟法がこれに適

用されることの他に、これ以上の規定がないため、これはどのような事件であるのかが不明である。

また、これよりも具体的な内容が定められている行政訴訟は、現時点において行政機関の組織規範

文書にしか定められていないが、一般法が存在しないので、省間で理解が異なっているとしても、

放置されたままとなる。 

次に、1993年憲法39条では、クメール市民の抗議申立ての紛争処理機関は裁判所とされ、その

対象は、批難申立ておよび損害賠償請求と同一の国家組織、社会組織およびこれらの職員の違法行

為である。しかし、組織規範文書では、申立人の範囲や対象が具体的に定められていない。申立人

は、これを定めない規範文書が多いが、定めた場合においても、自然人または法人795、市民または

市民社会796など規範文書によって異なっている。申立ての対象も同様で、査察省が処理する王国政

                                                
お よ び 裁 判 所 の 決定不遵守の罪で訴え」シアムリアプポス ト （ 2022 年 2 月 16 日 ）、

https://www.srpostnews.com/article/42748?fbclid=IwAR3d1M73vlE7E0YEcisBl-kOVKit_HibqgUcGzyX-7xEf7kHy5eE8lX-w8A

（最終アクセス：2022年3月7日）］を参照。 
793 William A. Collins, supra note 471, at 14. 
794 ベアトリス・前掲注（26）146-147頁。 
795 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងយុត្តធិម,៌ េលខ១៣០ អន្រក.បក, ១ កក្ដដា ២០២២, មា្រតា៤២［司法
省の組織および運営に関する政令130ANK.BK号（2022年7月1日）42条］。 
796 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@, េលខ ៤៨៨ អន្រក.បក, ១៦ តលុា ២០១៣, 
មា្រតា ៥៣［経済および財務省の組織および運営に関する政令488ANK.BK号（2013年10月16日）53条］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការ
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府の「管轄」に属する抗議申立て797、外務省が処理する「外務」に関連する抗議申立て798のように、

行政事務一般という程度の語句しか定められていない。内務省の査察総所では、文民公務員（ម�ន្តី

រាជការសីុវAល）の「実行」や警察官吏（ម�ន្តីនគរបាល）の「活動」に関連する抗議申立てが定めら

れているが、この内容も不明である799。国土省の査察総所では、国土省の管轄に関連する「事務」

にかかわる抗議申立てが定められているが、特別の意味があるように運用されていない800。 

最終的に裁判所に訴えを提起することができる場合において、前置主義か否かを別の問題として、

行政機関への申立てが定められているときもある。この場合には、どの紛争処理機関に申し立てれ

ばよいのかが問題となる。この場合においても、省（្រកសួង）、大臣（រដ្ឋម�ន្ត）ី、官庁（អាជា¥8ធរ）、
機関（សា|8ប័ន）、機関長（្របធានសា|8ប័ន）、地方行政（រដ្ឋបាលថាJ8ក់េ្រកាមជាត）ិ等、文言は区々で

ある801。 

                                                
េរៀបច ំនិងការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងៃ្របសណយ៍ី នងិទូរគមនាគមន៍, េលខ ៣៩.អន្រក.បក, ២៨ មករា ២០១៤, មា្រតា ២៣
［郵便および電信省の組織および運営に関する政令39.ANK.BK号（2014年1月28日）23条］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនិង
ការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃន្រកសួងពាណជិ្ជកម្ម, េលខ ១៣១.អន្រក.បក, ១៩ មីនា ២០១៤, មា្រតា ២៦［商業省の組織および運営に関

する政令131.ANK.BK号（2014年3月19日）26条］、អនុ្រកតឹ8jស្តពីកីារបេង្កើតអគា¡8ធកិារដា78ន ចណំÍះ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគ
រូបនយីកម្ម នងិសំណង,់ េលខ ៧៣ អន្រក.បក, ៥ ឧសភា ២០១៦, មា្រតា ៣, មា្រតា៥［国土省に属する査察総所の設置に

関する政令73ANK.BK号（2016年5月5日）3条、5条］អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនិងការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងការបរេទស 
និងសហ្របតិបត្តកិារអន្តរជាត,ិ េលខ ២៧៤ អន្រក.បក, ២៨ ធ្ន� ២០១៦, មា្រតា ២៩［外務および国際協力省の組織および運

営に関する政令274 ANK.BK号（2016年12月28日）29条］。 
797  អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំ នងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងទំនាក់ទនំងជាមយួរដ្ឋសភា-្រពទឹ្ធសភា នងិអធិការកិច្ច, េលខ 
០៣ អន្រក.បក, ១២ មករា ២០១៥, មា្រតា ៥［国民議会−元老院との関係および査察省の組織および運営に関する政令

03ANK.BK号（2015年1月12日）5条］。 
798 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងការបរេទស នងិសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាត,ិ េលខ ២៧៤ អន្រក.
បក, ២៨ ធ្ន� ២០១៦, មា្រតា ២៩［外務および国際協力省の組織および運営に関する政令274 ANK.BK号（2016年12月28日）

29条］。 
799 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនិងការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងមហាៃផ្ទ, េលខ ១០៩ អន្រក.បក, ១៩ សីហា ២០១៥, មា្រតា ៥, 
មា្រតា៣៣, មា្រតា៣៦, មា្រតា៣៩［内務省の組織および運営に関する政令109ANK.BK号（2015年8月19日）5条、33条、

36条、39条］。 
800 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការបេង្កើតអគា¡8ធកិារដា78ន ចណំÍះ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់, េលខ ៧៣ អន្រក.បក, ៥ 
ឧសភា ២០១៦, មា្រតា ៣, មា្រតា៥［国土省に属する査察総所の設置に関する政令73ANK.BK号（2016年5月5日）3条、5

条］、្របកាសរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកម្ម នងិសំណង់ស្តពីីការេរៀបច ំ នងិការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់ការAយាល័យ
ចណំÍះនាយកដា78ន ៃនអគា¡8ធកិារដា78ន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម្ម នងិសំណង,់ េលខ ១៥០ ដនស.្របក/ប,ុ ៣១ ឧស
ភា ២០១៦, ្របការ ៧［国土省査察総所の局に属する課の組織および運営に関する省令150 MLMUPC.BK/B（国土省、2016年5

月31日）7条］。 
801 省を紛争処理機関とする規範文書は、土地法45条、ច8_បស់្តពីីការ្រគប់្រគងធនធានទកឹេនៅក្ន@ង្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, 
េលខនស/រកម/០៦០៧/០១៦, ២៩ មិថនុា ២០០៧, មា្រតា១៨［カンボジア王国における水資源管理に関する法律

NS/RKM/0607/016号(2007年6月29日)18条］（以下、「水資源管理法」という。）、ច8_ប់ស្តពីីការធានារាm8ប់រង, េលខនស/រកម/
០៨១៤/០២១, ៤ សីហា ២០១៤, មា្រតា៥៦［保険に関する法律NS/RKM/0814/021号（2014年8月4日）56条］（以下、「保

険法」という。）、ច8_ប់ស្តពីទីូរគមនាគមន,៍ េលខនស/១២១៥/០១៧, ១៧ ធ្ន� ២០១៥, មា្រតា៧៥［電信に関する法律

NS/1215/017号(2015年12月17日)75条］（以下、「電信法」という。）、ច8_បស់្តីពកីារ្រគប់្រគងេ្របងកាតនងិផលិតផលេ្របង
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កាត, េលខនស/រកម/០៧១៩/០០៦, ១២ កក្កដា ២០១៩, មា្រតា៥៦［石油および石油産物管理に関する法律

NS/RKM/0719/006号(2019年7月12日)56条］（以下、「石油管理法」という。）、ច8_ប់ស្តពីីសំណង,់ េលខនស/រកម/១១១៩/
០១៩, ២ វAច្ឆិកា ២០១៩, មា្រតា៨៣［建設に関する法律NS/RKM/1119/019号(2019年11月2日)83条］（以下、「建設法」とい

う。）、អនុ្រកតឹ8jស្តពីនីគរូបនយីកម្ម រាជធាន ី្រកងុ នងិទី្របជុជំន, េលខ៤២ អន្រក.បក, ៣ េមសា ២០១៥, មា្រតា៦៤［首都
市および都会都市化に関する政令42ANK.BK号（2015年4月3日）64条］がある。大臣を紛争処理機関とする規範文書は、

ច8_ប់ស្តពីីស្តងដ់ារកម្ព@ជា, េលខនស/រកម/០៦០៧/១៣, ២៤ មិថនុា ២០០៧, មា្រតា២៨, មា្រតា៣៤, មា្រតា៤៦［カンボジ

ア標準に関する法律NS/0607/13号（2007年6月24日）28条、34条、46条］（以下、「標準法」という。）、ច8_បស់្តីពីវAេសាធន
កម្មមា្រតា៣ មា្រតា៦ មា្រតា៧ មា្រតា៨ មា្រតា៩ មា្រតា១១ មា្រតា១២ ចណំងេជើងជំពកូទ៤ី មា្រតា១៦ មា្រតា១៩ មា្រតា២៦ 
មា្រតា៥០ មា្រតា៥១ មា្រតា៥២ មា្រតា៥៣ មា្រតា៥៤ មា្រតា៥៥ មា្រតា៥៦ មា្រតា៥៧ មា្រតា៥៨ មា្រតា៥៩ មា្រតា៦៥ មា្រតា
៦៦ មា្រតា៦៧ នងិមា្រតា៦៨ៃនច8_បស់្តីពសី្តងដ់ារកម្ព@ជាែដល្រត¾វ្របកាសឱ8jេ្របើេដាយ្រពះរាជ្រកតឹ8jេលខ នស/រកម/
០៦០៧/១៣ ចុះៃថ្ងទ២ី៤ ែខមថិុនា ឆាJ8២ំ០០៧, េលខនស/រកម/០៦១៨/០១១, ២៦ មថិនុា ២០១៨, មា្រតា៩ ថ្មី［2007年6月

24日付王令NS/0607/13号に公布されるカンボジア標準に関する法律3条、6条、7条、8条、9条、11条、12条、第4章の

タイトル、16条、19条、26条、50条、51条、52条、53条、54条、55条、56条、57条、58条、59条、65条、66条、67

条および68条改正に関する法律NS/RKM/0618/011号(2018年6月26日)新9条］（以下、「標準法改正法」という。）、ច8_ប់
ស្តីពីេទសចរណ,៍ េលខនស/រកម/០៦០៩/០០៧, ១០ មថិនុា ២០០៩,មា្រតា៤៦［観光に関する法律NS/0609/007号(2009年

6月 10日)46条］（以下、「観光法」という。）、ច8_ប់ស្តពីីការ្រតÊតពនិិត8jផលិតផលថាJ8ជំក,់ េលខនស/រកម/០៥១៥/០០៤, 
១៨ ឧសភា ២០១៥, មា្រតា៣៥［タバコ製品監督に関する法律NS/RKM/0515/004号（2015年5月18日）35条］（以下、「タ

バコ監督法」という。）、ច8_ប់ស្តពីីពាណជិ្ជកម្មតាម្របពន័្ធេអឡិច្រត¾និក, េលខនស/រកម/១១១៩/០១៧, ២ វAច្ឆកិា ២០១៩, 
មា្រតា៤៩, មា្រតា៥០［エレクトロニクシステムによる商業に関する法律 NS/RKM/1119/017号(2019年 11月2日)49条、50

条］（以下、「エレクトロニク商業法」という。）、្របកាសរបស់្រកសួងការងារ នងិបណkÖះបណាÔ8លវAជា©8ជីវៈស្តីពនីតីិវAធីៃនការ
េធ្វើឧបា្រស័យេលើចណំាតក់ាររបស់ម�ន្តីែដលទទួលបាន្របតិភកូម្មមខុងារក្ន@ងការអនវុត្តច8_បស់្តីពសីហជពី, េលខ២៥១ ក
.ប/្រប.ក, ២៧ មិថនុា ២០១៦, ្របការ២ ［労働組合に関する法律の執行の機能を受権した官吏の処理に対する争訟的申立て

の手続に関する省令251K.B/Pr.K号（労働職業訓練省、2016年6月27日）2条］がある。委員会や評議会を紛争処理機関と

する規範文書は、ច8_ប់ស្តពីសីហលក្ខន្តកិៈម�ន្តរីាជការសីុវAលៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, េលខ០៦ន.ស.៩៤, ៣០ តលុា 
១៩៩៤, មា្រតា៥៩［カンボジア王国の公務員共同規則に関する法律06N.S.94号（1994年10月30日）59条］（以下、「公務

員法」という。）、ច8_បស់្តីពអីស8\មកិរណ,៍ េលខនស/រកម/០២១០/០០៣, ២៦ កមុ្ភៈ ២០១០, មា្រតា៣២, មា្រតា៣៣［土
地収用に関する法律NS/RKM/0210/003号(2010年2月26日)32条、33条］（以下、「土地収用法」という。）、ច8_ប់ស្តពីីមា³8ក
សមា¡8ល់ភមូសិា�ស្តទនំិញ, េលខនស/រកម/០១១៤/០០៦, ២០ មករា ២០១៤, មា្រតា១៨［商品地理的表示商標に関する法律

NS/RKM/0114/006号（2014年1月20日）18条］（以下、「商品地理表示法」という。）、ច8_បស់្តីពកីចិ្ចការពារអ្នកេ្របើ្របាស់, 
េលខនស/រកម/១១១៩/០១៦, ២ វAច្ឆកា ២០១៩, មា្រតា៣៨［消費者保護に関する法律NS/RKM/1119/016号(2019年11月2

日)38条］（以下、「消費者法」という。）、ច8_បស់្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម, េលខនស/រកម/១១១៩/០១៨, ២ វAច្ឆិកា ២០១៩, 
មា្រតា៩១［社会保障制度に関する法律 NS/RKM/1119/018号（2019年 11月 2日）91条］（以下、「社会保障法」という。）、

ច8_ប់ស្តពីកីារ្របកតួ្របែជង, េលខនស/រកម/១០២១/០១៣, ៥ តលុា ២០២១, មា្រតា៣០［競争 に 関 す る 法律

NS/RKM/1021/013号（2021年10月5日）30条］（以下、「競争法」という。）、អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការអនុវត្តច8_ប់ស្តពីមីា³8ក ពាណជិ្ជ
កម្ម នងិអំេពើៃនការ្របកតួ្របែជងមនិេសាg8ះ្រតង,់ េលខ៦៤ អន្រក.បក, ១២ កក្កដា ២០០៦, មា្រតា១៨ កថាខណ�ទ២ី, មា្រតា
២៤ កថាខណ�ទ៧ី［商標および不誠実競争行為に関する法律の執行に関する政令64ANK.BK号（2006年7月12日）18条第

2項、24条第7項］がある。官庁を紛争処理機関とする規範文書は、ច8_ប់ស្តពីីការអប់រ�, េលខ នស/រកម/១២០៧/០៣២, 
៨ ធ្ន� ២០០៧, មា្រតា ៤០［教育に関する法律NS/RKM/1207/032号（2007年12月8日）40条］、建設法83条がある。機関を

紛争処理機関とする規範文書は、ច8_ប់ស្តពីីលទ្ធកម្មសាធារណៈ, េលខនស/រកម/០១១២/០០៤, ១៤ មករា ២០១២, មា្រតា
៦២［公共調達に関する法律NS/RKM/0112/004号(2012年1月14日)62条］（以下、「公共調達法」という。）、道路法47条が

ある。機関長を紛争処理機関とする規範文書は、ច8_ប់ស្តពីីការ្រគប់្រគងគណុភាព សុវត្ថិភាពេលើផលិតផល ទនំិញនងិេសវា, 
េលខនស/រកម/០៦០០/០០១, ២១ មថិុនា ២០០០, មា្រតា៥៣ កថាខណ�ទ៤ី［製品商品およびサービスの質安全管理に関す

る法律NS/RKM/0600/001号（2000年6月21日）53条第4項］（以下、「製品管理法」という。）、水資源管理法18条がある。

部局を紛争処理機関とする規範文書は、ច8_បស់្តីពសីហគមនក៍សិកម្ម, េលខនស/រកម/០៦១៣/០០៨, ៩ មិថនុា ២០១៣, 
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さらに、批難申立ては、刑法典および刑事訴訟法典にも定められている802。そこでの申立ては、

検察官または司法警察への重罪または軽罪に関する通知と定められている803。司法警察官の任務と

して、批難申立てを受理することが定められ、これに関する調書作成、捜査および書類送検からな

る刑事手続が定められている804。 

以上で述べてきたような行政紛争処理制度における用語または概念の多義性は、その概念の不明

確性だけではなくて、それぞれの用語の貫徹した概念を生むことができないところに、むしろ深刻

な問題がある。土地紛争がその典型例である。土地紛争（វAវាទដធី្ល、ីland dispute）自体は、行政機

関、非政府組織、学者等によって一般的に用いられている用語であるにもかかわらず、これを法定

することの意義が十分に意識されていない。少なくとも、1999年 6月 10日に行われた王国政府の

「全国の各州・市における土地問題現象解決委員会の設置に関する決定」805では「土地問題現象」

（បាតុភាពបtÒ8ដីធ្ល）ី、2001年土地法806では「不動産に対する特別占有者間の紛争」（វAវាទរវាងេភាគី
ចំេពាះអចលនវត្ថ@）、2002年の「地籍委員会の組織および運営に関する政令」807では「地籍簿に登記

されていない不動産に関する紛争」（វAវាទទាកទ់ងនងឹអចលវនត្ថ@ ែដលមនិទាន់បានចះុបo្ជី

                                                
មា្រតា២២［農業共同体に関する法律NS/RKM/0613/008号（2013年6月9日）22条］（以下、「農業共同体法」という。）であ

る。部局長を紛争処理機関とする規範文書は、ច8_ប់ស្តពីសីារេពើពន្ធ, េលខនស/រកម/០២៩៧/០៣, ២៤ កមុ្ភៈ ១៩៩៧, 
មា្រតា១២០［租税に関する法律 NS/RKM/0297/03（1997年 2月 24日）120条］（以下、「租税法」という。）、ច8_ប់ស្តពីីៃ្រព
េឈើ, េលខ/រកម/០៨០២/០១៦, ៣១ សីហា ២០០២, មា្រតា៨៩［森林に関する法律/RKM/0802/016号(2002年8月31日)89

条］（以下、「森林法」という。）、ច8_ប់ស្តពីីជលផល, េលខនស/រកម/០៥០៦/០១១, ២១ ឧសភា ២០០៦, មា្រតា៨៥［水産
に関する法律NS/RKM/0506/011号(2006年5月21日)85条］（以下、「水産法」という。）、ច8_ប់ស្តពីគីយ, េលខនស/រកម/
០៧០៧/០១៧, ២០ កក្កដា ២០០៧, មា្រតា២៤, មា្រតា៧១ ［関税に関する法律NS/RKM/0707/017号(2007年7月20日)24

条、71条］（以下、「関税法」という。）、ច8_ប់ស្តពីីតបំន់ការពារធម្មជាត,ិ េលខនស/រកម/០២០៨/០០៧, ១៥ កមុ្ភៈ ២០០៨, 
មា្រតា៥២［自然保護地域に関する法律 NS/RKM/0208/007号（2008年 2月 15日）52条］（以下、「自然保護法」という。）、

ច8_ប់ស្តពីចីរាចរណផ៍្ល�វេគាក, េលខនស/រកម/០១១៥/០០១, ៩ មករា ២០១៥, មា្រតា៧០［陸路交通に関する法律

NS/RKM/0115/001号(2015年1月9日)70条］（以下、「交通法」という。）、家畜生産法103条がある。地方行政を紛争処理機

関とする規範文書は、観光法 46 条である。首都州または市郡区理事会の首長を紛争処理機関とする規範文書は、អនុ្រកតឹ8j
ស្តីពនីគរូបនីយកម្ម រាជធានី ្រកងុ នងិទី្របជុជំន, េលខ៤២ អន្រក.បក, ៣ េមសា ២០១៥, មា្រតា៦៤［首都市および都会都市

化に関する政令42ANK.BK号（2015年4月3日）64条］である。 
802 ្រកម្រពហ្មទណ�, នស/រកម/១១០៩/០២២, ៣០ វAច្ឆិកា ២០០៩, មា្រតា ៥២៨, មា្រតា ៥២៩, មា្រតា៥៣០［刑法典

NS/RKM/1109/022号（2009年11月30日）528条、529条、530条］。 
803 ្រកមនតីិវAធី្រពហ្មទណ�, េលខ នស/រកម/០៨០៧/០២៤, ១០ សីហា ២០០៧, មា្រតា៤២［刑事訴訟法典NS/RKM/0807/024

号(2007年8月10日)42条］。 
804 同上71条、72条、73条、74条、75条。 
805  េសចក្តសីេ្រមចរបស់រាជរដា78ភបិាលស្តពីីការបេង្កើតគណៈកម្មការេដាះ្រសាយតបាតុភាពបtÒ8ដីធ្លីេនៅតាមបណាÔ8េខត្ត-
្រកុងទូទំាង្របេទស, េលខ៤៧សសរ, ១០ មថិនុា ១៩៩៩［全国の各州・市における土地問題現象解決委員会の設置に関する

決定47 SSR号（王国政府、1999年6月10日）］。 
806 土地法47条。 
807  អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនិងការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃនគណៈកមាg8ការសុរAេយាដ,ី េលខ ៤៧ អន្រក.បក, ៣១ ឧសភា ២០០២, 
មា្រតា២, មា្រតា៣［地籍委員会の組織および運営に関する政令47ANK.BK号（2002年5月31日）2条、3条］。 
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សុរAេយាដ）ី、2003年の司法省および国土省の「土地紛争事案にかかわる裁判所と地籍委員会の責務

の定めに関する共同省令」808では「土地紛争」（វAវាទដធី្ល）ី、土地対立解決国家官庁の設置に関する2006

年の勅令およびその改正809では「土地対立」（ទំនាស់ដធី្ល）ី、というように異なる語句が用いられて

きた。この結果、土地法が、不動産の私的所有権化のための初期登記の一種の過程における不動産

占有権特定権利証の発行の拒否に対する不服を国土省に別に処理させることとした810ように、土地

法における地籍委員会の事務の対象は前述した不動産に対する特別占有者間の紛争に限定されてい

るが、その地籍委員会の組織規範文書では、「地籍簿に登記されていない不動産に関する紛争」と定

められたことによって、国土省の地籍委員会の事務は、当事者の制限が解除された意味において拡

大した811。下位の規範文書の制定によって、地籍委員会の権限が拡大しているのである812。ここには

法の階層構造の問題、さらにいえば法治主義や法の支配の貫徹という深刻な問題がある。行政組織

の任務や事務そして行政活動の授権を考察する行政法学の観点からは、法治主義を貫徹するための

前提として、「不動産」等の土地紛争を生む用語の定義を統一することが不可避の問題となってくる

のである。 

                                                
808  ្របកាសអន្តរ្រកសួងរបស់្រកសួងយុត្តធិម ៌ និង្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនយីកម្ម នងិសំណង់ស្តពីកីារកណំតភ់ារកចិ្ច
របស់តលុាការ និងគណៈកម្មការសុរAេយាដីពាកព់័ន្ធនងឹេរឿងវAវាទដធី្ល,ី េលខ ០២ ្របករ.០៣, ២៦ វAច្ឆកិា ២០០៣, ្របការ១［土
地紛争事案にかかわる裁判所と地籍委員会の責務の定めに関する共同省令02BKR.03号（司法省および国土省、2003年11月

26日）1条］ 
809 ្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/០២០៦/០៩៧, ២៦ កមុ្ភៈ ២០០៦, មា្រតា៤［勅令NS/RTK/0206/097号（2006年2月26日）

4条］、្រពះ្រកឹត8jស្តីពីវAេសាធនកម្មមា្រតា១ ៃន្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/០២០៦/០៩៧ ចុះៃថ្ងទ២ី៦ ែខកមុ្ភៈ ឆាJ8២ំ០០៦ ស្តី
ពីការបេង្កើតអាជា¥8ធរជាតិេដាះ្រសាយទំនាស់ដធី្ល,ី េលខ នស/រកត/១០០៨/១១០៦, ០៩ តលុា ២០០៨［2006年2月26日付

土地対立解決国家官庁の設置に関する勅令 NS/RKT/0206/0971条の改正に関する勅令 NS/RKT/1008/1106号（2008年 10月 9

日）］、្រពះរាជ្រកតឹ8jស្តពីីវAេសាធនកម្មមា្រតា១ ៃន្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/១០០៨/១១០៦ ចុះៃថ្ងត០ី៩ ែខតលុា ឆាJ8ំ
២០០៨ ស្តីពីវAេសាធនកម្មមា្រតា១ ៃន្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/០២០៦/០៩៧ ចុះៃថ្ងទ២ី៦ ែខកមុ្ភៈ ឆាJ8២ំ០០៦ ស្តពីកីារ
បេង្កើតអាជា¥8ធរជាតិេដាះ្រសាយទនំាស់ដធី្ល,ី េលខ នស/រកត/១០១១/៩៤១, ២៨ តលុា ២០១១［2006年2月26日付土地対

立解決国家官庁の設置に関する勅令NS/RKT/0206/097号1条の改正に関する2008年10月9日付勅令NS/RKT/1008/1106号1

条の改正に関する勅令NS/RKT/1011/941号(2011年10月 28日)］、្រពះរាជ្រកតឹ8jស្តពីវីAេសាធនកម្មមា្រតា១ ៃន្រពះរាជ្រកតឹ8j
េលខ នស/រកត/១០១១/៩៤១ ចុះៃថ្ងទ២ី៨ ែខតលុា ឆាJ8២ំ០១១ ស្តីពវីAេសាធនកម្មមា្រតា១ ៃន្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/
១០០៨/១១០៦ ចុះៃថ្ងតី០៩ ែខតលុា ឆាJ8២ំ០០៨ ស្តីពីវAេសាធនកម្មមា្រតា១ ៃន្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/០២០៦/០៩៧ ចុះ
ៃថ្ងទ២ី៦ ែខកមុ្ភៈ ឆាJ8២ំ០០៦ ស្តពីីការបេង្កើតអាជា¥8ធរជាតិេដាះ្រសាយទំនាស់ដធី្ល ីនងិមា្រតា៦ ៃន្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រក
ត/០២០៦/០៩៧ ចុះៃថ្ងទ២ី៦ ែខកុម្ភៈ ឆាJ8២ំ០០៦ ស្តពីកីារបេង្កើតអាជា¥8ធរជាតិេដាះ្រសាយទនំាស់ដធី្ល,ី េលខ នស/រកត/
១១១៨/១២៣៥, ១២ វAច្ឆកិា ២០១៨［2006年2月26日付土地対立解決国家官庁の設置に関する勅令NS/RKT/0206/097号1条

の改正に関する2008年10月9日付勅令NS/RKT/1008/1106号1条の改正に関する2011年10月28日付勅令NS/RKT/1011/941

号1条および2006年 2月 26日付土地対立解決国家官庁の設置に関する勅令 NS/RKT/0206/097 号6条の改正に関する勅令

NS/RKT/1118/1235号（2018年11月12日）］。 
810 土地法45条。 
811 なお、土地法では、不動産が登記されていないか否かを問わないのに、地籍委員会の組織規範文書では登記されていな

い不動産に限定されたという縮小の側面もあるが、法律上の問題は拡大の場合と変わらない。 
812 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃនគណៈកមាg8ការសុរAេយាដ,ី េលខ ៤៧ អន្រក.បក, ៣១ ឧសភា ២០០២, 
មា្រតា២, មា្រតា ១០［地籍委員会の組織および運営に関する政令47ANK.BK号（2002年5月31日）2条、10条］。 
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しかし、法律用語の厳密性が不問のままで、民事訴訟法の観点から未登記土地の所有権確認とい

った法律問題を指摘する論者813、土地収用が法の適正手続（due process of law）に違反した場合

の申立て（complaint）の必要性を指摘する論者814が、いわば並立している。実定法の現状と西欧に

存在するような「理論」これ自体とが乖離したまま並立しているのである。この現状をよく示す一

例は、2015年 1月 27日付「スワーイリアン州バヴェット市バヴェット町タパウ村落における9世

帯市民の土地対立解決干渉申請の件の現地調査の結果に関する報告書」815に記載された土地紛争で

ある。土地の権利関係がはっきりしなかったために、不動産占有権の有無やこれを公証する行政活

動の違法性が争点となったはずであるが、裁判によることなく国民議会議長に申立てが行われて、

被申立人が土地の60％を申立人に寄付することで、両当事者が同意した。このような実例において

は、まず不動産占有権の有無とその事実を「公証」する行政活動に関する法律上の条件およびその

効力を確定することが必要であるように思われる。法律用語の不統一やその軽視という問題は、法

的な定義やその定め方を問題にしている。しかし不動産占有権等の定義が定められたとしても、事

実がそのまま通用するためには、これを「公証」する行政活動の効力等も定められなければならな

い。 

2．行政紛争を処理する機関の責任の不明確性 
前述したような用語の多義性は、責任を有する行政機関が不明確であるという問題を生む。例え

ば、抗議申立てを処理する紛争処理機関が多く存在しているので、市民は、考えられる全ての機関

に対して申立てを行っているという実態については、前述（例えば、第3章第4節1）した。これ

に関して、土地紛争では、地籍委員会による解決を経て、すでに最高裁判所の確定判決もあったに

もかかわらず、紛争が継続しており、州地籍委員会等が関与して、和解協議が行われた例があった

816。判決の既判力の問題とは別に、土地紛争に責任を有する行政機関が不明確であるから、このよ

うな事態が生まれたようにも考えられる。 

実際に、少数民族と経済土地コンセッション会社との間の土地紛争について、市民が様々な機関

に申立てをし、内務省および元老院の人権委員会は、基層官庁（អាជា¥8ធរមូលដា78ន）またはラタナキ

                                                
813 内山淳「カンボジアの司法－未登記土地に関する紛争－」ICD NEWS75号（2018年）40頁。 
814 Hem Sras, supra note 3, at 237. 
815  ្រកសួងទនំាក់ទនំងជាមួយរដ្ឋសភា-្រពទឹ្ធសភា នងិអធកិារកចិ្ច, របាយការណ៍ស្តពីលីទ្ធផលៃនការចុះអេង្កត្រសាវ្រជាវ
ករណពីាក8jេស្នើសំុជយួអន្តរាគមន៍េដាះ្រសាយទំនាស់ដធី្លីរបស់្របជាពលរដ្ឋចំននួ០៩្រគÊសារេនៅភមូិតាេពៅ សងាÁ8ត់បាវAត 
្រកុងបាវAត េខត្តសា�8យេរៀង, េលខ១២៣/១៥ ទរពអ-រ.ប.ក, ២៧ មករា ២០១៥［スワーイリアン州バヴェット市バヴェット町

タパウ村落における9世帯市民の土地対立解決干渉申請の件の現地調査の結果に関する報告書123/15MONASRI-R.B.K号（査

察省、2015年1月27日）］。 
816 リム・スレイスロッ「カンボジアにおける不動産法制度の発展と課題－現地調査と具体的事案を踏まえて－」早稲田法学

会誌70巻1号（2019年）171-173頁。 
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リー州官庁（អាជា¥8ធរេខត្ត）の管轄に属するものと判断した817。首相官房局長および国民議会の人権

委員会も同様の判断を行った818。しかし国土省は、本件をラタナキリー州の国家財産管理委員会の

管轄に属するものであると判断した819。国民議会が、この種の事例について責任を有する行政機関

の責務を法定すれば、このような問題は生まれようがない。カンボジアの現状については、多数の、

行政を含む国家機関への申立てが行われている820。必然的に、紛争解決も、これを ADRというのか

否かはともかく、調停等の手段が多用されがちとなる821。この統計の正誤については、ここで述べ

ることができない822。しかし、この統計を前提にすれば、論じられるべき問題は行政組織法であっ

て、日本におけるような問題把握を試みるのであれば、分担管理原則が法定されていないので、多

数の行政機関への申立てが行われている、という捉え方ができよう823。行政、あるいは官僚制の側

においても、例えば、国土大臣が国家地籍委員会の議長となっているにもかかわらず、2016年6月

3日に、国土省は土地対立解決派遣作業部会（្រកមុការងារចុះេដាះ្រសាយទំនាស់ដធី្ល）ីを設置した824

ように、便宜的に行政組織を設置する実務が見られる。この作業部会は、省に意見を求めると定め

られている825が、問題は、そこにはない。当該作業部会の活動実績が顕著であることも、問題では

ない826。行政の便宜になるように行政の判断で組織を新設することが問題である。 

                                                
817 The NGO Forum on Cambodia, supra note 769, at (references) 65, 72. 
818 Ibid., (references) 59, 64. 
819 Ibid., (references) 68. 
820 カンボジアに関する非政府組織フォーラム・前掲注（4）24-25頁。 
821 同上29-31頁。 
822 同上2頁。 
823 このような問題意識は、西欧の NGO が有するものではない。以下を参照。The NGO Forum on Cambodia, Statistical 
Analysis on Land Dispute Occurring in Cambodia 2008 (The NGO Forum on Cambodia, 2009), 4-5; The NGO Forum on 
Cambodia, Statistical Analysis on Land Dispute Occurring in Cambodia 2009 (The NGO Forum on Cambodia, 2010), 7-
9; The NGO Forum on Cambodia, Statistical Analysis on Land Disputes in Cambodia 2010 (Phnom Penh: The NGO Forum 
on Cambodia, June 2011), 8-10; The NGO Forum on Cambodia, Statistical Analysis on Land Disputes in Cambodia 
2013 (Phnom Penh: The NGO Forum on Cambodia, September 2014), 13, 28-31; The NGO Forum on Cambodia, Statistical 
Analysis on Land Disputes in Cambodia 2014 (Phnom Penh: The NGO Forum on Cambodia, September 2015), 15-17, 32-
35; The NGO Forum on Cambodia, Statistical Analysis on Land Disputes in Cambodia 2015 (Phnom Penh: The NGO Forum 
on Cambodia, March 2016), 15-17, 22-25. 
824 េសចក្តសីេ្រមចរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម្ម នងិសំណង់ស្តពីីការបេង្កើត្រកុមការងារចុះេដាះ្រសាយទនំាស់ដី
ធ្ល,ី េលខ០៣៨ ដនស-សសរ, ៣ មថិនុា ២០១៦, ្របការ១［土地対立解決派遣作業部会設置に関する決定038MLMUPC-SSR号

（国土省、2016年6月3日）1条］。 
825 同上2条。 
826 ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម្ម នងិសំណង,់ របាយការណ៍បកូសរុបលទ្ធផលការងារ្របចំាែខធ្ន� ឆាJ8២ំ០១៩នងិេលើក
ទិសេដៅការងារបន្តរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកម្ម នងិសំណង,់ េលខ០០២ ដនស/អរប/នរប/របា, ៣ មករា
២០២០, ទពំ័រ៧［国土省の2019年12月業務結果総計および後続業務方向設定報告書002 MLMUPC/GDA/DA/Rep号（国土省、

2020年1月3日）7頁］、្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម្ម នងិសំណង់, របាយការណ៍បកូសរុបលទ្ធផលការងារ្របចំាែខ
ធ្ន� ឆាJ8២ំ០២០នងិេលើកទិសេដៅការងារបន្តរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង,់ េលខ០០២ ដនស/អរប/
នរប/របា, ៦ មករា ២០២១, ទំព័រ៧［国土省の 2020 年 12 月業務結果総計および後続業務方向設定報告書 002 

MLMUPC/GDA/DA/Rep号（国土省、2021年1月6日）7頁］。 
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専門性を有する行政組織を設置することが課題であることは、土地紛争が、複数の異なる行政組

織によって処理されているという事実からも明らかになる。国土省の査察業務に関する報告を見る

と、土地分野にかかわる申立て（書）に基づく現地調査が報告され、解決されている827。ところが、

王国政府の査察省も、土地問題（land issues）828についての紛争を処理している。内務省に至って

は、土地紛争（land dispute）を効率的に調査するために国際機関からの支援を受けているという

829。 

3．行政紛争を処理する手続の不備 

行政紛争を処理する手続の多くは、申立ての受理、管轄の判断、上級行政機関への意見提出、上

級行政機関による調査や調停などの指示、この指示に基づく調査や調停、上級行政機関への結果報

告といった手続が定められている830。これは、組織規範文書や実務における手続であるが、個別法

あるいは個別の規範文書がこれを定める場合においても、さほど変わりがない。 

例えば、租税に関する法律は、不服を受理する租税調停委員会の根拠を定めているが、この組織

および運営は、政令に委任されている（同法123条）。同法123条の委任を受けて、租税紛争解決委

員会の組織および運営に関する政令が制定されている831。その半分は、抗議申立てに関する規定で

ある。この政令を実施するために、経済財務省も、租税についての抗議申立てを受理し、解決する

手続を定める省令を定めている832。租税総局は、抗議申立ての解決に関する指導書を発出すること

で対応している833。 

いずれにせよ、市民の側で権利救済手続の整備という観点から現状を分析する場合には、抗議申

                                                
827  ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនយីកម្ម និងសំណង,់ របាយការណប៍កូសរុបលទ្ធផលៃនការអនុវត្តការងារឆាJ8២ំ០២០នងិ
េលើកទិសេដៅការងារឆាJ8២ំ០២១របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម្ម នងិសំណង,់ េលខ០០៨ ដនស/អរប/នរប/របា, 
១១ មនីា ២០២១, ទំព័រ៩［国土省の2020年業務執行の結果総計および2021年業務方向設定報告書008 MLMUPC/GDA/DA/Rep

号（国土省、2021年3月11日）9頁］。 
828 Alex Read, supra note 19, at 184. 
829 Council for Legal and Judicial Reform, “Searching for Implementing an Ombudsman System in Cambodia,” (Phnom 

Penh: October 2009), 39. 
830 Khlok Dara, supra note 3, at 157,166. 
831 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបចនំងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃនគណៈកមាg8ធកិារេដាះ្រសាយវAវាទសារេពើពន្ធ, េលខ០៣ អន្រក.បក, ៦ មក
រា ២០១៦［租税紛争解決委員会の組織および運営に関する政令03ANK.BK号（2016年1月6日）］。 

832  ្របកាសរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិ ហិរopវត្ថ@ស្តីពីវAធាននងិនតីិវAធីៃនការេដាះ្រសាយបណkងឹតវាm8ពន្ធដារេនៅអគ្គនាយក
ដា78នពន្ធដារ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ចនិងហិរopវត្ថ@, េលខ១៤៧០ សហវ.្របក, ៦ វAច្ឆិកា ២០១៥［経済財務省の租税総局における

租税抗議申立て解決の規則および手続に関する省令1470MEF.BK号（経済財務省、2015年11月6日）］。 
833 េសចក្តីែណនំារបស់អគ្គនាយកដា78នពន្ធដារៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិ ហិរopវត្ថ@ស្តីពសិីទ្ធិ និងកាតព្វកចិ្ចរបស់អ្នកជាបព់ន្ធ ឬ
ភាJ8កង់ារកាត់ទកុេនៅក្ន@ងការេដាះ្រសាយបណkងឹតវាm8ពន្ធដារ េនៅអគ្គនាយកដា78នពន្ធដារ, េលខ៧៣៧៤ អពដ, ៤ ឧសភា 
២០១៧［租税総局における租税抗議申立て解決における納税義務者または源泉徴収係の権利義務に関する指導書 7374 GDT

号（経済財務省の租税総局、2017年5月4日）］。 
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立ての処理手続への市民の参加が不足している834。これは、今後の立法課題に数えられるものであ

ろう。 

4．決定の法的効力の不明確性 

抗議申立てなどの申立てに対する紛争処理機関の決定の意義についても、具体的に定められてお

らず不明である。カンボジアでは、要請を含む申立ての種類を問わず、これに対する行政紛争処理

機関の応答は、「解決（する）」（(ការ)េដាះ្រសាយ）または決定という。この「解決」はよく使われ

ている用語であるにもかかわらず、規範文書ではこの定義や内容に関する規定がない。 

法整備が不十分であるために、例えば査察省は、王国政府の管轄に属する抗議申立てを調査した

結果について報告書を作成する。首相がこの報告書を審査してから「決定」を行う。このように、

査察省による「解決」には「決定」が含まれていないようである。実務上、査察機関が決定権を有

しておらず、王国政府や首相または大臣が最終的決定権を有するといわれている835。 

この原因は、前述したように行政機関の責任が不明であるところに存在する。例えば、国土省の

査察総所は、国土省において一種の補助機関として補助する任務を有すると定められているのに、

査察総所の下級機関である申立て審査課が「解決」する責務を負うと定められている。このように

市民との関係で、行政組織の意思を最終的に決めて、対外的に表明する活動とその機関が、不明確

な状態にある。この点で、前述したように査察省が処理する抗議申立てに対する決定は首相にある

と同時に、査察省の査察総局が、王国政府の管轄に属する抗議申立てに対する調査の結果を大臣に

提出し、大臣がこれを審査して「決定」するとも定められている836。この場合は、首相が最終的に

責任を有する行政機関であると思われるが、ここでも決定の法的効力、すなわち申立人や関係行政

機関に対する拘束力や不可変更力等に関する明文の規定がない。 

これまで具体的事例をいくつか紹介したが、その事実からもうかがえるように、抗議申立てに対

する決定がすでにあったとしても、関係行政機関がこれに従わなかったり、当該決定を行った紛争

                                                
834 なお、商標登録において、商標登録に対する異議申立てについて、弁明書の送付、当事者の希望による聴聞会設置、最終

的な解決として登録された商標の維持か否定かの決定が行われる。商標登録申請者と当該商標の関係者との関係では、若干

の手続が定められていることになる（ច8_បស់្តីពមីា³8ក ពាណជិ្ជនាម និងអំេពើៃនការ្របកួត្របែជងមនិេសាg8ះ្រតង,់ េលខនស/
រកម/០២០២/០០៦, ៧ កមុ្ភៈ ២០០២, មា្រតា១០［商標および不誠実競争行為に関する法律NS/RKM/0202/006号(2002年2月

7日)10条、អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការអនុវត្តច8_បស់្តីពមីា³8ក ពាណិជ្ជកម្ម នងិអំេពើៃនការ្របកតួ្របែជងមិនេសាg8ះ្រតង,់ េលខ៦៤ អន
្រក.បក, ១២ កក្កដា ២០០៦, មា្រតា១៧, មា្រតា២០, មា្រតា៣២［商標および不誠実競争行為に関する法律の執行に関する

政令64ANK.BK号（2006年7月12日）17条、20条、32条］）。 
835 Alex Read, supra note 19, at 184. 
836  អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការេរៀបច ំ នងិការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងទំនាក់ទនំងជាមយួរដ្ឋសភា-្រពទឹ្ធសភា នងិអធិការកិច្ច, េលខ 
០៣ អន្រក.បក, ១២ មករា ២០១៥, មា្រតា ៥, មា្រតា ១៧, មា្រតា ២១［国民議会−元老院との関係および査察省の組織お

よび運営に関する政令03ANK.BK号（2015年1月12日）5条、21条］。 
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処理機関も後に決定を変更したり、申立人は他の複数の紛争処理機関にさらに申立てをして、他の

紛争処理機関がこれを処理したりした事例は少なくない。 

5．行政紛争処理制度の機能不全 

以上で、各論的にカンボジアにおける行政紛争処理制度の機能不全を述べた。しかしこれは、偶

然に生まれているものではないと考えられる。第1に、ポスト・アンコール時代における臣民は、

国王が、他の「裁判官」とは違って、真実の正義をもたらすと信じていた837。これは、国王以外の紛

争処理機関への信頼低下という意識を生む。古法すなわちチバップ・トロラーカーでも、「裁判官」

による遅延が臣民に損害を与えるといった前提があった838。国王は、裁判所における濫用や不正を

是正するために、チバップ・トロラーカーをはじめとする古法の編纂を開始した839。このような古

法が、フランス保護領政府による法制度改革の対象となったのは当然の成り行きであった840。 

しかし第 2 に、フランス法の影響を受けた行政裁判所制度も、カンボジアには根付いていない。

比較的注目に値すると思われるのは、Jean-Marie Crouzatierの見解である。この論者は、行政裁

判所制度の機能不全とその原因を明らかにした後に、争訟的申立ての並行（recours parallèles）

を論じた。すなわち、フランス保護領に置かれた時代の以前から確立していた国王謁見や国民議会

などの行政裁判所によらない行政統制制度の活用を論じたのである。もっとも、行為を行なった行

為者個人を対象とする処罰の性質が強く、行政の適法性統制は間接的なものにすぎないとも指摘し

ている841。実際に、国民議会の内務国防委員会は、1948年3月23日に行われた第37回国民議会会

議において、政府の非違行為に関する市民からの申立てを受理し、これらの申立てを首相に送付し

た842。これ以後も、同様の例は見られる843。チャウワーイ・スロックや軍人、警察官等による財産や

金銭の没収等に対して処罰の申立て件数が多かった844。申立て送付先の機関を詳細に記した1952年

                                                
837 David Chandler, supra note 72, at 107. 
838 チバップ・トロラーカー（1853年）（経済財務省の立法評議会・前掲注（116）294-295頁）。 
839 Béatrice, supra note 26, at 9 ; ベアトリス・前掲注（26）13頁。 
840 フランス保護領政府による法制度改革の背景について、傘谷（2017年）・前掲注（44）169頁を参照。 
841 Jean-Marie Crouzatier, “Les aléas de la justice administrative au Cambodge” in Les Juridictions et la 
Protection des Libertes (Toulouse: Presses de l’Univ. des Sciences Sociales, 1995), 142-146. 
842 េសចក្តកីត់េហតុេពល្របជុំរដ្ឋសភាេពល្របជុទំី៣៧, ២៣ មនីា ១៩៤៨, េនៅក្ន@ងរាជកចិ្ចឆាJ8គំំរប៤់េលខ១៣ស្ទÏន (២៥ មនីា 
១៩៤៨)៖ ៤២១ ដល់៤២៤［「国民議会議事録第37回会議（1948年3月23日）」官報4巻13（2）号（1948年3月25日）

421-424頁］。 
843 国民議会の申立て受理委員会の委員長および財務委員会の委員でもあったソム・ニィアン氏は、租税に関する不服を申し

立てる件数が多いと報告していた（េសចក្តកីត់េហតុេពល្របជុំរដ្ឋសភាេពល្របជុទំី៣៧, ២៣ មីនា ១៩៤៨, េនៅក្ន@ងរាជកចិ្ច
ឆាJ8ំគំរប់៤េលខ១៣ស្ទÏន (២៥ មនីា ១៩៤៨)៖ ៤៣៣［「国民議会議事録第37回会議（1948年3月23日）」官報4巻13（2）

号（1948年3月25日）433頁］）。 
844  េសចក្តកីតេ់ហតុេពល្របជុំរដ្ឋសភាេពល្របជុទំី២០, ៣០ តលុា ១៩៥១, េនៅក្ន@ងរាជកចិ្ចឆាJ8គំំរបទ់ី៧េលខ៩ស្ទÏន(៣០ 
កtu8 ១៩៥១)៖ ៥៩៤ ដល់៦០១［「国民議会議事録第20回会議（1951年10月30日）」官報7巻9（2）号（1951年9月30

日）594-601頁］（1951年10月に開催された国民議会の議事録であったが、同年9月の官報に掲載された。）、េសចក្តីកត់េហតុ
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の議事録によれば、行政裁判所に送付された申立ては、なかったとされる845。そうすると、Jean-Marie 

Crouzatier が構想したような「並行」的な紛争処理とも、実際は異なっていたように思われる846。

むしろ、申立てに対する審査や解決を行わない不作為の事例が多かったようである847。 

第3に、社会主義法の影響を受けた抗議申立て制度も、十分に機能していたとは必ずしもいえな

い。1982年に、国家事務監督省に対して行われた申立てについて、解決できた申立ては6件であっ

たのに対して、解決されなかった申立ては、37件もあった。これらの申立ては、管轄機関に送付さ

れたが、応答がなかったという848。また、1988年には、抗議申立て等の遅延や非応答が国家評議会

において問題とされた849。さらに、1990年の国家評議会においても、大臣評議会官房局の副大臣は、

抗議申立ての件数が多いものの、執行が不十分であったという問題を指摘した850。最後に、この実

効性の指摘の後に、大臣評議会は、1990年 8月 28日に、市民の抗議申立ておよび批難申立て解決

に関連する大臣評議会の決定の執行を監督するための委員会を設置した851。 

こうして、従来、十分に機能していなかった行政紛争処理制度が、計画経済から市場経済への経

済体制の変更にともない増加する私的経済活動に関する紛争の増加852に対応できないのは当然であ

                                                
េពល្របជុំរដ្ឋសភាេពល្របជុទំ២ី៨, ១១ មនីា ១៩៥២, េនៅក្ន@ងរាជកិច្ចឆាJ8ំគំរប់ទ៨ីេលខ១១(៣០ មថិុនា ១៩៥២)៖ ១០៧១ 
ដល់១០៨៣［「国民議会議事録第28回会議（1952年3月11日）」官報8巻11号（1952年6月30日）1071-1083頁］。 
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頁、1083頁］。 
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១៩៤៨)៖ ៤២២, ៤២៥ ដល់៤២៦［「国民議会議事録第37回会議（1948年3月23日）」官報4巻13（2）号（1948年3月25
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៤េលខ២៩ស្ទÏន(១៥ កក្កដា ១៩៤៨)៖ ១២៨ ដល់១២៩「国民議会議事録第83回会議（1948年7月12日）」官報4巻29（2）

号（1948年7月15日）128-129頁］、េសចក្តកីត់េហតុេពល្របជុំរដ្ឋសភាេពល្របជុទំ២ី៨, ១១ មនីា ១៩៥២, េនៅក្ន@ងរាជកចិ្ច
ឆាJ8ំគំរប់ទ៨ីេលខ១១(៣០ មិថនុា ១៩៥២)៖ ១០៨៣ ដល់១០៨៥［「国民議会議事録第28回会議（1952年3月11日）」官報8

巻11号（1952年6月30日）1083-1085頁］。 
847 េសចក្តកីត់េហតុេពល្របជុំរដ្ឋសភាេពល្របជុទំី៨៣, ១២ កក្កដា ១៩៤៨, េនៅក្ន@ងរាជកចិ្ចឆាJ8ំគំរប់ទ៤ីេលខ២៩ស្ទÏន(១៥ ក
ក្កដា ១៩៤៨)៖ ១២៨ ដល់១៣៤「国民議会議事録第83回会議（1948年7月 12日）」官報4巻29（2）号（1948年7月 15

日）128-134頁］。 
848 ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋម�ន្ត,ី របាយការណស៍្តីពសីកម្មភាពការងារក្ន@ងឆមាសទIីឆាJ8១ំ៩៨៣ នងិទិសេដៅភារកិច្ច ក្ន@ងឆមាសទIីIៃន
ឆាJ8ំ១៩៨៣ របស់្រកុម្របឹក8\រដ្ឋម�ន្ត,ី ១៨ កក្កដា ១៩៨៣［大臣評議会の1983年前半期活動業務および1983年の後半期にお

ける責務方向に関する報告書（大臣評議会、1983年7月18日）］。 
849 កណំត់េហតុៃនសម័យ្របជុំវAសាមop្រកមុ្របឹក8\រដ្ឋ, ២៩ កtu8 ១៩៨៨［国家評議会特別会議期の議事録（1988年9月29

日）］。 
850 កណំត់េហតុៃនសម័យ្របជុំ្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋ, ២០ មករា ១៩៩០［国家評議会会議の議事録（1990年1月20日）］。 

851  េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកមុ្របកឹ8\រដ្ឋម�ន្តីស្តពីីការបេង្កើតគណៈកម្មការ្រតÊតពិនតិ8jការអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកមុ្របកឹ8\
រដ្ឋម�ន្ត,ី េលខ១២០ សសរ, ២៨ សីហា ១៩៩០［大臣評議会の決定執行監督委員会設置に関する決定120SSR号（1990年8月28

日）］。 
852 テン・チャンソンワー・前掲注（15）45-46頁。 
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る。地方における開発行為、灌漑建設、廃棄物管理、国における森林管理、水産管理に対する市民

の不満の件数が多いこと853、行政〔の活動〕にかかわる申立てが増加していること854、多発している

こと855が指摘されている。これに対する問題点の指摘も、「適切な法的解決が存在しないか効果的で

はない」こと856、「申立ての受理制度が不可欠である」こと857、「適切な手続が整備されていない」こ

と858、「効果的な救済が不十分である」こと859、「多くの制度が効果的に機能していない」こと860等と

いうそれぞれの側面から評価がなされている。申立ての件数がそれほど多くないこと861、市民が申

立てをしたが、行政機関からの応答がほとんどないこと862、行政機関が申立てに対する応答をした

場合においても、多くの市民はそれにまだ不満を持っていること863、という悪循環を切断するため

の改革が求められているのである。 

そこで、2008年から地方行政における評議会による紛争処理制度も導入されたが、これを実施す

るための具体的な手続等がまだ整備されないため、評議会による紛争処理がまだ見られない864。首

相や副首相のソーシャルネットワークサイト（SNS）や Facebookページをはじめとするデジタル改

革によってこの問題を克服しようとする動向すら見られるが、制度的な応答性を欠くというところ

には、以上に述べたことと共通する問題点がある865。それでは、カンボジアにおける行政紛争処理

                                                
853 NCDD, supra note 5, at 9-10; Transparency International Cambodia, Corruption and Cambodia Governance System: 

The Need for Reform, (Cambodia: National Integrity Assessment System 2014), 17f; The Asia Foundation, “Democracy 

in Cambodia-2014: A survey of the Cambodian Electorate”, (The Asia Foundation), 18-28. 
854 法律司法制度改革評議会・前掲注（8）18-19頁。 
855 Khlok Dara, supra note 3, at 146. 
856 テン・チャンソンワー・前掲注（15）44頁。 
857 法律司法制度改革評議会・前掲注（8）19頁。 
858 Khlok Dara, supra note 3, at 169. 
859 Jörg Menzel (2014), supra note 7, at 83.  
860 Alex Read, supra note 19, at 186. 
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ល រាជធានី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ�”, (២០១១), ៥១［民主的地方開発国家委員会＝日本国際協力機構「首都州、市郡区

の行政管理の現状に関する第3回の分析」（2011）51頁］。 
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note 3, at 158、民主的地方開発国家委員会＝日本国際協力機構・同上48頁。 
863 NCDD, supra note 5, at 20−21. 
864 ヒアン・サーン・前掲注（476）143頁。 
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ソクンティア「2020年度の7月から12月までのソムダッチ・クロラーハオム・ソー・ケン副首相兼内務大臣のFacebookペ

ージにコメントし、メッセージを送信した大衆の意見または要請の受理および解決に関する総計報告書07Rep号」（内務省ソ

ムダッチ・クロラーハオム・ソー・ケン副首相兼内務大臣のFacebookページにおける大衆の意見または要請に対する解決に
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制度の整備が必要であるとして、その方向性はどのようなものが考えられるのであろうか。この問

題を最後の第4章で論じることとしよう。 
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第4章 カンボジアにおける行政紛争処理制度の整備の方向性 

フランス法の影響を強く受けている行政裁判所または行政裁判機関の設置という単一の方向性

がよく主張されているが、数十年が経ってもこれが現実のものにはなっていない。また、この行政

裁判所制度自体も、フランス保護領時代からカンボジアの実情に適していなかったのではないか、

という疑問もある。そもそも、伝統法、フランス法、社会主義法という3つの法の断片的な残滓が

分裂しながら混在しているものとして現状を眺める場合には、カンボジアにおける行政紛争処理制

度の整備の方向性を1つに限定する必要がない。むしろ複数の方向性を検討することが、今後の法

整備においても考慮されてよい（第1節）。 

その方向性の1つとして、行政裁判所や行政訴訟などというなんらかの法制度の整備もせずに通

常裁判所による判例の蓄積を待つという意味での現状維持も指摘されているが、カンボジアの現状

を放置することになってしまう（第2節）。 

現状を放置せずに、しかも行政訴訟制度の整備のみでは、伝統法の意識や社会主義法に基づく実

務の影響力が強いカンボジアにおいてはこれが活用されずに機能不全に陥ると予測する場合には、

カンボジアの伝統や実務に馴染み、実際に活用されうるような行政紛争処理制度を整備する必要が

ある（第3節）。以下では、以上のような論理をやや詳しく述べることとしたい。 

第1節 裁判所による行政活動審査制度の整備の複数の方向性 

1．行政裁判所または行政裁判機関の整備とその困難性 

新裁判所法は、前述したように、行政訴訟手続を適用して行政事件を審理する制度を定めている。

1993年憲法は行政事件も裁判権に属させているが、最高裁判所を含む通常の裁判機関に属しない特

別の裁判機関が整備される可能性も排除されていない。これは、フランス型の行政裁判所制度の強

い影響を受けた方向性であるといえよう。 

この行政裁判制度の整備は、確かに、行政活動に対する審査がまだ確立していないカンボジアに

とって非常に重要で、またありうる方向性だと考えられる。というのも、行政裁判機関が通常裁判

機関に属しないから、通常、管轄を判断するために、行政事件または行政訴訟の概念および要件の

規定が設けられると想起できる。これによって、行政事件または行政訴訟の概念が確定すると思わ

れるからである。 

しかし、判例に依存するフランス型行政裁判所制度を標榜するこの行政裁判機関による行政（事

件）訴訟制度の確立および展開を可能にするためには、裁判や判決文の公開といった裁判制度の整

備が前提となる。現状では、カンボジアの刑法典には、裁判所の判決侵害に関する犯罪の節が設け

られ、裁判所の確定的な決定の前に行われる解説の公表や裁判に対する批評といった行為は、全て
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禁固刑に処される可能性がある866。このような現実を考慮すれば、行政訴訟制度の展開を促す条件

が揃っていないとも考えられる。 

実際に、新裁判所法が公布された2014年から現在の 2022年までの 8年間の年月が経ってもな

お、行政裁判所の実現の動きがない。このような行政裁判所や行政訴訟制度の実現が難しい理由は、

カンボジア王国政府の考え方に示されている。それは、行政裁判所（តលុាការរដ្ឋបាល）を設置する

前に、行政法の原則や実体法を定めた行政法典（្រកមរដ្ឋបាល）を整備しなければならないという考

え方のことである。しかも、カンボジアの法制度は、フランス法の影響が強いRomano Germanicの

法体系（大陸法）でもなければ、イギリスとアメリカなどが採用しているAngloxaconの法体系（英

米法）でもなく、カンボジアの実情が反映される法制度でなければならないとカンボジア王国政府

は考えている867。カンボジアの実情が反映されない改革は、実現困難だということになる。 

実際に、ドイツ国際協力公社（GIZ）は、カンボジアにおける行政裁判所制度の設置の前提とな

る包括的行政法典の整備を支援し、この法典にカンボジアの文脈（本論文におけるカンボジアの実

情）を十分に反映させるために、2011年から2012年にかけて6回の諮問会議を行った868。この一

連の諮問会議において、包括的行政法典の整備が現状の欠点を解決するための最も効果的な方法で

あることが確認されたにもかかわらず、現状からの大胆な変更が嫌われてなお慎重な考慮が要求さ

れることを理由として、最終的に包括的行政法典の整備は見送られた。その代わりに、既存の規範

文書を前提としてこれを行政法典へと編纂すること、しかも拘束力のないソフトロー（soft law）

の形式で行政の基本原則（េគាលការណ៍រដ្ឋបាល、administrative principles）を明記することが

望ましいという結論になった869。 

                                                
866  ្រកម្រពហ្មទណ�, េលខនស/រកម/១១០៩/០២២, ៣០ វAច្ឆកិា ២០០៩, មា្រតា ៥២២,  មា្រតា ៥២៣［刑法典

NS/RKM/1109/022号（2009年11月30日）522条、523条］。 
867 このカンボジア王国政府の考え方は、ទីស្តកីារគណៈរដ្ឋម�ន្ត,ី “ស្រមង់សង្កកថា ឯកឧត្តមបណ�តិសភាចារ8j សុខ អាន 
ឧបនាយករដ្ឋម�ន្ត ីរដ្ឋម�ន្តទីទលួបន្ទ@កទីស្តកីារគណៈរដ្ឋម�ន្ត ីតណំាងដខ៏្ពង់ខ្ពស់របស់សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន 
ែសន នាយករដ្ឋម�ន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជាែថ្លងក្ន@ងពធិ ី “្របកាសការអនុវត្ត្រកមរដ្ឋប8§េវណ”ី,” ទសី្តីការគណៈរដ្ឋម�ន្ត,ី 
៣០ ធ្ន� ២០១១, http://www.pressocm.gov.kh/site/detailDocshort/2034#.ViEEorx0Xq1 (ចលូេមើលចងុេ្រកាយ ១៦ តលុា 
២០១៥)［大臣会議官房局「『民法典適用宣言』式におけるカンボジア王国の首相ソムダッチ・アケア・モハー・セナー・パ

デイ・デッチョー・フン・サエンの高貴たる代表大臣会議官房局担当大臣兼副首相アエクウッドム・ボンデゥット・サピア

チ ャ ー ・ ソ ッ ク ・ ア ン の 談 話 演 説 」 大 臣 会 議 官 房 局 （ 2011 年 12 月 30 日 ）、

http://www.pressocm.gov.kh/site/detailDocshort/2034#.ViEEorx0Xq1（最終アクセス：2015年10月16日）］。これはやや

古いが、現時点においても変わりがない。 
868 この諮問会議は、第1回目は2011年2月10日にプノンペン首都のインターコンティネンタルホテルで、第2回目は2011

年3月10日に、第3回目は2011年9月8日に、第4回目は2011年12月19日に、第5回目は2012年3月7日に、6回目

は2012年5月31日に行われた。 
869 េសចក្តីសេង្ខបរួមកិច្ច្របជុពំិេ្រគាះេយាបល់ចនំួន ៥ េលើក េដើម8§ីគំា្រទដល់ការបេង្កើតេសចក្តី្រពាង្រកមរដ្ឋបាល ែដលជា
ឯកសារភា©8បក់្ន@ងដីកាអមរបស់អគ្គេលខាធកិារដា78ន្រកមុ្របកឹ8\កំែណទ្រមងច់8_ប់ នងិ្របពន័្ធយុត្តិធមជ៌ូនឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម
�ន្តីរដ្ឋម�ន្តី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង,់ េលខ០០៦/១២ ដអ.កកចយ, ២៨ ឧសភា ២០១២［国土大臣県
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結局、現時点に至っても、包括的行政法典も既存の規範文書から編纂される行政法典もそのソフ

トローもまだ整備されていないままになっており、これらのいずれかを前提とするはずの行政裁判

所の整備も当然見られないという現状維持にとどまっている。行政裁判所を設置するためには行政

実体法の整備が必要とされ、その行政実体法の整備も必ずしも容易ではないとすれば、フランス法

の影響を受けた行政裁判機関または行政裁判所の整備という方向性は、「理論」としては主張されて

いるとしても、実際には困難であるというほかない。 

2．裁判所による行政活動審査制度の整備における複数の可能性 

カンボジアでは、フランス型の行政裁判所制度はもちろんのこと、ドイツ型のそれやこれとは異

なる日本のような行政事件訴訟制度、またはモンゴルやベトナムなどの（旧）社会主義国の行政訴

訟制度を参照することも選択肢の1つとなる。 

そのいずれにしても、現状において比較的に容易で現実的な方向性として、新裁判所法が過渡的

な措置として定める、民事訴訟手続を適用して行政事件を審理するという方向がありうる。民事訴

訟法典および民事裁判機関がすでに存在しているから、新しい法典や組織の整備の手間がかからな

いという意味では現実的な改革だと思われる。これは、実現が不明な行政裁判制度の整備よりも、

行政活動に対する不満や不服またはこれに関する紛争を早く解決するための最も優先すべき短期的

な方向性を有する。 

しかし、これを実現するためには、行政事件とはなにか、裁判所は民事訴訟手続をどのように適

用して行政事件を審査するのかといった論点を明らかにする必要がある。なぜなら、カンボジアの

行政紛争処理制度の断絶的な歴史において、行政事件や行政訴訟という概念が現在においてまだ定

着しておらず、不明確な概念だからである。通常の民事訴訟の特例として、行政事件の定義を置き、

この事件を審査する場合における統一した手続、例えば事前に行政活動を審査しなければ、これに

基づく権利義務の判断ができないといった、日本におけるいわゆる争点訴訟のような手続を定める

法整備が想起されてくる870。このような規範文書の整備も難しいようであれば、司法省の通達や最

高裁判所の通達において運用を統一させることも可能であろう。 

                                                
国務大臣名宛法制度および司法制度改革評議会の事務総局の明細書006/12DO.CLJR号（2012年5月28日）に添付される「行

政法典草案作成を支持するための5回の諮問会議の総括」］。なお、この資料は、2015年 9月の国土省での聞き取りの際に、

この一連の諮問会議に参加された職員から入手したものである。協力に応じてくれた職員に謝意をあらわしたい。 
870 裁判所の実務においても、例えば、前述したសាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំលូេលខ១៤៦, ២ កក្កដា 
១៩៩៨［最高裁判所民事判決146号（1998年7月2日）］のように、権利義務の存否を判断した際に、これに関連する行政

活動を否定したり、認めたりする判決が散見される。ちなみに、刑事訴訟においても、公訴の認否を裁断する際に、犯罪行

為の根拠となる行政活動の有効性の有無を判断した សាលដកីាសំណÍំេរឿង្រពហ្មទណ�របស់តលុាការកំពលូេលខ១៩, ២៥ 
តលុា ១៩៩៦［最高裁判所刑事判決19号（1996年10月25日）］もある。 
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かくして、日本のような行政事件訴訟手続またはフランスのような行政裁判所制度の法整備が考

えられる。それでもなお、前述（第2章第2節）したように、1970年以前のカンボジアにおいて、

フランス法の影響を受けた行政裁判所の法制度が必ずしも十分に機能しなかった歴史871から、何を

教訓としうるのかという問題は残るように思われる。これは、伝統法の残存や社会主義法の影響を

どのように考えるべきか、という問いのことである。もちろん、数十年後の政治状況が大きく変わ

れば、フランス行政裁判所のような行政裁判所制度が導入されるのかもしれない872。それでも、行

政機関に対する（抗議等の）申立て制度を早急に廃止しないように、注意喚起しておきたい。とい

うのも、1970年以前のカンボジアのように、この行政裁判所が失敗する場合に、市民の権利利益救済

の場を失わせる危険性があるからである。 

第2節 現状維持という方向性の問題－法理論および実務による行政紛争処理制度の展開の困難－ 

第1節で述べた行政裁判所の設置構想とは異なり、通常裁判所が、既存の規範文書に依拠して行

政紛争を処理するという不文法アプローチがありうる873。この方向は、確かに、行政法や行政訴訟

法理論が確立しており、裁判所の判例や判決に関する法学研究が盛んなフランスをはじめとする国

においては現実的なものであるが、カンボジアとは異なる。 

1．行政紛争処理制度との齟齬がある行政訴訟法理論 

カンボジアでは、一応行政訴訟（法）（(នីត)ិវAវាទរដ្ឋបាល）という教材類はいくつか存在してい

る。カンボジアにおける行政訴訟法理論ともいえるこれらの教材類は、以下のように、基本的に、

フランス行政裁判理論の影響を受け、行政裁判所を展望することが多いため、フランス法のみなら

ず、伝統法や社会主義法の断片的な残滓が分裂しながら混在しているカンボジアにおける行政紛争

処理制度の現状から離れせざるをえない。 

第1に、通常裁判所とは異なる行政裁判所を中心とする理論がなお有力である。まず、民事訴訟

法もまだ整備されなかった時期に発行されたサーイ・ボーリーの「行政訴訟法－LCD 上映による説

明に沿って読む教材－」874は、カンボジアにおける行政訴訟（法）の基礎であり、通説でもある。こ

れによると、行政訴訟法の中核概念は、「recours」というフランス語から訳されている「争訟的申

                                                
871 See Yan Vandeluxe, supra note 265, at 212. 
872 2020年に司法大臣に任命されたカウト・ルット（េកើត រAទ្ធ）氏は、注目されているその一例である。ប៊នុរAទ្ធ, “ឯកឧត្តម 
េកើត រAទ្ធ៖ ពអីតីតនសិ8�ិតេឆ្នើមអាហារូបករណ៍ែផ្នកច8_ប់េនៅ្របេទសបារាងំ និងជាសា�ស្តចារ8jែផ្នកច8_បជ់ាង១០ឆាJ8 ំកា®8យជា
រដ្ឋម�ន្តី្រកសួងយុត្តិធម,៌” ទីស្តកីារគណៈរដ្ឋម�ន្ត,ី ៣១ មីនា ២០២០，https://pressocm.gov.kh/archives/65462(បានចូល
េមើលចុងេ្រកាយ ៩ មិថនុា ២០២២）［ブンルット「カウト・ルット閣下－フランスにおける法学奨学金優等生および約10年

間の法学教授から司法大臣になった－」大臣会議官房局（2020年3月31日）、https://pressocm.gov.kh/archives/65462（最

終アクセス：2022年6月9日）］を参照。 
873 Yan Vandeluxe, supra note 38, at 112. 
874 同著者による教材類として、サーイ・ボーリー（2002年）・前掲注（674）もあるが、あまり影響力がない。 
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立て」（ឧបា្រស័យ）である。この「争訟的申立て」の定義も、法律用語辞典から引用されている875。 

また、フランス保護領時代に整備された特別の行政裁判所制度において、前述したように、フラ

ンス法の概念である recoursの訳語として「ប្តឹងតវាm8」（争訟的申立て）というクメール語の法律用

語がすでに確立した876にもかかわらず、これらの教材類は、その代わりに、「ឧបា្រស័យ」（「争訟的

申立て」）を学問上の概念として使っている877。この学問上の「争訟的申立て」は、カンボジアの行

政訴訟法の教材類において通用している878。 

前述した「争訟的申立て」を含む行政訴訟法理論は、当然フランス行政法に強い影響を受け、意

識的にせよ、無意識的にせよ、現行行政紛争処理制度との齟齬が生じている。まず、行政機関の「決

定」を争訟的申立ての対象として構想している。国家賠償の場合でも、行政決定が争われなければ

ならないという前置主義を論じている879。しかし、抗議申立てと決定を述べた箇所で示したように

（第 3 章第 5 節）、カンボジアの現状においては、行政機関の「決定」これ自体が法定されていな

い。 

次に、行政活動に対する審査は、行政自身がこれを行うことができず裁判所のみがこれを行わな

ければならないという主張のように、原語から忠実に訳すれば、行政争訟的申立てとなる行政不服

申立て（ឧបា្រស័យរដ្ឋបាល、recours administrative）が、あまり重視されていない。フランス行

政法の理論と同様に、行政訴訟と対比的に、行政不服申立てに対する行政機関の応答は任意である

とまで論じている880。これは、社会主義法の影響を受けた抗議申立て制度において、抗議申立てな

どに対する主に行政機関を指している国家組織等の審査、解決義務がすでに確立し、これを明示的

に改正する規範文書が現時点においてもなお存在していないという法制度に明らかに反する議論で

ある。このような議論は、増加し続ける傾向にある行政機関による個別の抗議申立て制度を活用し

て、これを意味あるものへと展開させることもない。 

それに、行政訴訟の議論を検討してみても、越権訴訟と全面審判訴訟との区別による管轄の区別

や判決の効力に関する問題点が論じられている881。この議論自体の意義はさておき、フランス保護

                                                
875 サーイ・ボーリー（2005年）・前掲注（265）3-4頁。 
876 王令47（2）号10条、13条。 
877 サーイ・ボーリー（2005年）・前掲注（265）4頁。 
878 エン・ユウン・前掲注（7）77-88頁、ヒアン・サーン・前掲注（476）27-44頁、េងុើយ េធឿន, “វAវាទរដ្ឋបាល,” (សាលា
ភូមនិ្ទរដ្ឋបាល, នងិសាកលវAទ8�ល័យេផ8�ងេទៀត, ២០២១), ៣៧ ដល់៥៤［グウイ・テゥウン行政訴訟（王立行政校他、

2021年）37-54頁］。 
879 エン・ユウン・同上122-133頁、ヒアン・サーン・同上234頁、グウイ・テゥウン・同上47-54頁。 
880 サーイ・ボーリー（2005年）・前掲注（265）38頁、エン・ユウン・同上55頁、87頁、ヒアン・サーン・同上43頁、251

頁。 
881 サーイ・ボーリー・同上109-116頁、143-144頁、エン・ユウン・同上137-157頁、201-202頁、ヒアン・サーン・同上

255-261頁、296-297頁。 
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領時代において整備された特別の行政裁判所の下の行政訴訟でもこのような訴訟類型の区別や判決

の効力に関する法制度が存在しなかった。議論自体の意義はともかく、なんのための議論であるの

かが意識されなければ、それは、行政紛争処理制度の現実からかけ離れたものとなりがちであろう。 

第 2 に、フランス法を参照した行政訴訟法理論は、社会主義法の影響を十分に注目しておらず、

軽視しているといっても過言ではない。法学教育や研究、特に行政法部門のこれらはカンボジアに

おける社会主義法の理論、法制度を視野に入れていない。具体的に、民事訴訟において行政事項が

含まれている場合には、管轄する行政機関に移送しなければならないという司法省の指導通達が発

出されている。教材類は、これを行政訴訟の和解として論じている882が、社会主義法の影響を受け

た抗議批難法では、いわれる行政事項の全てが行政機関の排他的な管轄に属し、裁判所の管轄外と

いう理解になる。ここでは「行政事項」は同じ用語であるが、その理解が全く違うことになる。 

もう１つの事例をとりあげてみれば、1993年憲法39条に定められている国家組織またはその職

員の違法行為による損害の賠償請求についても、1988年10月28日に公布されたデクレ法38 Kr.Ch

号121条と125条と合わせ、「共産主義的な表現」であると認めながら、国家が民事上の責任を負わ

なければならないと分析されている883。この分析は、抗議批難法の存在が確認しがたい時期にある

ため、当然、このような結論を出さざるをえないと思われる。しかし、この1993年憲法39条は、

前述した整理で明らかになったように、社会主義法における機関賠償と個人賠償の規定884を継受し

たものであって、当然のように国家賠償を認めているものではない。 

第3に、法制度の実情から離れていても、行政訴訟法理論が強固なものであれば、行政裁判所を

はじめとするなんらかの新しい法制度の整備も理論的に不可能ではないかもしれないが、学問内在

的な体系的な議論は存在しない。例えば、行政訴訟の定義だけを見ても、「臣民と行政官庁、または

公法人と公法人、または私法人と公法人との間の事件」885、「行政行為または行政の決定に関連する

市民と行政機関、または行政機関と国家の係員（ភាJ8កង់ារ）、または行政機関と行政機関、または行

政機関と民間機関との間に生じる対立である行政事件」886、「行政官庁と公務員（ម�ន្តរីាជការ）、行

政と行政、行政と私人、市民と行政との間に生じる諸紛争」887というように様々である。また、行

政訴訟の審理手続についても、民事訴訟を部分的に取り入れる論者888、民事訴訟法に触れない論者

                                                
882 サーイ・ボーリー・同上134-135頁。 
883 サーイ・ボーリー・前掲注（118）48-350頁。 
884 カンボジアの社会主義憲法は、国家賠償か機関賠償かを明確に定めなかったが、抗議批難法5条は、国家組織、人民武

装隊部署またはそれらの組織の個人が賠償しなければならないという機関賠償または個人賠償を定めた。 
885 サーイ・ボーリー（2005年）・前掲注（265）109頁。 
886 エン・ユウン・前掲注（7）54-55頁。 
887 ヒアン・サーン・前掲注（476）15頁。 
888 エン・ユウン・前掲注（7）158-197頁。 
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889というように、これも様々である890。 

ちなみに、見解の不統一を強調する場合、主に社会主義法の影響を受けた抗議申立て制度や処罰

を中心とする実務に基づいて行政訴訟を議論する者891もあることに加え、影響力をほとんど有して

いないが、フランス行政裁判所制度のみを構想する通説を否定して、国王による紛争処理制度の可

能性を論じる者もある892。 

このような特徴や問題を抱えているカンボジアにおける行政訴訟法理論は、現行法制度から著し

く離れている。このため、理論が構想している行政訴訟と現行法制度とのつながりも欠如している

し、現行行政紛争処理制度の現状解明も不十分である。このような状況においては、裁判所が行政

事件を審理して、その判決が蓄積されて、これを学説が論ずることで裁判がより良いものへと展開

していくという不文法アプローチは、実現困難であるといわざるをえない。 

2．行政訴訟制度を展開させる力を持っていない実務 

以上で述べたのは、理論や学説の状態であったが、実務の側にも問題がないわけではない。その

問題の第1に、筆者が2015年9月17日に国土省の査察所（2016年に査察総所へ改組）で現地調査

を行った査察所の副所長は、査察所の管轄に属する行政訴訟とは「官吏のみに関連するものである」

と述べたことがあった893。この理解は、伝統法における対個人紛争主義（第2章第1節2で述べた。）

の内容や社会主義法の影響を受けた法制度における国家組織および社会組織の個人に対する抗議申

立て等の内容に近いと考えられる。ここには、フランス法の影響を受けた行政決定を中心とする行

政訴訟の特徴が見出されない。 

第2に、通常裁判所においても、行政訴訟や行政事件の特殊性を十分に重視する判決が見当たら

ない。最高裁判所民事判決30号（2000年 2月 22日）894は、この代表的な例である。この事件は、

X（原告、被控訴人、被上告人）が、1997年1月20日に、バッドムボン州の首長と契約を締結して、

新たな鮮魚市場の設置を許可しない取り決めをしたものであった。しかし、州の首長は、1997年12

                                                
889 ヒアン・サーン・前掲注（476）247-297頁。 
890 さらに、根拠不明の手続を論じるものとして、グウイ・テゥウン・前掲注（878）55-63頁もある。 
891 スオン・オソット・前掲注（14）549-570頁。 
892 ノロドム・ラナリット・前掲注（12）533-537頁。 
893 国土省の査察所にて、2015年9月17日に聞き取りを行った。聞き取りに応じてくれた職員には記して謝意をあらわした

い。この現地調査は、国土省のリーガルアドバイザーを務めている日本人専門家の協力を得て行われた。また、この調査の

存 在 は 、លិខតិរបស់អគ្គនាយករដ្ឋបាលៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរូបនយីកម្ម និងសំណង់ស្តពីកីម្មវAធីចុះកម្មសិក8\
្រសាវ្រជាវរបស់នសិ8�ិតCHINKET Matta(sic) េលើ្របធានបទ “យន្តការេដាះ្រសាយបណkងឹរដ្ឋបាល”, េលខ១១៧ដនស/អរប/នកី, 
៩ កtu8 ២០១៥［国土省の行政総局長の「行政申立て解決仕組み」と題材とするCHINKET Matta（ママ）の調査見学プログラム

に関する文書117MLMUPC/ORB/NIK号（2015年9月9日）］により確認できる。 
894 សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ៣០, ២២ កមុ្ភៈ ២០០០［最高裁判所民事判決30号（2000年

2月22日）］。 
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月17日付決定145SS号（以下、「本件決定」という。）をもって、Aに対して、Xの営業所の近くに

もう１つの鮮魚市場の設置を許可した。Xは、州の首長が契約に違反したと主張して、1998年7月

5 日に、州裁判所に訴えを提起した。これに対して、Y（バッドムボン州、被告、控訴人、上告人）

は、1998年 10月 29日に、この事件を民事事件（េរឿងក្តីរដ្ឋប8§េវណ）ីの管轄から公法上の原則に基

づく行政訴訟（វAវាទរដ្ឋបាល）の事項管轄（សមត្ថកចិ្ចសាច់េរឿង）に移管するよう主張した。 

第1審（バッドムボン州裁判所決定1162SR号（1998年 10月 29日））は、Yの主張を退けた。Y

は控訴したが、原審（高等裁判所民事判決10号（1999年1月4日））は、控訴を棄却した。Yは、

1999年4月14日に上告した。最高裁も、上告を棄却した。その理由は、「カンボジア王国憲法128

条に定められているように、この事件が民事事項（េរឿងរដ្ឋប8§េវណ）ីにせよ行政事項（េរឿងរដ្ឋបាល）

にせよ、裁判所はこれを審理する権限を有する。」というものであった。 

この判決は、一方では、フランス法の影響を受けた行政裁判所制度にしか見られない行政訴訟や

行政事件という語句を用いずに、社会主義法の影響を受けた抗議申立て制度にも見られる行政事項

という語句を用いた。他方で、裁判所の権限についてのみを判断し、行政訴訟または行政事項の定

義やその特殊な性質の存否について明確に判示しなかった。しかし、本件は、契約の効力を争点と

するのか、それとも鮮魚市場の設置許可が、日本の概念を用いるのであれば命令的行為かそれとも

形成的行為かといった行政行為論を争点とするのかによって、判決の内容が大きく異なったように

思われる。このような争点を判断しなかったこの判決は、行政訴訟または行政事項の特殊性を重視

していないようである。 

第3に、憲法院も行政事件の定義または概念を明確に示していない。2005年3月23日の憲法院

の通知05/2005CCC.SCHN号895および文書06/2005CCC号896がある。本件の概要は以下のとおりであっ

た。Aは、2004年11月22日に、「民族主義運動連盟党」の設立および登録を願い出るために、内務

省に申請をした。これに対して、内務省は次の内容を有する2004年 12月 24日付文書 478SCHN 号

を出した。当該党の設立の申請書類を調査した後に、設立の同意または不同意についての通知をす

る、と。Aは、2005年 2月 26日に、憲法院の申立て局を通じて、国王に斡旋の申出をした。国王

は、2005年3月9日に、憲法院の院長に対して、Aの2005年2月26日付文書を審査するように勅

書を発出した。憲法院は、2005年3月23日に、Aに憲法院の通知05/2005CCC.SCHN号を、国王に憲

                                                
895  េសចក្តជីូនដណំងឹរបស់្រកុម្របឹក8\ធម្មនoុp, េលខ០៥/២០០៥ កបធ.សជណ, ២៣ មនីា ២០០៥［憲法院の通知

05/2005CCC.SCHN号（2005年3月23日）］。 
896 លិខតិរបស់្រកមុ្របកឹ8\ធម្មនoុp, េលខ០៦/២០០៥. កបធ, ២៣ មនីា ២០០៥［憲法院の文書06/2005CCC号（2005年3月

23日）］。 
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法院の文書06/2005CCC号を発出した。 

まず、憲法院の通知05/2005CCC.SCHN号の内容は、本件申し立てを審理の対象とすることができ

ないという内容であった897。これに対して、憲法院の文書06/2005CCC号の内容は、以下のとおりで

あった。 

内務省は、設立党員全員の戸籍簿を作成するよう求めたが、A は、戸籍簿を作成する義務がない

と考えている。この戸籍簿の作成に関する対立は、「憲法新128条第3項に従って、裁判所によって

解決されなければならない行政事〔件〕（〔េរឿង〕ក្តីរដ្ឋបាល）とみなす」。 

しかし、内務省はまだ政党登録の同意または拒否898を行っていない。政党に関する法律21条、22

条、23条、24条を執行する段階の前であるから、「政党登録の不同意決定がまだ存在しない場合の

憲法院への申立て」は、憲法院の組織および運営に関する法律26条4号に基づき「審査することが

できない。」と。 

前述した憲法院の決定の前に、1993年憲法109条（現在は128条）第3項の内容として行政事件

に直接言及した憲法院の通知 44CCC号（1998年 7月 22日）899、その後に、同様の理由で行政事件に

直接言及した憲法院の通知003/01/2007 CCC.SCHN号（2007年11月14日）900があるが、行政事件の

定義内容や説明が見当たらない。 

以上の実例が示すように、1993年以後のカンボジアにおける行政訴訟または行政事件は、語句と

しては用いられているが、憲法院等によってその概念が深く論じられてはいない。実務においても、

行政争訟制度が整備されたとしても、その展開にはまだ長い年月がかかりそうである。 

むしろ、民事訴訟や刑事訴訟を中心に対個人紛争主義の法意識が残存している。その実例として、

最高裁判所刑事判決01号（1997年 1月10日）901がある。本件では、家屋の占有権の存否が争点と

なったが、その先決問題として、1992年 1月25日にコンポンチナン州人民委員会が行った本件家

                                                
897 この通知自体は行政事件と関係がある内容となっていないが、この通知と後述する憲法院の文書は、名宛人が異なるが、

同一の合憲審査請求に対する文書であるにもかかわらず、この2つの文書に内容量の差があるため、カンボジアの法学研究

一般にとってある意味において非常に興味深いことから、一応とりあげておくこととする。 
898 本論文における実例にあらわれる「拒否」および後述する「否定」の原語は同じ「បដិេសធ」である。日本における「却

下」、「棄却」、「取消し」、「撤回」などを含め、様々な意味を持っており、広く使われている概念である。しかし、どの場合

にどの日本語に当たるかがわかりにくいため、直訳をそのまま用いることとする。また、日本語の違和感を回避するために、

行政活動などがまだ行われない事前手続においては「拒否」を用い、行政活動などが行なわれた事後手続においては「否定」

を用いることとする。 
899 េសចក្តជីនូដណំងឹរបស់្រកុម្របកឹ8\ធម្មនoុp, េលខ៤៤ កបធ, ២២ កក្កដា ១៩៩៨［憲法院の通知44CCC号（1998年7月22

日）］。 
900 សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៤៦, ២ កក្កដា ១៩៩៨［最高裁判所民事判決146号（1998

年7月2日）］。 
901 សាលដកីាសំណÍំេរឿង្រពហ្មទណ�របស់តលុាការកំពលូេលខ០១, ១០ មករា ១៩៩៧［最高裁判所刑事判決01号（1997年 

1月10日）］。 
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屋を引き渡す内容の決定 81SSR.KKh号（以下、「本件決定」という。）の瑕疵が争点となった。本件

決定の違法性が争われた事件の最高裁判所の判決は、最高裁判所民事判決23号（1999年2月9日）

902であった。まず、第1審（コンポンチナン州裁判所民事判決79号（1997年9月18日））は、本件

決定を無効とみなした。第2審（控訴裁判所民事判決28号（1998年2月5日））は、控訴を認容し

た。最高裁判所は、本件の上告を棄却したが、本件決定の有無という物理的な証拠の有無のみを審

理して、証拠として提出された「本件家屋を引き渡す書面による本件決定が存在する」と判示した。

家屋の占有権の存否を判断するために、本件決定の違法性や無効については十分に審理をしなかっ

たのである。 

裁判所が審理を十分に尽くさなかったというよりもむしろ、紛争当事者が個人対個人の紛争を重

視して、行政活動の違法性を争点としなかったことが、以上のような判決を生んだ原因であろう。

なぜなら、カンボジアの裁判所は、原則として、当事者の請求しないことを決定する権限を有しな

いからである903。なお本件と類似する事例に、最高裁判所民事判決146号（1998年 7月2日）904が

ある。土地の占有権の存否が争点となった本件でも紛争当事者の一方が、1992年 11月 7日に、プ

ノンペン市から本件土地の仮占有を許可する文書 2345ChT号（以下、「本件許可文書」という。）を

受けていた。国籍問題等の他の争点も主張されたので、複雑な裁判になったが、差し戻し後の原審

（控訴裁判所判決149号（1998年 4月 6日））は、本件許可文書を無効とした。最高裁判所は、原

審を無効として、X に本件土地を引き渡す内容の判示をした。また、土地占有使用権を証明する権

利証の効力に言及することなく、使用権の存否の判断を行った最高裁判所民事判決70号（1995年

7 月 6 日）905もある。当該権利証の効力を否定した州等の基層機関の行為を是認した最高裁判所民

事判決116 号（1995年 9月 28日）906に対して、州の官庁が市民の土地に関する権利証の効力を取

り消す管轄を有しないと判示した最高裁判所民事判決267号（2004年11月18日）907もある。 

裁判実務において、行政活動に対する裁判所による審査を行なった事例もあれば、これを行わな

                                                
902 សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ២៣, ៩ កមុ្ភៈ ១៩៩៩［最高裁判所民事判決23号（1999年2

月9日）］。 
903 この原則を提示したものとして、សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំលូេលខ៥១, ២៧ កុម្ភៈ ១៩៩៦［最
高裁判所民事判決51号（1996年2月27日）がある。 
904 សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៤៦, ២ កក្កដា ១៩៩៨［最高裁判所民事判決146号（1998

年7月2日）］。 
905 សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ៧០, ៦ កក្កដា ១៩៩៥［最高裁判所民事判決70号（1995年7

月6日）］。 
906 សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១១៦, ២៨ កtu8 ១៩៩៥［裁判裁判所民事判決116号（1995

年9月28日）］。 
907 សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ២៦៧, ១៨ វAច្ឆិកា ២០០៤［最高裁判所民事判決267号（2004

年11月18日）］。 
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かった事例も出てくるという区々の運用は、行政活動に対する裁判所による審査が欠如しているか

不十分であることを意味している。その欠如や不十分さは、行政活動を審査しないにとどまらず、

この効力を前提として紛争を裁断する事例908も見られ、対個人紛争主義の背景において、権利証の

発行等の行政活動によって権利利益侵害を被った市民の救済が十分に行われていない。 

第3節 裁判所によらない行政活動審査制度の整備 

第2節では、対個人紛争主義の背景において存在していたはずの行政紛争を、裁判所が十分に裁

断できていない現状を述べた。裁判所の改革とともに、裁判所によらない行政活動の審査制度の整

備が課題となってよい。この方向で法整備を構想する場合には、しかし以下のような憲法問題を先

に検討しなければならない。 

1．裁判所によらない行政活動審査の憲法問題 

カンボジアでは、多くの教材類や先行研究がフランス行政裁判所制度理論の影響を受けているか

ら、行政訴訟を裁断する行政裁判所を中心に行政紛争処理機関を論じているため、裁判所によらな

い行政紛争処理制度たる行政不服審査制度の整備に関する構想が十分にできていない。そして、1993

年憲法 39 条も、国家組織およびその職員の違法行為に対する抗議申立ての解決を裁判所の管轄に

含めているので、裁判所によらない行政紛争処理制度の考察に関心が向かわないのである。 

そのため、裁判所によらない行政活動審査制度の整備に当たって、第1に、行政機関も抗議申立

てを解決することができるのか否かが論点となる。行政機関による抗議申立ての解決は、抗議申立

ての解決を裁判所の管轄にさせた1993年憲法に違反しているのか否かについては、教材類は、行政

の自己統制の許容性と裁判所の負担軽減を理由に、違憲性を否定している909。本論文もこれに対立

する立場をとらないが、その理由をさらに加えておくこととするなら、以下のような歴史的な展開

および立法趣旨がとりあげられる。 

すなわち、裁判所の管轄に属する抗議申立てを定める1993年憲法39条は、行政機関の排他的管

轄に属する抗議申立てを定めた1989年憲法39条から引き継がれたものであることはすでに述べた

とおりである。市民に安心感を与えるために裁判所の管轄としたにすぎず、重要な点は国（家）に

かかわる場合でも市民が申立てをする権利を有するという 1993年憲法39条の趣旨910から見れば、

行政機関の管轄を完全に否定し、裁判所の管轄に移行させたというよりも、以前の行政機関による

抗議申立て解決の機能不全を念頭において、行政機関による解決ができなかった場合においても最

                                                
908 សាលដកីាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៣០, ៣០ ឧសភា ២០០២［最高裁判所民事判決130号（2002

年5月30日）］などを参照。 
909 例えば、ヒアン・サーン・前掲注（476）256-257頁を参照。 
910 憲法制定議会事務総局・前掲注（705）15頁、国民議会・前掲注（703）139頁を参照。 
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終的に裁判所による解決が保障されるという趣旨だったと考えられる。 

また、1993年憲法39条の起草過程における議論や起草者の解説には、前述した裁判所の管轄に

した理由を除けば、国家組織およびその職員の違法行為に対する審査や裁判所による抗議申立て制

度の具体例に触れることがなかった。むしろ、抗議申立ての定義に関する解説では、裁判所におけ

る抗議申立てとして、通常訴訟における控訴や上告が例示されていた911から、これは、行政（事件）

訴訟制度に当たる裁判所による抗議申立ての存在をまだ念頭に置かず、行政機関による抗議申立て

のみを念頭に置いた解説だったと思われる。しかし、このような1993年憲法の趣旨論は、行政機関

による解決を経なければ裁判所に抗議申立てをすることができないという行政機関による抗議申立

て解決前置主義を意味するものではない。いずれにせよ、裁判所によらない行政活動審査制度を整

備したとしても、これには憲法問題がないとすれば、次の問題は、立法的整備のありようというこ

とになる。 

2．総合的アプローチ－地方行政における市民課制度およびその問題点－ 

立法的整備のありようを考察する場合には、地方行政において整備されているオンブズマン制度

の一種が参考になると思われる。 

地方行政において、地方分権化にもとない、首都州行政における申立て（បណkងឹ）および市郡区

行政における行政申立て（បណkងឹរដ្ឋបាល）を受理し、調停解決をするための仕組みとして、2017

年にオンブズマン制度に当たる首都州市民課および市郡区市民課が設置された912。首都州市民課長

および副課長は、首都州評議会構成員全員、市郡区町村評議会協会長、首都州商業会議所代表、市

民社会組織代表から構成される首都州市民課長副課長投票委員会による投票によって選出される。

市郡区市民課長は、市郡区評議会構成員全員、町村評議会代表、事業家代表および市民社会組織代

表から構成される市郡区市民課長投票委員会による投票によって選出される913。 

首都州市民課および市郡区市民課のいずれも、各種の規範文書に反する地方行政の決定のみなら

ず、職員の職務遂行に加えて、財産管理や公役務の提供にかかわる申立てを受理するが、処罰を科

すための決定権を有しない914。申立ての対象が広いところに特徴を有する。 

                                                
911 国民議会・同上。 
912 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការបេង្កើតការAយាល័យ្របជាពលរដ្ឋេនៅរដ្ឋបាលថាJ8ក់េ្រកាមជាត,ិ េលខ១៩ អន្រក.បក, ៨ កមុ្ភៈ ២០១៧, 
មា្រតា១, មា្រតា៥, មា្រតា៣១［地方行政における市民課の設置に関する政令19ANK.BK号（2017年2月8日）1条、5条、

31条］（以下、「市民課設置政令」という。）。カンボジアにおける市民課の経緯について、Alex Read, supra note 19, at 

175ffを参照。なお、この参考文献は、現行市民課制度が完成した2017年以前の2014年に出版されたので、最新の分析が

できていない。 
913 市民課設置政令6条、14条、32条、39条。 
914 同上9条、10条、34条、35条。 
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申立ての対象が広範囲に及ぶ反面、申立てに対するまたは決定、特にその法的効力までの手続が

詳しく定められていない。申立てにかかわる部局長が市民課から申立て書または報告を受理してか

ら直ちに解決措置を講じなければならないとしか定めていない915。手続という場合には、申立人の

手続上の権利に関する規定がない。調停解決において、申立人が調停の場に呼ばれ、これに参加す

るが、市民課の申出に基づいて申立てに至った経緯を述べることしかできなくて、被申立人の弁明

に対して反論する権利が定められていない916。要するに、手続の原則として、中立性、透明性、公

正性などが謳われているが、これらとならんで守秘原則もあることがその一因ともなって、基本的

に、カンボジアの行政紛争処理制度の特色ともいえる紛争処理機関や補助機関の職権による措置が

強くあらわれた手続にすぎない。市民とは異なり行政機関の官吏や職員であれば、行政機関の長ま

たは裁判所に訴えを提起する権利が定められている917のに対して、市民の申立てには、これに類似

する権利規定がない。 

市民課設置政令は、既存の紛争処理機関に適用されないと考えられる918。この政令が制定された

のは2017年であるから、2001年の町村行政管理法および2008年首都州市郡区行政管理法ならびに

これらの行政組織に関する政令に定められている市民の要請、提案および抗議申立てとの関係が問

題となる。市民課による解決は、基本的に、市民課長が申立て書またはこれに関する報告書を関係

部局長に提出し、その部局長が解決措置を講じることで完結する919。これは、市民との関係で非常

に広い窓口を有する総合的アプローチを基本とする制度であると考えられるので、行政紛争処理の

実効性の有無は、別問題である。一応、決定の取消しや勧告の区別がある920。しかし、市民課制度

                                                
915 同上26条、27条、51条、52条。 
916 市民課における行政申立てまたは申立ての処理手続は、前述した捜査および解決に関する脚注の他に、市民課設置政令22

条、23条、24条、25条、28条、47条、48条、49条、50条、53条、្រកសួងមហាៃផ្ទ, េសៀវេភៅែណនំាស្តីពីែបបបទ និងនតីិ
វAធីៃនការទទួល នងិការស្រមុះស្រមÊលេដាះ្រសាយបណkងឹរបស់ការAយាល័យ្របជាពលរដ្ឋរាជធាន ី េខត្ត, (អគ្គនាយកដា78ន
រដ្ឋបាល, ២០១៨), ២៩ ដល់៣៥［内務省『首都州市民課の申立て受理および調停解決の書式および手続に関する指導書』

（事務総局、2018 年）29-35 頁］、្រកសួងមហាៃផ្ទ, េសៀវេភៅែណនំាស្តីពីែបបបទ នងិនីតិវAធីៃនការទទលួ និងការ
ស្រមុះស្រមÊលេដាះ្រសាយបណkងឹរបស់ការAយាល័យ្របជាពលរដ្ឋ្រកងុ ្រសុក ខណ�, (អគ្គនាយកដា78នរដ្ឋបាល, ២០១៩), 
៣៥ ដល់៥៧［内務省『市郡区市民課の申立て受理および調停解決の書式および手続に関する指導書』（事務総局、2019年）

35-57頁］を参照。 
917 市民課設置政令27条、52条。 
918 同上3条。 
919 同上27条、52条。なお、市民課は、部局長が適切に解決措置を講じない場合には、内務省に報告する権限を有すると定

められている（市民課設置政令10条、35条）。 
920 ្រកសួងមហាៃផ្ទ, េសៀវេភៅែណនំាស្តពីីែបបបទ នងិនីតិវAធីៃនការទទួល នងិការស្រមុះស្រមÊលេដាះ្រសាយបណkងឹរបស់
ការAយាល័យ្របជាពលរដ្ឋរាជធានី េខត្ត, (អគ្គនាយកដា78នរដ្ឋបាល, ២០១៨), ១៣, ៣៣ ដល់៣៤［内務省『首都州市民課
の申立て受理および調停解決の書式および手続に関する指導書』（事務総局、2018年）13頁、33-34頁］、្រកសួងមហាៃផ្ទ, 
េសៀវេភៅែណនំាស្តីពីែបបបទ នងិនតីិវAធីៃនការទទលួ និងការស្រមុះស្រមÊលេដាះ្រសាយបណkងឹរបស់ការAយាល័យ្របជា
ពលរដ្ឋ្រកងុ ្រសុក ខណ�, (អគ្គនាយកដា78នរដ្ឋបាល, ២០១៩), ២២ ដល់២៣, ៥៣ ដល់៥៥［内務省『市郡区市民課の申立て
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の特徴は、あらゆる行政活動に対する市民の不満や不服を市民課に申し立てるところまでに意義が

ある。申立てが受理された後の手続は、市民課制度との連続性に注意しながら、これとは別に考察

する必要がありそうである。 

3．抗議申立てという共通した中核概念の確定 

これまで整理してきたように、提案、抗議申立て、批難申立て、行政訴訟、行政事件などという

既存の複数の用語または概念が存在する。これらとは別に、新しい用語を採用することも１つの選

択肢ではあるが、既存の用語との関係が問題となる。新しい用語を採用するよりも、むしろ既存の

用語または概念の意義を追求し、明らかにした上で、その相違点を意識させることにより、その相

対化を克服させることができると考えられる。 

行政活動審査制度に用いることができる共通した概念として、抗議申立てがあげられるように思

われる。なぜなら、抗議申立ては、カンボジア行政紛争処理制度の歴史上の展開において、概念の

内容が異なったとはいえ、フランス法の影響を受けた行政裁判所制度の争訟的申立てと同じ用語で

あり、社会主義法の影響を受けた抗議申立て制度の中心的概念でもあって、決定を中心とする行政

活動に対する不服を表明するための概念として、個別法または個別規範文書に定められた数も多い

からである。また、抗議申立ては、民事訴訟法典においても、裁判所の決定に対する不服を表明す

る概念として使われている921。それに、カンボジアにおける行政争訟法理論においても、抗議申立

て（すなわち、争訟的申立て）は、周知のとおり、（行政）決定に対するrecoursの注釈用語として

理解されているように、学説においても馴染みのある用語または概念である。 

ここで留意すべきは、抗議申立てと行政事件との関係をどのように考えるのかである。裁判所が

解決する管轄を有する憲法上の抗議申立ての対象は、憲法の文言をそのまま読むと、国家組織、社

会組織およびそれらの職員の違法行為であり、非常に広い。前述したように、人民裁判所が原則と

して刑事事項および民事事項に関する管轄のみを有し、刑事事項および民事事項に含まれていない

全ての事項が抗議申立て等の対象となり、これが行政機関の管轄となったという社会主義法の下で

は、抗議申立ての対象がいくら広くても、組織分離があったから理論上あまり問題がなかった。し

かし、現在では、裁判所による訴訟手続には、刑事訴訟と民事訴訟しかなく、行政事件に関する手

続がないから、対象が非常に広い抗議申立てを裁判所の管轄に属させると、その大部分が刑事訴訟

か民事訴訟に吸収されてしまう可能性が危惧される。しかし民事訴訟の先決問題として行政活動の

違法性や効力が争点となる実例が少なくないことは、前述（第4章第2節2）した。刑事訴訟と民

                                                
受理および調停解決の書式および手続に関する指導書』（事務総局、2019年）22-23頁、53-55頁］。 
921 民事訴訟法典に定められている抗議申立ては、異議（ការតវាm8）、異議の申立て（ពាក8jសំុតវាm8）である。  
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事訴訟の概念やその特徴を明らかにするとともに、裁判所の管轄に属する行政事件の概念も、明確

にする必要がある。 

すなわち、刑事訴訟と民事訴訟の概念やその特徴を明らかにすることができた後に、これに属し

ない訴訟または紛争は行政事件に属するという行政事件の控除説的な発想がありうる922。しかし、

このような控除説に基づく行政事件の構想は、自立的に、行政事件の具体的な内容を見出せない弱

点がある。これを克服するために、行政事件は、刑事事件および民事事件に属しない抗議申立てで

あると位置づけなければならないのである。そうすると、行政事件の具体的な内容の１つは、前述

したように、個別法や個別規範文書に定められている抗議申立てに関するものとなる。 

3．個別規範文書に定められた抗議申立ての対象となる（行政）決定 

個別規範文書に定められた抗議申立ての対象となる行政活動を整理してみると、決定および措置

が多い。決定が行われた後で措置が講じられるので、措置も決定に含めてよいと考えられる923。残

念ながら、「決定」は、規範文書によく用いられている語句ではあるが、定義規定が見つからない。 

あえていうならば、地方行政において、規範文書ではないが、市民課の申立て受理および調停解

決の書式および手続に関する指導書は、次のように、決定を定義している。決定とは、「条例、決定、

指導書、指導通達、通知書および他の文書が含まれる規範文書および各種の行政文書」のことをい

うと924。この決定の定義は、個別的決定のみならず、一般的な規範定立行為や行政内部における事

務処理に関わる行政文書（活動）含まれているようである。 

カンボジアの行政法理論には決定の概念が存在している。まず、行政活動には、一番広い概念と

して、行政行為（រាជការកិច្ច, កចិ្ចរដ្ឋបាល, រដ្ឋបាលកចិ្ច、acte administratif）があって、一方的

行政行為と双方的または複方向的行政行為に分類されている。また、一方的行政行為は、さらに行

政決定ではない一方的行政行為と行政決定である一方的行政行為に細分化されている。この分類の

最も重要な基準は、市民に対する法効果を有するのか否かである。決定は、さらに規範文書に当た

                                                
922 なお、カンボジアでは、刑事事件、民事事件の他に、商事事件および労働事件も法制度上認められており、商事裁判所お

よび労働裁判所も構想されている。しかし、裁判機関が法定されているが、行政事件と同様に、商事訴訟手続および労働訴

訟手続を定める規範文書がまだ整備されていない。 
923 製品管理法53条、標準法改正法新9条、道路法47条、保険法56条、タバコ監督法35条、電信法75条、石油管理法56

条。 
924 ្រកសួងមហាៃផ្ទ, េសៀវេភៅែណនំាស្តពីីែបបបទ នងិនីតិវAធីៃនការទទួល នងិការស្រមុះស្រមÊលេដាះ្រសាយបណkងឹរបស់
ការAយាល័យ្របជាពលរដ្ឋរាជធានី េខត្ត, (អគ្គនាយកដា78នរដ្ឋបាល, ២០១៨), ៤［内務省『首都州市民課の申立て受理および

調停解決の書式および手続に関する指導書』（事務総局、2018年）4頁］、្រកសួងមហាៃផ្ទ, េសៀវេភៅែណនំាស្តីពីែបបបទ នងិ
នីតិវAធីៃនការទទលួ នងិការស្រមុះស្រមÊលេដាះ្រសាយបណkងឹរបស់ការAយាល័យ្របជាពលរដ្ឋ្រកងុ ្រសុក ខណ�, (អគ្គនាយក
ដា78នរដ្ឋបាល, ២០១៩), ៦［内務省『市郡区市民課の申立て受理および調停解決の書式および手続に関する指導書』（事務総

局、2019年）6頁］。 
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る一般的行政決定と官吏の任免等の個別的行政決定とに大別されている925。 

しかし、個別規範文書に定められた抗議申立てまたは審査の対象となる決定は、前述したこれら

の概念ほど広い意味を持っていない。なぜなら、第1に、ほとんどの規範文書が、決定に対する申

立て期間の計算方法として、抗議申立人が「決定（に関する通知）を受理した日」から起算すると

定め、決定の名宛人が想定されている。また、第2に、決定と明記していないが、抗議申立ての対

象となる行政活動を具体的に定める規範文書には、税金の更正、登記や登録の拒否、過料、許可書

（の効力）停止等が定められているように、具体的な個人に対する不利益な内容を有する行政決定

である。要するに、規範文書に定められた個々の決定の共通点を明らかにすることによって、これ

らを対象とする行政決定審査制度を構想することができる。 

審査の対象について、最も重要なのは、カンボジアにおける行政決定審査制度の整備に当たって、

伝統法における対個人紛争主義または社会主義法の影響を受けた対個人申立てを克服しなければな

らないことである。対個人紛争主義および対個人申立てを克服するための最も効果的な方法は、官

吏個人免責規定であろう。カンボジアは、法学教育やその研究を含む法制度全体が十分に展開でき

ていないため、自然人と法人との区別に加えて、法人格を有する国と地方行政という観念が弱い。

その結果、前述したように、官吏個人に対する訴訟が提起され、これに違和感や疑義を持っている

カンボジア人がいないといっても過言ではない。そこで、具体的な条件や制度を今後検討する必要

があるが、通常の職務を遂行した官吏が、当該職務にかかわる刑事および民事上の責任を負わない

ような規定や法制度を整備しなければならない。民法典に定められた国家賠償の規定は、そのはじ

めの一歩だと位置づけることができる。そこから、官吏個人の免責規定が有する一般的な意義が論

じられるようになるのか否かが注目される。 

4．行政決定を審査する機関 

個別の規範文書に定められた決定に対する抗議申立てを審査する機関には、基本的に、当該規範

文書が定める管轄を有する行政機関、すなわち決定を行なった行政機関の上級行政機関である。 

まず、原則として、上級行政機関が存在している場合、その上級行政機関が決定を審査する管轄

機関となる。典型的に、管轄行政機関またはその長が、当該組織に属する官吏、特に査察官の決定

に対する審査を行う。例えば、道路法において、道路査察官の措置に対する不服を有する市民は、

道路管理管轄機関、すなわち公共事業運送省または農村開発省に抗議申立てを行うことができ、大

臣が、これに対する決定を行う926。行政機関の長が決定を行うことは、製品管理法、水産法、水資

                                                
925 サーイ・ボーリー・前掲注（118）244-273頁。 
926 道路法5条、47条。 



 149 

源管理法、自然保護法、種苗管理および育成者の権利に関する法律、保険法、交通法、タバコ監督

法、電信法、家畜生産法、労働組合法、標準法および石油管理法において共通する927。行政機関の

長ではないが、農業共同体開発局への申立て928も上級行政機関への申立てである。 

同一の省庁組織ではない例も少ないが存在する。例えば、管轄官庁が不動産占有権特定権利証の

発行を拒否した場合には、国土省に申立てを行うこととされている929。工業分野および標準化質確

保統制を担当する大臣への申立て930も同様である。 

反対に、下級の行政機関への申立てを定める例もある。例えば、観光法46条は、観光省または

地方行政の観光特許などの拒否等に関する決定について、観光大臣のみならず地方行政に対しても

抗議文書を作成し、提出することができると定めている931。事務が地方行政にも配分されているか

らである932。土地収用法、労働組合法、消費者法、エレクトロニク商業法および競争法においても

委員会への申立てが定められている933。また、森林法934および公共調達法935のように、特定の省庁組

織とは別に、森林行政や公共調達に管轄を有する行政機関への申立てを広く定める例もある。 

特殊性を有する場合には、決定の量が多い、または専門技術性の高い行政領域がある。税務936お

よび建設937が、この例である。合議制紛争処理機関が設置された例も見られる。典型例は、公務員

法における調停委員会938や社会保障法における社会保障国家基金の紛争解決委員会939である。前者

                                                
927 製品管理法53条、水産法85条、水資源管理法18条、自然保護法52条、ច8_ប់ស្តពីីការ្រគប់្រគងពជូដណំាំនងិសិទ្ធអិ្នក
បងាÁ8ត់ពជូដណំា,ំ េលខនស/រកម/០៥០៨/០១៥, ១៣ ឧសភា ២០០៨, មា្រតា៣៣［種苗管理および育成者の権利に関する

法律NS/RKM/0508/015号（2008年5月13日）33条］、保険法56条、交通法70条、タバコ監督法35条、電信法75条、家畜

生産法103条、ច8_បស់្តពីីសហជពី, េលខនស/រកម/០៥១៦/០០៧, ១៧ ឧសភា ២០១៦, មា្រតា៤៣［労働組合に関する法

律NS/RKM/0516/007号(2016年5月17日)43条］（以下、「労働組合法」という。）、標準法改正法新9条、石油管理法56条。 
928 農業共同体法22条。 
929 土地法45条。 
930 標準法28条、34条、46条。 
931 観光法46条。 
932 同上32条-45条。 
933 土地収用法32条、労働組合法11条、12条、77条、្របកាសរបស់្រកសួងការងារ និងបណkÖះបណាÔ8លវAជា©8ជីវៈស្តពីនីីតិវAធី
ៃនការេធ្វើឧបា្រស័យេលើចណំាតក់ាររបស់ម�ន្តីែដលទទួលបាន្របតភិូកម្មមុខងារក្ន@ងការអនុវត្តច8_ប់ស្តពីីសហជីព, េលខ
២៥១ ក.ប/្រប.ក, ២៧ មិថនុា ២០១៦, ្របការ២ ［労働組合に関する法律の執行の機能を受権した官吏の処理に対する争訟的

申立ての手続に関する省令251K.B/Pr.K号（労働職業訓練省、2016年6月27日）2条］、 消費者法5条、38条、エレクトロ

ニク商業法49条、50条、競争法4条、30条。 
934 森林法6条、76条、89条。 
935 公共調達法4条、62条、63条、用語集。 
936 租税法120条、関税法24条。 
937 建設法83条。 
938 公務員法59条。 
939 社会保障法91条。 
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は、大臣会議の関係者も構成員に含まれる940。後者は、労働者代表の構成員も含まれる941。このよう

に合議制の場合は、構成員の工夫が見られる。また、商業省の抗議申立て評議会942および商標担当

評議会943もこれに類似している。 

さて、前述した審査管轄機関の下した抗議申立てに対する決定に不服を持つ場合、原則として、

裁判所に訴訟を提起しなければならない。この例外には、租税法における租税調停委員会および関

税法における関税率表委員会944、土地収用法における抗議申立て解決委員会945、公共調達法におけ

る経済財務省946、家畜生産法における農業省947、社会保障法における社会保障規制者948がある。 

以上を要するに、合議制という例外もあるが、原則として、上級行政機関による決定に対する審

査という共通点があるため、個別法を整理することで、上級行政機関による行政決定審査制度を中

心とする一般法制度の整備が可能であると思われる。なによりも、このような上級行政機関による

行政決定審査は、現在の実務や紛争処理慣行に強い影響を及ぼしている伝統法における有力者によ

る紛争処理や社会主義法における抗議申立て制度と類似するため、現実から乖離しているために活

用されないといった問題があまり生じないと思われる。 

最後に、上級行政機関による行政決定審査制度の整備に当たって、裁判所による行政活動審査制

度との関係を調整しなければならないという課題もある。上級行政機関による行政決定に対する審

査制度の原型となる個別規範文書に定められている個別行政紛争処理制度は、原則として、この制

度における抗議申立てなどに対する決定に対して不服がある場合には、さらに裁判所に訴えを提起

することができることとなっている。その結果、裁判所による行政活動審査制度の対象は、上級行

                                                
940 អនុ្រកតឹ8jស្តពីីការបេង្កើតគណៈកមាg8ធិការសំរុះសំរួលទំនាស់ពាកព់ន័្ធនងិកិច្ចការមខុងារសាធារណៈ, េលខ៤២ អន្រក.បក, 
១៧ ឧសភា ១៩៩៥［公職事務関連対立調停委員会の設置に関する政令42ANK.BK号（1995年5月17日）］、អនុ្រកឹត8jស្តីពកីារ
ែកសំរួលអនុ្រកតឹ8jេលខ៤២ អន្រក.បក ចុះៃថ្ងទី១៧ ែខឧសភា ឆាJ8ំ១៩៩៥ ស្តពីកីារបេង្កើតគណៈកមាg8ធកិារសំរុះសំរួលទនំាស់
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945 土地収用法32条、33条。 
946 公共調達法62条。 
947 家畜生産法103条。 
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政機関による行政決定審査制度の対象である行政決定となるように、基本的に、審査管轄機関およ

び手続を除けば、同じものだといえる。特に、行政争訟制度がまだ確立していないカンボジアにお

いては、行政機関による行政紛争処理制度を整備することが現実的であろう。 

5．行政決定審査手続 

個別規範文書における行政決定審査制度に例外なく共通しているのは、審査手続の不存在である。

個別規範文書における抗議申立てなどの規定は、通常非常に短く、簡易なものしかない。これを具

体化した下位の規範文書はほとんどなく、あったとしても、審査における行政事務を中心としてお

り、申立人の手続上の権利保障や手続の公正性の確保に関する規定が不十分である。このような特

徴的な問題は、これまでの分析においてすでに明らかになった。 

優先的に改善されるべき点は、行政決定審査における申立人の参加や関与という手続上の権利を

認めることである。これは権利利益救済制度の審査手続の整備となるが、ここで留意する必要があ

るのは、ほとんど手続上の権利のない紛争処理機関の職権による措置という行政紛争処理制度から

日本をはじめとする先進資本主義国における権利利益救済制度へという展開よりも、紛争処理機関

の職権による措置たる救済を維持しながら、その効率性を高めたうえで、これに申立人による手続

参加権など権利利益救済の要素を加えるという法整備が望ましい。 

6．行政決定審査制度の整備における留意点－既存の「進んだもの」からの展望－ 

本論文は、行政決定を対象とする行政紛争処理制度の一般法の整備を提唱するものである。しか

しながら、これは、あくまでも、カンボジアにおける行政紛争処理制度の整備の複数の方向性の中

からの短期的で比較的に現実できる1つの方向性にすぎず、行政裁判所制度の整備や判例の蓄積に

よる展開などという他の方向性を否定するものではない。従来の先行研究には必ずしも明確に述べ

られていなかったことであるが、カンボジアにおける行政紛争処理制度において比較的に進んだも

の、比較的に活用されている法制度の活用という観点から方向性を提示したものである。 

抗議申立てをはじめとする行政紛争処理制度の対象は、広い。日本でいうところの事実行為とい

う非法的行為から法規命令のような法行為まで、という広範囲に及ぶあらゆる行政活動が対象とな

っている。前述したように、行政紛争処理制度の一般法の対象とする行政決定を規定する際にも、

これらのどの行政活動を想定して、これを行政決定として定義するのかは重要な課題である。その

場合には、短期的に、行政決定審査制度以外の既存の行政紛争処理制度を廃止せずに、行政決定以

外の行政活動に対する市民の不満や不服または紛争は、それらに属させればよいと思われるが、中

長期的に、その行政活動からなんらかの法制度への展開の展望を模索する必要がある。 
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議会の紛争処理機能も視野に入れられるべきである。1993 年憲法起草過程において、主に王国

政府からの独立性を理由に、議会に人権問題に関する申立てや抗議を受理する委員会を設置するこ

とが検討された949。現在、国民議会には人権および申立てに特化した元老院関係委員会（គណៈកម្ម
ការសិទ្ធិមនុស8� ទទួលពាក8jបណkឹង អេង្កត និងទំនាក់ទនំងរដ្ឋសភា ្រពឹទ្ធសភា）、元老院にも同様に

委員会(គណៈកមាg8ការសិទ្ធមិនុស8� ទទួលពាក8jបណkងឹ និងអេង្កត)が設置されている950。総合的な統

計がないものの、前述した土地紛争には複数の争点が含まれることが多いので、市民が国民議会や

元老院に申立てをした事例が少なくない。統計が存在する元老院だけを見ても、2020年および2021

年には、年間50件を超えた申立てを受理し、処理したと報告されている951。これらが国レベルでの

オンブズマン制度へと展開すれば、行政決定については前述したような一般法を整備して、これ以

外の行政活動の審査をこれらのオンブズマン制度に期待するという方向性もありうるであろう。い

ずれにせよ、既存の法制度や実務の「進んだもの」を発見して、白紙から新しい制度設計を行うよ

りも、むしろ既存の法制度や実務を発展させるような方向性が望ましいと考える。 

  

                                                
949 国民議会・前掲注（703）78-112頁。 
950 បទបt©8ៃផ្ទក្ន@ងៃនរដ្ឋសភាៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, (អនមុ័ត២៧ តលុា ១៩៩៣, វAេសាធនកម្មចុងេ្រកាយ៣១ មករា 
២០១៧), ្របការ៥ថ្ម ី(ពីរ)［カンボジア王国の国民議会の内部規則（1993年10月27日可決、2017年1月31日最新改正）

新5条（2）］、បទបt©8ៃផ្ទក្ន@ង្រពឹទ្ធសភាៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, ១៨ កក្កដា ២០១២, ្របការ១៥ ［カンボジア王国の元

老院内部規則（2012年7月18日）15条］。 
951 ្រពឹទ្ធសភា, របាយការណស៍្តពីីលទ្ធផលការងាររបស់្រពឹទ្ធសភា្របចំាឆាJ8ំ២០២០, ៥ មករា ២០២១, ទំព័រ៥［元老院「2020年
度元老院の業務結果に関する報告書」（2021年1月5日）5頁］、្រពឹទ្ធសភា, របាយការណស៍្តីពលីទ្ធផលការងាររបស់្រពឹទ្ធសភា
្របចំាឆាJ8២ំ០២១, ៣ មករា ២០២២, ទពំ័រ៨ ［元老院「2021年度元老院の業務結果に関する報告書」（2022年1月3日）8頁］。 
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おわりに 

本論文は、カンボジアにおける行政紛争処理制度の現状およびこれを生み出している原因を分析

してから、これが直面している諸問題および今後において克服されるべき問題点を解明し、改善の

方向性を述べてきた。以下では、本論文で得られた結論をまとめるとともに、述べることができず

に今後の課題として残されている内容も記しておきたい。 

結論の第1は、まず、カンボジアにおける行政紛争処理制度が、伝統法、フランス法および社会

主義法の影響が及んでおり、しかもこれらが、十分な相互関連性もなく、分裂しながら、混在して

いることの重要性である。なぜなら、第1章で述べたように、このような現状の下においては、そ

れぞれの法の影響といっても強固なものではなくて、むしろ薄弱で不安定な状態に置かれているか

らである。ここに、行政裁判所制度をはじめとする近代的な法制度の整備を妨げる原因が生まれて

いる。 

具体的には、第2章で述べたように、カンボジアの歴史において、伝統法における原始的な紛争

の処理、フランス法の影響を受けた行政裁判所制度、社会主義法の影響を受けた抗議申立て制度と

いう異質の法制度が歴史上の連続性がなく、断絶的に形成され、導入された。そして、第3章で整

理したように、現行行政紛争処理制度において、フランス法の影響を受けたために行政裁判所の設

置構想がなお有力に主張されていることを確認した。社会主義法の影響を受けた抗議申立て制度は、

カンボジアの実務ではほとんど自覚されていないが、個別法まで調べるとこれが残っている割合が

比較的に多く、無意識的にではあってもなお強固に存続している。伝統法は、法制度の次元とは異

なり、法意識の一種として根強く残っていることを確認した。その結果、第1に、行政訴訟といっ

ても、フランス法が形式的に参照されるにとどまっており、特別の行政裁判所の設置やその訴訟手

続が定められていない。また第2に、市民の憲法上の権利として認められているものの、抗議申立

ては、これを具体化する法制度の整備という段階には至っていない。そして第3に、市民の行動に

は影響力が強いと考えられる伝統法の意識が存在すると考えざるをえない。いずれも、断片的な残

滓にすぎず、分裂しながら、相互関連性もなく、次の段階へと展開する十分な力を持つ強固な法制

度の形成がないまま、不安定な状態にある。 

結論の第2は、第3章の最後の部分で述べたように、このような現状の下に置かれている行政紛

争処理制度が様々な法的問題に直面しており、全体して機能不全に陥っていることである。具体的

に生じているのが、第1に、断片的で統一されていない用語や概念が多義的なまま存在すること、

第2に、紛争処理機関の責任の不明確性、第3に、紛争を処理する手続の不備、第4に、不服や不

満または紛争に対する決定の法的効力の不明確性という問題点である。ただ雑多に存在しているよ
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うに見える個々の行政紛争処理制度には、これを分析すると、以上の4点において共通の問題を抱

えているというわけである。その結果生じている行政紛争処理制度の機能不全は最近起きたことで

はなくて、むしろカンボジアの歴史において形成されてきたものであった。カンボジア王国政府も

対応を試みてはいるが、新しい仕組みを導入しようとしており、機能不全の原因を発見して、これ

を除去するという方向性を有しているとはいえない。 

結論の第3は、以上のような行政紛争処理制度の諸問題を解決するための法制度整備の複数の方

向性を視野に入れるべき必要性である。これは、いわば白紙状態から単線的に権利利益救済を目的

とする行政争訟制度が整備されてくるという展開とは異なって、複数の分裂している断片的な残滓

が混在している現状に基づいて、裁判所における紛争解決と判例の蓄積という発展の方向性を否定

するものではないが、これと同時に、伝統法の意識や社会主義法の影響を受けたと考えられる抗議

申立て制度も活用すべきであるという方向性である。これを、権利利益を救済する裁判所の整備と

ともに、権利利益救済の範疇から外れる市民の不満や不服に対応する法整備を行うべき必要性と述

べることもできる。ここにはさらに、個別に存在する多数の行政紛争処理制度の共通点を整理し、

そこから一般的な法制度を整備するという一般法の必要性とともに、行政領域または個別法制度の

多様性を反映した個別法の重要性というもう1つ別の問題が含まれている。 

かくして、本論文は、裁判所による権利利益救済を否定するものではないが、同時に、これ以外

の機関が行政紛争を処理する法制度の整備を立法課題として提起するものである。このような結論

は、伝統法の内容であるところの権威主義的行政による統治がなお残存する法意識とも大きく矛盾

するものではなくて、むしろ、市民と行政との間で生まれた紛争が、上級行政機関に対する抗議や

批難の申立てとなって展開し、大規模な紛争になれば最終的には国王や首相周辺の機関が紛争を処

理するという現状においては、実現が可能となる条件が存在すると考えられる。 

今後の展望として、短期的には、行政決定という概念を規定して、抗議申立ての対象となる行政

活動を一般法に定めることが出発点となる。この次の段階においては、行政決定を審査する組織や

手続を法定するという課題が生まれてくる。このためにも、まずは抗議申立ての対象となる活動を

定めることが必要である。 

しかし中長期的には、抗議申立ての対象行為を定めるということは、この行政紛争処理制度の対

象と行政裁判所や行政訴訟手続における審査対象行為とが連動するので、カンボジアにおける行

政争訟法の整備に影響を及ぼす可能性にも注意を要する。つまり、行政紛争処理が行われるべき行

政活動を行政決定と定めて、かつ、日本における処分性を有する行政活動のように、市民の権利利

益に直接的な変動を及ぼす行為というように狭く理解する場合には、ここから外れる行政活動に
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関する紛争処理のありようがいずれ問題にならざるをえない。市民の権利利益に変動をもたらす

行政活動とそうではない行政活動といった行政決定の意義が再び問われるようになる将来を、十

分に予測できる。行政決定を審査対象行為と定める場合には、ここから外れる行為についての行政

裁判所等の裁判管轄の問題や、訴訟手続における民事訴訟法の一元的な適用とこれとは異なる行

政特有の手続法の整備の必要性といった問題が、いずれ生まれてくると予想されるのである。この

ような将来も予測しながら、行政紛争処理制度の対象行為となる行政決定の意義を権利利益救済

の必要性という観点からだけではなくて、行政の適法性や適正性の確保という観点からも、検討す

る必要がある。 

行政決定の意義を広く、あるいは狭く把握するいずれの理解においても、本論文が考察した行政

紛争処理制度との関連を抜きにしては、カンボジアにおける行政争訟や行政裁判等の法整備は基盤

を欠くものとなるように思われる。将来において、まず一般法制度として広狭の定義がなお論点で

あるが行政決定の審査制度が整備され、そこから行政争訟や行政裁判といった概念がアクチュアル

な法的問題になった段階で再び、市民の権利利益救済を目的とする行政争訟以外の法制度の整備が

必要となってくる論理構造が、本研究によって明らかにされたのである。カンボジアにおいて今後、

様々な発展段階に応じて生まれてくると予想される諸問題についても、それらを本論文の成果に基

づきながら考察することになろう。このような、より本格的な行政救済制度の考察は、他日を期す

ほかない。 
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Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014 

_____.“The Historical Development of Cambodia’s constitutions,” in Cambodian 

Constitutional Law, edited by Hor Peng, Kong Phallack and Jörg Menzel, 55-67. Konrad-

Adenauer-Stiftung, 2016 

_____. “The Senate of the Kingdom of Cambodia.” in Cambodian Constitutional Law, edited 

by Hor Peng, Kong Phallack and Jörg Menzel,137-156. Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016 

（原語） 

កំណត់េហតុៃនសម័យ្របជុំវAសាមop្រកមុ្របឹក8\រដ្ឋ. ២៩ កtu8 ១៩៨៨［国家評議会特別会議期の議

事録（1988年9月29日）］ 

កំណត់េហតុៃនសម័យ្របជុំ្រកុម្របឹក8\រដ្ឋ. ២០ មករា ១៩៩០［国家評議会会議の議事録（1990年1月

20日）］ 

្រកសួងទំនាកទ់ំនងជាមួយរដ្ឋសភា-្រពឹទ្ធសភា នងិអធកិារកិច្ច. របាយការណ៍ស្តពីីលទ្ធផលៃនការចះុ
អេង្កត្រសាវ្រជាវករណីពាក8jេស្នើសំុជួយអន្តរាគមន៍េដាះ្រសាយទំនាស់ដធី្លរីបស់្របជាពលរដ្ឋ
ចំនួន០៩្រគÊសារេនៅភូមិតាេពៅ សងាÁ8ត់បាវAត ្រកងុបាវAត េខត្តសា�8យេរៀង. េលខ១២៣/១៥ ទរ
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ពអ-រ.ប.ក. ២៧ មករា ២០១៥［スワーイリアン州バヴェット市バヴェット町タパウ村落にお

ける 9 世帯市民の土地対立解決干渉申請の件の現地調査の結果に関する報告書

123/15MONASRI-R.B.K号（査察省、2015年1月27日）］ 

_____. របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆាJ8ំ២០១៩ នងិទិសេដៅឆាJ8ំ២០២០របស់្រកសួងទំនាក់
ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-្រពទឹ្ធសភា និងអធិការកចិ្ច. ២០២០［国民議会-元老院との関係および査

察省「国民議会-元老院との関係および査察省の2019年業務結果総計および2020年方向報告

書」（2020年）］ 

្រកសួងមហាៃផ្ទ. េសៀវេភៅែណនំាស្តីពីែបបបទ នងិនីតវិAធីៃនការទទួល នងិការស្រមុះស្រមÊលេដាះ
្រសាយបណkឹងរបស់ការAយាល័យ្របជាពលរដ្ឋរាជធានី េខត្ត. អគ្គនាយកដា78នរដ្ឋបាល, ២០១៨

［内務省『首都州市民課の申立て受理および調停解決の書式および手続に関する指導書』（事

務総局、2018年）］ 

_____. េសៀវេភៅែណនំាស្តីពីែបបបទ និងនតីិវAធីៃនការទទួល និងការស្រមុះស្រមÊលេដាះ្រសាយប
ណkឹងរបស់ការAយាល័យ្របជាពលរដ្ឋ្រកុង ្រសុក ខណ�. អគ្គនាយកដា78នរដ្ឋបាល, ២០១៩［内務

省『市郡区市民課の申立て受理および調停解決の書式および手続に関する指導書』（事務総局、

2019年）］ 

្រកសួងយុត្តិធម.៌ េសចក្តកីំណត់ចំេពាះមា្រតានីមួយៗៃន្រកមរដ្ឋប8§េវណ ី ភាគ១៖ គន្ថទី ី ១~ទ ី ៣.
ភ្នំេពញ៖ ២០០៩［司法省『カンボジア民法典逐条解説 １巻：1編〜3編』（2009年）］ 

្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង.់ របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ្របចំាែខធ្ន� 
ឆាJ8ំ២០១៩និងេលើកទិសេដៅការងារបន្តរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម នងិសំណង.់ 
េលខ០០២ ដនស/អរប/នរប/របា. ៣ មករា២០២០［国土省の2019年12月業務結果総計およ

び後続業務方向設定報告書002 MLMUPC/GDA/DA/Rep号（国土省、2020年1月3日）］ 

_____. របាយការណប៍ូកសរុបលទ្ធផលការងារ្របចំាែខធ្ន� ឆាJ8ំ២០២០និងេលើកទិសេដៅការងារបន្ត
របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម នងិសំណង.់ េលខ០០២ ដនស/អរប/នរប/របា. ៦ 
មករា២០២១［国土省の 2020 年 12 月業務結果総計および後続業務方向設定報告書 002 

MLMUPC/GDA/DA/Rep号（国土省、2021年1月6日）］ 

_____. របាយការណប៍ូកសរុបលទ្ធផលៃនការអនុវត្តការងារឆាJ8ំ២០២០នងិេលើកទិសេដៅការងារឆាJ8ំ
២០២១របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម នងិសំណង.់ េលខ០០៨ ដនស/អរប/នរប/
របា. ១១ មនីា ២០២១［国土省の2020年業務執行の結果総計および2021年業務方向設定報告

書008 MLMUPC/GDA/DA/Rep号（国土省、2021年3月11日）］ 

្រកុម្របឹក8\កំែណទ្រមង់ច8_ប ់ និង្របព័ន្ធយុត្តធិម.៌ ការសិក8\បឋមស្តីពី្របព័ន្ធអបំ៊ូសាg8ន ់ និងការ
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ទទួលពាក8jបណkងឹេនៅកម្ព@ជា. ២០០៩［法律司法制度改革評議会『カンボジアにおけるオンブ

ズマン制度および申立ての受理についての一考察』（2009年）］ 

“្រកុម្របឹក8\ខណ�ច8_រអំេពៅ េបើកកចិ្ច្របជុផំ8�ព្វផ8\យ នងិពិេ្រគាះេយាបល់អាណត្តិទ៣ី ជាមួយ្របជា
ពលរដ្ឋសងាÁ8ត់ទំាង៨.” គណៈកមាg8ធិការជាតិស្រមាបក់ារអភិវឌ8Ýតាមែបប្របជាធបិេតយ8jេនៅ
ថាJ8ក់េ្រកាមជាតិ (គជអប), ១៥ សីហា ២០១៩, https://ncdd.gov.kh/news-kh/public-
discussion-forum-of-chbar-ampov-council/ (បានចលូេមើលចុងេ្រកាយ ១ កក្កដា ២០២០)

［「チバー・オムパウ区評議会は、全8町の市民と第3任期の〔情報〕拡散および討論会議を

開催する」民主的地方開発国家委員会（2019 年 8 月 15 日）、https://ncdd.gov.kh/news-

kh/public-discussion-forum-of-chbar-ampov-council/（最終アクセス：2020年 7月1日）］ 

្រកុម្របឹក8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ, ៤ ភាគ. ២១០៦  -
២០២០［経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻、2巻、3巻、4巻』

（2016年-2020年）］ 

្រកុម្របឹក8\រដ្ឋ. កណំត់េហតុ្របជុំ្រកុម្របឹក8\រដ្ឋ. ២០ មនិា ១៩៨២［国家評議会「国家評議会会議議事

録」（1982年3月20日）］ 

_____. របាយការណ៍ស្តីពកីារងាររបស់្រកុម្របឹក8\រដ្ឋជនូរដ្ឋសភា. ១៥ សីហា ១៩៨២［国家評議会「議

会に提出する国家評議会の事務に関する報告書」（1982年8月15日）］ 

_____. របាយការណ៍ស្តីពសីកម្មភាពការងារ្រកុម្របឹក8\រដ្ឋជូនរដ្ឋសភាសម័យ្របជុំេលើកទី១០ នតីិ
កាលទី១. ២ កុម្ភៈ ១៩៨៦［国家評議会「第1立法任期第10回会期の国民議会に提出する国家

評議会の業務活動に関する報告書」（1986年2月2日）］ 

_____. របាយការណ៍ស្តីពសីកម្មភាពការងារ្រកុម្របឹក8\រដ្ឋជូនរដ្ឋសភាសម័យ្របជុំេលើកទី១១ នតីិ
កាលទី១. ១៨ កក្កដា ១៩៨៦［国家評議会「第1立法任期第11回会期の国民議会に提出する

国家評議会の業務活動に関する報告書」（1986年7月18日）］ 

_____. របាយការណ៍ស្តីពសីកម្មភាពការងារ្រកុម្របឹក8\រដ្ឋជូនរដ្ឋសភាសម័យ្របជុំេលើកទី១៦ នតីិ
កាលទី១. ៣ កមុ្ភៈ ១៩៨៩［国家評議会「第1立法任期第16回会期の国民議会に提出する国家

評議会の業務活動に関する報告書」（1989年2月3日）］ 

_____. របាយការណ៍ស្តពីីសកម្មភាពការងាររបស់្រកមុ្របឹក8\រដ្ឋជូនរដ្ឋសភា សម័យ្របជុំេលើកទី១៨ 
នីតិកាលទ១ី. មករា១៩៩០［国家評議会「第1立法任期第18回会期の国民議会に提出する国

家評議会の業務活動に関する報告書」（1990年1月）］ 

្រកុម្របឹក8\រដ្ឋម�ន្តី, របាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពការងារក្ន@ងឆមាសទIីឆាJ8ំ១៩៨៣ នងិទិសេដៅភារ
កិច្ច ក្ន@ងឆមាសទIីIៃនឆាJ8១ំ៩៨៣ របស់្រកុម្របឹក8\រដ្ឋម�ន្ត,ី ១៨ កក្កដា ១៩៨៣［大臣評議会の
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1983 年前半期活動業務および 1983 年の後半期における責務方向に関する報告書（大臣評議

会、1983年7月18日）］ 

គង់ ភីរុន. នីតិរដ្ឋបាល៖ អំពីរចនាសម្ព័ន្ធ. ្រគឹះសា|8នេបាះពុម្ពផ8\យេទវតា, ១៩៩៧［コン・ピールン『行

政法－構造について－』（テヴァダー出版社、1997年）］ 

គណៈកមាg8ធិការជាតិស្រមាបក់ារអភិវឌ8Ýតាមែបប្របជាធិបេតយ8jេនៅថាJ8ក់េ្រកាមជាត ិ (គជអប). 
លទ្ធផលៃនការអេង្កតថាJ8ក់ជាតិស្តីពីអភិបាលកចិ្ចមូលដា78នរបស់ផ.អ.៣ ឆាJ8ំ២០១១. គជអប, 
ឧសភា ២០១២［民主的地方開発国家委員会『2011年のIP3 の基層ガバナンスに関する国家

級調査の結果』（民主的地方開発国家委員会、2012年5月）］ 

គណៈកមាg8ធិការបក8�្រកសួងមន្ទីរជុំវAញមជ8Óឹមៃនបក8�កមុ្ម@យនីស្តកម្ព@ជា． េសចក្តីរាយការណ៍សេង្ខប
អំពីសកម្មភាព្រកសួងមន្ទីរ ជុំវAញមជ8Óឹមក្ន@ងឆាJ8ំ១៩៨០． ៣០ មករា ១៩៨១ (មានេនៅក្ន@ងបo្ជឯីក
សារ្រកុម្របឹក8\រដ្ឋៃនបណា8សារដា78នជាត ិភាគទី០២ ្របអប់េលខ៨ សំណÍំលិខិតេលខ១៦៤)

［カンボジア共産党の中央周辺省庁党委員会「1980年度における中央周辺省庁の活動に関す

る省略報告」（1981年1月30日）（国立文書館の国家評議会資料名簿2巻箱8号一式文書164

号所蔵）］ 

គណៈកមាg8ធិការស្រមាបក់ារអភិវឌ8Ýតាមែបប្របជាធបិេតយ8jេនៅថាJ8ក់េ្រកាមជាត ិ និង ទីភាJ8ក់ងារ
សហ្របតិបត្តកិារអន្តរជាត ិៃន្របេទសជប៉ុន. “ការវAភាគេលើសា|8នភាពបច្ចប8§ន្នេលើកទ ី៣ ស្តី
ពីការ្រគប់្រគងរដ្ឋបាល រាជធាន ីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ�.” ២០១១［民主的地方開発国家委

員会＝日本国際協力機構「首都州、市郡区の行政管理の現状に関する第3回の分析」（2011）］ 

េងុើយ េធឿន. “វAវាទរដ្ឋបាល.” សាលាភូមនិ្ទរដ្ឋបាល, នងិសាកលវAទ8�ល័យេផ8�ងេទៀត, ២០២១［グウ

イ・テゥウン行政訴訟（王立行政校他、2021年）］ 

ជា សុគនាº8. របាយការណ៍បកូសរុបស្តីពកីារទទួលមត-ិេយាបល់ ឬសំណ�មពររបស់មហាជន ែដល
បានខមមិន នងិេផ្ញើសារក្ន@ងេគហទំព័រេហ្វសបុករបស់សេម្តច្រកឡាេហាម ឧបនាយករដ្ឋម�ន្ត ី
រដ្ឋម�ន្តី្រកសួងមហាៃផ្ទ នងិដំàេណាះ្រសាយពីែខកក្កដា ដល់ែខធ្ន� ្របចំាឆាJ8ំ២០២០. េលខ០៧
របក. ភ្នំេពញ៖ ្រកមុការងារតាមដានអពំីការេដាះ្រសាយចំេពាះមត ិេយាបល់ ឬសំណ�មពររបស់
មហាជនក្ន@ងេគហទពំ័រេហ្វសបុកសេម្តច្រកឡាេហាម ស េខង ៃន្រកសួងមហាៃផ្ទ, ១៨ មករា 
២០២១［チア・ソクンティア「2020年度の7月から12月までのソムダッチ・クロラーハオ

ム・ソー・ケン副首相兼内務大臣のFacebookページにコメントし、メッセージを送信した大

衆の意見または要請の受理および解決に関する総計報告書07Rep号」（内務省ソムダッチ・ク

ロラーハオム・ソー・ケン副首相兼内務大臣のFacebookページにおける大衆の意見または要

請に対する解決について追跡する作業部会、2021年1月18日）］ 
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_____. របាយការណ៍បូកសរុបស្តីពីការទទលួមត-ិេយាបល់ ឬសំណ�មពររបស់មហាជន ែដលបានខម
មិន និងេផ្ញើសារក្ន@ងេគហទំព័រេហ្វសបុករបស់សេម្តច្រកឡាេហាម ឧបនាយករដ្ឋម�ន្ត ី រដ្ឋម�ន្តី
្រកសួងមហាៃផ្ទ និងដំàេណាះ្រសាយ្របចំាឆមាសទី១ ឆាJ8ំ២០២១. េលខ១៤របក. ភ្នំេពញ៖ ្រកុម
ការងារតាមដានអពំីការេដាះ្រសាយចំេពាះមតិ េយាបល់ ឬសំណ�មពររបស់មហាជនក្ន@ងេគហ
ទំពរ័េហ្វសបុកសេម្តច្រកឡាេហាម ស េខង ៃន្រកសួងមហាៃផ្ទ, ១៣ កក្កដា ២០២១［チア・ソ

クンティア「2021年度前半期のソムダッチ・クロラーハオム・ソー・ケン副首相兼内務大臣

のFacebookページにコメントし、メッセージを送信した大衆の意見または要請の受理および

解決に関する総計報告書14Rep号」（内務省ソムダッチ・クロラーハオム・ソー・ケン副首相

兼内務大臣の Facebook ページにおける大衆の意見または要請に対する解決について追跡す

る作業部会、2021年7月13日）］ 

_____. របាយការណ៍បូកសរុបស្តីពីការទទលួមត-ិេយាបល់ ឬសំណ�មពររបស់មហាជន ែដលបានខម
មិន និងេផ្ញើសារក្ន@ងេគហទំព័រេហ្វសបុករបស់សេម្តច្រកឡាេហាម ឧបនាយករដ្ឋម�ន្ត ី រដ្ឋម�ន្តី
្រកសួងមហាៃផ្ទ និងដំàេណាះ្រសាយ្របចំាែខវAច្ឆិកា ឆាJ8២ំ០២១. េលខ១៩របក. ភ្នំេពញ៖ ្រកុម
ការងារតាមដានអពំីការេដាះ្រសាយចំេពាះមតិ េយាបល់ ឬសំណ�មពររបស់មហាជនក្ន@ងេគហ

ទំព័រេហ្វសបុកសេម្តច្រកឡាេហាម ស េខង ៃន្រកសួងមហាៃផ្ទ, ៨ ធ្ន� ២០២១［チア・ソクンテ

ィア「2021年11月のソムダッチ・クロラーハオム・ソー・ケン副首相兼内務大臣のFacebook

ページにコメントし、メッセージを送信した大衆の意見または要請の受理および解決に関す

る総計報告書19Rep号」（内務省ソムダッチ・クロラーハオム・ソー・ケン副首相兼内務大臣

の Facebook ページにおける大衆の意見または要請に対する解決について追跡する作業部会、

2021年12月8日）］ 

ជិន េជដា78. “តណំាងអ្នកភូមឡិពាងេខត្តកំពង់ឆាJ8ំងេ្រគាងប្តឹងម�ន្តីសុរAេយាដីពីរនាក់េចាទេធ្វើប្លងដីមនិ
្រតឹម្រត¾វ.” វAទ8j@អាសីុេសរ� (RFA), ១១ កtu8 ២០១៦, 

https://www.rfa.org/khmer/news/land/Lor-Peang-Villager-to-sue-two-cadastral-

officials-09112016084715.html?searchterm:utf8:ustring=%20ឡ-ង (បានចូលេមើលចងុ
េ្រកាយ ១០ កក្កដា ២០២០)［チン・チェター「ロー・ピアン村落民の代表は地籍官2名が不

適切に土地権利証〔の発行手続〕をしたと告訴する申立てをする計画を立てる」自由アジア

ラジオ（RFA）（2016 年 9 月 11 日）、https://www.rfa.org/khmer/news/land/Lor-Peang-

Villager-to-sue-two-cadastral-officials-

09112016084715.html?searchterm:utf8:ustring=%20ឡ-ង（最終アクセス：2020年7月10日）］ 

ជួន ណាត. វចនានុ្រកមែខ្មរ. េបាះពមុ្ពេលើកទី ៥. ពទុ្ធសាសនបណ�ិត8j, ១៩៦៧［チュオン・ナート『ク
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メール辞典』（仏教研究所、第5版、1967年） 

ញឹម សុផល. “រុស8�ីជា្របេទសមហាអណំាចជួយបណkÖះបណាÔ8លធនធានមនុស8�ែខ្មរេ្រចើនជាងេគ.” 

វAទ8j@បារាំងអន្តរជាតិ (RFI), ២៥ វAច្ឆិកា ២០១៥, http://www.rfi.fr/km/cambodia/dmitry-
Medvedev-russia-25-11-2015 (បានចូលេមើលចងុេ្រកាយ ២២ មករា ២០២០)［ニュム・ソパ

ル「ロシアがクメールの人材育成を最も多く養成する大国」フランス国際ラジオ（RFI）（2015

年 11月 25日）、http://www.rfi.fr/km/cambodia/dmitry-Medvedev-russia-25-11-2015（最

終アクセス：2020年1月22日）］ 

េដវAឌ ធាណ�ល័រ. ្របវត្តសិា�ស្តែខ្មរ. េបាះពុម្ពេលើកទី ២. បកែ្របេដាយ ជិន ចនាJ8, ្របាក់ សុវណ្ណរាm8, ម៉
ម វណា8រ� និងេសង េសាត. ភ្នំេពញ៖ JSRC, ២០០៥［デーヴィッド・チャンドラー著（チン・チ

ャンナー他訳）『クメール歴史』（JSRC、第2版、2005年）］ 
េឌឿក ពិេដារ. ្រទឹស្តីរដ្ឋបាលសាធារណៈ. ភ្នំេពញ៖ ដងួ ឈីវ, ២០១០［ドゥアク・ピダオ『行政の

理論』（ドゥオン・チウ、2010年）］ 

តុលាការ្របជាជនកពំូល. របាយការណ៍ស្តពីីសកម្មភាពការងារតុលាការ្របជាជនកំពូលជនូសម័យ
្របជុំរដ្ឋសភាេលើកទ១ី៥ នីតិកាលទី១, េលខ៤៦/៨៨ រ.ប.ក. ១៦ មិថុនា ១៩៨៨［第1立法任期

国民議会第15回会期に提出する最高人民裁判所の事務活動に関する報告書」＝（最高人民裁

判所、1988年6月16日）］ 

្រតឹង ងា. ្របវត្តសិា�ស្តែខ្មរ (សំរាបម់ធ8jមនិង ឧត្តមសិក8\). ភាគ១. ភ្នំេពញ៖ មហាលាភ, ១៩៧៣［ト

ラング・ンギア『クメール歴史（中等・高等教育用）1巻』（モハーリアプ、1973年）］ 

្រតឹង ងា, ្របវត្តិសា�ស្តែខ្មរ (សំរាបម់ធ8jមនិង ឧត្តមសិក8\). ភាគ២. ភ្នំេពញ៖ មហាលាភ, ១៩៧៣［ト

ラング・ンギア『クメール歴史（中等・高等教育用）2巻』（モハーリアプ、1973年）］ 

េថង ចន័្ទសងា�8រ. “្របសិទ្ធភិាពតលុាការរដ្ឋបាលែខ្មរ?.” វAស8�បវត្តិសាកលវAទ8�ល័យភូមនិ្ទនីតសិា�ស្ត 
និងវAទ8�សា�ស្តេសដ្ឋកិច្ច ២០០២-២០០៣ (២០០៥)៖  ៣៩ដល់៥២［テン・チャンソンワー「カ

ンボジアにおいて行政裁判を強化すべきか？」王立法律経済大学紀要2002-2003号（2005年）

39-52頁］ 

ថ្មីៗ. “៥ ឆាJ8ំទព័កម្ព@ជាជាង៥ពាន់នាក ់ទទួលបានការបណkÖះបណាÔ8លេនៅេវៀតណាម.” ថ្មីៗ , ១៩ កtu8 
២០១៩, https://thmeythmey.com/?page=detail&id=83005 (បានចូលេមើលចងុេ្រកាយ ២២ 

មករា ២០២០)［トメイ・トメイ「5年間、5千人を超えたカンボジア軍がベトナムで養成を受

けた」トメイ・トメイ（2019年9月19日）、https://thmeythmey.com/?page=detail&id=83005

（最終アクセス：2020年1月22日）］ 

_____. “ស្នងការភ្នំេពញ បេង្កើត្រកុមអន្តរាគមន៍ពិេសស េដាយសំុេវៀតណាមជួយបណkÖះបណាÔ8ល.” 
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ថ្មីៗ, ២២ ឧសភា ២០១៩, https://thmeythmey.com/?page=detail&id=78424  (បានចូលេមើល
ចុងេ្រកាយ ២២ មករា ២០២០)［トメイ・トメイ「プノンペン警察本部長が特別介入団を設置

し、ベトナムにこの養成を要請する」トメイ・トメイ（2019 年 5 月 22 日）、

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=78424（最終アクセス：2020年1月22日）］ 

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម�ន្ត.ី “ស្រមង់សង្កកថា ឯកឧត្តមបណ�តិសភាចារ8j សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋម�ន្តី រដ្ឋ
ម�ន្តីទទួលបន្ទ@កទីស្តីការគណៈរដ្ឋម�ន្តី តណំាងដខ៏្ពង់ខ្ពស់របស់សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតី
េតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ្ឋម�ន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជាែថ្លងក្ន@ងពធិី “្របកាសការអនុវត្ត
្រកមរដ្ឋប8§េវណ.ី” ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម�ន្ត,ី ៣០ ធ្ន� ២០១១, 
http://www.pressocm.gov.kh/site/detailDocshort/2034#.ViEEorx0Xq1 (ចូលេមើលចងុ
េ្រកាយ ១៦ តលុា ២០១៥)［大臣会議官房局「『民法典適用宣言』式におけるカンボジア王国

の首相ソムダッチ・アケア・モハー・セナー・パデイ・デッチョー・フン・サエンの高貴たる

代表大臣会議官房局担当大臣兼副首相アエクウッドム・ボンデゥット・サピアチャー・ソッ

ク ・ ア ン の 談 話 演 説 」 大 臣 会 議 官 房 局 （ 2011 年 12 月 30 日 ）、

http://www.pressocm.gov.kh/site/detailDocshort/2034#.ViEEorx0Xq1（最終アクセス：2015

年10月16日）］ 

“ទំេនៀមទមា®8ប់ែខ្មរ៖ ពធិីថា�8យបង្គំងារ.” ទស8�នាវដ្តីកម្ព@ជសុរAយា, ឆាJ8ំគំរប ់ ១១ ែខ8�១, ២, ៣រួមគាJ8, 
១៩៣៩៖ ៨៦ ដល់៨៧［「クメール慣習－合掌して王から職を授与される式典－」カンプチェ

ア・ソリヤー11巻1号2号3号合併（1939年）86-87頁］ 

_____. េសៀវេភៅែណនំាស្តីពីនតីិវAធ ី និងវAធានការៃនតាក់ែតងេសចក្តី្រពាងច8_ប ់ និងលិខិតបទដា78ន
គតិយុត្តេផ8�ងៗេទៀត. ២០១៣［大臣会議官房局『大臣会議提出法律案その他法規範文書の作

成に関する手続および規範に関する指導書』（2013年）］ 

នេរាត្តម រណឬទ្ធ.ិ នតីសិាធារណៈែខ្មរ . ២០០០［ノロドム・ラナリット『クメール公法』（2000年）］ 

នាយកដា78នពត៌មាន. “ឯកឧត្តម មាស សំអុល ជួបស្នងការកមាg8ភិបាល នងិស្នងការការពារសន្តិសុខ
េវៀតណាម.” ្រកសួងការពារជាត,ិ ១៨ កtu8 ២០១៩, https://mod.gov.kh/posts/1252 (បាន
ចូលេមើលចុងេ្រកាយ ២២ មករា ២០២០)［情報局「ミアス・ソムオル閣下がベトナムの幹部当

局お よ び安全保護当局と面会 す る」国防省（ 2019 年 9 月 18 日）、

https://mod.gov.kh/posts/1252（最終アクセス：2020年1月22日）］ 

បtÒ8ជាមូលដា78នទំាងឡាយអំពីការងារ្រតÊតពិនិត8j. បo្ជីឯកសារ្រកុម្របកឹ8\រដ្ឋៃនបណា8សារដា78ន
ជាត ិភាគទ០ី៣ ្របអប់េលខ១៤ សំណÍំលិខតិេលខ២៧៦［「監督事務に関するあらゆる基本的

な問題」国立文書館の国家評議会資料名簿3巻箱14号一式文書276号］ 
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បtÒ8ទំាងឡាយស្តពីីការងាររបស់រដ្ឋសភានងិ្រកុម្របកឹ8\រដ្ឋ. េនៅក្ន@ងបo្ជឯីកសារ្រកុម្របឹក8\រដ្ឋៃនប
ណា8សារដា78នជាត ិភាគទី០៣ ្របអប់េលខ១៤ សំណÍំលិខិតេលខ២៦៣［「国民議会および国家

評議会の事務に関する諸問題」国立文書館の国家評議会資料名簿3巻箱14号一式文書276号］ 

 “្របជាពលរដ្ឋ េនៅសងាÁ8ត់្រតពំាង្រកសាងំរAះគន់ គណៈកម្មការផ8\រ នងិអាជា¥8ធរភមូិ គិតែតពី
្របេយាជនខ៍្លÏន.” គណៈកមាg8ធកិារជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ8Ýតាមែបប្របជាធិបេតយ8jេនៅថាJ8ក់
េ្រកាមជាតិ (គជអប), ២៦ មិថុនា ២០១៤, https://ncdd.gov.kh/news-kh/citizens-
criticize-viallge-authority/ (បានចូលេមើលចងុេ្រកាយ ២ កក្កដា ២០២០)［「トロペアン・

クロサン町の市民は、市場委員会および村落官庁が自分の利益しか考えていないと批判した」

民主的地方開発国家委員会（2014年 6月 26日）、https://ncdd.gov.kh/news-kh/citizens-

criticize-viallge-authority/ （最終アクセス：2020年7月2日）］ 

ប៊ុនរAទ្ធ. “ឯកឧត្តម េកើត រAទ្ធ៖ ពីអតីតនិស8�ិតេឆ្នើមអាហារូបករណ៍ែផ្នកច8_ប់េនៅ្របេទសបារាំង និងជា
សា�ស្តចារ8jែផ្នកច8_បជ់ាង១០ឆាJ8ំ កា®8យជារដ្ឋម�ន្តី្រកសួងយុត្តិធម.៌” ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម�ន្ត,ី 
៣១ មីនា ២០២០，https://pressocm.gov.kh/archives/65462(បានចូលេមើលចងុេ្រកាយ ៩ 
មិថុនា ២០២២）［ブンルット「カウト・ルット閣下－フランスにおける法学奨学金優等生およ

び約 10 年間の法学教授から司法大臣になった－」大臣会議官房局（2020 年 3 月 31 日）、 

https://pressocm.gov.kh/archives/65462（最終アクセス：2022年6月9日）］ 

ប៊ុន លាងេហង. “បទបងាÒ8ញស្តីពីកាងារអធិការកចិ្ច.” បទបងាÒ8ញស្រមាបប់ណkÖះបណាÔ8លៃផ្ទក្ន@ងរបស់
អគា¡8ធិការដា78នៃន្រកសួងកសិកម្ម រុកាË8្របមាញ់ នងិេនសាទ, គាg8នកាលបរAេច្ឆទ［ブン・リアンヘ

ン「査察事務に関する発表」（農業省の査察総所の内部訓練用発表用紙）］ 

ប៉ុល លឹម. អំពីការេរៀបចំ្រគប់្រគងរដ្ឋបាលសាធារណៈ អំពីសមត្ថកិច្ចរបស់អាជា¥8ធរែដនដី នងិនីតិវAធី
ផ8�ះផ8\ស្រមះុស្រមÊលេដាះ្រសាយទនំាស់ “េ្រកៅ្របព័ន្ធតុលាការ”. ២០០៦［ポル・ルム『行政

管理制度の整備について、領域官庁の権限および『裁判外』紛争和解、調停、解決の手続につ

いて』（2006年）］ 

េបអា្រទីស បាលីេវ, ឡ�អុ ីក អាវ�ឡាណឺដា, ចំាង សីុណាត, កាន ច័ន្ទេមតាÑ8, េកើត រAទ្ធ នងិ េថង ច័ន្ទ
សងា�8រ. េសចក្តីេផ្តើមៃននីតកិម្ព@ជា. ភ្នំេពញ៖ ហ្វ�ណន, ២០០៥［ベアトリス・バリヴェ他『カン

ボジア法の入門』（フーノン、2005年）］ 

្រពឹទ្ធសភា. របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់្រពទឹ្ធសភា្របចំាឆាJ8ំ២០២០. ៥ មករា ២០២១［元老

院「2020年度元老院の業務結果に関する報告書」（2021年1月5日）］ 

្រពឹទ្ធសភា. របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់្រពទឹ្ធសភា្របចំាឆាJ8ំ២០២១. ៣ មករា ២០២២ ［元

老院「2021年度元老院の業務結果に関する報告書」（2022年1月3日）］ 
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េពៅ សាេរឿន, េរៀបេរៀង. ្របវត្តិសា|8ប័នែខ្មរ. សាកលវAទ8�ល័យភូមិន្ទនតីិសា�ស្ត និងវAទ8�សា�ស្តេសដ្ឋ
កិច្ច, ២០១១［ポヴ・サルーン編『クメールの制度の歴史』（王立法律経済大学、2011年）］ 

មុនីរ័ត្ន. “បនា¤8ប់ពខីុទ្ទការល័យនាយករដ្ឋម�ន្តីអន្តរាគមន៖៍ តុលាការផាß8កការអនវត្តយកដីេយាធនិពិការមាស 
សុផាត.” រស្មីកម្ព@ជា, (១៦ ឧសភា ២០១៩), https://www.rasmeinews.com/archives/188365?fbclid=IwAR0BvWaSx-
EfjdbkkvtxEaUVMQ7eGipB6R0O0hBhpDFCBdbL-44QXLhRsvU (បានចូលេមើលចងុេ្រកាយ ១០ កក្កដា ២០២០)［ムニー

ロアト「首相官房の干渉後－裁判所が障害軍人ミアス・ソパートの土地を収用する〔判決の〕執行を中断－」リアクス

マイ・カンプチア（2019年 5月 16日）、https://www.rasmeinews.com/archives/188365?fbclid=IwAR0BvWaSx-
EfjdbkkvtxEaUVMQ7eGipB6R0O0hBhpDFCBdbL-44QXLhRsvU（最終アクセス：2020年7月10日）］ 

យិន គឹមវាណ, េរៀបេរៀង. ្របវត្តសិា�ស្តអំពសីា|8បន័នេយាបាយ~រដ្ឋបាល្របេទសកម្ព@ជា និងបុព្វេហតុ
ស�ងា¡8ម (VI-XX). មូលនិធិ្រពះៃ្រតបិដក, ២០១២［ユイン・クムヴィアン編『カンボジア国の

政治－行政制度の歴史および戦争の原因（VI -XX）－』（三蔵経基金、2012年）］ 

រដ្ឋសភា. កំណត់េហតុពសិាÑ8រ៖ សម័យ្របជុំេពញអង្គេលើកទី២ៃនសភាធម្មនុop. ១៥ កtu8 ១៩៩៣

［国民議会『詳細議事録－憲法制定議会の第2回全体会議－』（1993年9月15日）］ 

រាជកចិ្ចរាជាÁ8រេលខ ១ (យាÍ8ងំវ�េយរ-មា³8រ8� ១៩១៦)［官報1号（1916年1-3月）］ 

វាm8ន់ឌី កាអុន. ្របវត្តិសា�ស្តៃន្របេទសកម្ព@ជា៖ ពីសម័យអាណានិគមបារាងំមកដល់បច្ច@ប8§ន្ន. ភាគ ២. 
េបាះពុម្ពេលើកទី ២. ២០១០?［ヴァンディー・カーオン『カンボジア国の歴史－フランス植民

地時代から現在まで－2巻』（第2版、2010年？）］ 

េវទិកាៃនអង្គការមិនែមនរដា78ភិបាលស្តពីីកម្ព@ជា. ការវAភាគស្ថិតិស្តីពីវAវាទដធី្លីេនៅកម្ព@ជាឆាJ8២ំ០១៦.
េវទិកាៃនអង្គការមិនែមនរដា78ភិបាលស្តពីីកម្ព@ជា, មថិុនា ២០១៦［カンボジアに関する非政府

組織フォーラム『2016年のカンボジアにおける土地紛争に関する統計分析』（カンボジアに

関する非政府組織フォーラム、2016年6月）］ 

“េវទិការផ8�ព្វផ8\យ និងពិេ្រគាះេយាបល់្រកមុ្របឹក8\េខត្ត្រពះសីហនុ.” អគ្គនាយកដា78នរដ្ឋបាលៃន
្រកសួងមហាៃផ្ទ, ២៣ ធ្ន� ២០១៤, https://gda.interior.gov.kh/news-kh/public-forum-shv/ 
(បានចូលេមើលចុងេ្រកាយ ២ កក្កដា ២០២០)［「セイハヌ州評議会〔情報〕拡散および討論

フォーラム」内務省行政総局（2014年 12月 23日）、https://gda.interior.gov.kh/news-

kh/public-forum-shv/（最終アクセス：2020年7月2日）］ 

សនា¤8នុ្រកមៃនច8_ប់ស្តីពកីារ្រគប់្រគងរដ្ឋបាលរាជធានី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ� (រាជកិច្ចឆាJ8ំទ៨ីេលខ
៤៥ (១៩ មិថុនា ២០០៨)៖៤៥១២) ［首都州市郡区行政管理に関する法律の用語集（官報8巻

45号（2008年6月19日） 

សមាគមអ្នកសារពត៌មានែខ្មរ. រដា78ភបិាលកម្ព@ជាពីឆាJ8ំ ១៩៤៥ ដល់ឆាJ8 ំ១៩៩៣. សមាគមអ្នកសារពត៌
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មានែខ្មរ, http://www.elibraryofcambodia.org/rot-tha-phi-bal-kompuchea-ebook/ (បាន
ចូលេមើលចុងេ្រកាយ ២៥ មករា ២០២០)［クメール記者協会『1945年から1993年までのカン

ボジア政府』（クメール記者協会）、 http://www.elibraryofcambodia.org/rot-tha-phi-bal-
kompuchea-ebook/（最終アクセス：2020年1月25日）］ 

ស វAជ័យ. “ទីភាJ8ក់ងារសារពត៌មានេវៀតណាមសន8�ជយួបណkÖះបណាÔ8លម�ន្តបីេច្ចកេទសដល់ម�ន្តីទី
ភាJ8ក់ងារសារពត៌មានកម្ព@ជា.” ្រកសួងពតម៌ាន, ១១ ធ្ន� ២០១៩, 
https://www.information.gov.kh/detail/370268  (បានចូលេមើលចងុេ្រកាយ ២២ មករា 
២០២០)［サ・ヴィチェイ「ベトナム情報機構は、カンボジア情報機構の官吏の養成を約束す

る」情報省（2019年12月11日）、https://www.information.gov.kh/detail/370268（最終ア

クセス：2020年1月22日）］ 

សាយ បូរ�. នីតិរដ្ឋបាលទូេទៅ. េបាះពមុ្ពេលើកទី ៣. ភ្នំេពញ៖ ប្ល@ស8�ំឡ�ទីស, ២០០២［サーイ・ボーリー

『行政法総論』（プロソムロティス、第3版、2002年）］ 

_____. “នតីិវAវាទរដ្ឋបាល៖ សិកាË8បន័សំរាប់េមើលតាមការពន8jល់េដាយបt»8ងំLCD.” សាកលវAទ8�ល័
យភូមិន្ទនតីិសា�ស្ត និងវAទ8�សា�ស្តេសដ្ឋកចិ្ច, ២០០៥［サーイ・ボーリー「行政訴訟法－LCD

上映による説明に沿って読む教材－」（王立法律経済大学、2005年）］ 

_____. “ឧបា្រស័យ នងិនីតិវAធកី្ន@ងនតីិរដ្ឋបាល៖ កណំត់សេង្ខប.” មជ8Óមណ�លបណkÖះបណាÔ8ល និង
សុ្រកឹតការវAជា©8ជីវៈេមធាវ�, ២០០២［サーイ・ボーリー「行政法における争訟的申立ておよび手

続－概説－」（弁護士職業訓練・最適化センター、2002年）］ 

សុខ មករា. “េវទិការផ8�ព្វផ8\យ និងពិេ្រគាះេយាបល់របស់្រកុម្របឹក8\្រសុក្របចំាឆាJ8ំ២០១៧េនៅក្ន@ង
ឃំុេឈើទាល.” រដ្ឋបាលេខត្តកពំុងធ,ំ ២០ មិថនុា ២០១៧, http://kampongthom.gov.kh/េវទិកា
រផ8�ព្វផ8\យ-នងិ-2/ (បានចូលេមើលចុងេ្រកាយ ២ កក្កដា ២០២០)［ソック・マカラー「チュー・

ティアル村における2017年度の郡評議会の〔情報〕情報」拡散および討論フォーラム］コン

ポントム行政（2017年6月20日）、http://kampongthom.gov.kh/េវទិការផ8�ព្វផ8\យ-និង-2/（最

終アクセス：2020年7月2日）］ 

សុខ យា³8ន និងសុខ ចិនាÑ8. នតីិរដ្ឋធម្មនុop. ២០១៥［ソック・ヤーン＝ソック・チェンダー『憲法』

（2015年）］ 

សួន ឱសថ. កិច្ចសន8�រដ្ឋបាលជាមួយនីតិវAធីរដ្ឋបាល (Administrative Contract and 

Administrative Procedure). សាកលវAទ8�ល័យអាសីុអរឺ�ុប, ២០១១［スオン・オソット『行政

契約と行政訴訟・手続（Administrative Contract and Administrative Procedure）』（アジ

アヨーロッパ大学、2011年）］ 
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េសៀមរាបប៉ុស្តិ៍. “�ស្តីមាJ8កប់្តឹង េលាក ឃឹម ហ្វណីង់ ពីបទញ@ះញង់រ�េលាភេលើកម្មសិទ្ធិឯកជន និងមិន
េគារពតាមេសចក្តីសេ្រមចរបស់តលុាការ.” េសៀមរាបប៉ុស្តិ៍, ១៦ កមុ្ភៈ ២០២២, 

https://www.srpostnews.com/article/42748?fbclid=IwAR3d1M73vlE7E0YEcisBl-
kOVKit_HibqgUcGzyX-7xEf7kHy5eE8lX-w8A (បានចលូេមើលចុងេ្រកាយ ៧ មីនា ២០២២)［シア

ムリアプポスト「一人の女性が、クム・フィノン氏を私的所有権侵害扇動および裁判所の決

定不遵守の罪で訴え」シアムリアプポス ト （ 2022 年 2 月 16 日）、

https://www.srpostnews.com/article/42748?fbclid=IwAR3d1M73vlE7E0YEcisBl-

kOVKit_HibqgUcGzyX-7xEf7kHy5eE8lX-w8A（最終アクセス：2022年3月7日）］ 

េសចក្តីកត់េហតុេពល្របជុំរដ្ឋសភាេពល្របជុំទ៣ី៧. ២៣ មីនា ១៩៤៨. េនៅក្ន@ងរាជកិច្ចឆាJ8ំគំរប៤់េលខ
១៣ស្ទÏន (២៥ មីនា ១៩៤៨)៖ ៤១៥ ដល់៤៤០［「国民議会議事録第37回会議（1948年3月23

日）」官報4巻13（2）号（1948年3月25日）415-440頁］ 

េសចក្តីកត់េហតុេពល្របជុំរដ្ឋសភាេពល្របជុំទ៨ី៣. ១២ កក្កដា ១៩៤៨. េនៅក្ន@ងរាជកិច្ចឆាJ8ំគំរប់ទី៤
េលខ២៩ស្ទÏន(១៥ កក្កដា ១៩៤៨)៖ ១២៧ ដល់១៣៤「国民議会議事録第83回会議（1948年

7月12日）」官報4巻29（2）号（1948年7月15日）127-134頁］ 

េសចក្តីកត់េហតុេពល្របជុំរដ្ឋសភាេពល្របជុំទ២ី០. ៣០ តុលា ១៩៥១. េនៅក្ន@ងរាជកិច្ចឆាJ8ំគំរបទ់ី៧
េលខ៩ស្ទÏន(៣០ កtu8 ១៩៥១)៖ ៥៩២ ដល់៦០២［「国民議会議事録第20回会議（1951年10

月 30日）」官報 7巻9（2）号（1951年 9月 30日）592-602頁］（1951年 10月に開催された

国民議会の議事録であったが、同年9月の官報に掲載された。） 

េសចក្តីកត់េហតុេពល្របជុំរដ្ឋសភាេពល្របជុំទ២ី៨. ១១ មីនា ១៩៥២. េនៅក្ន@ងរាជកិច្ចឆាJ8គំំរប់ទី៨
េលខ១១(៣០ មិថុនា ១៩៥២)៖ ១០៧០ ដល់១០៩៣［「国民議会議事録第28回会議（1952年

3月11日）」官報8巻11号（1952年6月30日）1070-1093頁］ 

 េសចក្តីកត់េហតុេពល្របជុំៃនរដ្ឋសភា េពល្របជុំទី ៨០ ពភិាក8\នូវេសចក្តី្រពាងច8_ប់ស្តអីំពីការ
បេង្កើតឱ8jមាន្រកុម្របឹក8\រដ្ឋេនៅ្របេទសកម្ព@ជា. ២០ មិនា ១៩៥៧. េនៅក្ន@ងរាជកិច្ចេលខពិេសស
ទី៦ (៣១ ឧសភា ១៩៥៨)៖ ១៦៥៨ ដល់១៦៩២［「カンボジア国におけるコンセイユ・デタの

設置に関する法律案を審議する国民議会第80 会議の議事録（1957年 3月 20日）」官報特別

号第6号（1958年5月31日）1658-1692頁］ 

េសចក្តីកត់េហតុេពល្របជុំៃនរដ្ឋសភាេពល្របជុំទ៥ី៧. ៤ ែខធ្ន� ឆាJ8ំ១៩៦១. េនៅក្ន@ងរាជកចិ្ចឆាJ8ំទីដប់្របំា
បី េលខ២៧ (៤ េមសា ១៩៦២)៖ ២០៦១ ដល់២០៧៣ ［「国民議会の会議議事録（1961年12

月4日）」官報18巻27号（1962年）2061-2073頁］ 

េសចក្តីកត់េហតុេពល្របជុំៃន្រកមុ្របឹក8\ជាតិេពល្របជុទំី៥២. ២៤ មិថនុា ១៩៥៣. េនៅក្ន@ងរាជកចិ្ចឆាJ8ំ
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គំរប់១០ េលខ២ ្រតីមាសទី១ ឆាJ8ំ១៩៥៤៖ ១៣០ ដល់១៤១［「1953年6月24日の国民評議会の

会議の議事録」官報10巻2号（1954年）130-141頁］ 

“េសចក្តី្រពាងសរុបរបាយការណក៍ម្ព@ជាឆាJ8១ំ៩៨១៖ សំងាត់បំផតុ.” បo្ជីឯកសារ្រកមុ្របឹក8\រដ្ឋៃនប
ណា8សារដា78នជាត ិភាគទ០ី៣ ្របអប់េលខ១១ សំណÍំលិខិតេលខ២២៧「1981年度におけるカ

ンボジア状況の概要の草案」国立文書館の国家評議会資料名簿3巻箱11号一式文書227号 

េសចក្តីសេង្ខបរួមកិច្ច្របជុពំិេ្រគាះេយាបល់ចំនួន ៥ េលើក េដើម8§ីគំា្រទដល់ការបេង្កើតេសចក្តី្រពាង
្រកមរដ្ឋបាល ែដលជាឯកសារភា©8ប់ក្ន@ងដីកាអមរបស់អគ្គេលខាធិការដា78ន្រកមុ្របឹក8\កំែណ
ទ្រមង់ច8_ប ់និង្របព័ន្ធយុត្តធិម៌ជនូឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម�ន្តីរដ្ឋម�ន្តី្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនី
យកម្ម និងសំណង.់ េលខ០០៦/១២ ដអ.កកចយ. ២៨ ឧសភា ២០១២［国土大臣県国務大臣名

宛法制度および司法制度改革評議会の事務総局の明細書 006/12DO.CLJR 号（2012 年 5月 28

日）に添付される「行政法典草案作成を支持するための5回の諮問会議の総括」］ 

េសៅ សុខេអង. “េវៀតណាមនឹងបo្ជ�ន្រគ¾មកបណkÖះបណាÔ8លែផ្នកអធិការកិច្ចេនៅកម្ព@ជា.” ថ្មី ,ៗ ១៦ តលុា 
២០១៩, https://thmeythmey.com/?page=detail&id=83995  (បានចូលេមើលចងុេ្រកាយ ២២ មករា 
២០២០)［サウ・ソクエン「ベトナムがカンボジアにおける査察部門養成のために講師を派遣す

る」トメイ・トメイ（2019年10月16日）、https://thmeythmey.com/?page=detail&id=83995（最

終アクセス：2020年1月22日）］ 

ហាប ់ផល្ធី. គណុធម៌ៃនការសិក8\្រសាវ្រជាវ. ភ្នំេពញ៖ សាកលវAទ8�ល័យភូមិន្ទនីតសិា�ស្តនិងវAទ8�
សា�ស្តេសដ្ឋកិច្ច, ២០១១［ハップ・ポルティー『学術研究の善徳』（王立法律経済大学、2011

年）］ 

ហីុង ធីឫទ្ធ.ិ ក្រមងឯកសារច8_ប់    -សារាចររបស់តលុាការ-្រកសួងយុត្តិធម៌៖ ១៩៨០-២០០៧. ២០០៨

［ヒーン・ティールット『司法機関-司法省の制定法-通達の資料集－1980-2007年－』（2008

年）］ 

_____. ក្រមងឯកសារច8_ប់សង្គមនិយមសម័យសាធារណរដ្ឋ្របជាមានិកម្ព@ជា១៩៧៩-១៩៩៣. េបាះ
ពុម្ពេលើកទី២. ២០១២［ヒーン・ティールット『1979-1993年のカンボジア人民共和国時代の

社会主義法資料集』（第2版、2012年）］ 

ហុ៊ន ែសន. ១៣ ទសវត8�ៃនដំេណើរកម្ព@ជា. កាែសត្របជាជន, ១៩៩១［フン・サエン『カンボジア歩

みの130年間』（人民新聞、1991年）］ 

េហៀង សាង. នីតិរដ្ឋបាលទូេទៅ. េបាះពមុ្ពេលើកទ ី៣. ២០១៥［ヒアン・サーン『行政法総論』（第3

版、2015年）］ 

_____. នីតិវAធីរដ្ឋបាល. កម្ព@ជា៖ ដួង ឈីវ, ២០១១［ヒアン・サーン『行政訴訟・手続法』（ドゥオン・
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チウ、2011年）］ 

_____. នីតិវAវាទរដ្ឋបាល . េរាងពមុ្ព្រកសួងពត៌មាន, ២០១៧［ヒアン・サーン『行政訴訟法』（情報省

出版社、2017年）］ 

ែហ៊ល ចំេរ�ន. មរតកយុត្តិធម៌ែខ្មរ. េបាះពមុ្ពេឡើងវAញ. ដាយអឹម ុិន ្រពីនធីង, ២០១៩［ヘアル・チョムラ

ウン『クメール裁判の遺産』（ダイヤモンド・プリンティング、再出版、2019年）］ 

អគ្គេលខាធិការដា78ន្រកមុ្របឹក8\ធម្មនុop. រដ្ឋធម្មនុopៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា. ២០១៥［憲法院事務

総局『カンボジア王国憲法』（2015年）］ 

_____. រដ្ឋធម្មនុop. ្រកុម្របកឹ8\ធម្មនុop, ២០២១［憲法院事務総局『憲法』（憲法院、2021年）］ 

អគ្គេលខាធិការដា78នសភាធម្មនុop. កណំត់េហតសុេង្ខបស្តីពីកចិ្ច្របជុំេលើកទី៨ ៃនគណៈកម្មការ
េរៀបេរៀងរដ្ឋធម្មនុopេនៅៃថ្ងទី២១ ែខកក្កដា ឆាJ8ំ១៩៩៣. េលខ226CA/SEC/93［憲法制定議会事務

総局「1993 年 7 月 21 日の憲法編集委員会の第 8 回会議に関する省略議事録 226CA/SEC/93

号」］ 

_____. កំណត់េហតុស្តីពីការ្របជុំេសចក្តី្រពាងរដ្ឋធម្មនុopេលើកទី៤៨ៃនគណៈកម្មការអចិៃ�ន្តយ៍
េរៀបេរៀងរដ្ឋធម្មនុopៃថ្ងទី៩ ែខកtu8 ឆាJ8១ំ៩៩៣. េលខ៧៥/CA/SEC/93［制憲議会事務総局「1993

年9月9日憲法編集常任委員会の第48回憲法草案会議に関する議事録75/CA/SEC/93号」］ 

េអេចន ករនុយ, ឈន សុភាព, អ៊ចូ ចាន់ណារ�ូ, សូ៊ សុជាតិ នងិយា³8ន់ វាm8ន់ដឺលុច. នីតិរដ្ឋធម្មនុopកម្ព@ជា
. ភ្នំេពញ៖ ហ្វ�ណន, ២០០៥［エジェン・コヌユ他『カンボジア憲法』（フーノン、2005年）］ 

ឥន េយឿន. វAវាទរដ្ឋបាល. ២០១៦［エン・ユウン『行政訴訟』（2016年）］ 

Admin. “រដ្ឋបាលេខត្តបាត់ដបំងេរៀបចំេវទិការផ8�ព្វផ8\យ និងពិេ្រគាះេយាបល់របស់្រកុម្របឹក8\េខត្ត
បាត់ដំបងអាណត្តិទ៣ី ស្រមាប់ឆាJ8ំ២០១៩ េនៅតាមបណាÔ8្រកុង ្រសុក ក្ន@ងេខត្តបាត់ដបំង.” រដ្ឋបា
លេខត្តបាត់ដបំង, ២៧ វAច្ឆិកា ២០១៩, https://www.battambang.gov.kh/detail/6774 (បាន
ចូលេមើលចុងេ្រកាយ ១ កក្កដា ២០២០)［Admin「バッドムボーン州行政は、バッドムボーン

州の各郡において、第3任期のバッドムボーン州評議会の2019年度〔情報〕拡散および討論

フォーラムを開催する」バッドムボーン州行政（2019 年 11 月 27 日）、

https://www.battambang.gov.kh/detail/6774（最終アクセス：2020年7月1日）］ 

Botumsakor. “រដ្ឋបាល្រសុកបទូុមសាគរ បានេរៀបចំេវទិការផ8�ព្វផ8\យ និងពិេ្រគាះេយាបល់របស់្រកមុ

្របឹក8\្រសុកបូទមុសាគរ ស្ថតិេ្រកាមគណៈអធិបតភីាពេលាក្រសី ្រគ ី េសាភ័ណ ្របធាន្រកុម
្របឹក8\្រសុក និងេលាក ហាក ់េលង អភិបាលៃនគណៈអភិបាល្រសុក ស្ថិតេនៅវត្តថ្មស ឃំុថ្មស.” 
រដ្ឋបាលេខត្តេកាះកងុ, ២៥ មិថនុា ២០២០, https://www.kohkong.gov.kh/2020/58976/ (បាន
ចូលេមើលចុងេ្រកាយ ១ កក្កដា ២០២០)［Botumsakor「ボートゥムサーコー郡行政は、トモー
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ソー寺トモーソー村においてクリー・サオポアン氏評議会の議長およびハック・レイン氏郡

の首長の主催団の下にボートゥムサーコー郡評議会の〔情報〕拡散および討論フォーラムを

開催した」コホコン州行政（2020年 6月 25日）、https://www.kohkong.gov.kh/2020/58976/

（最終アクセス：2020年7月1日）］ 

Freshnews. “េលាក្រសីឧបនាយករដ្ឋម�ន្ត ី ែម៉ន សំអន ផ្តល់អនសុាសន៣៍ចណំÍចសំខាន់  ៗ េនៅក្ន@ង
ពិធីបិទសិកាË8សាលាស្តីពីេសចក្តី្រពាងច8_ប់អធិការកិច្ច.”  Freshnews, ៣០ សីហា ២០១៧, 

http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/64150-2017-08-30-11-52-34.html 
(ចូលេមើលចងុេ្រកាយ ១០ មីនា ២០២២)［Freshnews「副首相マエン・ソムオン氏が査察法案

に関するセミナー閉会式において３つの重要な勧告を与える」Freshnews（2017年8月30日）、

http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/64150-2017-08-30-11-52-34.html（最

終アクセス：2022年3月10日）］ 

http://monasri.gov.kh/សាវតារ、(ចូលេមើលចុងេ្រកាយ ២០ ឧសភា ២០២២)［最終アクセス：2022

年50月20日］ 
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Kram no. 229-NS, 5 Octobre 1957 (Journal Officiel Du Cambodge Treizième Année no. 41 (10 

Octobre 1957) :3511) 

Kret No 218-CDR, 1er Juin 1960 

Provisions Relating to The Judiciary and Criminal Law and Procedure Applicable in Cambodia 

During the Transitional Period, 10 September 1992 

（原語） 

កម្ពីរាជនីតសិាត្ត (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ. 
ភាគ៣៖ ២៣ ដល់ ៣០. ២០២០)［クンピー・リアチ・ニテサート（経済財務省の立法評議会

『古代からのクメール法〔典〕集 3巻』（2020年）23-30頁）］ 

្រកំមេបៀរ, ១៨៥៣ (្រកុម្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ. 
ភាគ២៖ ៩១១ ដល់៩៤៥. េរាងពុម្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦)［クロム・ビア（1853年）（経

済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 2巻』（カンボジア-日本友情、2016

年）911-945頁）］ 

្រកម្របេដៅេចៅ្រកម (I), ១៦៩១ (្រកមុ្របឹក8\នីតិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់
ែខ្មរពីបុរាណ . ភាគ៣៖ ៣១៧ ដល់៣៤៤. ២០២០)［クロム・ブロダウ・チャウクロム（I）（1691

年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 3巻』（2020年）317-344頁）］ 

្រកំមសក្ខ់នងិលក្ខណៈវAវាទគាJ8, ១៥៩៣ (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@． ក្រមង
ច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ. ភាគ៤៖ ៩២១ ដល់៩៥៨)［クロム・サックおよびリアッカナ・ヴィヴィ

ア特にア（1593年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 4巻』（2020

年）921-958頁）］ 

្រកម្រពហ្មទណ�, នស/រកម/១១០៩/០២២, ៣០ វAច្ឆិកា ២០០៩［刑法典NS/RKM/1109/022号（2009年

11月30日）］ 

្រកមនីតិវAធី្រពហ្មទណ�, េលខ នស/រកម/០៨០៧/០២៤, ១០ សីហា ២០០៧［刑事訴訟法典

NS/RKM/0807/024号(2007年8月10日)］ 

្រកមរដ្ឋប8§េវណី, េលខ នស/រកម/១២០៧/០៣០, ៨ ធ្ន� ២០០៧［民法典NS/RKM/1207/030号（2007年

12月8日）］ 

ទសមិត្តធម្ម  ៌(្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ. ភាគ៣
៖ ៨១ ដល់ ៨៤. ២០២០)［トゥサ・ムット・トー（経済財務省の立法評議会『古代からのク

メール法〔典〕集 3巻』（2020年）81-84頁）］ 

ច8_ប់្រកមំច្រកីយ, ១៨៧៦ (្រកុម្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
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បុរាណ. ភាគ២៖ ១១០៩ ដល់១១២៤. េរាងពមុ្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦)［チバップ・クロ

ム・チャクレイ（1876年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 2巻』

（カンボジア-日本友情、2016年）1109-1124頁］ 

ច8_ប់្រកមេចៅហា�8យ្រសុក, ១៨២៨ (ញ៉@កែថម. “្រពះរាជ្រកិត8j ្រកមេចៅហា�8យ្រសុក .” ទស8�នាវដ្តីកម្ព@ជ
សុរAយា, ឆាJ8ទំី ១៧ េលខ ១០, ឧកតូ្រប ឹ១៩៤៥៖ ៦០៧ ដល់ ៦១៩, ញ៉@កែថម. “្រពះរាជ្រកតិ8j ្រកម
េចៅហា�8យ្រសុក (តមក).” ទស8�នាវដ្តកីម្ព@ជសុរAយា, ឆាJ8ទំី ១៧ េលខ ១១, ណ�វ�ម្របឹ ១៩៤៥៖ 
៦៨៣ ដល់ ៦៩២, ញ៉@កែថម. “្រពះរាជ្រកតិ8j ្រកមេចៅហា�8យ្រសុក (តមកនឹងចប)់.” ទស8�នាវដ្តី
កម្ព@ជសុរAយា, ឆាJ8ំទី ១៨ េលខ ២, េហ្វវរ�េយរ ១៩៤៦៖ ៧៦ ដល់ ៩៤)［チバップ・クロム・チャ

ウワーイ・スロック（1828年）（ニョック・タエム「勅令－クロム・チャウワーイ・スロック」

カンプチェア・ソリヤー17巻 10 号（1945年）607-619頁、ニョック・タエム「勅令－クロ

ム・チャウワーイ・スロック（続）」カンプチェア・ソリヤー17巻 11 号（1945年）683-692

頁、ニョック・タエム「勅令－クロム・チャウワーイ・スロック（完）」カンプチェア・ソリ

ヤー18巻2号（1946年）76-94頁）］ 

ច8_ប្រកមំសួស្តីែចកពល, ១៧០២  (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមង
ច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ. ភាគ៤៖ ៦៨៧ ដល់៧៦២. ២០២០)［チバップ・クロム・スオスデイ・チャ

エク・プル（1702年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 4巻』（2020

年）687-762頁）］ 

ច8_ប់្រកមំ្រសុក, ១៦៩៣ (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ. ភាគ៣៖ ១៥៥ ដល់ ១៨២. ២០២០)［チバップ・クロム・スロック（1693年）（経済財

務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 3巻』（2020年）155-182頁）］ 

ច8_ប់្រកមំ្រសុក ៨ ្របកា¶8, ១៦១២ (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់
ែខ្មរពីបុរាណ. ភាគ៣៖ ២៩៧ ដល់៣១៦. ២០២០)［チバップ・クロム・スロック・8・ブロカ

ー（1612年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 3巻』（2020年）

297-316頁）］ 

ច8_ព់ឃុនសាឡា³8រ, ១៧០៣ (្រកមុ្របឹក8\នីតិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ. ភាគ៤៖ ៥៦៣ ដល់៥៩០. ២០២០)［チバップ・クン・サラー（1703年）（経済財務省

の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 4巻』（2020年）563-590頁）］ 

ច8_ប់្រតលាការ, ១៨៥៣ (្រកុម្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ. ភាគ១៖ ២៨៩ ដល់៣៣៦. េរាងពមុ្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦)［チバップ・トロラ

ーカー（1853年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』（カンボ
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ジア-日本友情出版社、2016年）289-336頁）］ 

ច8_ប់ទទ៏ួលបន្តឹងកាតប់ន្តងឹ, ១៨៥៣, ១៨៧៤ (្រកុម្របកឹ8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@. 
ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ. ភាគ១៖ ៣៨៥ ដល់៤៣០. េរាងពុម្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦)［チ

バップ・トトゥオル・ボンダン・カット・ボンダン（1853年、1874年）（経済財務省の立法評

議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』（カンボジア-日本友情、2016年）385-430頁）］ 

ច8_ប់ទុនំីមពី8jបូរាm8ន, ១៦៩៣ (្រកុម្របកឹ8\នីតិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ. ភាគ២៖ ១០៥៧ ដល់១១០៨. េរាងពុម្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦)［チバップ・トゥ

ムヌム・ピー・ボラーン（1693年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕

集 2巻』（カンボジア-日本友情、2016年）1057-1108頁）］ 

ច8_ប់្រពះធម្មនុop, ១៨៥៣ (្រកមុ្របឹក8\នីតិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ. ភាគ១៖ ២៥៧ ដល់២៨៨. េរាងពុម្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦)［チバップ・プレア

ハ・トアマヌニュ（1853年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1

巻』（カンボジア-日本友情、2016年）257-288頁）］ 

ច8_ប់្រពះធមសា្រត, ១៨៥៣ (្រកមុ្របឹក8\នីតិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ . ភាគ១៖ ១ ដល់២០. េរាងពមុ្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦) ［チバップ・プレアハ・

トマサート（1853年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』（カ

ンボジア-日本友情、2016年）1-20頁）］ 

ច8_ប់្រពះរាជខាន្ទ, ១៨៥០ (្រកុម្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ . ភាគ២៖ ១០៤៥ ដល់១០៥៦. េរាងពុម្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦)［チバップ・プレ

アハ・リアチ・カン（1850年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 2

巻』（カンボジア-日本友情、2016年）1045-1056頁）］ 

ច8_ប់លក្ខណៈសាក8�ី, ១៨៥៣ (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច និងហិរopវត្ថ@, ក្រមងច8_ប់ែខ្មរ
ពីបុរាណ . ភាគ១៖ ៣៣៩ ដល់៣៧០. េរាងពុម្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦)［チバップ・リア

ッカナ・サークセイ（1853年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1

巻』（カンボジア-日本友情、2016年）339-370頁）］ 

ច8_ប់លក្ខណៈឧទ្ធរ, ១៨៥៣ (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ. ភាគ១៖ ៤៤៩ ដល់៤៦៨. េរាងពមុ្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦)［チバップ・リアッカ

ナ・ウトー（1853年）3条（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』

（カンボジア-日本友情出版社、2016年）449-468頁）］ 

ច8_បអាណា¶8ចក,់ ១៦៩១ (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
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បុរាណ. ភាគ៣៖ ២២៣ ដល់២៥០. ២០២០)［チバップ・アーナー・チャク（1691年）（経済財

務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 3巻』（2020年）223-250頁）］ 

ច8_បឥ់ន្ទភាស់, ១៨៥៣ (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ. ភាគ១៖ ២១ ដល់៤៦. េរាងពុម្ពមតិ្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦)［チバップ・エント・ピ

アス（1853年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』（カンボジ

ア-日本友情、2016年）21-46頁）］ 

លក្ខ័ណៈក8§ថសិក, ១៨៧៣ (្រកុម្របកឹ8\នីតិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ. ភាគ១៖ ៦១ ដល់៩៤. េរាងពមុ្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦)［リアッカナ・クボット・

サク（1873年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』（カンボジ

ア-日本友情、2016年）61-94頁）］ 

ល័ក្ខណៈ្រកំមទំរុងស័ក្ខតិ៍, ១៨៥២ (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់
ែខ្មរពីបុរាណ. ភាគ១៖ ៤៧ ដល់៦០. េរាងពមុ្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦)［リアッカナ・ク

ロム・トゥムルンサック（1852年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕

集 1巻』（カンボジア-日本友情、2016年）47-60頁）］ 

ល់័ក្ខណៈទទ៏ួលទីញបនា»8ំម្រទ់ាព្ភ8¼៍, ១៨៧៣ (្រកុម្របកឹ8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច និងហិរopវត្ថ@.
ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពបីុរាណ. ភាគ៤៖ ៧៩៣ ដល់ ៨៦២. ២០២០)［リアッカナ・トトゥアル・テ

ィニュ・バンチャム・トロアプ（1873年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール

法〔典〕集 4巻』（2020年）793-862頁）］ 

លក្ខណៈ្រពះអាជា¥8លួង, ១៨៧៥  (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់
ែខ្មរពីបុរាណ. ភាគ១៖ ១៨១ ដល់២៥៦. េរាងពុម្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦)［リアッカナ・

プレアハ・アチニャー・ルオン（1875年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法

〔典〕集 1巻』（カンボジア-日本友情、2016年）181-256頁）］ 

លក្ខ័ណៈមរដក, ១៨៧៦ (្រកុម្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ. ភាគ២៖ ៦៧៩ ដល់៧០៨. េរាងពុម្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦)［リアッカナ・モロ

ドク（1876年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 2巻』（カンボジ

ア-日本友情、2016年）679-708頁）］ 

ល័ក្ខណៈមនុ្ទិយបាល, ១៨៧៥ (្រកមុ្របឹក8\នីតិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរ
ពីបុរាណ . ភាគ១៖ ៩៥ ដល់១៨០. េរាងពុម្ពមតិ្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉ុន, ២០១៦)［リアッカナ・ムン

ティー・バール（1875年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 1巻』

（カンボジア-日本友情、2016年）95-180頁）］ 
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ល័ក្ខណសួស្តី, ១៦៩២  (្រកុម្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@. ក្រមងច8_ប់ែខ្មរពី
បុរាណ. ភាគ២៖ ១០០៣ ដល់១០៤៤. េរាងពុម្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦)［リアッカナ・ス

オスデイ（1692年）（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 2巻』（カン

ボジア-日本友情、2016年）1003-1044頁）］ 

ល័ក្ខណៈសួស្តីបន់ជនូៃ្រព8j, ១៦៩៣ (្រកុម្របកឹ8\នតីកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមង
ច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ. ភាគ២៖ ១០០៣ ដល់១០៤៤. េរាងពមុ្ពមិត្តភាពកម្ព@ជា-ជប៉នុ, ២០១៦)［リア

ッカナ・スオスデイ・ボンチューン・プレイ（1693年）（経済財務省の立法評議会『古代から

のクメール法〔典〕集 2巻』（カンボジア-日本友情、2016年）1003-1044頁）］ 

្រពះរាជា©8្រកិត/់ច8_ប់្របាប់ដារពីែសក្ខ (្រកុម្របកឹ8\នតីិកម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរopវត្ថ@. ក្រមង
ច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ. ភាគ៤៖ ១០៦៣ ដល់១០៧៤. ២០២០)［プレアハ・リアチ・クレット/チバ

ップ・プラップダピサエク（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法〔典〕集 4巻』

（2020年）1063-1075頁）］ 

្រពះរាជ្រកិតៃន្រពះមហាខ8�្រតាធរីាជ (្រកមុ្របឹក8\នីតកិម្មៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច និងហិរopវត្ថ@, ក្រមង
ច8_ប់ែខ្មរពីបរុាណ . ភាគ៣៖ ៣១ ដល់៣៨. ២០២០)［プレアハ・リアチ・クレット・ネイ・プ

レアハ・モハー・クサットラーティリアチ（経済財務省の立法評議会『古代からのクメール法

〔典〕集 3巻』（2020年）31-38頁）］ 

្រពះរាជ្របកាស, េឡក៥៤, ១១ សូ៊េយត ១៨៩៧ ［王令54号（1897年7月11日）］ 

្រពះរាជ្របកាសេលខ ២៨, ២០ េហ្វវរ�េយ ុរ ១៩១២ (រាជកិច្ចរាជាÁ8រ ឆាJ8ំគំរព ់២ េលខ ១ (១៩១២)៖ ១៩ 
ដល់ ២១)［王令28号（1912年2月20日）（官報2巻1号（1912）19-21頁）］ 

្រពះរាជ្របកាសេលខ ១១, ២២ យាÍ8ំងវ�េយ ១៩១៦［王令11号（1916年1月22日）］ 

្រពះរាជ្របកាស គាg8នេលខ, ១១ េដសម ១៩២១［王令（1921年12月11日）］ 

្រពះរាជ្របកាសេលខ ១១៨, ១៤ េសបតម ១៩២២［王令118号（1922年9月14日）］ 

្រពះរាជ្របកាសេលខ ១១២, ៣១ េដសម ១៩២៦, ្របការ ១ (រាជកិច្ចរាជាÁ8រ ឆាJ8ំគំរព់ ១៧ េលខ ២ 
(១៩២៧)៖ ៦៥ ដល់៧១［王令112号（官報17巻2号（1927年）65-71頁）］ 

្រពះរាជ្របកាសេលខ ៤៧ ស្ទÏន, ១ អាវរAល ១៩៣៣［王令47（2）号（1933年4月1日）］ 

រដ្ឋធម្មនុop្របេទសកម្ព@ជា, ៦ ឧសភា ១៩៤៧［カンボジア国憲法(1947年5月6日)］ 

រដ្ឋធម្មនុopៃនសាធារណៈរដ្ឋែខ្មរ, ១០ ឧសភា ១៩៧២［クメール共和国の憲法（1972年5月10日）］ 

រដ្ឋធម្មនុopៃនសាធារណៈរដ្ឋ្របជាមានតិកម្ព@ជា, ២៧ មថិុនា ១៩៨១［カンボジア人民共和国の憲法

（1981年6月27日）］ 

រដ្ឋធម្មនុopៃនរដ្ឋកម្ព@ជា, ៣០ េមសា ១៩៨៩［カンボジア国家の憲法（1989年4月30日）］ 
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រដ្ឋធម្មនុopៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, ២៤ កtu8 ១៩៩៣［カンボジア王国の憲法（1993年9月24

日）］ 

្រពះរាជ្រកមេលខ៦៦០ន.ស., ២០ មថិុនា ១៩៥១［王令660N.S.号（1951年6月20日）］ 

្រពះរាជ្រកមេលខ ៧៦៥-ន.ស-, ២៧ មករា ១៩៥៣［王令765-N.S-号（1953年1月27日）］ 

្រពះរាជ្រកមេលខ៧៦៩-ន-ស, ៤ កុម្ភៈ ១៩៥៣［王令769NS号（1953年2月4日）］ 

្រពះរាជ្រកមេលខ ៨២៥-នស, ២៦ តលុា ១៩៥៣［王令825-NS号（1953年10月26日）］ 

្រពះរាជ្រកមេលខ៨៧ន.ស., ២៣ េមសា ១៩៥៦［王令87N.S.号（1956年4月23日）］ 

្រពះរាជ្រកមេលខ ២៦៣ ន.ស, ២១ េមសា ១៩៥៨［王令263 N.S号（1958年4月21日）］ 

ច8_ប់ស្តីអពំីការែកែ្រប នងឹការបែន្ថមអត្ថបទៃនរដ្ឋធម្មនoុp, េលខ ៦៥ ន.ស., ១៤ មករា ១៩៥៦［憲法

の修正および文書追加に関する法律65N.S.号（1956年1月14日）］ 

ច8_ប់ស្តីអពំីការបេង្កើតមុខ្រកសួងអនុរដ្ឋេលខាធិការ, េលខ ១៩៤ -ន.ស, ២៨ ឧ៊សភា ១៩៥៧［国務次

官職の設置に関する法律194-N.S号（1957年5月28日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការដាក់បo្ច�លសមាជជាតិេទៅក្ន@ងរដ្ឋធម្មនoុp, េលខ ២៤២ ន.ស, ៨ មករា ១៩៥៨［国民大

会の憲法への編入に関する法律242N.S号（1958年1月8日）］ 

ច8_ប់សង្គមនិយមការងារ, េលខ១៦២-ប.រ., ៣ មករា ១៩៦៤［社会主義労働法162-B.R.号（1964年1

月3日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការែកែ្របមា្រតាខ្លះ ៃនរដ្ឋធម្មនុop្របេទសកម្ព@ជា, េលខ ១៦៦ ប.រ, ១៣ មករា ១៩៦៤［カン

ボジア国憲法のいくつか条文の修正に関する法律166B.R号（1964年1月13日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការចាត់តំាងអង្គការតលុាការ នងិ អយ8jការ, េលខ០២ ្រក, ១០ កុម្ភៈ ១៩៨២［裁判所および

検察庁組織設置に関する法律02Kr号（1982年2月10日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការេរៀបចំរដ្ឋសភា នងិ្រកុម្របឹក8\រដ្ឋៃនសាធារណរដ្ឋ្របជាមានតិកម្ព@ជា, េលខ ០៤ ្រក, ១០ 
កុម្ភៈ ១៩៨២［カンボジア人民共和国の国民議会および国家評議会の組織に関する法律04 KR

号（1982年2月10日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការពិនិត8j និងេដាះ្រសាយបណkងឹតវាm8 នងិបណkឹងបរAហាររបស់ពលរដ្ឋ, េលខ១១ ្រក, ២៨ 
សីហា ១៩៨២［市民の抗議申立ておよび批難申立ての審査ならびに解決に関する法律11Kr号

（1982年8月28日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការែកែ្របការែបងែចកែដនដអីង្គភាពរដ្ឋបាលៃនសាធារណរដ្ឋ្របជាមានតិកម្ព@ជា, ១០ កុម្ភៈ 
១៩៨៤［カンボジア人民共和国の行政部局領土区分の変更に関する法律（1984年2月10日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការបេង្កើតតលុាការ្របជាជនកំពូល នងិមហាអយ8jការអមតលុាការ្របជាជនកពំូល, េលខ
២៨ ្រក, ៣១ កក្កដា ១៩៨៥［最高人民裁判所および最高人民裁判所検察総庁設置に関する法
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律28Kr号（1985年7月31日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ នងិ ្រគÊសារ, េលខ៥៦ ្រក., ២៦ កក្កដា១៩៨៨［婚姻および家族に関する法

律56Kr.号（1988年7月26日）］ 

ច8_ប់ស្តពីនីីតិវAធី្រពហ្មទណ�, េលខ ២១ .្រក., ៨ មីនា ១៩៩៣［刑事訴訟に関する法律21.Kr.号（1993

年3月8日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីសហលក្ខន្តកិៈម�ន្តរីាជការសីុវAលៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, េលខ០៦ន.ស.៩៤, ៣០ 
តុលា ១៩៩៤［カンボジア王国の公務員共同規則に関する法律06N.S.94号（1994年10月30

日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការបេង្កើត្រកសួងធម្មការនិងសាសនា, េលខនស/រកម/០១៩៦/១៩, ២៤ មករា ១៩៩៦［祭

典および宗教省の設置に関する法律NS/RKM/0196/19号（1996年1月24日）］ 

ច8_ប់ស្តីពសីារេពើពន្ធ, េលខនស/រកម/០២៩៧/០៣, ២៤ កុម្ភៈ ១៩៩៧［租税に関する法律

NS/RKM/0297/03（1997年2月24日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការ្រគប់្រគងគុណភាព សុវត្ថភិាពេលើផលិតផល ទំនិញនិងេសវា, េលខនស/រកម/០៦០០/
០០១, ២១ មថិុនា ២០០០［製品商品およびサービスの質安全管理に関する法律

NS/RKM/0600/001号（2000年6月21日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការ្រគប់្រគងរដ្ឋបាលឃំុសងាÁ8ត់, េលខនស/រកម/០៣០១/០៥, ១៩ មីនា ២០០១［町村行政

管理に関する法律NS/RKM/0301/05号（2001年3月19日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការបេង្កើតឱ8jមានអង្គជំនុជំ្រមះវAសាមopក្ន@ងតលុាការកម្ព@ជា េដើម8§ីកាត់េសចក្តឧី្រកិដ្ឋកម្ម
ែដល្រប្រពឹត្តេឡើងេនៅក្ន@ងរយៈកាលៃនកម្ព@ជា្របជាធិបេតយ8j, េលខ នស/រកម/០៨០១/១២, 
១០ សីហា ២០០១［民主カンボジアの時期に行った重罪を裁断するためのカンボジア裁判所

における特別法廷の設置に関する法律NS/RKM/0801/12号（2001年8月10日）］ 

ច8_ប់ភមូិបាល, េលខ នស/រកម/០៨០១/១៤, ៣០ សីហា ២០០១［土地法NS/RKM/0801/14号（2001

年8月30日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីមា³8ក ពាណិជ្ជនាម នងិអំេពើៃនការ្របកួត្របែជងមនិេសាg8ះ្រតង់, េលខនស/រកម/០២០២/
០០៦, ៧ កុម្ភៈ ២០០២［商標および不誠実競争行為に関する法律NS/RKM/0202/006号(2002年

2月7日)］  

ច8_ប់ស្តីពីៃ្រពេឈើ, េលខ/រកម/០៨០២/០១៦, ៣១ សីហា ២០០២［森林に関する法律/RKM/0802/016

号(2002年8月31日)］ 

ច8_ប់ស្តីពីវAេសាធនកម្មមា្រតា ២ មា្រតា ៣ មា្រតា ៩ មា្រតា ១០ មា្រតា ១៤ មា្រតា ១៧ មា្រតា ១៨ 
មា្រតា ២០ មា្រតា ២១ មា្រតា ២២ មា្រតា ២៣ មា្រតា ២៤ មា្រតា ២៧ មា្រតា២៩ មា្រតា ៣១ 
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មា្រតា ៣៣ មា្រតា ៣៤ មា្រតា ៣៥ មា្រតា ៣៦ មា្រតា ៣៧ មា្រតា ៣៩ មា្រតា ៤០ មា្រតា ៤២ 
មា្រតា ៤៣ មា្រតា ៤៤ មា្រតា ៤៥ មា្រតា ៤៦ និងមា្រតា ៤៧ ៃនច8_ប់ស្តីពី ការបេង្កើតឱ8jមានអង្គ

ជំនុំជ្រមះវAសាមopក្ន@ងតុលាការកម្ព@ជា េដើម8§ីកាត់េសចក្តីឧ្រកដឹ្ឋែដល្រប្រពឹត្តេឡើងក្ន@ងរយៈ
កាលៃនកម្ព@ជា្របជាធិបេតយ8j, េលខ នស/រកម/១០០៤/០០៦, ២៧ តលុា ២០០៤［民主カンボ

ジアの時期に行った重罪を裁断するためのカンボジア裁判所における特別法廷の設置に関す

る法律2条、3条、9条、10条、14条、17条、18条、20条、21条、22条、23条、24条、27

条、29条、31条、33条、34条、35条、36条、37条、39条、40条、42条、43条、44条、

45条、46条および47条の改正に関する法律NS/RKM/1004/006号（2004年10月27日）］ 

ច8_ប់ស្តីពជីលផល, េលខនស/រកម/០៥០៦/០១១, ២១ ឧសភា ២០០៦［水産に関する法律

NS/RKM/0506/011号(2006年5月21日)］ 

ច8_ប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ព@ជា, េលខនស/រកម/០៦០៧/១៣, ២៤ មថិុនា ២០០៧［カンボジア標準に関す

る法律NS/0607/13号（2007年6月24日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការ្រគប់្រគងធនធានទកឹេនៅក្ន@ង្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, េលខនស/រកម/០៦០៧/០១៦, 
២៩ មិថនុា ២០០៧［カンボジア王国における水資源管理に関する法律 NS/RKM/0607/016 号

(2007年6月29日)］ 

ច8_ប់ស្តីពគីយ, េលខនស/រកម/០៧០៧/០១៧, ២០ កក្កដា ២០០៧ ［関税に関する法律

NS/RKM/0707/017号(2007年7月20日)］ 

ច8_ប់ស្តីពីការអប់រ�, េលខ នស/រកម/១២០៧/០៣២, ៨ ធ្ន� ២០០៧［ 教 育に 関 す る 法律

NS/RKM/1207/032号（2007年12月8日）］ 

ច8_ប់ស្តីពតីំបនក់ារពារធម្មជាត,ិ េលខនស/រកម/០២០៨/០០៧, ១៥ កុម្ភៈ ២០០៨［自然保護地域に

関する法律NS/RKM/0208/007号（2008年2月15日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការ្រគប់្រគងពូជដណំំានិងសិទ្ធិអ្នកបងាÁ8តព់ូជដំណំា, េលខនស/រកម/០៥០៨/០១៥, ១៣ 
ឧសភា ២០០៨［種苗管理および育成者の権利に関する法律NS/RKM/0508/015号（2008年5月

13日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការ្រគប់្រគងរដ្ឋបាលរាជធាន ីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ�, េលខនស/រកម/០៥០៨/០១៧, ២៤ 
ឧសភា ២០០៨［首都州市郡区行政管理に関する法律NS/RKM/0508/017号（2008年5月24日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការេបាះេឆាJ8តេ្រជើសេរ�ស្រកុម្របឹក8\រាជធានី ្រកុម្របឹក8\េខត្ត ្រកុម្របឹក8\្រកុង ្រកមុ្របឹក8\
្រសុក្រកុម្របកឹ8\ខណ�, េលខនស/រកម/០៥០៨/០១៨, ២៤ ឧសភា ២០០៨［首都評議会州評議

会市評議会郡評議会区評議会選出選挙に関する法律NS/RKM/0508/018号（2008年5月24日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីេទសចរណ,៍ េលខនស/រកម/០៦០៩/០០៧, ១០ មិថុនា ២០០៩［観光に関する法律
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NS/0609/007号(2009年6月10日)］ 

ច8_ប់ស្តីពអីស8\មិករណ,៍ េលខនស/រកម/០២១០/០០៣, ២៦ កមុ្ភៈ ២០១០［土地収用に関する法律

NS/RKM/0210/003号(2010年2月26日)］ 

ច8_ប់ស្តីពីការអនុវត្ត្រកមរដ្ឋប8§េវណី, េលខ នស/រកម/០៥១១/០០៧, ៣១ ឧសភា ២០១១［民法〔典〕

の適用に関する法律NS/RKM/0511/007号（2011年5月31日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ, េលខនស/រកម/០១១២/០០៤, ១៤ មករា ២០១២ ［公共調達に関す

る法律NS/RKM/0112/004号(2012年1月14日)］ 

ច8_ប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកម្ម, េលខនស/រកម/០៦១៣/០០៨, ៩ មិថុនា ២០១៣［農業共同体に関す

る法律NS/RKM/0613/008号（2013年6月9日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីមា³8កសមា¡8ល់ភមូិសា�ស្តទនំិញ, េលខនស/រកម/០១១៤/០០៦, ២០ មករា ២០១៤［商品地

理的表示商標に関する法律NS/RKM/0114/006号（2014年1月20日）］ 

ច8_ប់ស្តីពផី្ល�វថ្នល់, េលខនស/រកម/០៥១៤/០០៨, ៤ ឧសភា ២០១៤［道路に 関 す る 法律

NS/RKM/0514/008号（2014年5月4日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការេរៀបចអំង្គការតលុាការ, េលខ នស/រកម/០៧១៤/០១៥, ១៦ កក្កដា ២០១៤［裁判所組

織に関する法律NS/RKM/0714/015号（2014年7月16日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃនឧត្តម្រកុម្របកឹ8\ៃនអង្គេចៅ្រកម, េលខ នស/រកម/០៧១៤/
០១៧, ១៦ កក្កដា ២០១៤［司法官職高等評議会の組織および運営に関する法律

NS/RKM/0714/017号（2014年7月16日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការធានារាm8ប់រង, េលខនស/រកម/០៨១៤/០២១, ៤ សីហា ២០១៤［保険に関する法律

NS/RKM/0814/021号（2014年8月4日）］ 

ច8_ប់ស្តីពចីរាចរណ៍ផ្ល�វេគាក, េលខនស/រកម/០១១៥/០០១, ៩ មករា ២០១៥［陸路交通に関する法

律NS/RKM/0115/001号(2015年1月9日)］ 

ច8_ប់ស្តីពីការ្រតÊតពិនតិ8jផលិតផលថាJ8ំជក់, េលខនស/រកម/០៥១៥/០០៤, ១៨ ឧសភា ២០១៥［タバ

コ製品監督に関する法律NS/RKM/0515/004号（2015年5月18日）］ 

ច8_ប់ស្តីពទីូរគមនាគមន៍, េលខនស/១២១៥/០១៧, ១៧ ធ្ន� ២០១៥［電信に関する法律NS/1215/017

号(2015年12月17日)］ 

ច8_ប់ស្តីពីសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ, េលខនស/រកម/០១១៦/០០៣, ២៨ មករា ២០១៦［家畜

の健康および生産に関する法律NS/RKM/0116/003号（2016年1月28日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីសហជីព, េលខនស/រកម/០៥១៦/០០៧, ១៧ ឧសភា ២០១៦［労働組合に関する法律

NS/RKM/0516/007号(2016年5月17日)］ 
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ច8_ប់ស្តីពីវAេសាធនកម្មមា្រតា៣ មា្រតា៦ មា្រតា៧ មា្រតា៨ មា្រតា៩ មា្រតា១១ មា្រតា១២ ចំណង
េជើងជំពកូទី៤ មា្រតា១៦ មា្រតា១៩ មា្រតា២៦ មា្រតា៥០ មា្រតា៥១ មា្រតា៥២ មា្រតា៥៣ 

មា្រតា៥៤ មា្រតា៥៥ មា្រតា៥៦ មា្រតា៥៧ មា្រតា៥៨ មា្រតា៥៩ មា្រតា៦៥ មា្រតា៦៦ មា្រតា
៦៧ នងិមា្រតា៦៨ៃនច8_ប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ព@ជាែដល្រត¾វ្របកាសឱ8jេ្របើេដាយ្រពះរាជ្រកតឹ8j
េលខ នស/រកម/០៦០៧/១៣ ចះុៃថ្ងទី២៤ ែខមថិុនា ឆាJ8២ំ០០៧, េលខនស/រកម/០៦១៨/០១១, 
២៦ មិថុនា ២០១៨［2007年6月24日付王令NS/0607/13号に公布されるカンボジア標準に関

する法律 3条、6条、7条、8条、9条、11条、12条、第4章のタイトル、16条、19条、26

条、50条、51条、52条、53条、54条、55条、56条、57条、58条、59条、65条、66条、

67条および68条改正に関する法律NS/RKM/0618/011号(2018年6月26日)］ 

ច8_ប់ស្តីពីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃនគណៈរដ្ឋម�ន្ត,ី េលខ នស/រកម/០៦១៨/០១២, ២៨ មិថុនា 
២០១៨［大臣会議の組織および運営に関する法律 NS/RKM/0618/012号（2018年 6月 28日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការ្រគប់្រគងេ្របងកាតនងិផលិតផលេ្របងកាត, េលខនស/រកម/០៧១៩/០០៦, ១២ ក
ក្កដា ២០១៩［石油および石油産物管理に関する法律NS/RKM/0719/006号(2019年7月12日)］ 

ច8_ប់ស្តីពកីិច្ចការពារអ្នកេ្របើ្របាស់, េលខនស/រកម/១១១៩/០១៦, ២ វAច្ឆកា ២០១៩［消費者保護に

関する法律NS/RKM/1119/016号(2019年11月2日)］ 

ច8_ប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាម្របពន័្ធេអឡិច្រត¾នកិ, េលខនស/រកម/១១១៩/០១៧, ២ វAច្ឆិកា ២០១៩［エ

レクトロニクシステムによる商業に関する法律NS/RKM/1119/017号(2019年11月2日)］ 

ច8_ប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម, េលខនស/រកម/១១១៩/០១៨, ២ វAច្ឆិកា ២០១៩［社会保障制度に関

する法律NS/RKM/1119/018号（2019年11月2日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីសំណង,់ េលខនស/រកម/១១១៩/០១៩, ២ វAច្ឆិកា ២០១៩［建設に 関 す る 法律

NS/RKM/1119/019号(2019年11月2日)］ 

ច8_ប់ស្តីពីការបេង្កើត្រកសួងឧស8\ហកម្ម វAទ8�សា�ស្ត បេច្ចកវAទ8� នងិនវានវត្តន,៍ េលខ នស/រកម/
០៣២០/០០៩, ២៦ មីនា ២០២០［工業、科学、技術および革新省の設置に関する法律

NS/RKM/0320/009号（2020年3月26日）］ 

ច8_ប់ស្តីពីការ្របកួត្របែជង, េលខនស/រកម/១០២១/០១៣, ៥ តលុា ២០២១［競争に関する法律

NS/RKM/1021/013号（2021年10月5日）］ 

ច8_បធ់ម្មនុopស្តីពីវAេសាធនកម្មមា្រតា១៩ថ្ម(ីមួយ) មា្រតា៨៩ មា្រតា៩៨ថ្ម ីមា្រតា១០២ថ្ម ីមា្រតា១១៩
ថ្ម(ីមួយ) និងមា្រតា១២៥ថ្ម ីៃនរដ្ឋធម្មនុopៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា និងមា្រតា៣ ថ្ម ីនិងមា្រតា
៤ ថ្ម ី ៃនច8_ប់ធម្មនុopបែន្ថមសំេដៅធានានូវដំេណើរការជា្រប្រកតីៃនសា|8ប័នជាត,ិ េលខនស/
រកម/០៨២២/០០៧, ៦ សីហា ២០២២［カンボジア王国の憲法の新19条（一）、新98条、新
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102条、新119条（一）および新125条ならびに国民制度の正常運営を確保するための追加憲

法的法律の新3条および新 4条の改正に関する憲法的法律NS/RKM/0822/007号（2022年8月

6日）］ 

បទបopត្តិស្តីពី្របពន័្ធតលុាការ ច8_ប់្រពហ្មទណ� នងិនតីិវAធី្រពហ្មទណ�សំរាបអ់នុវត្តេនៅ្របេទសកម្ព@
ជាក្ន@ងសម័យអន្តរកាល, ១០ កtu8 ១៩៩២［過渡期におけるカンボジアに適用される裁判制度

ならびに刑法および刑事訴訟に関する規定（1992年9月10日）］ 

បទបt©8ៃផ្ទក្ន@ងៃនរដ្ឋសភាៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, (អនមុ័ត២៧ តលុា ១៩៩៣, វAេសាធនកម្មចុង
េ្រកាយ៣១ មករា ២០១៧)［カンボジア王国の国民議会の内部規則（1993年10月27日可決、

2017年1月31日最新改正）］ 

បទបt©8ៃផ្ទក្ន@ង្រពឹទ្ធសភាៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, ១៨ កក្កដា ២០១២ ［カンボジア王国の元老院

内部規則（2012年7月18日）］ 

្រពះរាជ្រកឹត8jស្តីពីការរ�លាយរដ្ឋសភានឹង្រកមុ្របឹក8\្រពះរាជអាណាច្រក, េលខ១៥នស, ១៣ មករា 
១៩៥៣［国民議会および王国評議会の解散に関する勅令15NS号（1953年1月13日）］ 

្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ ២៦៤ ន.ស., ២១ េមសា ១៩៥៨［勅令264 N.S.号（1958年4月21日）］ 

្រកិត8jេលខ ២១៨-ក-ប-រ-ន-, ១ មិថុនា ១៩៦០［クレット（摂政評議会令）218-CDR号（1960年6月

1日）］ 

្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/០២០៦/០៩៧, ២៦ កុម្ភៈ ២០០៦［勅令NS/RTK/0206/097号（2006年

2月26日）］ 

្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/១០០៧/៥០៦, ១២ តលុា ២០០៧［勅令NS/RKT/1007/506号（2007年

10月12日）］ 

្រពះ្រកឹត8jស្តីពីវAេសាធនកម្មមា្រតា១ ៃន្រពះរាជ្រកតឹ8jេលខ នស/រកត/០២០៦/០៩៧ ចុះៃថ្ងទី២៦ ែខ
កុម្ភៈ ឆាJ8ំ២០០៦ ស្តីពីការបេង្កើតអាជា¥8ធរជាតិេដាះ្រសាយទំនាស់ដីធ្លី, េលខ នស/រកត/១០០៨/
១១០៦, ០៩ តុលា ២០០៨［2006 年 2 月 26 日付土地対立解決国家官庁の設置に関する勅令

NS/RKT/0206/0971条の改正に関する勅令NS/RKT/1008/1106号（2008年10月9日）］ 

្រពះរាជ្រកឹត8jស្តីពីវAេសាធនកម្មមា្រតា១ ៃន្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/១០០៨/១១០៦ ចះុៃថ្ងតី០៩ 
ែខតុលា ឆាJ8ំ២០០៨ ស្តីពីវAេសាធនកម្មមា្រតា១ ៃន្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/០២០៦/០៩៧ 

ចុះៃថ្ងទី២៦ ែខកមុ្ភៈ ឆាJ8ំ២០០៦ ស្តពីីការបេង្កើតអាជា¥8ធរជាតិេដាះ្រសាយទំនាស់ដធី្លី, េលខ 
នស/រកត/១០១១/៩៤១, ២៨ តុលា ២០១១［2006年2月26日付土地対立解決国家官庁の設

置に関する勅令 NS/RKT/0206/097 号 1 条の改正に関する 2008 年 10 月 9 日付勅令

NS/RKT/1008/1106号1条の改正に関する勅令NS/RKT/1011/941号(2011年10月28日)］ 



 35 

្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/០៦១៥/៦៣៤, ១៤ មិថុនា ២០១៥［勅令NS/RKT/0615/634号（2015年

6月14日）］ 

្រពះរាជ្រកឹត8jស្តីពីលក្ខន្តិកៈគតិយុត្តៃន្រគះឹសា|8នសាធារណៈរដ្ឋបាល, េលខ នស/រកត/០៨១៥/
៨៧២, ៨ សីហា ២០១៥［行政的公施設法人の地位に関する勅令NS/RKT/0815/872号（2015年

8月8日）］ 

្រពះរាជ្រកឹត8jស្តីពី្រកបខណ�េគារមងារៃនរាជបណ�ិត8jសភាកម្ព@ជា, េលខនស/រកត/០១១៨/០៩៧, 
២៩ មករា ២០១៨［カンボジア王立研究所の称号枠組みに関する勅令 NS/RKM/0118/097 号

（2018年1月29日）］ 

្រពះរាជ្រកឹត8jស្តីពីវAេសាធនកម្មមា្រតា១ ៃន្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/១០១១/៩៤១ ចះុៃថ្ងទ២ី៨ 
ែខតុលា ឆាJ8ំ២០១១ ស្តពីីវAេសាធនកម្មមា្រតា១ ៃន្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/១០០៨/១១០៦ 
ចុះៃថ្ងត០ី៩ ែខតលុា ឆាJ8ំ២០០៨ ស្តីពីវAេសាធនកម្មមា្រតា១ ៃន្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/
០២០៦/០៩៧ ចះុៃថ្ងទ២ី៦ ែខកុម្ភៈ ឆាJ8ំ២០០៦ ស្តីពីការបេង្កើតអាជា¥8ធរជាតិេដាះ្រសាយទំនាស់
ដីធ្លី និងមា្រតា៦ ៃន្រពះរាជ្រកឹត8jេលខ នស/រកត/០២០៦/០៩៧ ចះុៃថ្ងទី២៦ ែខកុម្ភៈ ឆាJ8ំ២០០៦ 
ស្តីពីការបេង្កើតអាជា¥8ធរជាតិេដាះ្រសាយទំនាស់ដធី្លី, េលខ នស/រកត/១១១៨/១២៣៥, ១២ វAច្ឆិ

កា ២០១៨［2006年2月26日付土地対立解決国家官庁の設置に関する勅令NS/RKT/0206/097

号1条の改正に関する2008年10月9日付勅令NS/RKT/1008/1106号1条の改正に関する2011

年 10月 28日付勅令NS/RKT/1011/941号1条および2006年 2月 26日付土地対立解決国家官

庁の設置に関する勅令NS/RKT/0206/097号6条の改正に関する勅令NS/RKT/1118/1235号（2018

年11月12日）］ 

្រកឹត8jច8_ប់ស្តីពកីារកំណត់អង្គការចាត់តំាងតុលាការ្របជាជនបដិវត្ត្រគប់េខត្ត-្រកុង, េលខ០១ ្រក.ច, 
១៥ ឧសភា ១៩៨០［全州-市革命人民裁判所設置組織の設定に関するデクレ法 01Kr.Ch 号

（1980年5月15日）］ 

្រកឹត8jច8_ប់ស្តីពកីារផ្តនា¤8េទាសក8§ត់បដិវត្តន៍នងិបណាÔ8េទាស្រប្រពឹត្តបទេល្មើសេផ8�ងៗេទៀត, េលខ
០២ ្រក.ច, ១៥ ឧសភា ១៩៨០［反革命罪および他の罪の処罰に関するデクレ法 02Kr.Ch 号

（1980年5月15日）］ 

្រកឹតច8_ប់ស្តីពីសមត្ថកិច្ច និង នីតិវAធីៃន ការេធ្វើច8_ប់ និងបទបt©8, េលខ០៧ ្រក.ច, ១៣ កក្កដា 

១៩៨២［法律および命令の組織および手続に関するデクレ法07Kr.Ch号（1982年7月13日）］ 

្រកឹត8jច8_ប់ស្តីពពីន្ធេលើទនំិញនំាចូល, េលខ១៥ ្រក.ច, ២៧ វAច្ឆិកា ១៩៨២［輸入商品税に関するデク

レ法15Kr.Ch号（1982年11月27日）］ 

្រកឹត8jច8_ប់ស្តីពពីន្ធបា³8តង,់ េលខ២២ ្រក.ច, ១៤ មថិុនា ១៩៨៥［特許税に関するデクレ法22Kr.Ch号
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（1985年6月14日）］ 

្រកឹត8jច8_ប់ស្តីពពីន្ធអាជីវកម្ម, េលខ២៣ ្រក.ច, ១៤ មិថនុា ១៩៨៥［事業税に関するデクレ法23Kr.Ch

号（1985年6月14日）］ 

្រកឹត8jច8_ប់ស្តីពពីន្ធេលើទនំិញក្ន@ង្របេទស, េលខ២៤ ្រក.ច , ១៤ មថិុនា ១៩៨៥［国内商品税に関す

るデクレ法24Kr.Ch号（1985年6月14日）］ 

្រកឹត8jច8_ប់ស្តីពកីារបេង្កើតទីស្តីការរដ្ឋម�ន្តី្រកសួង្រតÊតពនិិត8j, េលខ៣១ ្រក.ច, ១៥ មករា ១៩៨៧［監

督大臣官房局設置に関するデクレ法31Kr.Ch号（1987年1月15日）］ 

្រកឹត8jច8_ប់ស្តីពកីារ្រគប់្រគងវAស័យជលផល, េលខ៣៣ ្រក.ច, ៩ មីនា ១៩៨៧［水産資源分野の管理

に関するデクレ法33Kr.Ch号（1987年3月9日）］ 

្រកឹត8jច8_ប់ស្តីពកីារចាត់តំាង និងសកម្មភាពរបស់តលុាការ្របជាជនកំពលូ នងិមហាអយ8jការអម
តុលាការ្របជាជនកពំូល, េលខ៣៤ ្រក.ច, ២៦ សីហា ១៩៨៧［最高人民裁判所および最高人

民裁判所付属検察総庁の設置および活動に関するデクレ法34Kr.Ch号（1987年8月26日）］ 

្រកឹត8jច8_ប់ស្តីពកីិច្ចសន8� និងការទទួលខុស្រត¾វេ្រកៅកិច្ចសន8�, េលខ៣៨ ្រក.ច, ២៨ តលុា ១៩៨៨

［契約および契約外責任に関するデクレ法38Kr.Ch号（1988年10月28日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការចាត់តំាងបណាÔ8ញ្រតÊតពិនិត8jតាម្រកសួង េខត្ត ្រកងុជុំវAញមជ8Óឹម, េលខ៧៣អន្រក, 
១៣ កtu8 ១៩៨៣［中央周辺の省ならびに州および市における監督ネットワークの組織に関

する政令73ANK号（1983年9月13日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការ្រតÊតពិនិត8jភូតគាមអនាមយ័េលើផលិតផលរុក្ខជាតិនំាេចញ និងនំាចូល, េលខ៩៨ 
អន្រក, ៨ តលុា ១៩៨៣［輸出および輸入植物商品の植物衛生監督に関する政令98ANK号（1983

年10月8日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពចីរាចរផ្ល�វេគាក, េលខ០៩ អន្រក, ២១ មិថនុា ១៩៨៤［道路交通に関する政令09ANK号

（1984年6月21日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីនាវាចរផ្ល�វទេន្ល, េលខ០៦ អន្រក, ១៨ មនីា ១៩៨៦［河川路航行に関する政令06ANK号

（1986年3月18日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការ្រគប់្រគង្រតÊតពិនិត8jសំភារៈភាពយន្ត និងែខ8�ភាពយន្ត សំភារៈវAេដអូនងិែខ8�វ�េដអូ, 
២១ េមសា ១៩៨៦［映画道具および映画のフィルム、ビデオ道具およびビデオのフィルムの

管理、監督に関する政令（1986年4月21日） 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការបេង្កើតគណៈកមាg8ធិការ្រតÊតពិនិត8j ្រគប់ថាJ8ក់, េលខ ១៥ អន្រក, ៣០ ឧសភា ១៩៨៧

［全級監督委員会の設置に関する政令15 ANK号（1987年5月30日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការចាត់តំាងគណៈកមាg8ធិការ្រតÊតពិនិត8jរបស់្របជាជនេនៅមូលដា78ន, េលខ១៦ អន្រក., 
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៣០ ឧសភា ១៩៨៧ ［基層における人民の監督委員会の組織に関する政令16 ANK.号（1987

年5月30日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការបេង្កើតគណៈកមាg8ធិការសំរុះសំរួលទនំាស់ពាក់ព័ន្ធនងិកចិ្ចការមុខងារសាធារណៈ, 
េលខ៤២ អន្រក.បក, ១៧ ឧសភា ១៩៩៥［公職事務関連対立調停委員会の設置に関する政令

42ANK.BK号（1995年5月17日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបចំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងធម្មការនិងសាសនា, េលខ១៣/អន្រក/បក, 
១៩ កុម្ភៈ ១៩៩៨［祭典および宗教省の組織および運営に関する政令13/ANK/BK号（1998年2

月19日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេធ្វើវAមជ8Óការអណំាច តួនាទ ីនងិ ភារកចិ្ចេទៅឱ8j្រកុម្របឹក8\ឃំុ សងាÁ8ត,់ េលខ២២ អន
្រក.បក, ២៥ មីនា ២០០២［町村の評議会への権限、役割および責務の地方分権に関する政令

22ANK.BK号（2002年3月25日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពតឹ្តេទៅៃនគណៈកម្មការសុរAេយាដី, េលខ៤៧អន្រក.បក, ៣១ 
ឧសភា ២០០២［地籍委員会の組織および運営に関する政令47ANK.BK号（2002年5月31日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបចំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃនគណៈកមាg8ធិការេដាះ្រសាយវAវាទសារេពើពន្ធ, េលខ

០៣ អន្រក.បក, ៦ មករា ២០១៦［租税紛争解決委員会の組織および運営に関する政令

03ANK.BK号（2016年1月6日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការអនុវត្តច8_ប់ស្តីពីមា³8ក ពាណជិ្ជនាម នងិអំេពើៃនការ្របកតួ្របែជងមិនេសាg8ះ្រតង់, 
េលខ៦៤ អន្រក.បក, ១២ កក្កដា ២០០៦［商標および不誠実競争行為に関する法律の執行に関

する政令64ANK.BK号（2006年7月12日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការបេង្កើតេថរសភាៃន្រពះពុទ្ធសាសនាេនៅ្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, េលខ៥៧៦អន
្រក/បក, ២៤ សីហា ២០០៦［カンボジア王国における仏教の長老僧会の設置に関する政令

576ANK/BK号（2006年8月24日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការែកសំរួលអនុ្រកឹត8jេលខ៤២ អន្រក.បក ចុះៃថ្ងទី១៧ ែខឧសភា ឆាJ8ំ១៩៩៥ ស្តពីីការ
បេង្កើតគណៈកមាg8ធិការសំរុះសំរួលទំនាស់ពាក់ព័ន្ធនិងកចិ្ចការមុខងារសាធារណៈ, េលខ១៥២ 
អន្រក. បក, ២២ ធ្ន� ២០០៦［公職事務関連対立調停委員会の設置に関する1995年5月17日付

政令42ANK.BK号の修正に関する政令152ANK.BK号（2006年12月22日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការបេង្កើតេថរសភារាជធាន ី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ�ៃន្រពះពទុ្ធសាសនាេថរវាទេនៅ្រពះ
រាជាណាច្រកកម្ព@ជា, េលខ៣៤អន្រក/បក, ៦ កុម្ភៈ ២០០៩［カンボジア王国における仏教の州・

首都、市郡区長老僧会の設置に関する政令34ANK/BK号（2009年2月6日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីតនួាទី ភារកចិ្ច នងិទំនាកទ់ំនងការងាររបស់្រកុម្របឹក8\ គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំេពញ 
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និង្រកុម្របឹក8\ គណៈអភិបាលខណ�ៃនរាជធានីភ្នំេពញ, េលខ២១៥.អន្រក.បក, ១៤ ធ្ន� ២០០៩

［プノンペン首都評議会、理事会およびプノンペン首都の区評議会、理事会の役割、責務お

よび事務関係に関する政令215.ANK.BK号（2009年12月14日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីតនួាទី ភារកិច្ច និងទំនាក់ទនំងការងាររបស់្រកុម្របឹក8\ គណៈអភបិាលេខត្ត ្រកុម
្របឹក8\ គណៈអភិបាល្រកុង និង្រកមុ្របឹក8\ គណៈអភបិាល្រសុក, េលខ២១៦.អន្រក.បក, ១៤ 
ធ្ន� ២០០៩［州評議会、理事会、市評議会、理事会および郡評議会、理事会の役割、責務およ

び事務関係に関する政令216.ANK.BK号（2009年12月14日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងសង្គមកិច្ច និងយុវនតីិសម8§ទា, េលខ ៥៤.
អន្រក.បក, ២៤ មីនា ២០១១［社会事務退役軍人青年更生省の組織および運営に関する政令

54.ANK.BK号（2011年3月24日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបចំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងធម្មការនិងសាសនា, េលខ១៥៤/អន្រក/បក, 
១១ កក្កដា ២០១១［祭典および宗教省の組織および運営に関する政令154/ANK/BK号（2011年

7月11日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរopវត្ថ@, េលខ ៤៨៨ អន្រក.បក, 

១៦ តុលា ២០១៣［経済および財務省の組織および運営に関する政令488ANK.BK号（2013年

10月16日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបចំ នងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន,៍ េលខ ៣៩.អន
្រក.បក, ២៨ មករា ២០១៤［郵便および電信省の組織および運営に関する政令 39.ANK.BK 号

（2014年1月28日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបចំ នងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងមខុងារសាធារណៈ, េលខ ៦២.អន្រក.បក, ១៣ 
កុម្ភៈ ២០១៤, មា្រតា ៩［公職省の組織および運営に関する政令62.ANK.BK号（2014年2月13

日）9条］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបច ំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម, េលខ ១៣១.អន្រក.បក, ១៩ មីនា 
២០១៤［商業省の組織および運営に関する政令131.ANK.BK号（2014年3月19日）26条］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពនីគរូបនយីកម្ម រាជធាន ី្រកុង នងិទី្របជុជំន, េលខ៤២ អន្រក.បក, ៣ េមសា ២០១៥［首

都市および都会都市化に関する政令42ANK.BK号（2015年4月3日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបច ំនិងការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌, េលខ ២៤០ អន្រក.បក, ២៩ សីហា 
២០១៤［司法省の組織および運営に関する政令240ANK.BK号（2014年8月29日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការបេង្កើតេថរសភាៃន្រពះពុទ្ធសាសនាៃនគណៈធម្មយុត្តកិនិកាយៃន្រពះរាជាណាច្រក
កម្ព@ជា, េលខ២៨០អន្រក/បក, ៣១ តុលា ២០១៤［カンボジア王国におけるトアマユット派の
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仏教長老僧会の設置に関する政令280ANK/BK号（2014年10月31日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបច ំ និងការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងការងារ នងិបណkÖះបណាÔ8លវAជា©8ជីវៈ, េលខ 

២៨៣ អន្រក.បក, ១៤ វAច្ឆិកា ២០១៤［労働および職業訓練省の組織および運営に関する政令

283ANK.BK号（2014年11月14日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីនតីិវAធីស្រមាប់ការេរៀបចំ ការែកែ្រប នងិការលុបេចាលដីការបស់្រកមុ្របឹក8\រាជធាន ី
្រកុម្របឹក8\េខត្ត ្រកុម្របកឹ8\្រកងុ ្រកុម្របកឹ8\្រសុក និង្រកុម្របកឹ8\ខណ�, េលខ ២៨៦.អន្រក.បក
, ១៨ វAច្ឆិកា ២០១៤［首都評議会、州評議会、市評議会、郡評議会および区評議会の条例の整

備、修正および取消しのための手続に関する政令286.ANK.BK号（2014年11月18日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបច ំនិងការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់្រកសួងទំនាកទ់ំនងជាមួយរដ្ឋសភា-្រពឹទ្ធសភា និង
អធិការកិច្ច, េលខ ០៣ អន្រក.បក, ១២ មករា ២០១៥［国民議会−元老院との関係および査察省

の組織および運営に関する政令03ANK.BK号（2015年1月12日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពនីគរូបនយីកម្ម រាជធាន ី្រកុង នងិទី្របជុជំន, េលខ៤២ អន្រក.បក, ៣ េមសា ២០១៥［首

都市および都会都市化に関する政令42ANK.BK号（2015年4月3日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបចំ នងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងមហាៃផ្ទ, េលខ ១០៩ អន្រក.បក, ១៩ សីហា 

២០១៥［内務省の組織および運営に関する政令109ANK.BK号（2015年8月19日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបចំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅៃនគណៈកមាg8ធិការេដាះ្រសាយវAវាទសារេពើពន្ធ, េលខ
០៣ អន្រក.បក, ៦ មករា ២០១៦［租税紛争解決委員会の組織および運営に関する政令

03ANK.BK号（2016年1月6日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការបេង្កើតអគា¡8ធិការដា78ន ចណំÍះ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម នងិសំណង់, 
េលខ ៧៣ អន្រក.បក, ៥ ឧសភា ២០១៦［国土省に属する査察総所の設置に関する政令

73ANK.BK号（2016年5月5日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបច ំនិងការ្រប្រពឹត8jេទៅរបស់្រកសួងបរAសា|8ន, េលខ ១៣៥ អន្រក.បក, ៥ កក្កដា 
២០១៦［環境省の組織および運営に関する政令135 ANK.BK号（2016年7月5日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបចំ នងិការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងសាធារណការ នងិដកឹជo្ជ�ន, េលខ ២១៦.
អន្រក.បក, ២៣ តលុា ២០១៦［公共事業および運輸省の組織および運営に関する政令

216.ANK.BK号（2016年10月23日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបច ំនិងការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងេទសចរណ,៍ េលខ ៣៥៨ អន្រក.បក, ១៦ ធ្ន� 
២០១៦［観光省の組織および運営に関する政令358 ANK.BK号（2016年12月16日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបច ំ នងិការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងការបរេទស និងសហ្របតបិត្តិការអន្តរជាតិ, 
េលខ ២៧៤ អន្រក.បក, ២៨ ធ្ន� ២០១៦［外務および国際協力省の組織および運営に関する政
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令274 ANK.BK号（2016年12月28日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការបេង្កើតការAយាល័យ្របជាពលរដ្ឋេនៅរដ្ឋបាលថាJ8ក់េ្រកាមជាត,ិ េលខ១៩ អន្រក.បក, 

៨ កុម្ភៈ ២០១៧［地方行政における市民課の設置に関する政令 19ANK.BK 号（2017年 2月 8

日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីមខុងារ នងិរចនាសម្ពន័្ធរដ្ឋបាល្រកងុ, េលខ១៨២ អន្រក.បក, ២ ធ្ន� ២០១៩［市行政機能

および構造に関する政令182ANK.BK号（2019年12月2日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីមខុងារ នងិរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខណ�ៃនរាជធានីភ្នំេពញ, េលខ១៨៣ អន្រក.បក, ២ ធ្ន� 
២០១៩［プノンペン首都の区行政機能および構造に関する政令 183ANK.BK号（2019年 12月

2日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីមខុងារ នងិរចនាសម្ពន័្ធរដ្ឋបាល្រសុក, េលខ១៨៤ អន្រក.បក, ២ ធ្ន� ២០១៩［郡行政機能

および構造に関する政令184ANK.BK号（2019年12月2日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តពីីការែកស្រមÊលចំណÍចទ១ី មា្រតា២ ៃនអន្ុរកឹត8jេលខ ១៥ អន្រក ចះុៃថ្ងទ០ី៥ ែខេមសា 
ឆាJ8ំ១៩៩៤, េលខ ៤៣ អន្រក. បក, ២០ មីនា ២០២០［1994年4月5日付政令15ANK号2条第1

号の修正に関する政令43ANK.BK号（2020年3月20日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបចំនងិការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្រកសួងឧស8\ហកម្ម វAទ8�សា�ស្ត បេច្ចកវAទ8� នងិនវា
នុវត្តន៍, េលខ ៤៨ អន្រក.បក, ៦ េមសា ២០២០［工業、科学、技術および革新省の組織および

運営に関する政令48 ANK.BK号（2020年4月6日）］ 

អនុ្រកឹត8jស្តីពីការេរៀបច ំ និងការ្រប្រពឹត្តេទៅៃន្រកសួងយុត្តិធម,៌ េលខ១៣០ អន្រក.បក, ១ កក្ដដា 
២០២២［司法省の組織および運営に関する政令130ANK.BK号（2022年7月1日）］ 

េសចក្តីសំេរចចិត្តរបស់្រកមុ្របឹក8\្របជាជនបដិវត្តន៍កម្ព@ជាស្តីពីការែតងតំាង កមាg8ភិបាល, េលខ៣៥, 
២៤ តលុា ១៩៧៩［幹部任命に関する決定35号（カンボジア革命人民評議会、1979年10月

24日）］ 

េសចក្តីកណំត់របស់ទីស្តកីារ្របធាន្រកុម្របកឹ8\្របជាជនបដិវត្តន៍កម្ព@ជា, េលខ៣១, ១៨ វAច្ឆិកា ១៩៧៩

［規定31号（カンボジア革命人民評議会議長官房局、1979年11月18日）］ 

លក្ខន្តិកៈស្តីពកីារចាត់តំាង និងសកម្មភាពរបស់្រកសួង្រតÊតពិនតិ8jកិច្ចការរដ្ឋ (អនុ្រកឹត8jេលខ០២អន
្រក, ១៩ មីនា ១៩៨២)［国家事務監督省の設置および活動に関する規程（政令02ANK号（1982

年3月19日））］ 

េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកមុ្របឹក8\រដ្ឋម�ន្តីស្តីពីការបេង្កើតគណៈកម្មការ្រតÊតពិនិត8jការអនុវត្តេសចក្តី
សេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក8\រដ្ឋម�ន្ត,ី េលខ១២០ សសរ, ២៨ សីហា ១៩៩០［大臣評議会の決定執

行監督委員会設置に関する決定120SSR号（1990年8月28日）］ 
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េសចក្តីសេ្រមចរបស់រាជរដា78ភិបាលស្តពីីការបេង្កើតគណៈកម្មការេដាះ្រសាយតបាតភុាពបtÒ8ដធី្លី
េនៅតាមបណាÔ8េខត្ត-្រកុងទូទំាង្របេទស, េលខ៤៧សសរ, ១០ មិថុនា ១៩៩៩［全国の各州・市

における土地問題現象解決委員会の設置に関する決定47 SSR号（王国政府、1999年 6月 10

日）］ 

សារាចររបស់្រកុម្របឹក8\រដ្ឋម�ន្តសី្តពីីការេដាះ្រសាយសំណ�មពររបស់្របជាជន, េលខ ០២ ស.រ, ៣១ 
មករា ១៩៨៤［人民の要請解決に関する通達第02 S.R号（大臣評議会、1984年1月31日）］ 

សារាចរែណនំារបស់្រកមុ្របឹក8\រដ្ឋម�ន្តអីំពកីារអនុវត្តនច៍8_ប់ស្តីពីការពិនិត8j និងេដាះ្រសាយបណkងឹ
តវាm8 និងបណkងឹបរAហាររបស់ពលរដ្ឋ, េលខ០៣សរណន, ៣១ មករា ១៩៨៤［市民の抗議申立

ておよび批難申立ての審査ならびに解決に関する法律の執行に関する指導通達03SRNN号（大

臣評議会、1984年1月31日）］ 

សារាចរែណនំារបស់រាជរដា78ភិបាលស្តពីីការអនុវត្តេគាលការណ៍ែណនំាអពំីនីតិវAធនីិងវAធានៃនការ
តាក់ែតងេសចក្តី្រពាងច8_ប់នងិលិខិតបទដា78នគតិយុត្តេផ8�ងេទៀត, េលខ ០៣. សរ, ២៩ ឧសភា 
២០១៣［大臣会議提出法律案その他法規範文書の作成に関する手続および規範に関する指導

原則の執行に関する指導通達第03.SR号（王国政府、2013年5月29日）］ 

្របកាសរបស់្រកសួងកសិកម្ម រុកាË8្របមាញ់ នងិេនសាទស្តពីីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់
ការAយាល័យចណំÍះអគា¡8ធិការដា78ន, េលខ ០៦៣ ្របក.កសក.ប,ុ ៦ កុម្ភៈ ២០០៣［査察総所に属

する課の組織および運営に関する省令063 BK.MAFF.B号（農業省、2003年2月6日）］ 

្របកាសអន្តរ្រកសួងរបស់្រកសួងយុត្តធិម ៌នងិ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម្ម និងសំណងស់្តីពី
ការកំណត់ភារកិច្ចរបស់តលុាការ និងគណៈកម្មការសុរAេយាដីពាក់ពន័្ធនងឹេរឿងវAវាទដីធ្ល,ី េលខ 
០២ ្របករ.០៣, ២៦ វAច្ឆិកា ២០០៣［土地紛争事案にかかわる裁判所と地籍委員会の責務の定

めに関する共同省令02BKR.03号（司法省および国土省、2003年11月26日）］ 

្របកាសរបស់្រកសួងមហាៃផ្ទស្តពីីការបេង្កើតការAយាល័យចំណÍះទីចាតក់ារៃនសាលារាជធានភី្នំេពញ 
ការបេង្កើតការAយាល័យៃនសាលាខណ� និងការកំណតត់ួនាទី ភារកចិ្ច រេបៀបរបបការងារៃន
ការAយាល័យទំាងេនាះ, េលខ ៤២៧៣ ្របក, ៣០ ធ្ន� ២០០៩［プノンペン首都役所の本部に属す

る課の設置、区役所の課の設置およびこれらの課の役割、責務、事務体系の定めに関する省

令4273BK号（内務省、2009年12月30日）］ 

្របកាសរបស់្រកសួងមហាៃផ្ទស្តពីីការបេង្កើតការAយាល័យចំណÍះទីចាតក់ារៃនសាលាេខត្ត ការបេង្កើត
ការAយាល័យៃនសាលា្រកងុ ការបេង្កើតការAយាល័យៃនសាលា្រសុក និងការកណំតត់ួនាទ ីភារ
កិច្ច រេបៀបរបបការងារៃនការAយាល័យទំាងេនាះ, េលខ ៤២៧៤ ្របក, ៣០ ធ្ន� ២០០៩［州役所の

本部に属する課の設置、市役所の課の設置、郡役所の課の設置およびこれらの課の役割、責
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務、事務体系の定めに関する省令4274BK号（内務省、2009年12月30日）］ 

្របកាសរបស់្រកសួងការងារ នងិបណkÖះបណាÔ8លវAជា©8ជីវៈស្តីពីសមាសភាព និងការ្រប្រពតឹ្តេទៅរបស់គ

ណៈកម្មការេដាះ្រសាយវAវាទ ឬបណkឹង ៃនប.ស.ស, េលខ១៧៧ កប/្រប.ក, ១៨ សីហា ២០១០

［社会保障基金の紛争または申立て解決委員会の構成および運営に関する省令 177KB/B.K 号

（労働職業訓練省、2010年8月18日）］ 

្របកាសរបស់្រកសួងអប់រ�យុវជននិងកឡីាស្តីពនីីតិវAធីៃនការេស្នើ ឬការតវាm8 ការប្តឹង នងិដំេណាះ
្រសាយស្រមាប់អ្នកសិក8\ មាតាបិតា ឬ អ្នកអាណាព8�បាល នងិបុគ្គលិកអប់រ�, េលខ២២៨០ អ
យក.្របក, ៦ មថិុនា ២០១២, ្របការ ៥［学習者、父母または後見人および教育職員のための提

案または抗議〔申立て〕、申立ておよび解決の手続に関する省令 2280 MOEYS.BK号（教育省、

2012年6月6日）5条］ 

្របកាសរបស់្រកសួងឧស8\ហកម្ម និងសិប8§កម្មស្តពីកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់អគា¡8ធិ
ការដា78ន, េលខ ២២៧ MIH/2014, ២ េមសា ២០១៤［査察総所の組織および運営に関する省令

227 MIH/2014号（工業省、2014年4月2日）］ 

្របកាសរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និង ហិរopវត្ថ@ស្តពីីវAធាននិងនីតិវAធីៃនការេដាះ្រសាយបណkឹងតវាm8ពន្ធ

ដារេនៅអគ្គនាយកដា78នពន្ធដារ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ចនងិហិរopវត្ថ@, េលខ១៤៧០ សហវ.្របក, ៦ 
វAច្ឆិកា ២០១៥［経済財務省の租税総局における租税抗議申立て解決の規則および手続に関す

る省令1470MEF.BK号（経済財務省、2015年11月6日）］ 

្របកាសរបស់្រកសួងទនំាក់ទនំងជាមយួរដ្ឋសភា-្រពឹទ្ធសភា នងិអធិការកិច្ចស្តីពកីារេរៀបចំ នងិការ
្រប្រពឹត្តេទៅរបស់មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-្រពឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច រាជធានី េខត្ត, 
េលខ០៧៤/១៥ ទរពអ្របក, ១៨ វAច្ឆិកា ២០១៥［首都州国民議会−元老院との関係および査察地

方局の組織および運営に関する省令074/15MONASRIBK号（査察省、2015年11月18日）］ 

្របកាសរបស់្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡាស្តពីីការេរៀបចំ នងិការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់អគា¡8ធិការដា78ន 
និងអង្គភាពេ្រកាមឱវាទអគា¡8ធិការដា78ន, េលខ ០៥ អយក.្របក, ៦ មករា ២០១៦［査察総所およ

び査察総所に属する部局の組織および運営に関する省令 05 MOEYS.BK号（教育省、2016年 1

月6日）］ 

្របកាសរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកម្ម នងិសំណងស់្តីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត្តេទៅ

របស់ការAយាល័យចណំÍះនាយកដា78ន ៃនអគា¡8ធិការដា78ន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម 
និងសំណង់, េលខ ១៥០ ដនស.្របក/ប,ុ ៣១ ឧសភា ២០១៦［国土省査察総所の局に属する課

の組織および運営に関する省令150 MLMUPC.BK/B（国土省、2016年5月31日）］ 

្របកាសរបស់្រកសួងការងារ នងិបណkÖះបណាÔ8លវAជា©8ជីវៈស្តីពីនតីវិAធីៃនការេធ្វើឧបា្រស័យេលើចំណាត់
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ការរបស់ម�ន្តីែដលទទួលបាន្របតិភូកម្មមខុងារក្ន@ងការអនុវត្តច8_ប់ស្តីពីសហជីព, េលខ២៥១ 
ក.ប/្រប.ក, ២៧ មិថុនា ២០១៦ ［労働組合に関する法律の執行の機能を受権した官吏の処理に

対する争訟的申立ての手続に関する省令 251K.B/Pr.K 号（労働職業訓練省、2016 年 6 月 27

日）］ 

េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកសួងយុត្តិធមស៌្តីពីការបេង្កើត្រកមុការងារតាមដាន និង្របមលូពត៌មានពីេគ
ហទំព័រFacebookរបស់សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ្ឋម�ន្តីៃន្រពះរាជា
ណាច្រកកម្ព@ជា, េលខ ០៣ កយ.សសរ/១៦, ១០ កមុ្ភៈ ២០១៦［ソムダッチ・アケア・モハー・

セナー・パデイ・ダエチョー・フン・サエン、カンボジア王国の首相のFacebookのホームペ

ージから情報を追跡し、収集する作業部会の設置に関する決定 03 MOJ.SSR/16号（司法省、

2016年2月10日）］ 

េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកឡីាស្តពីីការបេង្កើត្រកមុការងារតាមដាន ្របមូលពត៌
មាន និងេឆ្លើយតបនឹងសំណ�មពរក្ន@ងបណាÔ8ញទំនាក់ទនំងសង្គមផ្ល�វការរបស់សេម្តចអគ្គមហា
េសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ្ឋម�ន្ត ីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព@ជា, េលខ ០៥ អយក.សសរ
, ១២ កមុ្ភៈ ២០១៦［ソムダッチ・アケア・モハー・セナー・パデイ・ダエチョー・フン・サエ

ン、カンボジア王国の首相の公式ソーシャルネットワークサイトにおける情報を追跡し、収

集し、要請に応答する作業部会の設置に関する決定05 MOEYS.SSR号（教育・青年およびスポ

ーツ省、2016年2月12日）］ 

េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនយីកម្ម នងិសំណង់ស្តីពីការបេង្កើត្រកុមការងារចះុ
េដាះ្រសាយទំនាស់ដីធ្លី, េលខ០៣៨ ដនស-សសរ, ៣ មិថុនា ២០១៦［土地対立解決派遣作業

部会設置に関する決定038MLMUPC-SSR号（国土省、2016年6月3日）］ 

េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកម្ម នងិសំណងស់្តីពីការែកស្រមÊលសមាស
ភាព្រកុមការងារតាមដាន្រសង់ពត៌មាន្របចំាៃថ្ងពីបណាÔ8ញទំនាក់ទនំងសង្គមផ្ល�វការរបស់ស
េម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជានាយករដ្ឋម�ន្ត,ី េលខ ០២៨ ដនស.សសរ, ៣ េមសា ២០១៧［ソ

ムダッチ・アケア・モハー・セナー・パデイ・ダエチョー首相の公式ソーシャルネットワーク

サイトから毎日情報を追跡し、抄録を作成する作業部会の構成員の再編成に関する決定 028 

MLMUPC.SSR号（国土省、2017年4月3日）］等を参照。 

េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកសួងមហាៃផ្ទស្តីពីការបេង្កើត្រកមុការងារតាមដានអំពីការេដាះ្រសាយចំេពាះ
មតិ េយាបល់ ឬសំណ�មពរ (comment) របស់មហាជនក្ន@ងេគហទំព័រេហ្វសប៊ុក (Facebook 
Page)របស់សេម្តច្រកឡាេហាម ស េខង ឧបនាយករដ្ឋម�ន្តី រដ្ឋម�ន្តី្រកសួងមហាៃផ្ទ, េលខ 
២៧២៤ សសរ, ១៥ មថិុនា ២០២០［ソムダッチ・クロラーハオム・ソー・ケン副首相兼内務
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大臣の Facebook ページにおける大衆の意見または要請（comment）に対する解決について追

跡する作業部会の設置に関する決定2724SSR号（内務省、2020年6月15日）］ 

េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកសួងមហាៃផ្ទស្តីពីការបេង្កើត្រកមុការងារតាមដានការេដាះ្រសាយសំេណើ 
សំណ�មពរ នងិមតិេយាបល់របស់មហាជនក្ន@ងទំព័រេហ្វកប៊ុក (Facebook Page)សេម្តច
្រកឡាេហាម ស េខង ឧបនាយករដ្ឋម�ន្ត ីរដ្ឋម�ន្តី្រកសួងមហាៃផ្ទ, េលខ៤២៩២ សសរ, ១៩ ក
ក្កដា ២០២២［ソムダッチ・クロラーハオム・ソー・ケン副首相兼内務大臣の Facebookペー

ジにおける大衆の提案、要請および意見解決追跡作業部会の設置に関する決定4292SSR号（内

務省、2022年7月19日）］ 

សារាចរេសចក្តីែណនំារបស់្រកសួងយុត្តធិមអ៌ំពីនតីិវAធីរដ្ឋប8§េវណី, េលខ០៤ សរច ៨៤, ៨ កtu8 
១៩៨៤［民事訴訟手続に関する指導通達04SRCh84号（司法省、1984年9月8日）］ 

េសចក្តីែណនំារបស់្រកសួងយុត្តិធមអ៌ំពីវAធានបេច្ចកេទសបង្កសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណ,ី េលខ៤៥ រវ
.៦០.៨៤, ២៨ សីហា ១៩៨៤［民事一件書類作成技術ルールに関する指導45RV.60.84号（司法

省、1984年8月28日）］ 

េសចក្តីែណនំារបស់អគ្គនាយកដា78នពន្ធដារៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និង ហិរopវត្ថ@ស្តីពីសិទ្ធិ និង

កាតព្វកចិ្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ ឬភាJ8កង់ារកាត់ទកុេនៅក្ន@ងការេដាះ្រសាយបណkឹងតវាm8ពន្ធដារ េនៅ
អគ្គនាយកដា78នពន្ធដារ, េលខ៧៣៧៤ អពដ, ៤ ឧសភា ២០១៧［租税総局における租税抗議申

立て解決における納税義務者または源泉徴収係の権利義務に関する指導書7374 GDT号（経済

財務省の租税総局、2017年5月4日）］ 

លិខិតរបស់្របធាន្រកុម្របឹក8\រដ្ឋម�ន្តីស្តពីីសំេណើបំេពញបែន្ថមេអាយមានរដ្ឋអំណាច៣ថាJ8ក់េនៅទី
្រកុងចំណÍះមជ8Óឹមេនៅក្ន@ងមា្រតា៧១ៃនរដ្ឋធម្មនុopជូនស.ម្របធានរដ្ឋសភា, េលខ០៥លស, 
២៨ មករា ១៩៨៣［国民議会議長同志宛の憲法71条における中央に属する市における3階層

の国家権力（組織）の補充提案文書05LS号（大臣評議会議長、1983年1月28日）］ 

លិខិតរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌អំពីការេដាះ្រសាយវAវាទរដ្ឋបាល, េលខ២៤៧សច/តុលាការ/៩៤, ១ កុម្ភៈ 
១៩៩៤［行政訴訟解決に関する文書247SCh/裁判所/94号（司法省、1994年2月1日）］ 

លិខិតរបស់អគ្គនាយករដ្ឋបាលៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដនីគរូបនីយកម្ម នងិសំណង់ស្តីពីកម្មវAធីចះុកម្ម
សិក8\្រសាវ្រជាវរបស់និស8�ិតCHINKET Matta(sic) េលើ្របធានបទ “យន្តការេដាះ្រសាយបណkឹង

រដ្ឋបាល”, េលខ១១៧ដនស/អរប/នីក, ៩ កtu8 ២០១៥［国土省の行政総局長の「行政申立て

解決仕組み」と題材とする CHINKET Matta（ママ）の調査見学プログラムに関する文書

117MLMUPC/ORB/NIK号（2015年9月9日）］ 

លិខិតរបស់អគ្គនាយកដា78នរដ្ឋបាលៃន្រកសួងមហាៃផ្ទជូនសេម្តច្រកឡាេហាម ស េខង ឧបនាយករដ្ឋ
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ម�ន្តី រដ្ឋម�ន្តី្រកសួងមហាៃផ្ទ, េលខ ០៩១/ន.ស.ឃ, ២១ មីនា ២០១៩［ソー・ケン副首相兼内

務大臣宛内務省の行政総局の文書091/N.S.Kh号（2019年3月21日）］ 

លិខិតរបស់្រកសួងមហាៃផ្ទជូនឯកឧត្តមអភិបាលេខត្តរតនគិរ�, េលខ ៧៧៦ សជណ, ៤ េមសា 
២០១៩[ラタナキリー州理事会の首長閣下宛内務省の文書776 SChN号（2019年4月4日）］ 

េសចក្តីជូនដំណងឹរបស់សាលា្រសុកបនា¤8យ្រសី, េលខ០០២/២១ស.ជ.ណ, ១១ មករា ២០២២［ボン

ティアイスレイ郡の通知書002/21S.Ch.N号（2022年1月11日）］ 

（外国法令） 

中華人民共和国憲法（1954年9月20日） 

中華人民共和国憲法（1978年3月5日） 

中華人民共和国憲法（1982年12月4日） 

中国人民政治協商会議共同綱領（1949年9月29日） 

政務院人民監察委員会試行組織條例（1950年10月24日） 

政府院の「監察部組織簡則」（1955年11月） 

ソビエト社会主義共和国連邦憲法（1977年10月7日） 

ベトナム民主共和国憲法（1959年12月18日） 

ベトナム社会主義共和国憲法（1980年12月18日） 

フランス1946年憲法（1946年10月27日） 

フランス1958年憲法（1958年10月5日） 

ロシア社会主義連邦ソビエト共和国憲法（基本法）（1918年7月10日） 

参照判決・決定等 

េសចក្តីជូនដំណងឹរបស់្រកុម្របកឹ8\ធម្មនុop, េលខ៤៤ កបធ, ២២ កក្កដា ១៩៩៨［憲法院の通知44CCC

号（1998年7月22日）］ 

េសចក្តីជូនដំណងឹរបស់្រកុម្របកឹ8\ធម្មនុop, េលខ០៥/២០០៥ កបធ.សជណ, ២៣ មនីា ២០០៥［憲

法院の通知05/2005CCC.SCHN号（2005年3月23日）］ 

លិខិតរបស់្រកុម្របកឹ8\ធម្មនុop, េលខ០៦/២០០៥. កបធ, ២៣ មីនា ២០០៥［憲法院の文書

06/2005CCC号（2005年3月23日）］ 

េសចក្តីជូនដំណងឹរបស់្រកុម្របកឹ8\ធម្មនុop, េលខ០០៣/០១/២០០៧ កបធ.សជណ, ១៤ វAច្ឆិកា 
២០០៧［憲法院の通知003/01/2007 CCC.SCHN号（2007年11月14日）］ 

េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកមុ្របឹក8\ធម្មនុop, េលខ ១០៧/០០៣/២០០៩ កបធ.ច, ២៧ ធ្ន� ២០០៩［憲法

院の決定107/003/2009CCC.Ch号（2009年12月27日）］ 
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សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ៧០, ៦ កក្កដា ១៩៩៥［最高裁判所民事

判決70号（1995年7月6日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១១៦, ២៨ កtu8 ១៩៩៥［裁判裁判所民

事判決116号（1995年9月28日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ៥១, ២៧ កុម្ភៈ ១៩៩៦［最高裁判所民事

判決51号（1996年2月27日） 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៣៩, ៣០ ឧសភា ១៩៩៦［最高裁判所

民事判決139号（1996年5月30日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿង្រពហ្មទណ�របស់តលុាការកពំូលេលខ១៩, ២៥ តលុា ១៩៩៦［最高裁判所刑事

判決19号（1996年10月25日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿង្រពហ្មទណ�របស់តលុាការកពំូលេលខ០១, ១០ មករា ១៩៩៧［最高裁判所刑事

判決01号（1997年 1月10日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៤១, ១៦ មថិុនា ១៩៩៨［最高裁判所民

事判決141号（1998年6月16日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៤៦, ២ កក្កដា ១៩៩៨［最高裁判所民事

判決146号（1998年7月2日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ២៣, ៩ កុម្ភៈ ១៩៩៩［最高裁判所民事判

決23号（1999年2月9日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ៣០, ២២ កមុ្ភៈ ២០០០［最高裁判所民事

判決30号（2000年2月22日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៣០, ៣០ ឧសភា ២០០២［最高裁判所

民事判決130号（2002年5月30日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៣៥, ៤ មថិុនា ២០០២［最高裁判所民

事判決135号（2002年6月4日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៩៥, ១៩ សីហា ២០០២［最高裁判所民

事判決195号（2002年8月19日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ៦៥, ២៤ មនីា ២០០៣［最高裁判所民事

判決65号（2003年3月24日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ១៦១, ២៦ កក្កដា ២០០៤［最高裁判所民

事判決161号（2004年7月26日）］ 
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សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ២៦៧, ១៨ វAច្ឆិកា ២០០៤ 最高裁判所民

事判決267号（2004年11月18日） 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ៧៣, ១៦ មីនា ២០០៦［最高裁判所民事

判決73号（2006年3月16日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿង្រពហ្មទណ�របស់តលុាការកពំូលេលខ៤២, ១០ ឧសភា ២០០៦［最高裁判所刑

事判決42号（2006年5月10日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ៣៤៥, ២ វAច្ឆិកា ២០០៦［最高裁判所民

事判決345号（2006年11月2日）］ 

សាលដីកាសំណÍំេរឿងរដ្ឋប8§េវណីរបស់តលុាការកពំូលេលខ២៣៤, ១០ សីហា ២០០៦［最高裁判所

民事判決234号（2006年8月10日）］ 

ពាក8jបណkងឹ្រពហ្មទណ�ជនូអាយ8jការអបសាលាដបំូងេខត្តេសៀមរាប, េលខ២១២, ១៥ កមុ្ភៈ ២០២២

［シアムリアプ州始審裁判所付属検察庁への告発書212号（2022年2月15日）］ 

 


